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巻頭言

「行動経済学の知見を生かした社会保障制度の確立を」

今回の特集は，社会保障制度に行動経済学の知見をどのように生かすのかという新しい視点からの

特集であり，「ナッジ」などを使った多くの政策アイデアを示唆し，重要な影響力を持つであろう。

新古典派経済学の想定する人間像は，「ホモ・エコノミクス（合理的経済人）」とされる。近代社

会に現れた「ホモ・サピエンス（賢い人）」という概念を，経済学は「ホモ・オムニシエンス（全知）」

と「ホモ・オムニポス（全能）」を兼ね備えた「ホモ・エコノミクス（全知・全能）」ととらえた。

この想定のもとで，人は自分にとって最適な選択ができる。個人の選択に誤りが発生するのは，

「全知でなかった」ためであり，不完全情報を解消すればよい。また少しでも「全能」に近づけるた

めには，「教育（私的年金を例にすると投資教育）」を提供すればよい。そのことにより，再分配以

外の社会保障制度の多くが不要のものとなる。

しかし，現実には，経済学の想定する人間の行動と現実の経済行動との乖離は著しいことが確認

されている。その乖離を解消すべく心理要因に着目した行動経済学において，人間は「経験則的人

間（ホモ・ヒューリステック）」，「パターン探究的人間（ホモ・フォーマペタン）」と想定されている。

行動経済学は，ホモ・エコノミクスと実際の人間の行動の乖離を心理学的な説明に求めたが，そ

の「プロセス，メカニズム」までは追求しない。伝統的には，経済学は観察される「行動」を分析

し，意思決定の「プロセス，メカニズム」には関心を持たない。他方，認知科学は，心理的な動き

に関心を持ち，心のプロセスを脳機能から明らかにする神経科学・臨床神経学と連携した研究を発

展させている。脳，神経系統やホルモンの仕組みや機能を研究する神経科学は，ストレスや加齢が

脳機能と人間の行動に与える影響について多くの研究を蓄積している。この神経科学と融合した経

済学が神経経済学であり，経済学，行動経済学，神経経済学の関係は図のようになる。

経済学の発展を「経済行動の予測の精度をより高める」とした場合，「ストレス」を感じることも

なく，「歳」をとることもない「ホモ・エコノミクス」を想定する新古典派経済学より行動経済学や

神経経済学が有益になる。

社会保障制度の対象者は，貧困などの課題からさまざまなストレスを抱えている人や高齢者であ








































































































































216



0001_社会保障研究_【巻頭言】_SK.smd  Page 2 21/12/15 09:20  v4.00

ることから，認知面でも多くの課題を抱

えている。認知面の課題，例えば加齢に

ともなう認知機能の低下は，「正常加齢」

に伴うものと，何らかの「病気」による

ものと大きく2つに分類できる。両者の

認知機能の低下のメカニズムは異なって

おり，正常加齢による認知機能の低下

は，脳の腹側線条体の「注意刺激」また

は「情報処理」の要求が高い場合に発生

する。他方，認知症の多数を占めるアル

ツハイマー病に関連する認知機能の問題は，「記憶の符号化，統合化および検索」に関連する内側側

頭葉領域における問題の発生とされている。正常加齢に伴う認知機能の低下は誰でも起きうるもの

で，日常の経済活動の障害にはならないが，集中力，注意力を必要とする場合，短時間や不慣れな

状況，心配ごとなどによるストレス下の意思決定において，経験や直感に頼った誤った意思決定に

つながる危険性もある。他方で，年齢ともに発症率が上昇する認知症による認知機能の低下により

徐々に日常の経済活動が困難になっていく。これら認知機能の低下により経済主体の自律性が低下

した個人を「脆弱な経済主体」と呼ぶが，格差拡大社会や超高齢化社会とは，「脆弱な経済主体」が

増える社会である。

社会保障制度以外でも，「脆弱な経済主体」を対象にした政策が議論されており，消費者庁「消費

者契約に関する検討会報告書」は，「消費者の脆弱性」を①「消費者の属性に基づく恒常的・類型的

な脆弱性」と②「消費者であれば属性を問わず誰もが陥り得る一時的な脆弱性」と分類して，前者

への「セーフティネットを整備」を議論している。また高齢者は「脆弱な投資家」でもあり，IOSCO

（証券監督者国際機構）の「高齢投資者の脆弱性に関する最終レポート」を公表している。こうした

広い意味での「脆弱な経済主体」を想定した社会保障制度が今後重要になるであろう。

参考文献：
Politser, P. E. (2008) Neuroeconomics: a guide to the new science of making choices. New York: Oxford University
Press.

駒 村 康 平
（こまむら・こうへい 慶應義塾大学経済学部教授）
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出所：Politser, P. E. (2008).

図 経済学，行動経済学，神経経済学の関係
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特集：社会保障と行動経済学

医療行動経済学をめぐる今日的論点

佐々木 周作＊

要 旨

医療健康分野は，行動経済学の応用研究が積極的に実施されてきた分野の一つである。その背景に
は，人間の意思決定に関する一見不合理な特性に基づき，医学的に推奨される予防や治療を人々が自力
では実行できない理由や，ときに医学的に推奨されない選択を人々が積極的に取ってしまう理由を説明
できる可能性が期待されてきたことがある。さらに，行動経済学は，推奨される予防や治療を人々が自
力で実行できるようになるにはどのような支援が必要かについて具体的な介入策（ナッジ）を提案して
きた。現在，さまざまなトピックでナッジの効果検証が行われるとともに，社会への実装が進められて
いる。社会的に注目を集める行動経済学やナッジであるが，学術的には分岐点を迎えている。本稿では
特にナッジに着目して，医療健康分野におけるナッジに関する最新の論点を整理するとともに，今後の
研究や実務応用の方向性について概観する。

キーワード：ナッジ，自律性，効果量，慢性腎臓病，医学教育

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 218-232.

Ⅰ はじめに

あるとき，あなたの皮膚に小さな出来物がある
ことに気づいたとしよう。形状や大きさ，色合い
を踏まえてインターネットで情報収集してみる
と，ほとんどの場合において良性であるが，稀に
悪性腫瘍の可能性があることも知った。このと
き，あなたならどうするだろうか。理想的な行動
は，即座に皮膚科を受診して，検査をしてもらい，
良性なのか悪性なのかを確認して，仮に悪性だっ
た場合には適切な治療を施してもらうというもの
だろう。

一方で，すぐにそのような行動に移せる人は少
ないに違いない。皮膚科を定期的に受診している
人ならまだしも，そうでない人は必要な検査を
行ってくれる地域の皮膚科を検索するとともに，
その皮膚科の評判を確認した上で，自分の予定と
照らし合わせながら受診日を決め，電話予約を
し，そして予約日に訪問しなければならない。近
い内に受診する必要があると頭では理解しなが
ら，今すぐ予約手続きを実行するかどうかと言わ
れると，今すぐでなくても良いだろう，と実行の
先延ばしをする人も多いのではないだろうか。こ
のように，理想的な選択を自覚し，自分自身もそ
の選択を実行したいと希望しながら，今すぐの実

＊東北学院大学経済学部 准教授

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3218
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行を先延ばしする行動特性の背景にある意思決定
の特性を，行動経済学では「現在バイアス」と呼
ぶ。これは，将来価値を割り引く傾向を表す時間
割引率が，将来の二時点で測定した場合よりも現
在を含む二時点で測定した場合の方が大きくな
り，時間を通じて非整合になっていることによっ
て生じている1)。現在バイアスは，このように異
時点間の意思決定に関する一見不合理な特性であ
り，時間選好の一つに分類されている。
それから数カ月経過したまたあるとき，その出
来物が少しずつ大きくなっていることにあなたは
気づいたとしよう。ここで重い腰を上げて，皮膚
科を受診した。担当医師は，インターネットであ
なたが収集した情報と同じように，形状や大き
さ，色合いからおそらく良性のものだが，稀に悪
性の場合もあり，良性か悪性かの判断は摘出して
検査をしてみないと分からない，と説明した。そ
の説明とは別の日に簡単な日帰り手術を受け，後
日，検査結果を聞きに来たときに，あなたは医師
から次のように告げられた。

「先日の手術で摘出した腫瘍は，悪性のもので
した。一方で，腫瘍はまだ小さく悪性度も低い部
類に入るので，ステージ1であると言えます。た
だし，先日の手術は良性腫瘍であることを前提に
行いました。事前に悪性腫瘍であると分かってい
る場合には，腫瘍の周囲をもう少し余分に切除す
ることの方が一般的です。ただし，検査結果から
細胞の分布を見てみると，がん細胞が含まれる箇
所を完全に切除できていない可能性は0とは言い
切れないものの，極めて低いと思います。念のた
めに追加切除の手術をするという選択肢もありま
すが，定期的な通院と検査で経過観察をしなが

ら，再発の可能性をチェックしていくという方針
もあります。いずれにせよ，すでに別の場所へ転
移している可能性もありますから，定期的な通院
と検査による経過観察は必要になります。」

このとき，あなたならどのように感じるだろう
か。過去の症例から未切除や転移の可能性は0で
はないが非常に低いことを説明されても，主観的
には客観的な確率値よりも大きく感じているかも
しれない。また，確率自体は客観的な水準で認識
していても，念のための保険として追加切除のた
めの手術を希望するかもしれない。さらには，数
カ月に一度の経過観察という方針に不安を感じ
て，民間療法に傾倒してしまうかもしれない。こ
のように，人は，不確実性の伴う状況における意
思決定に関して特徴的な傾向を持つ。行動経済学
はそれらの特性をリスク選好に分類しており，例
えば，客観的には小さな確率を主観的に大きく評
価する特性は「微小確率の過大評価」と呼ぶ。
医師には数多くの患者を診てきた経験がある。
また，関連する症例を探し，比較検討する能力も
ある。したがって，患者に対して選択すべき治療
方針の候補を提示し，説明する際には，ある程度
の見通しを持っているだろう。一方で，患者に
とって，日常的に罹る病気以外のものは人生で初
めての経験であることが多いので，医師と同程度
の見通しを持って治療方針を理解することは不可
能である。例えるなら，医師は空から俯瞰して，
ゴールの位置も把握した上で道筋を説明している
のに対して，患者は実際に道の真ん中に立って，
目の前の方向の東西南北も分からず，少し先には
霧さえかかっている中で，意思決定することを求
められているような状況である。そのように考え

1) 例えば，お金の受け取り方に関する質問で「今すぐ，1万円を受け取る」「1年後，1万1,000円を受け取る」という
二つの選択肢が提示された場合には，前者の選択肢を希望する人が多い。一方で，別の質問で「1年後，1万円を受
け取る」「2年後，1万1,000円を受け取る」という二つの選択肢が提示された場合には，一つ目の質問で前者の選択
肢を希望した人でも，今回は後者の選択肢を希望する人が多く出現する。つまり，一つ目の質問のように現在と
将来の二時点で選ぶときには，将来の1万1,000円を割り引いて評価して，今日の1万円よりも価値の低いものとし
て認識している（時間割引率が大きい）。一方で，二つ目の質問のように将来同士の二時点で選ぶときには，将来
の1万1,000円を割り引かず評価して（時間割引率が相対的に小さい），2年後まで待つことを希望するということ
である。このように，現在を含む二時点の時間割引率が，将来同士の二時点の時間割引率より大きいという特徴
を持つ人を，現在バイアスの強い人と呼ぶ。

医療行動経済学をめぐる今日的論点 219
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れば，患者の選択が医学的に推奨される選択とし
ばしば乖離するのはむしろ自然にも思える。

Ⅱ 医療行動経済学の立ち位置

行動経済学は，脳科学や心理学分野の発見を経
済学理論に取り入れる過程で，時間選好やリスク
選好など，異時点間の意思決定や不確実性下の意
思決定に関する一見不合理な特性を整理してき
た。医療健康分野は，行動経済学の応用研究が積
極的に実施されてきた分野の一つである。その背
景として，医学的に推奨される予防や治療を人々
が自力では実行できない理由や，ときに医学的に
推奨されない選択を人々が積極的に取ってしまう
理由を行動経済学の知見を使って説明できる可能
性が期待されてきたことがあるだろう。さらに，
行動経済学は，人間の意思決定に関する一見不合
理な特性を踏まえながら，医学的に推奨される予
防や治療を人々が自力で実行できるようにするに
はどのような支援が有効なのか，について具体的
な介入アイデアを提案してきた。そのアイデアの
内，人々の自由意志を尊重した介入は「ナッジ」
と呼ばれ，医療健康分野を含むさまざまな分野で
介入効果の検証が行われるとともに，社会への実
装が進められている（高橋他，2020）。
社会的に注目を集める行動経済学やナッジであ
るが，学術的には分岐点を迎えていると言えるだ
ろう。佐々木・大竹（2019）を見ると，現在バイ
アスなどの意思決定の特性が現実の医療健康行動
を説明していることを実証する研究がこれまで蓄
積されているが，そのほかのさまざまな医療健康
行動でも同様の傾向が観察されるかどうかを確認
する研究が水平的に展開されるに留まっている。
リスク選好では理論的にさまざまな種類の意思決
定の特性が整理されてきたが，医療健康分野の実
証研究では，標準的経済学の範疇であるリスク回
避性が測定され，それと現実の医療健康行動の関
係を検証するものがほとんどである。さらに，
ナッジについては，その介入効果が小さく短期的
である可能性が指摘されており，個人厚生だけで
なく社会厚生の面でもナッジがポジティブな影響

を与えうるのか，ポジティブな影響を与えるとす
ればどのような条件なのかを明らかにすることが
必要になってきている。この内，本稿は特にナッ
ジに着目して，医療健康分野におけるナッジに関
する最新の論点を整理するとともに，今後の研究
や実務応用の方向性について概観する。

Ⅲ ナッジ

1 概要
ここで，ナッジとは何か，について改めて解説
する。ナッジは，経済学者のリチャード・セイ
ラーと法哲学者のキャス・サンスティーンが提唱
した概念である。ナッジは辞書的に「肘で軽くつ
つく」を意味するが，セイラーとサンスティーン
は，「選択を禁じることも，経済的なインセンティ
ブを大きく変えることもなく，人々の行動を予測
可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆ
る要素」と定義している（セイラー・サンス
ティーン，2009）。選択アーキテクチャーという
言葉は聞き慣れないだろうが，人々が意思決定す
る際の環境であり，ナッジでは，その環境をどの
ようにデザインするかが重要になる。彼らの定義
と現実のナッジの例を踏まえて筆者が言い換える
なら，「人々の行動経済学的特性を踏まえて，また
はそれを活用して，強制することなく，高額の金
銭的インセンティブを用いることもなく，自分自
身や社会にとって最適な選択を人々が自発的に実
行できるように促すためのメッセージやデザイ
ン・仕組み・制度」が，ナッジである。
ナッジについて理解しようとするときには，セ
イラーとサンスティーンの定義に，「経済的なイ
ンセンティブを大きく変えることもなく」という
表現が含まれていることに留意すべきだ。金銭的
インセンティブを伴う介入はナッジではないと誤
解されることが多いが，彼らが定義するナッジ
は，元々存在していた金銭的インセンティブの説
明の表現を工夫するものや，少額の金銭的インセ
ンティブを追加するものを含んでいる。彼らはま
た，自著の中で，良い選択アーキテクチャーを作
るための六原則として「iNcentives（インセンティ
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ブ）」「Understand mappings（マッピングを理解す
る）」「Defaults（デフォルト）」「Give feedback
（フィードバックを与える）」「Expect error（エ
ラーを予測する）」「Structure complex choices（複
雑な選択を体系化する）」を提案し，「NUDGES」
と呼んでいる（セイラー・サンスティーン，
2009）。個別項目の解説は省略するが，一つ目に
インセンティブを挙げていることから，それを重
視していることが理解できるだろう。彼らは，金
銭的インセンティブが想定通りの効果を持つよう
に，インセンティブの顕著性を調整する役割を
ナッジが担っている，と説明している。
このようなインセンティブとナッジの相互補完
関係を重視する姿勢は，政府や医療機関といった
実務の現場でナッジが注目を集めている理由とも
呼応する。注目を集める理由の一つは，ナッジが
「ラストワンマイル問題」の解決策となりうると
いうものである。優れた政策や医療的な介入を考
案しても，それらが対象者に行き届かなければ無
意味である。ナッジには，人々の行動経済学的特
性を踏まえて，それらの政策や介入への自発的ア
クセスを改善するための潤滑油のような役割が期
待されているのである2)。

2 ナッジの4分類
本稿では，医療健康分野で活用されているナッ
ジを「デフォルトの変更」「損失の強調」「他者と
の比較」「コミットメント」の4分類に大別して解
説する3)。そのとき，それぞれのナッジに伴う倫
理的懸念も併せて紹介する。ナッジは，人々の意
思決定の脆弱性を前提に，仕組みの変更や情報提

供の工夫を通じて，最適な選択を人々が自発的に
実行できるように支援するものである。ナッジに
は，人々の自律性を尊重する側面を持つ反面，政
府や医療者が最適と考える選択を人々に押し付け
る，家父長的な側面も持つ。政府や医療者の推薦
を人々も理想的な選択と自覚するものであった
り，仮に今は自覚していなくても，熟考すればそ
れを理想的な選択だと認識するものであったりす
るなら，大きな問題は無いだろう。一方で，熟考
したときには選ぶはずのなかった選択をナッジで
無意識的に実行させているなら，その状況は回避
されなければならない。特に医療の文脈ではとき
として生死にかかわる状況があることを踏まえる
と，ナッジの活用方法が適切かどうかについては
十分な注意を払わなければならない。
① デフォルトの変更
デフォルトの意味は「初期設定」である。一般
的に，人は現状維持を好み，初期設定から変更し
たがらない。Chapman他（2016）はこの特性を活
用して，インフルエンザ・ワクチンの接種率を上
昇させるためには，複数の日程を知らせて自主的
な予約を呼びかける従来の方法よりも，日時を予
め仮決めして，指定したその日時での接種を呼び
かける方が効果的であることを実験的に示した。
従来の方法だと，対象者は，複数の日程候補と
自分の予定を照らし合わせながら都合の良い日時
を見つけて，その日時で予約した上で接種場所ま
で訪問する必要がある。これは一見すると対象者
の事情に寄り添った方法に感じられるが，人々の
作業量が多く，心理的負担も大きくなる。予約日
時が仮決めされた状態に初期設定を変更すること

2) もちろん金銭的インセンティブを活用しないナッジも存在する。特に，新型コロナウイルス感染症のパンデ
ミックの初期のように，規制的・財政的手法が整備されるまでは，ナッジのようなソフトな介入手段に依存する
しかない。
また，平時においても，ナッジが規制的手法や財政的手法を代替して，政策的介入の費用を下げることが期待

されている側面もある。強制的な法的介入や金銭的な報酬も人々の介入へのアクセスを改善できるはずだが，そ
れらの手法は行政側の金銭的・時間的負担が大きくなる。ナッジは，選択のデザインや情報提供メッセージの工
夫で人々の方から介入に近づいてもらえるように働きかける手法である。特に政策現場では，行財政の悪化から
新しい政策資源として私的活力を当てにせざるをえない事情が背景にある。いずれにせよ，効果の面からも費用
の面からも介入の費用対効果の改善に貢献する点が，政府や医療機関などの実務現場でナッジが注目を集める大
きな理由となっている。
3) ここでは，佐々木・大竹（2019）で行った4分類の整理を，取り扱う研究事例や構成を変更しながら改めて行う。
また，ナッジには，4分類のほかに「単純化」「パーソナル化」「リマインド」などもある。
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で，人々はその日時に接種するかどうかを検討す
るだけで良くなり，負担が減って接種されやすく
なるのである。この研究では，電話連絡で仮決め
された日時を変更できるだけでなく，お知らせ自
体を無視して接種を拒否できる仕様になってい
た。つまり，その範囲において選択の自由も保障
されていたのである。
一般的に，デフォルト・ナッジの介入効果は大
きいことが知られている。臓器提供の意思表示の
例を挙げると，「提供意思がない」が初期設定で，
提供する場合に記入して意思を表明する必要があ
る国では，臓器提供の同意者の割合は1～2割と低
くなっている。一方で，「提供意思がある」が初期
設定で，提供したくない場合に記入して表明する
必要がある国では，同意者の割合は9割を超えて
いる（Johnson and Goldstein, 2003）。
ここで，デフォルト・ナッジには，人々の熟慮
を回避し，反射的・直感的・習慣的・惰性的な認
知と行動パターンを利用する側面があることに留
意する必要がある。そもそも初期設定に気づきに
くい場合もあり，デフォルトで推薦される選択を
取っていると自分が見なされていたことに事後的
に気づいて後悔する人も出現しやすい。このよう
に，デフォルト・ナッジは大きな効果が期待でき
る反面，自由意志の尊重という理念と対立するこ
とが多く，家父長的な性格も強くなる4)。
② 損失の強調
損失の強調は，メッセージを「利得フレーム」
でなく「損失フレーム」を使って表現するという
情報提供の工夫である。福吉（2018）の実験研究
から，大腸がん検診の受診率向上のためには，「今
年度，大腸がん検診を受診された方には，来年度，
『大腸がん検査キット』をご自宅にお送りします」
という利得フレームのメッセージ付きハガキを送
付するより，「今年度，大腸がん検診を受診されな
いと，来年度，ご自宅へ『大腸がん検査キット』
をお送りすることができません」という損失フ

レームのメッセージ付きハガキを送付する方が効
果的なことが分かった。
この結果は，行動経済学のプロスペクト理論に
おける「損失回避性」で説明できる。この理論の
価値関数から，人は，参照点を基準にした利得方
向の変化より同じ大きさの損失方向の変化を心理
的に大きく感じることが知られている。この性質
のために，「…お送りします」という利得表現より
「…お送りできません」という損失表現の方が有
効だったと考えられる。ただし，損失フレームの
行動変容効果が利得フレームの効果よりもいつも
大きくなるとは限らないことも分かってきた。コ
ロナ禍の日本で，筆者が黒川博文・兵庫県立大学
講師と大竹文雄・大阪大学教授と共同で実施した
サーベイ実験でも，「あなたが外出をしたり，『3
密』の場所にいったり，手洗いやマスクをしな
かったりすることで，身近な人の命を危険にさら
します」という損失フレームではなく「あなたが
外出をやめ，『3密』をさけ，手洗いやマスクをす
ることで，身近な人の命を守れます」という利得
フレームの方が，外出や他者との接触機会を削減
する効果を持っていた（Sasaki et al., 2021）。さら
に，損失フレームのメッセージは脅しの表現に近
いことから，閲覧者の心理的負担を大きくする可
能性が心理学研究で指摘されている（Heffner et
al., 2020）。
③ 他者との比較
他者との比較は，自分以外の人々の考えや行動
を紹介するという情報提供の工夫であり，「社会
比較ナッジ」とも呼ばれる。Chapman他（2016）
は，実験参加者本人の歩数がそのほかの参加者と
比較してどのくらいかというフィードバック情報
を週2回電子メールで提供することで，1日当りの
歩数を1,000歩程度上昇させられるという結果を
示している。この結果は，「不平等回避」という行
動経済学的特性で説明できる。実験研究から，人
は自分自身と他人の利得の間に格差があることを

4) 日本の現行制度では，年金の支給開始年齢は65歳である。一方で，65歳から受給するためには，支給開始年齢に
到達する3か月前に送付される年金請求書に記入して提出する必要がある。つまり，初期設定が「65歳からは受給
しない」になっているということである。中には，本来65歳から受給したかった人が，初期設定に気が付かずに
受給し損ねるというケースがあるかもしれない。
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嫌うことや，自分自身の利得が他人よりも劣って
いる状態を特に嫌うことが分かっている。この不
平等回避性が，他人と同じように振る舞うことを
好む同調性につながり，自分の行動が他人の行動
と乖離していると，遵守すべき社会規範を遵守で
きていないかのような居心地の悪さを感じさせて
しまうと考えられる。
社会比較ナッジの有効性は納税・省エネ・寄付
といったさまざまなトピックで証明されてきた
が，実は医療・健康分野では上記の研究を除いて
明確には支持されてこなかった。例えば，フラン
ス人女性を対象に実施されたフィールド実験研究
では，マンモグラフィーによる乳がん検診の受診
を勧奨する通知文の中で，過去に多数の女性が乳
がん検診を受診していることを知らせて通知文を
受け取った本人にもぜひ受診しようと呼びかける
メッセージを添えることの効果を検証している
が，この社会比較ナッジに検診受診を促進する効
果は観察されていない（Goldzahl et al., 2018）。
佐々木（2020）は，行動変容効果が観察されな
かった医療健康分野の研究を参照しながら，ほか
の分野と違ってこの分野の選択には身体的負担や
精神的負担が大きく伴うことが結果に影響してい
る可能性や，介入時期と推奨行動の実行時期のタ
イムラグが結果に影響している可能性を整理して
いる。
損失の強調や他者との比較は，情報や注意喚起
を人々に提供し，熟考を促すものである。最終決
定は人々自身に委ねられるので，デフォルトに比
べると家父長的な性格は弱くなる。一方で，損失
の強調は，脅しに近い表現を含んでおり，他者と
の比較は，他者と同じ行動を取らなかった場合の
負の感情に目を向けさせる。さまざまな事情から
行動変容が叶わない人には，これらのナッジは負
の感情を新しく追加させるだけである。この点に
おける厚生改善の余地にどう対処するかが最新の
研究課題となっている。節電・省エネや食事選択
の分野では，ナッジの受取りに対する支払意思額
を測定することで，ナッジの心理的な費用を厚生
分析に組み込む研究が始まっている（Allcott and
Kessler, 2019; Thunström, 2019）。

④ コミットメント
コミットメントは，「現在バイアス」の強い人へ
の介入である。現在バイアスの強い人は，将来の
計画を立てる段階では理想的な選択をしようと決
意するが，時間が経って実行する段階になると自
制できずに先延ばししてしまうという特性を持
つ。コミットメントは，一度決意した理想的な選
択を事後的に変更できないように固定するための
工夫であり，ハードなものとソフトなものがあ
る。前者は，契約や制度，法律などによって選択
を固定する方法であり，後者は，ダイエットや禁
煙の目標を周囲に宣言するというように，心理的
な強制力を働かせることによって理想的な選択を
固定する方法である。
Martin他（2012）は，保健センターの無断キャ
ンセルを減らすために，受付スタッフが次回の予
約日時をカードに記入する従来の方法ではなく，
患者自身に記入させることが有効であるという実
験結果を示した。患者自身が受付スタッフの前で
予約日時を記入するという状況は，スタッフに対
して次回の約束を守ると宣言している状況に相当
し，無断キャンセルによる申し訳なさや恥ずかし
さをより感じやすい仕組みになっていたと考えら
れる。Milkman他（2011）は，インフルエンザ・ワ
クチンが接種可能な日程を通知する案内状に接種
希望の日時を書き込むためのフォームを設定する
ことで，接種率を約4％上昇させられることを実
験的に示した。デザインの工夫で，詳細な計画を
立てるように働きかけて，実際にフォームに書き
込むか，または頭の中で具体的な予定をイメージ
したことが心理的な強制力となって，事前に立て
た計画の実行を後押ししたと考えられる。
後者のコミットメントは，フォームに書き込む
かどうかを自分自身で選択するものなので，「セ
ルフ・コミットメント」と呼ぶこともできるが，
ここで，セルフ・コミットメントが有効なのは，
現在バイアスを持つ人々で，さらに，現在バイア
スを自覚している賢明な人に限られることに留意
すべきである。賢明な人でなければ，先延ばしの
防止のためにコミットメントを活用しようとは思
わないからである。また，セルフ・コミットメン
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トは，理想的な選択として人々自身が自覚してい
るものを実行できるようにするための補助であ
り，その利用もまた人々自身が自発的に選択する
ものであるから，人々の自律性を阻害するという
倫理的懸念はほとんど生じないと言える。このよ
うに，ナッジの実務応用を検討する際には，ナッ
ジに期待される効果とそれに伴う倫理的な懸念の
程度を，分類毎に丁寧に比較することが重要であ
る。

3 ナッジの効果量
現在，ナッジの効果量が期待されているほど大
きくないのではないか，という論点が提示され，
議論されている。中でも DellaVigna & Linos

（2020）は，累計2,300万人の人々を対象に米国の
二つのナッジ・ユニットが実施した，126件のラン
ダム化比較試験のデータを使用して，社会比較
ナッジなど情報提供の方法を工夫するナッジの介
入効果をメタ分析で推定している。そして，その
効果量と学術雑誌に掲載された24件のランダム化
比較試験で推定されたナッジ介入の効果量を比較
している。ここで，ナッジ・ユニットとは，ナッ
ジの政策活用を推進する組織のことを指す。世界
中に200以上存在すると報告されており，日本で
も，環境省・経済産業省などの中央省庁，横浜市・
尼崎市などの地方自治体でナッジ・ユニットが発
足している（高橋他，2020）。
DellaVigna & Linos（2020）の分析によると，学
術雑誌に掲載されたランダム化比較試験における
ナッジの平均介入効果は8.7％ポイントだったが，
ナッジ・ユニットの実施した試験の平均介入効果
は1.4％ポイントで，両者とも1％水準で統計的に
有意だったが，後者は前者の約6分の1の大きさ
だったという。上記の研究では，この差の原因と
して出版バイアスの可能性が実証的に検証されて
いる。同時に，前者の介入には人を介したものが
多いのに対して，後者の介入には電子メールや手
紙を介したものが多いことが分かったという。さ
らに，後者のランダム化比較試験は行政の既存の
コミュニケーション機会を使って大規模標本を対
象にしており，小さな介入効果でも統計的な有意

性が検出できるように設計されていたとのこと
で，これらの研究デザインの違いも介入の効果量
の違いを説明すると報告されている。
ナッジ・ユニットの行った実験の結果から，従
来のコミュニケーション・チャネルにナッジ介入
を追加して，すべての対象者がその介入に注意を
向けているのかどうか分からない状況であって
も，1.4％ポイント程度の介入効果を期待できる
かもしれないということが分かる。学術雑誌に掲
載されたランダム化比較試験の介入効果の6分の1
という水準は，一見すると見劣りするように感じ
られるが，導入コストを低く抑えられるなら十分
に費用対効果の高い介入となるはずである。

Ⅳ 慢性腎臓病対策としてのナッジ

本節では，筆者が，福間真悟・京都大学准教授，
津川友介・UCLA Associate Professor，後藤励・慶
應義塾大学教授らと共同で実施したナッジのラン
ダム化比較試験研究の内容を紹介する。本研究
は，医療健康分野の過去のナッジ研究と比較して
いくつか新しい特徴を備えており，それらの特徴
と結果を解説することを通して，医療健康分野の
ナッジ研究の今後の方向性について探ることがで
きると考える。なお，本研究成果をまとめた研究
論 文 は，『Journal of the American Society of

Nephrology』に 採 択 さ れ た（Fukuma, Sasaki,
Taguri et al., forthcoming）。

1 研究目的
本研究の目的は，ナッジを活用した勧奨で，慢
性腎臓病（CKD）リスクの高い人々を医療機関の
受診につなぎ，その帰結として，人々の健康状態
を改善できるのかどうかを明らかにすることであ
る。CKDは心筋梗塞や脳卒中等のリスクを高め
る病気で，末期腎不全に進行すると人工透析や腎
移植が必要になる可能性がある。世界人口におけ
る推定有病率は約9.1％と言われているが（G. B.
D. Chronic Kidney Disease Collaboration, 2020），罹
患している可能性のある人々の多くが診断を受け
ておらず，その結果として，適切な治療を受けて

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3224
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いないことが指摘されている。例えば，日本では
健診によってCKDリスクの高さが指摘された
人々の約90％が治療を受けていないことや，健診
後には，新規にCKDが発見された人の中でたった
2％の人だけがCKDの治療のために医療機関への
通院を開始することが分かっている（Yamada et
al., 2019）。我々は，一つの背景要因として，高い
時間割引率による将来の健康損失の過小評価や，
現在バイアスによる受診行動の先延ばしがあるの
ではないかと考え，それらの行動経済学的な特性
に直接対処するナッジを受診勧奨のハガキに施
し，その介入効果を測定するための実験を行っ
た。
医療健康分野のこれまでのナッジ研究と比較し
たとき，本研究にユニークな特徴は三つあると考
える。一つ目は，世界規模で大きな医療負担を生
み出しているCKDという新しいトピックでナッ
ジの介入研究を実施している点である。二つ目
は，CKDリスクを発見する健診の受診勧奨ではな
く，そのリスクが発見された人々を適切な治療に
つなげるための医療機関の受診勧奨で，ナッジの
介入研究を実施している点である。既存研究は，
予防医療の文脈で実施されることが多かった5)。
三つ目は，医療機関の受診だけでなく，受診後に
人々の健康アウトカムが改善したかどうかまで追
跡する点である。具体的には，介入 1年後の
eGFR・蛋白尿・血圧を使って評価する。このよう
に，健診の受診行動ではなく，健診後の医療機関
の受診行動を強化するとともにその後の健康アウ
トカムを追跡して評価することで，プログラム全
体の有効性を評価しようとする点に，既存研究に
ない本研究の特徴がある。

2 介入内容
本研究では全国土木建築国民健康保険組合の協
力を得て，組合に加入する企業の従業員からCKD
リスクの高い人々を抽出して，その人々を対象に

ランダム化比較試験を実施した。具体的には，
2018年4月から2019年3月の間に健康診断を受診し
た40歳から63歳までの人々の内，健康診断によっ
て「eGFR＜60mL／min／1.74m2または尿蛋白尿
（ディップスティックテストで1＋以上）」である
と判明した人々を対象とした。
ランダム化比較試験では，統制群・通常介入
群・ナッジ介入群の3つ設けて，それぞれ801名・
1,605名・1,605名を割り当てた。通常介入群と
ナッジ介入群の2つの群で，医療機関の受診を勧
奨するハガキをそれぞれ郵送した。
図1が，通常介入群に郵送したハガキのデザイ
ンである。
このハガキで伝達している内容は大きく三つあ
る。一つ目は，健康診断におけるeGFR・蛋白尿の
結果に基づきながら，CKDのリスクが高いことを
知らせるものである。二つ目は，CKDの健康リス
クや帰結に関する一般的な説明である。三つ目
は，医療機関の検索方法を案内するものである。
次に，図2が，ナッジ介入群に郵送したハガキの
デザインである。
伝達する内容は通常介入群と共通しているが，
その表現や装飾を，ナッジの既存研究を踏まえて
工夫している。一つは，CKDの健康リスクや帰結
に関する説明を「損失フレーム」を使って強調し
た。通常介入群の「『慢性腎臓病』によって心筋梗
塞や脳卒中を起こす危険性が高まります」や「腎
機能が低下して腎不全になると透析治療が生涯必
要となります」は，将来の損失であるので，高い
時間割引率によって過小に評価される可能性があ
ると考えた。損失の大きさの過小評価を防ぐ目的
で，「早期に受診しないと心筋梗塞や脳卒中など
の合併症を予防できるチャンスを失います」とい
うように，将来の損失でなくハガキを受け取った
時点の損失に転換する表現を用いるとともに，
「腎不全に進行してしまうと透析治療のため週3日
間・半日ずつ仕事を休まないといけません」とい

5) 今後の医療行動経済学の一つの方向性は，研究トピックを予防医療から治療医療へ拡張するというものだろう。
この流れを牽引するのは，ペンシルバニア大学のKevin G. Volppの研究グループである。彼らは，医療現場のナッ
ジ活用を推進する組織「The Penn Medicine Nudge Unit」を立ち上げ，関連する医療機関をフィールドにナッジの
介入研究を行って，経済学だけでなく医学のトップ・ジャーナルにその成果を発表している。

医療行動経済学をめぐる今日的論点 225
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うように，透析治療のコストを実感してもらいや
すい具体的な表現を使用した。もう一つは，医療
機関の受診の必要性を感じた人々の，実行の「先
延ばし」を防止するための工夫を施した。具体的
には，医療機関を探し，予約し，受診するための
手順を細分化して提示することで，人々の認知コ
ストを下げるように働きかけるとともに，予約日
時を書き込むフォームを設けることで，実行意図
を強化するように働きかけた。
既存研究では，ナッジを含まない介入は文字情
報のみというように，極力シンプルなものが採用
されていることが多かった。それに対して本研究
の介入の特徴は，ナッジ介入群だけでなく，通常
介入群にもナッジの要素が含まれているところに
ある。例えば，CKDの健康リスクや帰結に関する
説明には損失の表現が含まれているし，医療機関

の検索方法の案内は人々の認知コストを部分的に
引き下げると考えられる。それらを踏まえると，
通常介入群を「弱いナッジ」と，ナッジ介入群を
「強いナッジ」と言い換えることもできる。本研
究は，一定程度洗練された受診勧奨ハガキでナッ
ジの要素をさらに強調することによって，追加的
な行動変容効果・健康改善効果がどれくらいある
かを検証するものである。

3 結果
表1のように，健康診断及び介入を受けてから6
カ月の間に医療機関に訪問した人たちの割合は，
統制群で15.8％，通常介入群で19.7％，ナッジ介
入群で19.7％であった。通常介入の効果とナッジ
介入の効果は同じで3.9％ポイントであり，5％水
準で統計的に有意であった。さらに，1年後の

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3226

＜表面＞

＜裏面＞

図1 通常介入のハガキ
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eGFR・蛋白尿・血圧を評価したところ，それらの
値には統制群と二つの介入群の間で差が観察され
なかった。
まとめると，通常介入やナッジ介入の受診勧奨
ハガキを受け取ることで医療機関を受診する確率
は高まるが，平均的には，通常介入のハガキか

ナッジ介入のハガキかによってその確率に違いは
ないということである。サブグループ分析から，
ナッジ介入の効果は特に40歳台や男性の間で観察
されることが示唆されたが，相互作用の検定結果
は統計的に有意ではなかった。さらに，上記の介
入の健康改善効果を支持する結果は観察されな
かった。
事前のパワー計算では，通常介入に5％ポイン
ト，ナッジ介入に10％ポイントの平均介入効果を
見込んでいた。介入対象者はCKDリスクが高く
なるような生活習慣を持つ人たちである。一般の
人たちに比べて現在バイアスなどが相当強く，行
動変容しづらい集団であった可能性があり，情報
提供の工夫で対応できる範囲が事前の見込みより
も小さかったと推察される。

医療行動経済学をめぐる今日的論点 227

表1 通常介入とナッジ介入が医療機関の受診率に
与える効果

受診率，％
（95％CI）

受診率の差，
％ポイント
（95％CI）

p値

ナッジ介入の
ハガキ

19.7
（17.8 to 21.6）

＋3.9
（＋0.8 to ＋7.0） 0.02

通常介入の
ハガキ

19.7
（17.8 to 21.6）

＋3.9
（＋0.8 to ＋7.0） 0.02

統制群 15.8
（13.3 to 18.3） ベースライン

＜表面＞

＜裏面＞

図2 ナッジ介入のハガキ
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4 考察
本研究の結果から，医療健康分野のナッジ研究
の今後の方向性に対して，いくつかの示唆が得ら
れる。一つ目の示唆は，既に一定程度洗練された
デザインやメッセージで，ナッジの要素をさらに
強調することに大きな行動変容の追加効果を期待
することは難しいかもしれないというものであ
る。「損失の強調」「他人との比較」「コミットメン
ト」などの情報提供の工夫としてのナッジに追加
効果が期待できるのは，元々のデザインやメッ
セージが非常に簡素で，あまり洗練されていない
場合なのかもしれない。本研究の状況では，情報
提供の工夫が医療機関の受診を促進する効果は
4％ポイント程度が上限であって，それ以上の効
果を得るためには，「デフォルトの変更」のよう
に，受診すべき医療機関や受診する日時を予め指
定して通知するというような工夫まで必要であっ
たとも考えられる。
一方で，医療機関の受診を促進するために，デ
フォルトの変更が必要なのか，それとも，情報提
供の工夫で十分なのかは人によって異なるだろ
う。各ナッジがどのような効果を持つかは，介入
対象となる人々がどのような選好を持っているか
に依存する。人々がほとんど同質的であれば，一
種類の介入を採用することで十分に機能するが，
異質的であれば，それぞれの人にとって最も受診
が促進されやすい介入を個別に割り当てることで
行動変容効果を大きくすることが可能になる。つ
まり，個人単位の潜在的な介入効果を踏まえなが
ら，一定程度洗練された通常の受診勧奨ハガキを
割り当てるのか，ナッジを強調したハガキを割り
当てるのか，デフォルトの変更の工夫を施すの
か，それとも何の介入も割り当てないのかという
観点でテーラーメイドな介入を実現できるなら，
受診率を大幅に向上させられる可能性があるとい
うことである。近年，機械学習と因果推論の融合
が進むにつれて，介入効果の異質性を個人の属性
に基づいて予測することが可能になっていること
から（石原・依田，2020），テーラーメイドな介入
を実施するための環境が整ってきつつある。
本研究の二つ目の示唆は，医療機関の受診率を

高めることそれだけでは健康アウトカムの改善に
つながらない可能性があるということである。患
者が医療機関を受診した後，医師が患者と適切な
コミュニケーションを取りながら必要な治療を施
して，患者の生活習慣の改善までつなげることが
できるかどうかが決定的に重要だろうということ
である。
しかしそれは，医療機関の受診率を高めるため
の介入の工夫が重要でないということを意味して
いるわけではない。患者が医療機関を受診してく
れないと，医師は患者に直接コミュニケーション
を取ることはできないからである。よって，医療
機関の受診率を高めるための介入が，健康アウト
カムの改善への必要条件であることは間違いだろ
う。この関係性は，ナッジの定義において，ナッ
ジがあくまでもインセンティブが想定通りに機能
するための補助的な役割として位置づけられてい
たことに似ている。
これからの医療健康分野のナッジ研究は，全体
を俯瞰した上で，人々のどの行動を変えるべきな
のか，個人厚生だけでなく医療費の削減までを踏
まえたときに，ターゲットとなる行動を変容させ
るだけで十分なのか，それともほかの行動と組み
合わせるべきなのか等を総合的に検討しながら実
施していく必要があるだろう。その意味で，個人
のインセンティブや厚生評価だけでなく社会全体
の厚生評価を行うための方法論を構築してきた経
済学の果たす役割はますます大きくなるだろう。
一方で，ナッジのフィールド実験を実施でき，行
動変容の対象となる指標とともに，健康アウトカ
ムや医療費等を突合して総合的に効果検証するた
めの実証フィールドを持つ経済学者は多くない。
したがって，そのような実証フィールドを持つ医
学研究者と経済学者のコラボレーションは，今後
の医療健康分野のナッジ研究において，ますます
重要になるはずである。

Ⅴ おわりに：医療者と患者のコミュニケー
ション

医療者と患者の間では「見え方」が大きく異な

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3228
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るのではないか，とⅠ節で書いた。実は，この見
え方の違いは実験研究でも指摘されている。
Galizzi et al.（2016）は，リスク選好と時間選好が
医師と患者の間でどのように異なるのか，を実験
質問を使って検証した。ギリシャの病院で質問紙
調査を行って，金銭的表現でリスク選好・時間選
好を測定する質問と医療・健康に関する表現でそ
れらの選好を測定する質問を設けた。その回答を
使って分析した結果，医療・健康表現の質問では，
医師と患者の間でリスク選好に差がなく，ともに
リスク回避的だったが，金銭的表現の質問を使っ
た場合には，医師の方が患者よりもリスク回避的
だったという。また，時間選好については，どち
らの質問を使ったときにも，医師の方が患者より
も我慢強いという結果が得られたと報告されてい
る。つまり，彼らの研究から，医師は患者よりも
リスク回避的であり我慢強いというように，医師
の方が一般的に良好な健康アウトカムに結びつき
やすい選好を持っている可能性が示唆されたとい
うことである。仮に医療者がこの違いに意識的で
なければ，患者の特性を所与としたときに最適な
治療が施されない可能性が生じる。このように，
患者が医療機関を受診した後の医療者と患者のコ
ミュニケーションをより良いものに改善し，患者
と社会の両方にとってより良い帰結に結びつけよ
うとするときにも，行動経済学は貢献できるかも
しれない。
筆者は，2018年2月から2020年9月の間に，日本
学術会議・臨床医学委員会腫瘍分科会に特任連携
会員として参加して，医学研究の先生方と一緒
に，医療者と患者のコミュニケーションにおける
行動経済学の貢献可能性について意見交換する機

会を得た。その際，議論の題材として下記の実験
研究を紹介した。
その研究は，デフォルトの変更が，緩和治療か
延命治療かを選択するような終末期医療に関する
意思決定に対して影響を与えるか，という問いを
実験的に検証したものである（Halpern et al.,
2013）。研究の場面設定は，患者と患者家族に対
して医師が将来緩和治療への切替えを提案したと
きに彼らがどうしたいかを計画しておくことを促
すというものである。その際，ランダムに振り分
けたあるグループには，「緩和治療を選択する」を
デフォルトに設定した資料を提供し，どちらが良
いかを選択してください，と伝えた。別のグルー
プには，「延命治療を選択する」をデフォルトに設
定した資料を提供し，また別のグループには，ど
ちらも選択していない状態で資料を提供した。さ
らに，すべてのグループに対して，両方の選択肢
を家族と相談しながら時間をかけて検討すること
を医師は推奨している。
図3より，まず，どちらも選択されていない資料
を受け取ったグループでは，緩和治療を選択した
人の割合は61％であったことが分かる。次に，延
命治療がデフォルトだったグループではその割合
が43％だったのに対して，緩和治療がデフォルト
だったグループでは77％だったことが分かった。
フォローアップのために，Halpern et al.（2013）
は，患者たちの選択が完了した後で研究の意図を
開示して，彼らに選択を変更する機会を提供して
いる。しかし，そこでもほとんどの患者が元の選
択から変更しなかったという。また，二つの内ど
ちらの治療法を選んだ場合も，選択後の満足度に
は差がなかったと報告されている。
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この結果をどのように解釈して，そして，臨床
実務に対してどのような示唆を読み取れるかを検
討する際には十分慎重になる必要があるだろう。
政府や医療機関の都合を優先させて，緩和治療の
選択を促進することは許容されないはずである。
一方で，腫瘍分科会における医学研究者との意見
交換では，患者の中には延命治療などの積極的治
療がデフォルトであるという強い認識を持って医
療機関にかかる者がいるという指摘があった。患
者がどちらか一方の治療に偏ったバイアスを持っ
ていることを医療者が理解して，もう片方の選択
肢について情報提供することで，患者本来の選好
に沿った意思決定と手助けすることが可能かもし
れない，という意見も上がった。図3より，延命治
療がデフォルトに設定されたままコミュニケー
ションを取ることで，デフォルトの設定が無かっ
たときには緩和治療を選択するはずであった18％
の人たちが延命治療を選択することになる。逆に
言えば，デフォルト設定が外れた状態だと，一定
割合の人たちは両方の選択肢を検討した結果とし
て，緩和治療を選ぶはずだということである。患
者に元々設定されているデフォルトを外すという
考え方は，「de-bias（バイアス抑制）」に近いかも
しれない。いずれにせよ，医療者と患者の間にお
ける意思決定の特性の違いを医療者が理解する上
で行動経済学が重要な役割を果たせる可能性を相
互に実感することができたと筆者は考えている。
実は，人文社会科学の知見を医学教育に取り入
れる取組みは既に始まっている。2017年に改訂さ
れた「医学教育モデル・コア・カリキュラム」に
は，文化人類学と社会学が必須項目として追加さ
れた（文部科学省，2017）。経済学理論に基づき患
者の持つ意思決定の特性に関する仮説を体系的に
整理する行動経済学もまた，臨床現場の時間制約
の中で患者に寄り添うことが求められる医療者に
対して，実用可能な知見を提供できるだろう。医
療健康分野の至るところで学問領域の垣根を超え
たコラボレーションが進む中で，行動経済学がそ
のコラボレーションに参加する流れは今後ますま
す加速していくに違いない。
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Abstract

The medical and health field is one of the areas where applied empirical and experimental studies in

behavioral economics have been actively conducted. Behavioral economics has been expected to explain why

people cannot implement medically recommended preventive measures and treatments on their own and why

people sometimes actively select medically un-recommended choices. In addition, behavioral economics has

proposed “Nudge” to help people implement the recommended preventive measures and treatments on their

own, given the seemingly irrational nature of people’s decision-making. Currently, the effectiveness of nudges

is being tested on various topics, and their implementation in society is underway. On the other hand,

academically, behavioral economics and nudge have reached a crossroads. This paper focuses particulary on

nudges, summarizes the current issues on nudges in the medical and health field, and overviews the directions

of their future research and practical applications.

Keywords：Nudge, Autonomy, Effect size, Chronic Kidney Disease, Medical Education
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特集：社会保障と行動経済学

社会保障のための行動経済学：補正か誘導か？

竹内 幹＊

抄 録

社会保障の分野で，例えば年金や医療に関して，人々が「合理的」な行動をとることは困難である。
したがって，非合理的な行動を分析してきた行動経済学が社会保障政策に応用される余地は大きい。行
動経済学の政策応用では「ナッジ」という介入が有名なので，その現状を整理したうえで，本稿では，
ナッジの手法に着目することよりも重要と思われる枠組みを提示する。それは，行動経済学の数理モデ
ルを念頭に置いたうえで，どのパラメーターに影響を与えるかという明確な目的意識である。そのため
にも，行動経済学を活かした政策を次の3つの型に分類することを提案した：事実を歪めて解釈してし
まうバイアスを補正するための情報型介入，一貫しない選好から生ずる近視眼的な行動の補正を目指す
支援型介入，および，一貫しない選好を逆手に取りながらʠ望ましいʡ行動を導く誘導型介入である。
それぞれがどのように適用されるかを，失業保険給付政策を例に論じた。

キーワード：行動経済学，意思決定，ナッジ，パターナリズム，社会保障

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 233-244.

Ⅰ 行動科学の知見と「ナッジ」

流行る「ナッジ」
行動経済学や行動科学の知見が，公共政策に応
用されている。特に，行動経済学の知見を活かし
た介入手法と称される「ナッジ（nudge）」が成果
をあげており，ナッジを開発するための専門部署
が世界各国の政府内に設立されてきた1)。そうし

た部署は「ナッジユニット」とよばれており，経
済協力開発機構（2018）のまとめによれば，世界
で200を超えるナッジユニットが立ち上がってい
るという。日本においても，2017年に環境省が，
2019年に経済産業省がそれぞれナッジユニットを
発足させている。
本稿は，公共政策におけるナッジや行動経済学
の枠組みが社会保障の分野で担う役割について考
察する2)。行動経済学を社会保障に応用すること

＊一橋大学大学院経済学研究科 准教授
1) ナッジ（nudge）とは，英語の原語では，ひじで軽く人のことを小突いて人の行動を促すことや，人をやんわり
と説得することを意味する。転じて，公共政策でnudgeといえば，「選択を禁じることも，経済的なインセンティ
ブを大きく変えることもなく，人々の行動を予測可能な形で変える選択アーキテクチャーのあらゆる要素」とい
う定義が考案者によって与えられている（セイラー＆サンスティーン，2009）。つまり，ナッジとは，規制や補助
金による働きかけではなく，情報提示の内容やタイミング，または，選択肢の組み立て方などを工夫することに
よって，行動変容を促す仕掛けのことをさす。
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を考えるにあたっては，まず，ナッジのあり方を
整理することが有効であろう。
ナッジという言葉が独特の響きをもつからか，
ビジネスの分野で行動経済学が浸透しているから
か，なにげないナッジ的介入が意外な効果を生む
からか，いずれにせよ，ナッジは行政で一定の関
心を集めている。
ただし，個々のナッジをみてみると，その多く
はマーケティング手法を公共政策で使っているに
すぎないようにみえる。行動経済学の知見が生か
されているといわれることもあるが，結局は，申
請書をわかりやすくしたり，意思決定のタイミン
グで情報提供をしたり，呼びかけや情報提示を
パーソナライズしたりするだけのナッジが多い。
それらが新しい手法だとは到底いえない。
ナッジのなかで最も効果が高い手法は，おそら
く「デフォルト」であろう（e.g., Hummel and
Maedche, 2019）。臓器提供の意思表示（Johnson
and Goldstein, 2003），年金積立への加入（Madrian
and Shea, 2001）などでは，その成果が顕著に出た
ことが知られている。このナッジは，政策当局が
誘導したいほうの選択肢が予め「デフォルト」と
して選択されてあり，もしユーザーが行動を起こ
してopt-outしなければ，それがそのまま実行され
る仕組みだ。だが，これが行動経済学の知見を活
かしたものだというには，あまりに単純である。
ほかにも例えば，フレーミング効果も有効な
ナッジとして知られている。フレーミング効果と
は，意思決定にあたって現在の状況がどのように
描写（フレーム）されるかによって，選択が異
なってくるというものだ。これも情報の伝え方を
工夫しただけの取り組みにも思える。
米国のナッジユニットの年次報告書をみても，
紹介されている19の取り組みのうち，大半は情報
提示や周知方法を工夫した程度のものである。行
動経済学でいわれる認知バイアスを直接補正した
り，それを逆手にとったりして，望ましい行動変
容をねらったものはわずかだと筆者は考える。
しかしながら，実際のナッジをよく観察する

と，これまでの政策にはなかった論点もあるの
で，本稿ではそれらを整理しながら，行動経済学
が社会保障に応用される可能性について展望した
い。
ナッジ浸透の理由と利点
いま使われているナッジの大半がマーケティン
グ手法であったとしても，ナッジには公共政策に
なじみやすい特徴があるからこそ，21世紀にも
なって世界各国の政府内にナッジユニットが設立
されたといえよう。
第一の特徴は，ナッジが，介入対象となる人の
厚生を第一に考えるものと位置づけられているこ
とである。理性的に考えれば当然とるべき行動が
あっても，いざそのときになると体がついていか
ないといった経験は，多くの人に共通のものであ
ろう。当然とるべき行動を本当にとりたいとは
思っていても，認知バイアスがその障壁となるの
であれば，ナッジによって認知バイアスの影響を
補正することは，本人の厚生に資する介入であ
る。これは多くの政策目的に合致する。
第二の特徴として，ナッジは規制的手法や経済
的手法でもないため，ナッジにはリバタリアニズ
ムがあることだ。従来の行政手法は，規制的手法
にしても経済的手法にしても，個人の意思決定の
目的関数や制約条件に直接影響するものと解釈で
きる。それに対し，ナッジは，制約条件などを決
定的に変えるわけではない――若干の変更はあっ
たとしても，個人の意思決定に行動科学的な要素
やバイアスなどがなければ，個人の行動を変える
ほどの大きさではない。ナッジは，参照点を変え
たり，情報提示の順序に変更を加えたりするだけ
であり，それが何らかの形で，複雑な選好のアウ
トプット（意思決定や行動）過程に影響を与えて
いると考えられる。そのメカニズムが明示的でな
いがゆえにナッジは警戒されるものの，個人の自
己決定権を侵襲しないという点ではリバタリアニ
ズムだといえる。
マーケティング手法にすぎないようなナッジで
あっても，それが公共政策の現場で広く使われる

2) 医療の分野におけるナッジや行動経済学の応用については，すでに日本語での書かれたものもある：大竹・平井
（2018）および竹内（2020）を参照。
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ようになった利点は強調すべきだ。筆者は，以下
2つの大きな利点があると考える。
一つ目は，ナッジを実施する多くの場合で，ラ
ンダム化比較実験（RCT）をすることが前提と
なっている点だ。ランダム化比較実験では，介入
対象者のうち一定数をランダムに選び，介入を実
施せずに経過観察だけを行う統制群（コントロー
ルグループ）に振り分けることで，介入の効果を
統計的に検定する。通常の政策で効果を測るに
は，その政策実施の前後で評価指標を比較する程
度のことしかできない。例えば，補助金の効果を
測定するために，受給資格がある申請者のうち一
定数をランダムに選び，補助金を給付しない統制
群として採用するRCTは平等原則に抵触しうる
ので，実現困難だ。だが，ナッジ自体が付随的な
情報提示にすぎないのであれば，その情報提示の
有無は平等原則に抵触しない。当該ナッジが
“マーケティング手法にすぎない” からこそ，
RCTも倫理的に可能である。ナッジが政策現場
に浸透していけば，RCT的手法の有効性も広く認
識されるようになるだろう。そのときには，補助
金制度のようなRCTが困難な政策についても，自
然実験の機会を設けるなどの工夫がとられること
も期待できよう。これはEBPM（エビデンスベー
スドポリシーメイキング）の基盤をなす重要な意
識変革だ。現段階では，ナッジの評価にあたって
「このナッジ介入の結果，参加率が統計的に有意
に増加した」という記述は当たり前のものとなっ
てきており，こうした統計的検定結果が政策評価
の場面でみられるようになったことだけでも大き
な成果・前進である。
二つ目は，ナッジ設計においては学術研究の知
見が明示的に活用されることだ。例えば，ある支
援制度の普及率の向上を目指す場合に，制度の利
点を説明する情報提示よりも，制度を利用しない
ときの不利益を強調する情報提示のほうが，普及
率向上の効果が高いことが知られている。次節で
紹介する7番目の事例もそのひとつだ。このナッ
ジに対しては，プロスペクト理論の損失回避とい
うメカニズムが説明に充てられている。このよう
に，ナッジ設計の現場では，逐一その背景となり

うる学術研究が参照引用されている。学術研究成
果が頻繁に利用されていることも，ナッジが浸透
したことの特長だ。
もちろんのこと，以上の利点が妥当する――す
なわちナッジ設計に携わった行政官や行政機関が
EBPMに長けるようになる――と結論するために
は，ナッジ設計に携わるかどうかをランダムに振
り分けるRCTによって検証する必要があるのは
いうまでもない。
ナッジを肯定的に評価するかどうかは別とし
て，行動経済学の社会保障への応用可能性は依然
として大きく広がっている。行動経済学の基本を
なすのは非合理的な意思決定主体としての人間像
であり，それは社会保障分野やその隣接領域でも
広く妥当する。不健康な生活習慣を改めることの
効能を認識はしていても，目の前の誘惑に負けつ
づけて生活習慣を変えることができず，そのこと
を後悔しているような人に対しては，行動経済学
の意思決定モデルが適用できる。こうした人の生
活習慣の改善を支援することは，「高齢者の医療
の確保に関する法律」にある特定保健指導として
の事業でもあり，社会保障領域の政策介入であ
る。
次節で米国のナッジユニットの報告書を概観す
るまえに，筆者の主張の要点を以下のようにまと
めておきたい。

1 行動経済学の政策応用やナッジの現状につ
いて。
・ナッジが政策現場に広く受容された理由とし
て2点が考えられる。第1に，行動経済学が想
定する非合理的な選択をしがちな人間像が，
パターナリズムに基づいた政策介入を正答化
した点。第2に，選択の自由を尊重するナッ
ジのリバタリアニズムが行政的手法として適
切だった点。
・しかし，成功したとされるナッジの大半は，
制度の簡素化，周知方法の精緻化やリマイン
ダーにすぎず，行動経済学独自の知見が活用
されているとはいいがたい。
・ただし，逆にいえば，非合理的な意思決定を
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してしまうシーンにおいて行動経済学的ナッ
ジが採り入れられる余地は依然大きいといえ
る。

2 周知方法の精緻化にすぎないような簡素な
ナッジ介入であったからこそ，結果的に次の
ような大きな利点があった。
・効果検証としてランダム化比較実験（RCT）
を用いるようになったこと（すなわち，介入
を実施しない統制群をランダムに選び，結果
を数値化し，介入の効果を測定するために統
制群との違いを統計的に検定する方法論が定
着したこと）。
・行動科学的見地から，介入対象者の意思決定
や行動の背景を分析するようになったこと。
・特に，ナッジ活用を契機として，統制群（コ
ントロールグループ）との差異を統計的に検
定する手法が政策現場に浸透していけば，今
後のEBPMの基盤をなすはずだ。

3 行動経済学的知見を活かすならば，ナッジ
手法の分類よりも，ナッジや政策の型や目的
を次のように分類することが重要だ。
・「情報型」：認知バイアスのなかでも，事実誤
認や錯誤に近いバイアスの補正をするもの。
・「支援型」：認知バイアスのなかでも，現在バ
イアスのように厚生評価基準がわかれるもの
に起因する行動の補正をするもの。
・「誘導型」：認知バイアスを補正せずに，むし
ろそれを逆手にとった形での行動の補正をす
るもの。

4 行動経済学の知見を社会保障で活かすとす
れば，次の3点に注意すべきである。
・リバタリアニズムに徹し，「公共の福祉」を目
的としないこと，行動経済学の数理モデルを
明示的にとりいれること，事後的な情報開示
を徹底すること。

Ⅱ 米国の「社会・行動科学チーム」による取り
組み

米国では，2014年に米国科学技術局内に「社
会・行動科学チーム（Social and Behavioral Sciences
Team, SBST）」が発足しており，2015年9月にはオ
バマ大統領が「米国民へ質の高いサービスを提供
するために行動科学の知見を用いること」という
大統領令を出し，SBSTを行政サービス改善のた
めに積極的に動員するよう位置づけた3)。大統領
令の冒頭では，「人々がどのように意思決定をし
て，それに基づいて行動するのかについて，行動
経済学や心理学が発見してきた知見」を活用する
旨が宣言され，このチームが行動科学の知見を総
動員しながら主導すべき役割として4つの項目を
挙げている。それらをナッジとして解釈すると，
行政プロセスの簡素化，情報提示方法の改良，選
択方法や選択肢の改良，および行動変容の支援に
相当する。以下，年次報告書およびFACT SHEET
に報告された取り組みを概観する（sbst.govを参
照）。これらは社会保障に限定されたものではな
いし，必ずしも成果が上がっているものばかりで
はないが，行動科学の知見が公共政策全般におい
て幅広く活用される可能性をよく示している。
1．国防省と連携し，連邦職員のための確定拠
出型年金（Thrift Savings Plan, TSP）への加入を促
進した取り組みがある。基地に赴任した直後に
TSPへの加入・非加入の決定をさせることによっ
て加入率が8.3％ポイント上昇した。この改善幅
を外挿すると，毎年64万人相当の効果がある。
（選択の改良）
2．雇用者退職金制度のない条件で働く労働者
は約6800万人おり，財務省はそうした労働者のた
めに “myRA”「私の退職金口座」の制度を用意し
ている。この口座開設促進のためにさまざまな通
知方法が試されており，効果的なのは，納税申告
する時期に口座開設を宣伝することであった。
（情報提示）

3) トランプ大統領の就任直後に本チームの活動は中断している。
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3．社会保険局と連携し，正しい情報に基づい
た退職時期の決定を労働者にうながすために，退
職所得調査（retirement earnings test, RET）に関
する情報提供を精緻化した取り組みである。（情
報提示）
4．低所得層の生徒が給食費減免をもれなく受
けられるように，州がメディケア受給の情報にア
クセスし，自動的に減免措置をとれるようにし
た。さらに，受給者が受給資格を示して申請する
際にはスマートフォンで書類の写真を撮り送信す
ればよいように手続きを簡略化した。（簡素化，
選択の改良）
5．農業従事者が一時的に減収に見舞われた際
の支援として，農務省は小口融資制度を用意して
いる。農務省の担当部署と連携し，制度の対象者
に申請方法を詳細に解説した手紙を送ったとこ
ろ，統制群に比べて申請率が22％上昇した。（情
報提示）
6．教育省と連携し，所得連動返還の学生ロー
ンの周知のために電子メールを送っただけで6000
人以上の申請増加があった。また，所得連動の再
申請を怠らないためのリマインドメールを約30万
人の債務者に送った。再申請をしないと増えてし
まう返還額の平均値を通知することに加え，個々
の債務者のためにその返還額増加分を計算し，併
せて通知することによって，再申請率が8％上昇
した。（情報提示）
7．毎月およそ12万5千人の学生ローン債務者が
返還支払に遅延しており，リハビリテーション
（債務整理の一形態）をしなければ，賃金差押えな
どの厳しいペナルティが課せられる。教育省と連
携し，この債務整理を促進する取り組みを行っ
た。債務整理の利点を強調するメール文面を送ら
れた債務者グループよりも，債務整理しないこと
の帰結（ペナルティなど）を強調したメール文面
を送られた債務者グループのほうが，41％も相談
件数が多かった。また，予め相談のスケジュール
を決めておくことにより，さらに61％も相談件数
が高まった。（選択の改良）
8．障がい者を対象にした学生ローン債務免除
制度があり，その利用を促すために，教育省と社

会保障局が連携し，社会保障局の持つ障がい者登
録情報を教育省が利用して，債務免除制度対象候
補者リストを作成した。教育省とSBSTは連携し
て，その候補者およそ40万人に簡素化した申請プ
ロセスを通知した。（簡素化，情報提示）
9．エネルギー省エネルギー効率・再生可能エ
ネルギー局と連携し，従来のエネルギーをデフォ
ルトとせずに，利用者に再生可能エネルギーと従
来のエネルギーのなかから再度選択してもらう機
会を設けたり，エネルギー効率性の数値を可視化
したりする取り組みを行った。（情報提示，選択
の改良）
10．アメリカ海洋大気庁およびメリーランド大
学と連携し，温室効果ガスの推移を可視化して，
エネルギー消費者の理解を支援する取り組みを
行った。（情報提示）
11．連邦刑務所局と連携し，受刑者の更生プロ
グラムハンドブックの改訂を行った。出所後は，
必要とされる手続きなどのタイミングが特に重要
となる。例えば，出生証明がないと身分証が得ら
れないので，出所前から出生証明を取得すること
などを順序だててアドバイスすることとした。
（情報提示）
12．労働省およびオレゴン州やユタ州と連携
し，失業者の求職活動を支援する取り組みを行っ
ている。そのなかには，例えば，これまでは求職
活動を行った証明をするよう求められていたが，
その代わりに，今後行う求職活動の計画を提示し
てもらうといった変更がある。あるいは，失業保
険給付額を徐々に減額し，復職を促す取り組みも
ある。（選択の改良，行動変容）
13．労働省およびシカゴ大学と連携し，求職者
と求人側とのマッチングシステムの構築を試み
た。
14．保健福祉省と連携し，アフォーダブル・ケ
ア法によって設立された，連邦健康保険マーケッ
トプレイスでの保険加入を促す取り組みを行っ
た。（簡素化，情報提示）
15．環境保護庁と連携し，ミシガン州フリント
で起きた水道への鉛混入事故への対応の際に，住
民自身が安全のために取るべき行動をアドバイス
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した。例えば，パンフレットを作成するにあたっ
ては，安全のために実行すべき行動の頻度とし
て，毎日の頻度，1週間の間にすべき頻度とを併記
している。（情報提示）
16．農務省食品安全検査局と連携し，食中毒の
発生を抑えるために，肉を調理する際の注意事項
（常温解凍しない，生肉はほかの食材と分離する，
加熱する等）を表示するラベルを設計した。（情
報提示）
17．国際開発庁と連携し，ナイジェリアにおい
て妊婦がマラリア予防措置を受けるための紹介状
を改良したり，エチオピアにおいて高リスク群の
HIV治療薬の服薬を促すためのテキスト配信など
を行ったりした。（簡素化，情報提示）
18．財務省および内国歳入庁と連携し，授業料
支払や賃金に基づく控除の申告が正しくできるよ
うに，控除を受けられると予想される対象者に情
報提供を行った。（情報提示）
19．労働省，教育省などと連携し，連邦職員の
研修プログラムの改良を行った。（詳細不明）

上記の19の取り組みがFACT SHEETにとりあ
げられており，年次報告書では30ページが費やさ
れ，129の脚注がつけられ，その脚注の多くが関連
する学術研究を引用している。前述したように，
連携した政府機関が多岐にわたっており，行動科
学や行動分析の知見が応用されうる公共政策分野
が社会保障に限らず幅広いことがわかる。
ただし，19の取り組みのほとんどは，情報提示
の工夫にとどまっており，行動経済学独自の知見
が直接生かされたものだというのであれば，筆者
にはやや大袈裟に聞こえる。
しかしながら，7番目に紹介されたような取り
組みは，行動経済学的知見が活かされたものとし
て注目すべきだ。この取り組みは，リハビリテー
ション（債務整理の一形態）を申請することで得
られるものよりも，申請しない不作為で失う機会
損失を強調して伝えるもので，後者のほうが申請
を後押しした効果が高かったという。物事のとら

え方次第で行動が変わることは，フレーミング効
果として知られており，フレーミングはデフォル
トに並んで多用されるナッジである4)。その理論
的説明としてプロスペクト理論の損失回避があて
られることが多い。
フレームを変える伝え方は，情報提示を工夫し
ただけにみえる。しかし，行動経済学の研究成果
が知られていたからこそ，フレーミング効果を明
示的に利用した政策介入が考案されたにちがいな
い。
実際に使われたナッジだけをみて，それを行動
経済学の政策応用であると考えてしまうのは早計
である。行動経済学の政策応用をみるときには，
実際の介入手法であるナッジだけに着目するので
はなく，そこに至る過程に行動経済学が活かされ
ている可能性もみなければならない。

Ⅲ 行動経済学独自の知見といえるもの

社会保障という広い分野での行動経済学の応用
を考える際には，流行っている「ナッジ」を越え
た視座が必要である。ナッジの政策現場への浸透
や受容にはそれなりの理由があり，それらは重要
な論点ではあるものの，結局のところ，ナッジ自
体はマーケティング手法を公共政策に応用したに
すぎないとみなされてしまうからだ。
重要なのは，ナッジの考案を通して，政策効果
の行動経済学的な理解が進むことである。それに
よって，より良い制度設計がなされる可能性が高
い。ナッジ開発の手引としては，英国のBehavioural
Insight Team（2015）に よ る「EAST」，OECD
（2019）による「BASIC」，あるいは，Doran et al.
（2012）に よ る「MINDSPACE」な ど が あ る。
EASTは，ナッジ開発のポイントとなるEasy，
Attractive，Social，Timelyの4つの工夫を単にまと
めたものだ。BASICは，EASTに比べると広範な
手引であり，ナッジ政策立案から執行までのプロ
セスを5段階にまとめている。まず，ナッジ対象
となる行動を定め（Behaviour），その行動の原因

4) 例えば，和文であれば，山崎（2018）の表6の（2）-1-4の一覧を参照。
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などを行動科学の知見で分析し（Analysis），介入
手法をつくって戦略とし（Strategy），実際にRCT
などで実験をして結果を分析し（Intervention），
その結果をもって現状の政策や情勢を変革させて
いく（Change）までの流れのそれぞれにおいて，要
点 を 解 説 し た 良 好 な 手 引 で あ る。ま た，
MINDSPACE は， Message， Incentive， Norm，
Default，Salience，Priming，Affect，Commitment，
Egoの頭文字をとったもので，ナッジを作る際の
ヒントとなる9つのポイントを解説したものだ。
以上の手引では，主に行動科学の知見を活かすヒ
ントを解説し，介入手法の種類やタイミングなど
を整理しているが，ナッジの作用点に関する分類
を主眼においてはいない。
行動経済学を社会保障に活かす上では，ナッジ
手法の整理だけでなく，その介入の目的や作用点
を明確に意識することが重要だと筆者は考える。
手法に着目して行動経済学の応用を考えてしまう
と，目の前の課題に対してナッジ事例をただあて
はめようとする懸念があるからだ。また，パター
ナリズムの深さを明示化するためにも，介入の目
的を明確にすることは手続き上でも重要であると
考えられる。
行動経済学的の知見を活かすとすれば，その目
的を，次の3つに分解して考えることを筆者は提
案したい：①「情報型」＝事実誤認や錯誤に近い
バイアスの補正および認知（attention）の補正を
するもの，②「支援型」＝認知バイアスのなかで
も，特に厚生評価基準がわかれるものに起因する
行動の補正をするもの，③「誘導型」＝認知バイ
アスなどの行動特性を補正せずに，それを逆手に
とった形で行動の補正をするもの。
第一は，認識時点で発生すると考えられるバイ
アスや認知に直接作用し，その補正を目的とする
ものだ。確率加重関数による歪みや，あいまいさ
回避，利用可能性ヒューリスティックのようなバ
イアス，あるいは認知の欠如が発生していると推
測される場面で，それらを補正するための介入で
ある。介入の目標は，たしかに政策当局が考える
“望ましい” 行動への誘導を企図したものでは
あっても，情報が正しく認識されるように情報提

供に工夫を施すことは容易に正当化できよう。情
報提供の工夫にあたっては，そもそも，どのよう
な歪みや認知バイアスがありうるかといった想定
が必要になる。そのときに行動経済学の知見が役
立てられる。正確な情報提供やタイムリーなリマ
インダーはこの分類に該当する。この目的に沿っ
たものを「情報型」と呼ぶこととする。
第二は，心的会計や現在バイアスのように，合
理的でない選好に関するものである。そうした選
好があると，逐次的な最適化がもたらす帰結が，
事後的には “失敗” であったとみなされる可能性
があり，それに対して意思決定者本人が何らかの
「後悔」をすることがある。また，その本人の “失
敗” が行政コストを生じさせる可能性もある。例
えば，失業者の求職活動や，生活習慣病の防止を
考えてみよう。逐次的な最適化による活動水準は
事後的には後悔を発生させる低いものになりうる
し，失業保険給付や医療費などの行政コストも余
計にかかってしまう。このときには，その逐次的
な最適化行動を補正する政策目的が正当化されう
る。ただし，その政策が多分にパターナリズムを
含んだものとなる点には注意が必要である。この
目的に沿ったものを「支援型」と呼ぶこととする。
第三は，介入対象者には認知バイアスがあると
わかったうえで，そのバイアスの補正はせずに，
その認知バイアスを利用して，政策目標を達する
ためのものである。例えば，現状維持バイアスが
あることを知った上で，臓器提供者を増やすため
に臓器提供意思表示をオプトアウト方式（デフォ
ルト）にするようなナッジが含まれる。あるい
は，社会規範や同調圧力に敏感な行動特性を利用
するために，他人との比較情報を提示して，行動
変容を起こさせるナッジも同様だ。この目的に
沿ったものを「誘導型」と呼ぶこととする。ただ
し，次節で述べるように，ここでいう政策目標が
社会的に望ましいものであっても，誘導型の応用
については慎重になるべきだと筆者は考える。
以上の3分類を失業保険給付政策への応用場面
に当てはめてみてみたい。Babcock et al.（2012）
により整理された，行動経済学の応用を例に考え
る。
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第一に，失業中の求職者が，市場賃金および自
分が獲得できる賃金へ期待を抱く際に発生するバ
イアスの補正を考えるべきだ。自信過剰や利用可
能性ヒューリスティックにより，楽観的な見通し
をもってジョブサーチをしても求職活動期間が非
効率的に長くなってしまう。このバイアスを補正
するか除去するために情報提示を工夫するやり方
が提案されており，それらは情報を正しく認識し
てもらうことを目的とした情報型ナッジである。
第二に，前職の賃金水準を参照点としてしま
い，収入の下落に対して “過剰に” 反応してしま
うバイアス（損失回避）を補正することが考えら
れる。失職という事実を踏まえれば，前職よりも
収入の低い職に就かざるを得ない可能性も十分に
ある。そんな状況にあっても，前職での賃金水準
を基準に考えるあまり，収入の下落を受け入れる
ことに大きな心理的障壁があれば，就職を先延ば
しにしてしまうだろう。だが，失職中の自分の現
在の収入が参照点になったときには，それまでの
先延ばしを後悔するかもしれない。
行動経済学的知見を活かした支援型介入として
は，参照点を失職中の現在に据えかえるための
ナッジと，賃金損失保険（wage-loss insurance）の
制度が考えられる。後者の保険は，賃金の下落に
よる減収の一部またはすべてを一定期間補填する
ものである。この保険があれば，損失回避が強く
て就職できないといった行動を補正できるだろ
う。
第三に，求職者の先延ばし傾向についても，行
動経済学的な知見を活かすことができる。先延ば
し傾向は，求職活動を続けるにあたっては不利な
行動特性ではある。だが，上述したように，ここ
では先延ばし傾向を補正するのではなくて，むし
ろその傾向を利用して政策効果を高める誘導型の
介入を考える。例えば，上記の賃金損失保険の給
付期間を考えてみよう。前職との賃金格差を補填
するのが賃金損失保険であっても，その給付も一
定期間が経てば終わってしまう。給付総額は変え
ずに，給付方法を操作することによって，効果を
高めるやり方があり得る。
ひとつ目は，再就職時に大きなボーナスを与え

ることである。先延ばし傾向がある個人は，定額
の給付を長期にわたって受け取り続けることより
も，その給付総額の現在割引価値を一括給付とし
て現在受け取ることをより好む。したがって，給
付期間を短縮し，その削減分を再就職時のボーナ
スとする仕掛け（傾斜配分）が考えられる。現行
でも早期に再就職できれば，失業保険の残額の一
部を再就職手当として受け取ることができる。し
かし，先延ばし傾向や現在バイアスを加味すれ
ば，最適な傾斜配分は現在よりも大きなものであ
るとも考えられる。
ふたつ目は，定額の給付ではなく，再就職後の
賃金上昇のタイミングに合わせるように給付金額
を減らす仕組みだ。顕著性に関するバイアスを利
用し，給与と賃金損失保険の給付の合計金額が受
給者に認知されるような仕掛けが可能であれば，
その合計金額が減らないように，給与上昇に合わ
せて徐々に保険給付を減らせば給付を削減しても
気づかない。これは給付削減の方法ではなく，そ
の削減分を再就職手当に充当するための措置であ
る。このように，バイアスを逆手にとれば，限ら
れた財源を有効活用するための取り組みに活かす
ことができる。このときに行動経済学の知見が活
かされるのは言うまでもない。
以上のように，行動経済学の政策応用にあたっ
ては，行動経済学的な行動特性のどの部分に，ど
のように働きかけるかを明確にしたうえで政策を
位置付けることが重要である。そうすることに
よってこそ，行動経済学の理論的知見を政策設計
に活かすことができるからだ。また，行動経済学
的な政策が抱えるパターナリズムの問題を考える
ためにも，政策や介入の作用点をみることで，パ
ターナリズムの輪郭が可視化されるという利点も
ある。この枠組みは，失業保険の制度設計に限ら
ず，社会保障全般の制度設計でも妥当するので，
行動経済学的な知見を活かす際に，その目的の整
理に活用されることを筆者は期待する。

Ⅳ 社会保障に応用する際の留意点

行動経済学が政策に応用されることの利点は上
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0103_社会保障研究_【竹内】_SK.smd  Page 9 21/12/15 09:23  v4.00

述の通りだが，行動経済学を社会保障に応用する
のであれば，以下の点に十分に留意すべきだと筆
者は考える：①リバタリアニズムに徹し，「公共の
福祉」の観点を評価軸に用いないこと，②行動経
済学の数理モデルを明示的にとりいれること，③
事後的な情報開示を徹底すること。
第一に，その目的を限定的なものにすべきであ
る。行動経済学が前提とするのは，意思決定の当
事者にとって，大域的な最適解と局所的な最適解
が乖離しうることである。例えば，大域的な最適
解とは健康的な暮らしであるのに対し，局所的な
最適解は不摂生な生活習慣といった状況を思い起
こせばよい。前節で整理した政策目的の第二と第
三（「支援型」と「誘導型」）は，この前提を根拠
にして正当化されうる。
ただし，ここで議論の余地があるのは，当事者
がその乖離について自覚的であるかどうかという
点と，介入する側が抱く “大域的な最適解” が当
事者のそれと一致するかどうかという点だ。当事
者が乖離に自覚的であれば，行動特性を利用した
支援型のナッジ的介入は，当事者の意思決定時点
で合意が得られる。自覚的でない場合には，支援
型の介入は当事者に心理的な負担を強いるものに
なる。例えば，社会規範を利用した介入が行動変
容を引き起こすのは，その社会規範から逸脱する
ことの心理的コストが高すぎるからかもしれな
い。あるいは，社会規範を意識すること自体が苦
痛を生じさせるかもしれない（Allcott and Kessler,
2019）。このように，意思決定時点で心理的な罰
金を科すのと同様のメカニズムで行動変容が起き
ているのであれば，その介入が事前に正当化され
るとは限らない――たとえ行動変容が事後的に正
当化されうるとしても。また，誘導型のナッジ的
介入にいたっては，当事者の動機の錯誤を利用し
た介入と非難されうるものになる。さらに，介入
する側と意思決定当事者の間で，“大域的最適解”
が一致しない場合は，誘導型介入の根拠は完全に
失われることに注意しなければならない。
特に留意すべき点は，行動特性を利用した誘導

型介入が「公共の福祉」のために使われる危険性
だ。例えば，省エネ行動とその利益が，囚人のジ
レンマ的状況にあることを想定しよう。すなわ
ち，各個人にとっては省エネ行動をとることはコ
ストのかかる利に合わない行動であっても，社会
の構成員の多くが省エネ行動に取り組めば，その
利益が省エネ行動のコストを上回る状況である。
この場合，行動特性を利用した誘導型のナッジ的
介入によって，省エネ行動を促すことは正当化さ
れるようにも思える。しかし，囚人のジレンマ的
状況であるので，社会の構成員の多くが省エネ行
動に取り組んでいる現状においても，個人の最適
解は省エネ行動をとらないことである。これは大
域的にも局所的にも最適解なのであって，行動経
済学が前提とするような乖離は存在しない。した
がって，誘導型のナッジ的介入の根拠は薄弱だ。
大域的な最適解をとりたくてもとれないという意
思決定者をナッジ的介入によって支援したり誘導
したりすることについては，正当化の余地もあ
る。しかし，パレート優位な状況を実現するため
に，個人の真意に反した行動をとらせることに
は，さらなる根拠が必要となるはずだ。この点に
おいて，誘導型の政策や介入の実施に一定の根拠
を求める法制度も必要となってくる。
第二に留意すべきは，データ分析（パラメー
ター推定）のために行動経済学モデルを明示的に
使用すべきことだ。支援型や誘導型の介入にあ
たっては，大域的な最適解と，現状の局所的な最
適解を比較し，移行コスト等を勘案してもなお，
大域的な最適解が厚生の観点から優位であると示
さなくてはならない。その際には，個人の厚生を
評価するひとつの手段として，データ分析に使用
できる意思決定モデルを置くべきだ。
最後に，誘導型の政策や介入をとった場合に
は，デブリーフィング（debriefing）手続きとして
の事後報告をしなければならない。その政策や介
入の目的，根拠，そして，効果測定結果を事後的
に公開することによって，行動経済学を活かした
政策への信頼度があがると考えられる5)。この手

5) ナッジへの信頼の議論については，サンスティーン＆ライシュ（2020）の第6章を参照。
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続きがない場合には，誘導型の介入が，本人の厚
生とは別の「公共の福祉」のために用いられてし
まう危険がある。あるいは，本来の政策目的を逸
脱して，歳出削減だけを目的にして局所的な最適
解に影響を与えるような誘導型の介入もとられる
危険がある。例えば，生活保護給付を削減するた
めだけに，自立を支援するとの名目で，生活保護
申請のスティグマを高めるような誘導型のナッジ
があったとしよう。そのとき，対象者が「生活保
護を申請しない」という行動を選んだとしても，
それは “大域的最適解” として導かれたものでは
なく，単に給付削減のために局所的な最適解がず
らされただけのものだ。これは支援対象者の厚生
や福利に資するための政策ではないため，誘導型
の介入は許容できないだろう。
以上の点について厳密な議論や区分けはまだ困
難ではあるが，「流行るナッジ」を見る限り，この
ような議論はまだ少ない。今後，精緻な分析が必
要とされる領域であると筆者は考える。
本稿では，行動経済学を社会保障に応用するに
あたって，意思決定者の行動特性のどの側面に対
して政策やナッジを設計するかという観点を整理
した。重要なのは，ナッジ的手法の開発に目を奪
われることではなく，行動経済学的な数理モデル
を念頭に置いたうえで，どのパラメーターに影響
を与えるために政策を設計するかであり，また，
その明確な目的意識である。そのために，行動経
済学的な知見を活かした政策を3つの型（情報型，
支援型，誘導型）に分類し，それぞれを失業保険
給付政策においてどのように適用させるかを論じ
た。最後に，行動経済学を政策に応用する際の留
意点をまとめた。特に，誘導型の介入は，意思決
定者に一種の錯誤があることを利用している点に
おいて，その実施には手続き的な定めが必要であ
ることも強調した。
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The Behavioral Economics for Social Security:
Should it be Corrective or Inductive?
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Abstract

Humans often exhibit irrational behavior and fail to make optimal decisions in the related fields to

social security. Behavioral economics, which has been analyzing those irrational behavior, can be applied to

social security policy. In this paper, after briefly overviewing the well-known “nudge” policies, I present a

framework for positioning the behavior economics in social security policy. That is to clarify which parameters

in the decision-making model to aim and influence by the policy. To this end, I classify behavioral economic

policies into the following three types. These are: informational interventions to correct biases that distort

objective facts and information; supportive interventions to correct short-sighted behavior caused by

inconsistent preferences; and inductive interventions that take advantage of the inconsistent preferences and

lead to “desirable” behavior. I discuss the function of each type, using the example of unemployment

insurance benefit policies.
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特集：社会保障と行動経済学

老後に備えた貯蓄計画と取崩計画の決定要因1）

北村 智紀＊

妙 録

公的年金の給付水準が実質的に低下することが予測されるなか，家計は適切な貯蓄と取崩しが求めら
れている。既存研究によれば，家計の貯蓄と取崩しはライフサイクル・モデルと整合的な行動であるも
のの，行動経済学的な要因にも影響を受けている。そこで，本研究は老後の生活に向けた家計の貯蓄計
画および，引退後の取崩計画がどのような要因で決まっているかについて分析する。独自のサーベイ調
査を利用した分析の結果，金融リテラシーが高いほど，老後に備えて多くの金額を貯める必要があると
認識されていた。しかし，金融リテラシーが高くても，目標に向けた貯蓄が促進されているわけではな
かった。また，公的年金への信頼が高い場合や，自分が長く生きる可能性は低いと考えていると，老後
に備えた貯蓄額が低くなる傾向があった。引退後の貯蓄取崩しについては，金融リテラシーが高いほ
ど，スムーズな取崩し計画となっていた。

キーワード：老後貯蓄，資産取崩，金融リテラシー，公的年金への信頼

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 245-255.

Ⅰ はじめに

公的年金は高齢者世帯の収入の約7割を占めて
いる。また，5割の高齢者世帯では収入のすべて
が公的年金となっており，高齢期の家計のかなり
の部分を支えるものとして，極めて重要な役割を
果たしている［厚生労働省（2020）］。しかし，公
的年金は実質的な所得代替率が低下することが予
想されており［Okumura and Usui（2014）］，家計
に自助努力が求められている。少子高齢化が進行

する日本において，家計の退職後の生活に備えた
貯蓄およびその取り崩しの動向は経済政策上の重
要な課題となっており，それらがどのような要因
できまるか（決定要因）を理解することは，現役
世代に対する老後準備の促進政策や，引退後の世
代の長寿リスク：長生きすることで金融資産が枯
渇し，消費水準を落とさざるを得なくなるリスク
を低減させるなどの課題に対応するために必要で
ある。
家計の貯蓄とその取崩し決定要因はさまざま考
えられるが，本研究では，金融リテラシー，公的

＊東北学院大学経営学部教授，ニッセイ基礎研究所金融研究部門客員研究員
1）本稿作成にあたり，中嶋邦夫氏，足立泰美氏より貴重なコメントを頂いた。本研究は文部科学省科学研究費助
成事業基盤研究（C）「長寿リスクを軽減する公的年金の受給開始年齢の延期と金融資産蓄積促進に関する研究
（19131895）」の一部として実施した。
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年金への信頼の程度，時間選好率［Gustman and
Steinmeier（2005）］，リスク許容度，主観的な生存
確率の影響［Hurd et al. (2004), Payne et al.
（2013）］，を考察する。金融リテラシーとは，「金
融に関する健全な意思決定を行い，究極的には金
融面での個人の良い暮らしを達成するために必要
な金融に関する意識，知識，技術，態度及び行動
の総体」と定義されており［Atkinson and Messy
(2012)，金融庁金融研究センター（2013）］，老後
の準備にも必要な人的資本の一つである。
Lusardi and Mitchell（2011a, 2011b）などによれば，
金融リテラシーが家計の合理的な貯蓄などの投資
行動に関連性があるとしている。また，公的年金
への信頼は退職や年金受給の開始時期に影響する
ことが知られており［Maurer et al.（2018）］，特に
終身年金である公的年金の価値を高く評価する傾
向がある人ほど，退職時までに必要な金融資産額
を低く見積もる傾向がある［北村・中嶋（2016）］。
老後に備えた貯蓄とその取崩しに関する決定要
因を分析した研究は多くある。貯蓄に関しては，
例えば，北村・中嶋（2010）は独自のアンケート
調査を利用して，老後の生活に備えるための長期
的な株式投資の決定要因を分析し，金融リテラ
シー，株式投資に対する主観的なリターンやコス
トが影響しているとした。顔他（2019）は金融リ
テラシーや投資家が依拠する情報源が，投資家の
リスク資産の保有や投資リターンに与える影響を
分析し，金融リテラシーとリスク資産の保有は深
い関係があるとした。北村他（2019）は厚生労働
省の『中高年者縦断調査』を利用して高齢者家計
の貯蓄動向を分析し，夫が就業している家計では
金融資産の積立を行い，退職すると取り崩すとい
う，ライフサイクル・モデルと整合的な結果が観
察された。また，配偶者の収入は貯蓄の取崩しを
抑制する効果があるとしている。取崩に関して
は，Horioka（2010）は95年以降の家計調査から，
無職高齢世帯の貯蓄率がマイナスであるだけでな
く，働いていても貯蓄を取り崩していることがあ
るとした。また，消費は主に年金水準の低下によ
り時系列的にも低下していると指摘した。中澤他
（2015）は2009年の『全国消費実態調査』から，就

業世帯では貯蓄しているが，非就業世帯では貯蓄
が取り崩され，家計の行動はライフサイクル・モ
デルと整合的であること示した。ホリオカ・新見
（2017）では『家計調査』及びゆうちょ財団『家計
と貯蓄に関する調査』を利用して，高齢者家計の
貯蓄行動について分析し，働いている高齢者家計
は正の貯蓄を行うのに対して，退職後では大きく
負であること，主として社会保障給付の削減によ
り，高齢者世帯が資産を取り崩す傾向は緩やかに
強まっていること，退職後の高齢者家計は資産を
取り崩しているが，取崩率は単純なライフサイク
ル・モデルが予測するほどは高くなく，予備的貯
蓄や遺産動機の可能性があるとした。
これらの先行研究を踏まえて，本研究は，筆者
らが実施した独自のサーベイ調査を利用し，老後
に必要な貯蓄額の認識とそれに向けた積立の程
度，および退職後の取崩計画がどのような要因に
影響されているかを分析する。特に，金融リテラ
シー，公的年金への信頼，時間選好率，リスク許
容度，主観的生存確率の老後貯蓄と取崩しに影響
があるのかについて検証を行う。また，近年，金
融リテラシーの貯蓄への影響については，内生性
を考慮して分析すべきとする既存研究が多いの
で，本研究でも操作変数法を用いてこれら内生性
の可能性を考慮して分析を行う。
本研究の学術的貢献は，第1に，老後のための目
標貯蓄額の決定要因を検証している点にある。政
府統計などでは保有している金融資産額はわかっ
ても，各個人がどの程度貯蓄が必要であるか認識
しているかについてはわからない。また，この認
識がどのような要因と関連性があるのか理解する
ことは貯蓄の促進のためにも重要なことと言え
る。第2に金融資産の取崩計画について分析して
いる点である。既存研究では金融資産の蓄積につ
いての研究は多いが，取崩しがどのような要因の
影響を受けるかに関しては，これまでの研究では
十分に踏み込んでこなかった分野と言える。
本研究の結果を先に述べると，金融リテラシー
が高いほど，老後に備えて多くの金額を貯める必
要があるという認識があることがわかった。しか
し，金融リテラシーが高くても，目標に向けた貯
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蓄が促進されているわけではなかった。ただし取
崩計画に関しては，金融リテラシーが高いほど，
取崩しの変動性は低まった。また，公的年金への
信頼度が高いと，老後に備えた貯蓄額が低くなる
傾向があった。さらに自分が長く生きる可能性が
あると考えるほど，老後に備えた貯蓄額が多くな
る傾向と，金融資産の取崩計画が最高齢期に多く
なる傾向があった。貯蓄の促進やスムーズな取崩
しには金融リテラシーを高めることは重要である
が，金融リテラシーの向上だけでは必ずしも家計
は合理的な行動とはならないことが示唆される。
老後貯蓄の促進には，米国などで行われている確
定拠出年金（DC）の自動加入のような，制度変更
の検討も必要であろう。
本稿の構成は以下のとおりである。次節では分
析方法とデータを説明し，第3節は分析結果であ
る。第4節に結論と政策的インプリケーションを
述べる。

Ⅱ 分析方法

本研究では老後に必要な貯蓄額および取崩計画
額の決定要因を分析するために，以下の回帰式を
推計する。

（1）

ここで，被説明変数 は65歳予定金融資産，予
定積立額，予定積立倍率，85歳予定金融資産，65-
85歳取崩額，85-95歳取崩額，取崩額差である。65
歳予定金融資産は，「老後の生活のために65歳時
点でどの程度金融資産が必要か」について段階式
の選択肢で尋ねたものである。85歳予定金融資産
も同様である。予定積立額は，65歳予定金融資産
と現在保有している金融資産額との差額であり，
65歳までに積み立てる必要と考えている額であ
る。予定積立倍率は，予定積立額を家計年収で除
したものであり，年収の何倍を積み立てる必要が
あるかを表した数値である。65-85歳取崩額は，
65歳予定金融資産から85歳予定金融資産を引いた
総取崩額を，金利1％で20年の元利均等で取り崩

した場合の年額である。同様に，85-95歳取崩額
は，95歳までに金融資産をすべて取り崩すと想定
して，85歳予定金融資産を金利1％で20年の元利
均等で取り崩した場合の年額である。
老後貯蓄に影響を与えると考えられる個人属性

Xについては，金融リテラシー，公的年金への信
頼の程度，時間選好率，リスク許容度，主観的生
存確率の5つの変数を利用する。金融リテラシー
は，金融・経済に関する標準的な5つのクイズの正
答率である。クイズは（A）複利効果，（B）金利と
国債価格，（C）為替レートを外国投資の自国通貨
建ての価値，（D）分散投資効果について質問を
行った。この数値が高いと金融リテラシーが高い
ことを意味する。金融リテラシーが高いほど老後
に備えて多くの積立が必要と認識しており，ま
た，それに向けた蓄積も同時に進んでいることが
想定される。公的年金信頼は，「公的年金は信頼
できる」かについて質問し，6段階の選択肢（1．
ほとんどそう思わない，2．あまりそう思わない，
3．どちらかというとそう思わない，4．どちらか
といえば，そう思う，5．わりとそう思う，6．か
なりそう思う）からの回答である。数値が大きい
ほど公的年金を信頼していることを表す。公的年
金を信頼しているほど，自助努力が少なくて良い
と考えている可能性がある。リスク許容度は，
Holt and Laury（2002）の方法で測ったものであ
り，くじA：確率pで20万円か，確率1－pで16万円，
あるいはくじB：確率pで38.5万円か，確率1－pで
0.1万円のどちらのくじを選択するかを尋ねたも
のである。確率pは0％から90％まで10％刻みで変
化させて，この質問を10回繰り返して尋ね，くじ
Bを選択した回数をリスク許容度をとした。数値
が大きいほどリスク許容的（リスク回避的ではな
い）であることを表す。時間選好率はBenzion et
al.（1989）の方法を利用する。一時的な収入につ
いて，（A）7日後の10万円と，（B）1年後の10万円
＋F円，のどちらがいいかの質問に対して，Fを0
から10万円までの10段階に変えながら質問を行っ
た（例えば，7日後の100,000円と，1年後の101,000
円）。（A）の回答の選択数を時間選好率とした。
この数値が大きいほど時間選好率が高いことを意
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味する。主観的生存確率は，「自分が85歳まで生
き る 確 率」に つ い て，5％ 未 満，10％，
15％，・・・・，95％，95％以上の選択肢から選ん
でもらった回答である。このほかに，個人属性を
表す変数 として，家計収入，金融資産保有額，
持家，女性，大学卒，主観的健康状態（1から6ま
での選択肢で，数値が大きいほど健康状態が良い
と考えている）を利用する。
本研究で利用したサーベイは2018年3月にイン
ターネット上で実施した。対象はマイボイス・コ
ム社の登録会員であり，40-64歳の男女を対象と
した。まず，約10,000人を対象に年齢や金融資産
の保有額等に関する予備調査を実施した。予備調
査の結果から，金融資産の保有額が300万円以上
で1,500万円以下の者をランダムに抽出し，本調
査の対象とした。最終的な回答者（サンプル数）
は3,685名である。このうち，95％および5％タイ
ルより外側のデータは外れ値として除外した。
表1は本稿で利用する変数の記述統計である。

65歳予定金融資産は約2,300万円であり，2,000万
円を超えており，回答者は老後の生活に必要な金
融資産額に一定の認識がある。金融庁（2019）な

どの影響もあるものと考えられる。予定積立額は
約1,100万円，予定積立率は約2.0倍であり，かな
りの金融資産の積立が必要である。85歳予定金融
資産は約1,300万円，65から85歳までの取崩額は
年約70万円を想定している。一方で，85から95歳
までの取崩額は年約140万円であり，高齢になっ
てからの取崩額が約2倍となっている。金融リテ
ラシー（クイズの正答率）は約40％であり，既存
研究と大きくは異ならない。家計収入および金融
資産額の平均値はそれぞれ約700万円と1,200万円
であり，全国消費実態調査等の政府統計よりも高
くなっている。これは収入額を300万円以上とし
たこと，インターネットでの調査であることが影
響している可能性がある。
図1は65歳予定金融資産と85歳予定金融資産の
ヒストグラムである。65歳予定金融資産は2,000
万円前後を中心に幅広く分布しており，退職まで
に貯める必要がある額についてさまざまな考えが
あることが示唆される。一方，85歳予定金融資産
の分布は，1,000万円前後の頻度が高く，分布は狭
くなっており，考え方は均質化しているようであ
る。この2つの金額の差を元利均等に取り崩した
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表1 記述統計
変数名 単位 N 平均 標準偏差 最小値 最大値
65歳予定金融資産 百万円 3,377 23.48 14.27 0 55

予定積立額 百万円 3,377 11.19 17.41 －75.00 55

予定積立率 ＝予定積立額／家計年収 3,209 1.91 2.26 －4.69 9.39

85歳予定金融資産 百万円 3,377 13.25 10.21 0 55

65-85歳取崩額 年百万円 3,043 0.69 0.56 0 3.05

85-95歳取崩額 年百万円 3,377 1.40 1.08 0 5.81

取崩額差 百万円 3,043 0.60 1.05 －3.05 5.81

金融リテラシー 正答率 3,377 0.39 0.33 0 1

公的年金信頼 スケール（1-6：信頼） 3,377 3.01 1.20 1 6

時間選好率 スケール（1-10：高） 3,377 4.42 3.25 0 10

リスク許容度 スケール（1-10：高） 3,377 3.10 2.84 0 10

主観的生存確率 ％ 3,377 36.66 27.44 2.50 97.50

家計収入 年百万円 3,377 7.09 3.04 0.25 29

金融資産 百万円 3,377 12.29 16.90 0 75

持家 d 3,377 0.76 0.43 0 1

女性 d 3,377 0.50 0.50 0 1

既婚 d 3,377 0.85 0.36 0 1

大学卒 d 3,377 0.52 0.50 0 1

主観的健康状態 スケール（1-6：良好） 3,377 4.19 1.12 1 6

企業型DCあり d 3,377 0.18 0.38 0 1

注：dはダミー変数を表す。
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のが65-85歳取崩額である。

Ⅲ 分析結果

表2は式（1）の推計結果である。被説明変数は
65歳予定金融資産，予定積立額，予定積立倍率，
85歳予定金融資産，65-85歳取崩額，85-95歳取崩
額，取崩額差であり，主たる説明変数は，金融リ
テラシー，公的年金信頼，時間選好率，リスク許
容度，主観的生存確率である。本研究では，線形
確率モデルを利用し最小二乗法（OLS）で推計す
る。表中の数値は回帰係数，括弧内はロバスト標
準誤差を表す。列（1）は65歳予定金融資産の結果
である。金融リテラシーは老後の生活費のための
貯蓄が多く必要であるという認識を高めることが
わかる。一方で，公的年金への信頼が高いほど貯
蓄額は減少する。時間選好率が高いと将来に必要
な貯蓄や，退職後の生活に必要な支出を低く見積
もる傾向がある。リスク許容度が高いほど，65歳
予定金融資産は低くなる傾向があった。これは，
将来，金融資産が枯渇する可能性について，一定
のリスクをとれるためと解釈することができる。

あるいは，65歳以降も株式投資など高いリターン
が期待できるがリスクのある資産への投資を続け
るとすれば，65歳時点での金融資産額は少なくと
もよいと考えているとも解釈可能である。列（2）
と（3）は，それぞれ，予定積立額と予定積立倍率
の結果である。列（1）と同様に，金融リテラシー
が高いほど多くの積立が必要であるという認識と
なっている。これは，金融リテラシーが高ければ
十分に金融資産への積立が進んでおり，将来の積
立額は少なくなるはずという仮説とは逆の結果と
なっている。つまり，金融リテラシーが高いほ
ど，老後の生活に必要な貯蓄額は高まるが，実際
には積立は進んではおらず，将来に向けての積立
額も同様に多くなっているという考え方と整合的
であり，金融リテラシーを高めるだけでは老後貯
蓄に関する問題が解決しない可能性があることを
示唆している。公的年金信頼と時間選好率の係数
も負で有意であり，公的年金への信頼および時間
選好率が高いほど将来に積み立てる必要が少ない
傾向がある。列（4）は85歳予定金融資産の結果で
ある。金融リテラシーは有意ではなかった。公的
年金信頼が高いほど，85歳時点での金融資産は少
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図1：65歳予定金融資産，85歳予定金融資産の分布
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なくて済むという認識であった。列（5）と（6）
は，それぞれ，65-85歳取崩額と85-95歳取崩額の
結果である。金融リテラシーが高いと65-85歳取
崩額が多くなる傾向がある。一方で公的年金への
信頼が高いと，65-85歳取崩額および85-95歳取崩
額が少なくなる傾向がある。列（7）は取崩額差の
結果である。金融リテラシーの係数は負で有意で
ある。これは，金融リテラシーが高いと65-85歳
取崩額と85-95歳取崩額との差額が少ない，つま
り老後貯蓄の取崩し，あるいはそれを使った消費
をスムーズに行い，合理性が高いライフプランを
構築できる可能性を示唆している。公的年金への
信頼が高い場合にもスムーズな取崩しが想定でき
るが，金融資産よりも公的年金への依存度が高い

ための影響とも考えられる。主観的生存確率が高
いと，85-95歳取崩額が多くなる傾向がある。こ
れは，医療費や介護などの最高齢期の消費に備え
ているためだと考えられる。あるいは遺産を残す
ことによる影響も考えられる。
これまでの分析では金融リテラシーは外生変数
として扱い，金融リテラシーの程度が，老後貯蓄
に関する行動にどのような影響があるのかについ
て分析してきた。しかし，近年，金融リテラシー
については，内生性を考慮した分析が重要視され
ている。老後に必要な貯蓄を考えることで，金融
リテラシーが高まる可能性があるという，老後貯
蓄と金融リテラシーの同時決定性が考えられる。
これは本研究で利用した金融リテラシーという変
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表2 老後貯蓄の推計結果（OLS）
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7）
65歳予定
金融資産

予定積立額 予定積立率 85歳予定
金融資産

65-85歳
取崩額

85-95歳
取崩額

取崩額差

金融リテラシー 6.674 ** 6.674 ** 0.662 ** －0.948 0.368 ** －0.100 －0.358 **
（0.725） （0.725） （0.106） （0.548） （0.031） （0.058） （0.062）

公的年金信頼 －0.993 ** －0.993 ** －0.139 ** －0.565 ** －0.023 ** －0.060 ** －0.040 *
（0.192） （0.192） （0.030） （0.148） （0.008） （0.016） （0.017）

時間選好率 －0.280 ** －0.280 ** －0.035 ** －0.022 －0.012 ** －0.002 0.008

（0.073） （0.073） （0.011） （0.058） （0.003） （0.006） （0.006）
リスク許容度 －0.173 * －0.173 * －0.014 0.138 * －0.006 0.015 * 0.006

（0.080） （0.080） （0.012） （0.068） （0.003） （0.007） （0.008）
主観的生存確率 0.021 * 0.021 * 0.003 0.033 ** －0.000 0.004 ** 0.004 **

（0.009） （0.009） （0.001） （0.007） （0.000） （0.001） （0.001）
家計収入 0.533 ** 0.533 ** －0.114 ** 0.242 ** 0.017 ** 0.026 ** 0.003

（0.088） （0.088） （0.012） （0.064） （0.004） （0.007） （0.007）
金融資産 0.269 ** －0.731 ** －0.076 ** 0.098 ** 0.009 ** 0.010 ** 0.002

（0.016） （0.016） （0.002） （0.011） （0.001） （0.001） （0.001）
持家 －0.608 －0.608 －0.099 －0.094 －0.030 －0.010 0.026

（0.536） （0.536） （0.085） （0.407） （0.023） （0.043） （0.044）
女性 3.123 ** 3.123 ** 0.424 ** 2.346 ** 0.067 ** 0.248 ** 0.149 **

（0.495） （0.495） （0.075） （0.387） （0.021） （0.041） （0.043）
既婚 －1.972 ** －1.972 ** －0.474 ** －2.139 ** －0.026 －0.226 ** －0.137 *

（0.657） （0.657） （0.120） （0.540） （0.029） （0.057） （0.061）
大学卒 1.614 ** 1.614 ** 0.234 ** 0.541 0.018 0.057 0.101 *

（0.484） （0.484） （0.075） （0.385） （0.020） （0.041） （0.042）
主観的健康状態 －0.533 * －0.533 * －0.098 ** －0.390 * －0.008 －0.041 * －0.020

（0.210） （0.210） （0.033） （0.174） （0.009） （0.018） （0.019）
定数 19.713 ** 19.713 ** 4.391 ** 12.914 ** 0.492 ** 1.363 ** 0.679 **

（1.391） （1.391） （0.222） （1.060） （0.058） （0.112） （0.117）
N 3,377 3,377 3,209 3,377 3,043 3,377 3,043

F－値 68.22 ** 181.48 ** 129.65 ** 19.32 ** 46.29 ** 19.32 ** 8.48 **

注：数値は回帰係数，括弧内はロバスト標準誤差を表す。**は1％有意水準，*は5％有意水準を表す。
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数だけではとらえることができない観察できない
個人間の異質性が影響している可能性がある
［Calcagno and Monticone（2015）］。このような影
響は適切なコントロール変数を追加することで一
定程度の緩和ができるが，操作変数法を利用する
ことで観察できない個人間の異質性を考慮した分
析ができる。そこで本研究では，金融リテラシー
は潜在的な内生変数とし，企業型確定拠出年金
（企業型DCあり）が勤め先にあるかを表すダミー
変数を操作変数として，以下の回帰式を利用して

分析を行った。

（2）
（3）

ここで，式（2）は第2段階の推計式であり，
は内生性を疑う変数である金融リテラシー，
はそれ以外の老後貯蓄に影響を与えると考えられ
る個人属性を表す変数（公的年金信頼，時間選好
率，リスク許容度，主観的生存確率）， はコント
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表2 老後貯蓄の推計結果（操作変数法）
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
金融

リテラシー
65歳予定
金融資産

予定積立額 予定積立率 85歳予定
金融資産

65-85歳
取崩額

85-95歳
取崩額

取崩額差

First-stage Second-stage Second-stage Second-stage Second-stage Second-stage Second-stage Second-stage

金融リテラシー 5.597 5.597 0.968 －0.663 0.372 －0.070 －0.359
（9.172） （9.172） （1.318） （6.733） （0.398） （0.711） （0.776）

公的年金信頼 0.022 ** －0.974 ** －0.974 ** －0.145 ** －0.570 ** －0.023 －0.060 ** －0.040
（0.005） （0.261） （0.261） （0.037） （0.195） （0.012） （0.021） （0.024）

時間選好率 －0.013 ** －0.293 * －0.293 * －0.031 －0.018 －0.012 * －0.002 0.008

（0.002） （0.136） （0.136） （0.020） （0.103） （0.006） （0.011） （0.012）
リスク許容度 －0.009 ** －0.182 －0.182 －0.012 0.140 －0.006 0.015 0.006

（0.002） （0.115） （0.115） （0.016） （0.091） （0.005） （0.010） （0.010）
主観的生存確率 0.000 0.022 * 0.022 * 0.002 0.033 ** －0.000 0.004 ** 0.004 **

（0.000） （0.010） （0.010） （0.001） （0.008） （0.000） （0.001） （0.001）
家計収入 0.001 0.535 ** 0.535 ** －0.115 ** 0.242 ** 0.017 ** 0.026 ** 0.003

（0.002） （0.091） （0.091） （0.012） （0.066） （0.004） （0.007） （0.007）
金融資産 0.003 ** 0.272 ** －0.728 ** －0.077 ** 0.097 ** 0.009 ** 0.010 ** 0.002

（0.000） （0.031） （0.031） （0.005） （0.022） （0.001） （0.002） （0.003）
持家 0.004 －0.606 －0.606 －0.100 －0.094 －0.030 －0.010 0.026

（0.014） （0.535） （0.535） （0.084） （0.406） （0.023） （0.043） （0.044）
女性 －0.105 ** 2.999 * 2.999 * 0.459 ** 2.378 ** 0.068 0.251 ** 0.149

（0.013） （1.187） （1.187） （0.173） （0.886） （0.052） （0.094） （0.102）
既婚 －0.027 －2.001 ** －2.001 ** －0.469 ** －2.131 ** －0.026 －0.225 ** －0.137 *

（0.017） （0.715） （0.715） （0.122） （0.571） （0.030） （0.060） （0.065）
大学卒 0.126 ** 1.751 1.751 0.196 0.504 0.017 0.053 0.102

（0.012） （1.248） （1.248） （0.176） （0.922） （0.055） （0.097） （0.109）
主観的健康状態 0.003 －0.529 * －0.529 * －0.098 ** －0.391 * －0.008 －0.041 * －0.020

（0.005） （0.213） （0.213） （0.033） （0.176） （0.009） （0.019） （0.019）
企業型DCあり 0.066 **

（0.016）
定数 0.341 ** 20.088 ** 20.088 ** 4.287 ** 12.814 ** 0.491 ** 1.353 ** 0.679 *

（0.034） （3.463） （3.463） （0.505） （2.587） （0.147） （0.273） （0.293）
N 3,043 3,377 3,377 3,209 3,377 3,043 3,377 3,043

F－値 57.62 ** 178.58 ** 123.95 ** 19.05 ** 31.33 ** 19.05 ** 5.26 **

Kleibergen-Paap F statistic 20.22 ** 20.22 ** 19.62 ** 20.22 ** 18.09 ** 20.22 ** 18.09 **

Endogeneity test p-value 0.906 0.906 0.816 0.966 0.993 0.966 0.999

注：数値は回帰係数，括弧内はロバスト標準誤差を表す。**は1％有意水準，*は5％有意水準を表す。
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ロール変数である。式（3）は第一段階の推計式で
あり， は操作変数（企業型DCあり）である。企
業型DCを設けるかどうかは，主として企業が決
めることであり，各個人にとっては外生変数とし
て扱っても構わないと思われる。また，企業型
DCの加入者には投資教育があるため，金融リテ
ラシーを高められる可能性がある。老後のための
貯蓄額や取崩額については企業型DCの有無が直
接影響するのではなく，金融リテラシーを通して
間接的に影響すると想定しても問題ないと思われ
る。
表3は操作変数法による推計結果である。列

（1）は第1段階の結果，列（2）から（7）は第2段
階の結果である。列（1）では，企業型DCありの
係数は正で有意となっている。列（2）から（7）
の第2段階では，金融リテラシーの係数はすべて
有意ではない。ここで，第 1段階の F－値
（Kleibergen-Paap F statistic）はすべて10を超えて
おり，伝統的な基準で問題ない水準であり，操作
変数である企業型DCありに弱相関操作変数
（Weak identification）の問題はないものと思われ
る1)。しかし，内生性テスト（Endogeneity test）の
p－値は何れも有意ではない。これは，「内生性を
疑う変数（企業型DCあり）を外生的に扱ってよ
い」を帰無仮説とするテストであるが，外生性を
棄却できなかった。つまり，企業型DCありは外
生変数として扱ってよいことを示唆し，表3の操
作変数法の結果よりも表2のOLSの結果を支持す
るものである。本研究で利用したデータでは，金
融リテラシーに関しては，観察できない個人間の
異質性はそれほど重要な影響を与えないものと思
われる。

Ⅳ 結論と政策的な示唆

本研究は，独自のアンケート調査を利用し，老
後に必要な貯蓄額の認識と積立の程度，退職後の
取崩計画がどのような要因に影響されているかを
分析した。貯蓄額の認識と積立の程度について

は，65歳で必要な金融資産額，その額と現在の金
融資産保有額との差額，あるいは年収と比較した
倍率，85歳で必要な金融資産額を検討した。退職
後の取崩計画に関しては，65歳から85歳までの予
定取崩額，85歳から95歳までの予定取崩額，これ
ら取崩額の差額を検討した。これらの変数の決定
要因として分析の対象とした要因は，金融リテラ
シー，公的年金への信頼，時間選好率，リスク許
容度，主観的生存確率である。
分析の結果，老後資産の蓄積と取崩しに関し
て，金融リテラシーは一定の影響があった。特
に，老後の生活のために利用する金融資産の蓄積
に関しては，金融リテラシーが高いほど，多くの
金額を貯めるべきとの認識があることがわかっ
た。しかし，金融リテラシーが高いほど，目標額
に向けて貯蓄が促進されているわけではなかっ
た。逆に，金融リテラシーが高いほど，将来積み
立てるべき金額も多くなり，金融リテラシーを高
めることだけでは貯蓄を促進することに限界があ
るように思われる。老後の貯蓄の取崩計画に関し
ては，金融リテラシーが高いと，退職以後の貯蓄
の取崩しをスムーズに行える（時期による取崩額
の変動性少ない）可能性がある。金融リテラシー
以外に関しては，公的年金への信頼度が高いと，
老後に備えた貯蓄額が低くなる傾向があった。こ
れは公的年金と私的貯蓄の代替性を表すものであ
る。また，自分が長く生きる可能性があると考え
るほど，老後に備えた貯蓄額が多くなる傾向と，
金融資産の取崩計画が最高齢期に多くなる傾向が
あった。
本稿の結論から考えられる政策的示唆である
が，金融リテラシーの向上だけでは，十分な貯蓄
を行うには不十分であることがわかる。これらの
点は既存研究でも認識されており，例えば，米国
ではDCの自動加入，掛金の自動増額，あるいは中
小企業における退職給付制度の強制加入のよう
に，金融リテラシーの向上では十分な貯蓄が進ま
ない場合には，人々の貯蓄を進める制度改正が行
われている［Madrian and Shea（2001）］。わが国に

1) 操作変数が一つであるため過剰識別制約テストは実施できない（Hansen J statisticは算出されない）。
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おいても，金融リテラシーを高めて行くことは重
要であるが，老後の貯蓄促進に向けたDCの自動
加入制度や掛金の自動増額制度などを検討する余
地があるように思われる。次に，公的年金の信頼
性を高めて行くことは重要であるが，本研究の分
析結果によれば，公的年金を信頼している人ほ
ど，将来の貯蓄額は減る傾向があった。公的年金
は給付水準の実質的な低下が予測されるため，公
的年金への信頼にかかわらず自助助力は必要であ
る。したがって，公的年金の信頼を高めるのと同
時に貯蓄促進に向けた方策が必要なのかもしれな
い。老後の生活を経済的に安定させるために十分
な貯蓄と適切な取崩が必要であるが，それ以外の
方策も検討するべきであろう。例えば，公的年金
の繰り下げ受給（年金の受け取りを遅らせて受給
する方法）が考えられる。繰り下げ受給を行うこ
とで年金額が増加されることから，長寿リスク
（longevity risk），つまり老後における金融資産の
枯渇リスクを低減させることが可能である。ただ
し，繰り下げ受給は理論的には望ましいはずだか
が，実際に繰り下げている家計は多くなく，何等
かの政策的なインセンティブを導入することが研
究されている［Maurer et al. (2018), Maurer and
Mitchell (2019), Kitamura and Nakashima

（2021a）］。さらに，貯蓄の取崩時期に長寿リスク
を低減できる金融商品を導入することも考えられ
る。例えば，据置年金は年金保険料の払い込みは
65歳など比較的若い時期に終了し，年金の受け取
りは85歳などの最高齢になってから開始するタイ
プの年金である［Milevsky（2005）］。長寿リスク
を低減する効果は通常の終身年金と同様である
が，保険料が低いのが特長である。しかし，据置
年金は理論的には家計の効用を高める商品である
が，わが国では普及していない。これは，加入者
側の要因として，据置年金は生死に対するギャン
ブルだと思われていること［Brown（2009）］，供
給者側の要因として，商品を提供してもコスト割
れになる可能性があることも理由だと考えられ
る。そこでDCの受給者用のディフォルト（既定）
商品して導入することも考えられる［Kitamura
and Nakashima（2021b）］。

本研究には一定の限界がある。本研究では65歳
で退職することを想定して，老後の生活に必要な
貯蓄額や，退職後の取崩額について分析した。し
かし，近年の高齢者雇用促進政策により，65歳以
降も就業を継続することを前提に，貯蓄とその取
崩しを想定する家計もあり，またそのような家計
は今後多くなってくる可能性もある。就業継続を
前提とするなら，老後に必要な貯蓄額は少なくて
もいいはずである。また本研究では，被用者を前
提に分析を行ったが，本来であれば自営業者等に
ついても考慮して，貯蓄促進政策を検討すべきで
ある。これらの研究には，適切なデータが必要で
あり，今後の課題としたい。
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Determinants of Savings and Withdrawal Plans in Old Age

KITAMURA Tomoki＊

Abstract

With public pension benefits expected to decline substantially, it is imperative for households to save

and make prudent withdrawals. According to previous studies, household savings and withdrawals are

consistent with the life-cycle model, and are also influenced by behavioral economic factors. This study

examines the factors that determine household savings and withdrawal plans for life after retirement.

Employing an original Internet-based survey, we find that respondents with a higher financial literacy

recognized the need to save, in preparation for their retirement. However, their actual savings deviate from

the targets, with high financial literacy not always encouraging savings. In addition, respondents with high

confidence in the public pension system and those anticipating a shorter life expectancy are likely to save less.

With regard to the withdrawal of savings after retirement, respondents with enhanced financial literacy plan to

withdraw their savings smoothly: they can withdraw a comparable amount from their savings periodically.

Keywords：Retirement Savings, Asset Withdrawals, Financial Literacy, Trust in Public Pensions
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特集：社会保障と行動経済学

貧困とマイクロファイナンスに関する行動経済学的視点

高野 久紀＊

抄 録

従来，開発経済学では「貧しいが合理的」な貧困層を想定して途上国のさまざまな制度の解明や政策
デザインが進められてきたが，近年の行動経済学の理論・実証研究の発展に伴い，貧困層の不合理な意
思決定を考慮したうえでの貧困削減プログラムの設計が進められるようになった。本稿ではそのよう
なプログラムの一つとしてマイクロファイナンス（マイクロ貯蓄，マイクロクレジット，マイクロ保険）
に焦点を当て，行動経済学に基づく近年の研究をレビューする。特に，貯蓄も借入も保険購入も，異時
点間の意思決定を伴うものなので，現在バイアスの問題を中心に論じ，適度なコミットメントを組み入
れたプログラムデザインが重要となることを示す。保険はリスクに対処するための金融サービスであ
るため，プロスペクト理論や確率ウェイティングの立場からも保険購入の意思決定を検討する。

キーワード：現在バイアス，コミットメント，認知能力の制約，マイクロファイナンス

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 256-270.

Ⅰ 貧困と行動経済学

2030年までの国際社会の開発目標を定めた
SDGs（持続可能な開発目標）では，貧困・飢餓の
撲滅（目標1，2），不平等の是正（目標10）など，
国際的な貧困問題の解決を目指した野心的な目標
が掲げられている。しかし2017年時点でも世界に
は約7億人が1日1.90ドル未満の極貧水準で暮らし
ており，世界の貧困問題の解決にはさらなる貧困
対策や経済発展が必要である。
貧困層の生活水準を改善するためにどのような
政策・プログラムが効果的かを検討するには，ま
ず対象となる貧困層がどのような行動様式・意思

決定メカニズムを持つのかを理解する必要があ
る。開発経済学では，従来，小農は貧しいが活用
できる生産機会はすべて活用しており合理的だと
いうSchultz（1964）の議論に従って，「貧しいが合
理的」な貧困層を想定してきた。そして，分益小
作制や相互扶助など一見経済合理性とは矛盾する
制度が広範に存在することや，農作物の価格が上
昇しても小農は農業生産をあまり増やさず価格イ
ンセンティブに感応的でないことなども，情報の
非対称性やリスク，市場の不完全性の存在を考慮
すれば，合理的な個人の想定から説明できること
が示されてきた（Stiglitz, 1974; Coate and Ravallion,
1993; de Janvry et al., 1991）。
しかし，行動経済学・実験経済学の研究が発展

＊京都大学経済学研究科 准教授
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し，人々の行動・意思決定の非合理性に関してさ
まざまなエビデンスが蓄積されてくると，「貧し
いが合理的」という貧困層像に疑問が提示される
ようになってきた（Duflo, 2006）。そして貧困層
の不合理な意思決定・行動を前提に，どのような
介入やナッジを提供すれば貧困層の厚生を高める
ことができるかという研究が行われるようになっ
た（Kremer et al., 2019）。
さらに，貧困層に対する経済実験や心理学調査
により，貧困層ほどリスク回避的であり，将来よ
りも現在を重視する性向があることが分かった。
それだけでなく，貧困であることが人々をリスク
回避的・将来軽視にさせ，認知能力まで低下させ
るということも明らかになった（Haushofer and
Fehr, 2014; Mullainathan and Shafir, 2013; Schilbach

et al., 2016）。また，貧困層は日々の生活のやりく
りに心を悩ませるために常に認知能力に負荷がか
かり，貧困であることが意思決定の質や生産性の
低下を招くことが明らかになってきている（Mani
et al. 2013; Kaur et al. 2021）。さらに，貧困が鬱や
不安を増大させメンタルヘルスを低下させ意思決
定にも影響を及ぼすという研究結果も蓄積されて
きた（Ridley et al., 2020）。これらは，不合理だか
ら貧しいのではなく，貧しいから不合理な意思決
定をしやすい，すなわち「貧しいがゆえに不合理」
という可能性を示唆する。貧困が意思決定や生産
性，メンタルヘルスに悪影響を与えるというこれ
らの結果に基づき，貧困が意思決定や生産性に悪
影響を与え，それがさらに貧困をもたらすとい
う，「心理学的な貧困の罠」の可能性も議論されて
いる（Kremer et al., 2019）。
これは，「貧しいが合理的」な貧困層から，不合
理な貧困層という認識へと180度転換したことを
意味しない。経済実験をしてみれば合理的に近い
意思決定をしている貧困層もいるし，非合理に見
える意思決定をしている貧困層もいる。こうした
人々の間の異質性を考慮することの重要性は，近
年のミクロ実証経済学でも重要なトピックになっ
ている。合理的な貧困層もいれば不合理な貧困層
もおり，「貧しいがゆえに不合理」な貧困層もいる
というように，貧困層の意思決定の異質性に関し

てより柔軟に考えながら，貧困削減政策・プログ
ラムのデザインを検討していく方向へと研究はシ
フトしてきている。
本稿では，貧困削減プログラムのうち，金融ア
クセスの提供を通じて貧困層の生活水準を改善し
ようとするマイクロファイナンスに焦点を当て
て，行動経済学的の視点からどのような知見がも
たらされてきたかをレビューする。マイクロファ
イナンスとは，貧困層を主な対象として提供され
る小規模な金融サービスの総称であり，代表的な
ものとして，（1）無担保少額融資を提供するマイ
クロクレジット，（2）少額貯蓄の積み立てを促進
するマイクロ貯蓄，（3）保険料を低水準に抑える
ために補償内容を限定したマイクロ保険，の3つ
がある。世界中には17億人の人々が金融アクセス
を持たないと推定されているが（Global Findex
Database 2017），資金需要や貯蓄可能額が少ない
貧困層，貧しくて通常の保険を購入するのが困難
な貧困層向けに小規模な金融サービスを提供して
金融アクセスを改善しようというのがマイクロ
ファイナンスの目的だ。近年では，モバイルマ
ネーの普及により，少額の送金サービスを取り扱
うマイクロ送金を提供するマイクロファイナンス
機関も増えてきている。以下では，マイクロ貯
蓄，マイクロクレジット，マイクロ保険の順に，
行動経済学の枠組みに基づいたさまざまな研究を
紹介することによって，より良いプログラムのデ
ザインを考えるための足掛かりとしたい。

Ⅱ マイクロ貯蓄

1 現在バイアスとコミットメント
人々の意思決定の非合理性を示す行動経済学の
理論のうちで，実証的にも広く観察されているも
のの一つが現在バイアスである。現在バイアス
は，以下の「 - 型効用関数」で定式化されること
が多い（Laibson, 1997）。これは，第 期の効用を

で表したとき，第 期時点において，
人々は現在から将来にわたって得られる効用の現
在価値を
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現在の効用 来期以降の効用の価値の総和

（1）

で評価すると定式化したものだ。ここで，
は，1期後の効用をどれだけ割り引くかを示す割引
因子である。また，将来の効用 は不
確実なので期待値を取っているが，来期以降の効
用の期待価値の総和
に， というパラメータが掛けられている。 は，
現在に比べて将来全体をどの程度低く評価するか
を表しており，「現在バイアスパラメータ」と呼ば
れる。標準的な経済理論が想定する合理的な個人
は のケースに相当し，現在と来期以降を同
様に評価する。しかし現在バイアスがある場合，

となり，現在に比べて来期以降の効用の価
値を低く見積もることになる。この場合，以下に
示すように，個人の選択に時間不整合性（time
inconsistency）が生じる。
簡単化のため， の3期間で，第1期に効
用を 犠牲にし，第2期に正の効用 を得るよう
な行動Aを考えよう。第0期は計画段階であり，第
1期に実際に行動Aをとるかどうかを決定する。
このような行動Aの例としては，貯蓄して次の期
に消費する，投資して次の期に収益を得る，など
が考えられる。説明の都合上，以下では行動Aの
具体例として貯蓄を考えよう。また，第1期に貯
蓄をすることで犠牲にする効用 には不確実性が
あり，第1期の最初に明らかになるとしよう。例
えば，通常なら第1期に貯蓄をすることで犠牲に
する効用は だが，第1期に天候不順や業績悪化
などで収入が減った場合，貯蓄をしようとすると
食費や生活費を大きく削らなければならず，貯蓄
によって犠牲にする効用が （ に増える，
といった状況だ。簡単化のため，貯蓄によって第
2期に得る効用 には不確実性はないものとす
る。
さて，計画を立てる第0期時点では，現在から将
来にわたる効用を（1）式によって評価するので，

第1期に犠牲にする効用 の値を所与とすると，
貯蓄することの価値を

で評価する。これが正，すなわち

（2）

なら貯蓄をするのが最適になる。
しかし，貯蓄を行う第1期になると，貯蓄すれば
現在（第1期）の効用が 減る一方で，次の期（第
2期）に得る効用 は で割り引かれるため，貯
蓄することの価値を

と評価することになり，

（3）

でなければ貯蓄しないことになる。よって，βが
小さく（現在に比べて将来を過小評価する）1)，

（4）

が成り立つ場合には，事前には貯蓄するのが最適
だったのに，実際に貯蓄する時点になると，その
とき犠牲にする不効用 を将来の効用に比べて過
大に評価してしまい，貯蓄しないという選択をし
てしまうことになる。このとき，事前で評価した
最適行動（貯蓄する）と，実際にその時点が来た
ときの最適行動（貯蓄しない）とが矛盾してしま
うという意味で，時間不整合と呼ばれる。
この現在バイアスモデルは，貯蓄促進プログラ
ムに関する経済学者の認識に大きな影響を与え
た。標準的な経済学では，人々は自身の効用を最

1) 経済実験により現在バイアスパラメータ を推定しようとする研究も多く行われており，個人間・調査間で大
きくばらつきがあるものの，現在バイアスがある個人の の平均値は，だいたい0.7～0.9程度となっている
（Kremar, Rao and Schilbach, 2019）。ただし現在バイアスパラメータを経済実験で正しく計測することは困難だ。
現在バイアスの計測にまつわる問題に関してはChabris et al.（2008）やCohen et al.（2020）を参照。
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大化するように行動すると想定する。借入は貸し
てくれる人がいなければできないが，貯蓄の場
合，貯蓄したければお金を使わずにしまっておけ
ば良いだけなので，効用を最大にする個人は既に
最適な貯蓄額を選んでいるはずだ。この場合，貯
蓄を促進しても，既に最適な貯蓄額を選んでいる
個人の厚生は改善しないため，貯蓄促進プログラ
ムは不要なものと認識されてきた。しかし，現在
バイアスの存在が立証され，それが過少貯蓄を引
き起こしていることが明らかになると（Thaler
and Benartzi, 2004; Meier and Sprenger, 2010），
人々の厚生を高める手段としての貯蓄促進プログ
ラムの有効性が注目されるようになった。特に，
前節で触れたように貧しい人々ほど現在バイアス
を持つ傾向が高いとすれば，現在バイアスに対処
した貧困層向け貯蓄サービスを提供することは，
貧困削減戦略としても有効な手段となる可能性が
ある。
現在バイアスへの対処策を考える場合，そもそ
も人々が自身の現在バイアスを正しく認識してい
るかが重要になる。自身の現在バイアスを全く認
識していない（すなわち だと思い込んでい
る）人は単純タイプ（naïve），自身の現在バイアス
を正しく認識している（ の値を正確に認識して
いる）人は賢明タイプ（sophisticated），その中間
で，現在バイアスがあること自体は認識している
がその程度を過小評価している人は半単純タイプ
（partially naïve），と呼ばれる。上の例で，（4）式
が満たされる状況（第0期では貯蓄することが最
適なのに第1期では貯蓄しないことを選んでしま
う）を考えてみよう。単純タイプの場合，第0期の
計画段階で，自分は第1期に貯蓄しないとは夢に
も思っていない。しかし，賢明タイプの場合，第
0期の段階で，自分は第1期には現在バイアスのせ
いで貯蓄しないだろうということを正しく予測し
ている。このような賢明タイプは，第1期に自分
がきちんと貯蓄するよう，第0期の段階で何らか
の策を講じておこうとするだろう。例えば，既に
銀行口座にいくらかの貯蓄があり，銀行が「第1期
に貯蓄できなければペナルティとして口座から
円引きます」という，一見，利用者にはまったく

得のないオファーを第0期にしてきたとする。こ
のオファーを受けた場合，第1期において，貯蓄す
ることの価値は で変わらないが，貯蓄
しない場合の価値は 円失うので となり，

，すなわち

（5）

なら貯蓄をするようになる。これは（3）式より満
たされやすくなるので，このオファーを受けるこ
とで，貯蓄するという事前に最適な行動を実際に
選択できるようになる。このように，実際の行動
選択を行う以前（第0期）の時点で，将来の自分が
望ましい行動をとるように，ある行動をとること
に対してペナルティを与えたりその行動がとれな
いようにすることを，コミットメントと呼ぶ。自
分に現在バイアスがあることを認識している賢明
タイプや半単純タイプは，このようなコミットメ
ントに対する需要がある。
途上国の人々が実際に貯蓄のためにコミットメ
ントを活用しようとするかを検証するために，
Ashraf，Karlan and Yin（2006a）は，フィリピンで，
SEEDと名づけられたコミットメント貯蓄口座を
提供するRCT（randomized controlled trial，ランダ
ム化比較試験）を行った。SEEDは，利子率など
は通常の貯蓄口座と同一で，設定した期日・金額
に達するまでは引き出しできないという点のみが
異なる貯蓄口座だ。通常の貯蓄口座をオファーす
るグループとSEED貯蓄口座をオファーするグ
ループをランダムに分け，その差を比較したとこ
ろ，経済実験で現在バイアスがあると判定された
女性は，SEED貯蓄口座を提示された方が通常の
貯蓄口座を提示された場合よりも加入確率が15.8
パーセンテージポイント高くなり，現在バイアス
モデルの予測通り，現在バイアスのある個人はコ
ミットメントに対する需要があることが示され
た。さらにSEED貯蓄口座をオファーされたグ
ループは，貯蓄口座がオファーされなかった対照
群に比べ，12か月後の貯蓄額が81％も増加したこ
とが分かった。このことは，コミットメント機能
の付いた貯蓄口座を提供することで，現在バイア
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スがある賢明タイプの人々の厚生水準を改善でき
る余地があることを示している。
なお，このようなコミットメント貯蓄を銀行や
マイクロファイナンス機関が提供する以前から，
途上国の人々は自ら貯蓄のためのコミットメント
装置を活用してきた。例えば，途上国では貧しい
女性でも宝石や金のアクセサリーを保有している
が，これも貯蓄のためのコミットメントと考える
ことができる。現金を持っていると現在バイアス
により消費に使ってしまうが，宝石や金で貯蓄し
ておけば，現在バイアスによって消費する誘惑に
駆られても，宝石や金を使って消費するにはわざ
わざ質屋に行って換金しなければならない。現在
バイアスがある人は，現在換金しに行く手間の不
効用も大きく評価するため，結局宝石や金を換金
しに行かず，貯蓄を保持しておくことができる。
このように，人々はあえて流動性の低い形で資産
を持っておくことで，無駄遣いしないように自分
自身（や家族）に対してコミットメントをかけて
いる（Laibson, 1997）。また，地域によっては，定
期的にお金を集めに顧客を訪問して代理で銀行に
預金を行う預金集金人が存在しており，利用者は
預金集金人に手数料を払ってまで預金している。
これも，預金集金人に定期的に集金に来てもら
い，預金額を渡せないことで感じる心理的なコス
トを自身に課すというコミットメントの役割を果
たしている（Ashraf, Karlan and Yin, 2006b）。ほか
にも，定期的に集会を開いて互いに貯蓄目標の達
成をチェックしあう貯蓄クラブといったさまざま
な工夫が多くの国で観察されている。
ただし，貯蓄が過少になる原因が必ずしも現在
バイアスにあるわけではない。例えばDupas and
Robinson（2013b）はケニアで銀行口座開設支援を
するRCTを実施し，貯蓄額や投資額，消費額が増
えたことを報告しているが，その銀行支店は預金
者が仕事を終える前の3時に閉店するので，日々
の稼ぎを手元に残しておかないようにするという
コミットメントとしては使えないし，預入金額を
見ても1回あたり平均1.6日分の支出額に相当する
金額を入金しており，自身である程度貯蓄してか
ら入金していると考えられ，貯蓄額が増えたのは

銀行口座開設が現在バイアスのコントロールに有
用だったためではないことが示唆される。また，
現在バイアスの人の方が貯蓄口座をよく利用して
いるという証拠も見出せなかった。著者らは現在
バイアス以外の「貯蓄制約」として，手元にお金
があると家族からの支出プレッシャーや，親類や
近所からの支援要請プレッシャーなどがあること
を挙げている。

2 コミットメントの強さ
自身の現在バイアスの問題を認識している人々
は，将来の自分が現在バイアスに負けてとってし
まいそうな行動にペナルティを課したり，その行
動をとれないよう物理的に制限をかけたりするコ
ミットメントを活用することで，時間不整合の問
題に対処しようとする。（5）式では，貯蓄できな
いとペナルティ を払わなければならないとい
うコミットメントを将来の自分に課すことで，将
来の自分が現在バイアスに負けないようにコント
ロールできることを示している。しかし，将来の
経済環境は完全に予測できるものではなく，第1
期に貯蓄をすることで犠牲にする効用 にも不確
実性がある。場合によっては，貯蓄をするのに犠
牲にする効用 が高すぎて貯蓄をするのが最適で
ない（（2）式が成り立たない）状況になることも
あるだろう。そのような場合，貯蓄できなかった
場合のペナルティ が高すぎると，（5）式が成り
立つような場合には貯蓄をするがそれによって大
きな効用の犠牲 を払うことになるし，（5）式が
成り立たないような場合には貯蓄をしないことを
選ぶのでペナルティ を払わなければならなく
なる。このように，ペナルティ が大きくコミッ
トメントが強すぎる貯蓄口座だと，貯蓄をするの
が最適ではない状況になったときに損失を被って
しまうので，人々はそもそもそのような貯蓄口座
を利用しようとはしなくなる。
このことは，犠牲にする効用 の大きさに不確
実性がある場合，コミットメントを強くし過ぎ
ず，ある程度の柔軟性を残しておいた方がよいこ
とを意味する（Amador et al., 2006）。実際，Dupas
and Robinson（2013a）は，コミットメントの強さ
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を変えた健康関連用貯蓄プログラムを提供する
RCTを行い，急な医療支出の必要性が生じたとき
には引き出せる柔軟性をもった貯蓄プログラムの
方が，急な医療支出の必要性が生じても引き出す
ことのできない貯蓄プログラムより加入率が高く
なったことを報告している。さらに，柔軟性のあ
る貯蓄プログラムの方が安心して貯蓄できるた
め，平均的な貯蓄額もより大きかった。コミット
メントが強すぎれば，万一の事態のために手元に
ある程度の金額を残しておく必要があるためコ
ミットメント貯蓄口座に貯蓄するのは少額となっ
てしまう一方，手元に残しておいたお金は現在バ
イアスのせいでつい消費してしまって貯蓄に成功
できないためである。
またKarlan and Linden（2014）は，学校を拠点に
した教育目的のコミットメント貯蓄として，貯蓄
したお金がバウチャーで払われ用途が教育用品に
限定されるハードなコミットメント貯蓄と，貯蓄
したお金が現金で払われ用途が限定されない柔軟
性を持たせたコミットメント貯蓄を導入する
RCTをウガンダで実施したところ，やはり柔軟性
を持たせたコミットメント貯蓄の方が貯蓄額が大
きく増えたことを報告している。このように，負
のショックが生じた場合に問題が生じないよう，
ある程度の柔軟性を持たせたコミットメントの設
計にしておくことで，人々が安心してコミットメ
ント貯蓄に十分な金額を貯蓄できるようになり，
より大きな貯蓄上昇効果をもたらすことが期待さ
れる。
一方，賢明タイプでなく半単純タイプの場合
は，自身の現在バイアスの程度を過小評価するの
で，自身が現在バイアスに屈せずに貯蓄するため
に必要なペナルティ の大きさを過小評価し，
（5）式が満たされないような水準のペナルティを
選んで，結局貯蓄ができずにペナルティだけを払
う結果になってしまう場合もある。John（2020）
はフィリピンで，毎週あるいは隔週で一定額以上
を貯蓄し，3週間分貯蓄スケジュールから遅れた
ら自身で額を設定したペナルティを払うというコ
ミットメント貯蓄と，Ashraf，Karlan and Yin
（2006a）と同様の指定した期日あるいは金額に到

達するまでは引き出せないというペナルティなし
コミットメント貯蓄を提供するRCTを実施した。
すると，ペナルティ付きコミットメント貯蓄の方
が，ペナルティなしコミットメント貯蓄に比べて
平均的には貯蓄額を大きく増やしたものの，ペナ
ルティ付きコミットメント貯蓄に参加した半数以
上の人がペナルティを払う結果となり，最終的に
損をしてしまった。これは自身の現在バイアスを
過小評価してペナルティを低く設定しすぎたため
に現在バイアスに屈して貯蓄ができなかった帰結
であり，半単純タイプの人々に対しては，ペナル
ティ付きのコミットメント手段の提供はむしろ彼
らの厚生を低下させてしまう可能性もあることを
示唆している。
さらに，半単純タイプは，将来の自分がやるだ
ろうと（間違えて）予測する結果，今やることを
選ばなくなってしまい，しかも最後の段階になっ
ても現在バイアスによりやらないことを選んでし
まうので，事前にはやろうと計画していたのに結
局やらないで終わる，という先延ばし行動
（procrastination）をとってしまう。Duflo，Kremer
and Robinson（2011）は，農家にとって肥料は収益
率の高い投資であるにもかかわらず多くの農家が
十分な肥料を投入していない理由として，この先
延ばし行動に注目した。肥料は栽培時に購入する
ことがほとんどだが，その時点では農家は手元に
十分なお金がないために十分な量の肥料を購入で
きない。肥料は少額でも購入できるので，もし合
理的な農家なら，少しの金額でも節約して肥料を
購入し，それで増えた収穫を使って次の期はより
多くの肥料を購入し，それによって増えた収穫を
使って次の期にはもっと肥料を購入し・・・，と
いうプロセスを繰り返すことで最終的に十分な量
の肥料投入と所得増加を達成できるはずだ。ま
た，人々が自身の現在バイアスを正確に認識して
いる賢明タイプなら，収穫直後のお金のある時期
に肥料を買っておいて，肥料購入のための資金が
消費に使われないよう自身にコミットメントを課
しておくこともできるだろう。しかし半単純タイ
プは，収穫後にお金があっても，自分は後でちゃ
んと肥料を購入すると（誤って）信じ込んでいる
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ため，現在わざわざ移動コスト を払って町に
行って肥料を買わなくてもいいだろうと肥料購入
を先延ばしにし2)，結局栽培時まで先延ばしして
その間にお金も消費してしまう。そこでDuflo，
Kremer and Robinson（2011）は，収穫後に肥料の
引換券を戸別訪問で販売するRCTを実施した。
戸別訪問で引換券を販売するので移動コスト が
かからない一方，戸別訪問時限定の引換券販売な
ので先延ばしすることもできない。その結果，引
換券をオファーされた農家のうち30～40％が引換
券を購入し，肥料利用率も10～12パーセンテージ
ポイント上昇した。彼らは肥料価格を半額にする
RCTも同時に行ったが，肥料購入に与える影響は
価格を半額にするより収穫後の引換券販売の方が
大きく，価格という金銭的要因に比較しても現在
バイアスによる先延ばし問題が人々の貯蓄・投資
行動に大きな影響を与えていることが示唆され
た。

3 認知能力の制約
貧しい人々は日々の家計の収支に気を取られが
ちなため，貯蓄に対して十分な注意が向けられず
に過小貯蓄になっている可能性もある3)。この考
えに基づき，Karlan et al.（2016）は，フィリピン，
ペルー，ボリビアの3か国で，コミットメント貯蓄
に参加している人々に，貯蓄に関するさまざまな
リマインダーを送って貯蓄に対して注意が向けら
れるように仕向けるRCTを行った。その結果，貯
蓄目標額と目標達成による金銭的報酬をリマイン
ドするリマインダーを送った場合に貯蓄額が10％
増加しており，貯蓄の便益に十分な注意が払われ
ていないために本来好ましい貯蓄が行われていな
いことが示唆された。
また，人々は貯蓄の収益を常に正確に理解して
いるわけではなく，特に複利で運用した場合の将
来の資産額を過小評価してしまう傾向にある。実
際Song（2020）は，中国農村で拠出型年金の複利
計算を教えるRCTを実施したところ，年金拠出額

が4割も増えたことを報告している。このように，
人々の認知バイアスがある場合には，貯蓄プログ
ラムの内容自体を変えなくとも，より分かりやす
い形で情報提供を行うことで人々の厚生を高める
ことができる。
一方で，人々の認知パターンには癖があり，比
較的狭い勘定項目を自分で設定して，その中でお
金の使途を決定する傾向がある。これは心理的勘
定体系（Mental accounting）と呼ばれるが，これを
うまく活用して貯蓄を増やせる場合もある。例え
ばDupas and Robinson（2013a）のRCTでは，医療
健康関連の貯蓄用に使うよう示唆した貯金箱を与
えただけで予防医療投資の増大につながった。貯
金箱は自分で開けられるので物的なコミットメン
トとしては役に立たないものの，医療健康用に使
うという心理的勘定体系に組み込まれたことによ
り，他目的の消費に使うのを抑制して貯蓄を増や
すのに貢献したと考えられる。ただし，現在バイ
アスのある人に関しては貯金箱を与えるだけの介
入は有意な効果を持たなかったため，現在バイア
スによる過小貯蓄に対してはやはり何らかの物的
なコミットメントが必要であることも示唆され
る。

Ⅲ マイクロクレジット

次にマイクロクレジットについて考える。マイ
クロクレジットのデザインにはさまざまなバリ
エーションがあるが，代表的なのは，2006年に
ノーベル平和賞を受賞したバングラデシュのグラ
ミン銀行に倣ったグラミンモデルだ。グラミン銀
行は，主に女性の低所得者を対象に無担保で少額
の融資を提供し，98％を超える返済率を維持しな
がら事業を拡大したことから注目を集め，多くの
機関が同様のプログラムを世界中で実施するよう
になった。グラミン銀行の融資スキームは，従来
の金融機関の融資とはいくつかの点で異なってい
た。毎回の返済負担を減らすために分割で毎週少

2) 現在バイアスのため現在支払う移動コスト を将来便益に比べて過大評価するので，現在購入することを選ば
なくなってしまう。
3) 認知能力の制約のために十分な注意を向けられないという行動経済学モデルに関してはGabaix（2019）参照。
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額ずつ返済させ（毎週返済），返済規律を保つため
に融資提供後すぐに返済が開始され（早期返済開
始），返済期間は数か月～1年と短く（短期融資），
完済するにつれ融資限度額が増えるよう設計され
た。また，借り手に自らグループを形成させ，誰
かが返済できない場合は構成員全員が責任を負う
というグループ貸付が採用された。マイクロクレ
ジットの多くは以上の要素からなるグラミンモデ
ルを踏襲し，多くの場合，グラミン銀行同様返済
率98％以上を維持している。
一方で，マイクロクレジットの効果を測定しよ
うとしたRCTの大多数では，マイクロクレジット
の平均所得上昇効果は統計的に検出されないか，
あるとしても人々を貧困から抜け出させるのに十
分なものではなかった（Angelucci et al., 2015,
Augsburg et al., 2015; Attanasio et al., 2015;

Banerjee et al., 2015; Crépon et al., 2015; Tarozzi et

al., 2015）4)。これは，貯蓄プログラムがある程度
の所得上昇効果を持っていた（Dupas and
Robinson, 2013b; Brune et al., 2016）のとは対照的
だ。マイクロクレジットもマイクロ貯蓄も資金制
約を緩和する点では同じなので，マイクロクレ
ジットの融資方法が所得上昇効果を抑制している
一因になっていると考えられる。例えばグループ
貸付では，誰かが返済不能になるとグループ全員
の連帯責任となるため，安全な投資を行うよう互
いに圧力をかけあう結果，過剰に安全な投資が選
択されることになる（Fischer, 2013）。また，早期
返済開始のため，資金回収に時間はかかるが利益
率の高い投資もできない（Field et al., 2013）。こ
れらは，返済率98％以上という非常に高い返済率
は，借り手が過度に低リスク低リターンの投資を
選んでいることの裏返しであることを示唆する。
貧困削減に対するマイクロクレジットの有効性を
高めるために，経済学や行動経済学の知見に基づ
いて融資契約設計を再検討する必要がある。
前節で説明した現在バイアスの視点からマイク
ロクレジットの融資契約を考察すると，毎週少し
ずつ返済する毎週返済がコミットメントの役割を

果たしている。返済期限が来たら一括返済という
標準的な返済スケジュールの場合には，返済期限
が来る前に現在バイアスによって過剰に消費して
しまって十分な返済資金を手元に残すことが難し
いが，毎週という頻度で少額の返済をすることで
返済が容易になる。毎週返済でも現在バイアスは
発生するが，返済金額も少額なので返済日直前に
何とかやりくりするレベルで済む。さらに，毎週
という頻度で定期的に返済するので注意も向けら
れやすくなる。インドで調査を行ったBauer et al.
（2012）は，現在バイアスの人ほどマイクロクレ
ジットを利用していることを示している。この毎
週返済というスキームは，毎週貯蓄を行い，それ
ができなければ社会的制裁などのペナルティを受
けるというコミットメント貯蓄と類似の仕組みに
なっており，本来は貯蓄で購入すべきものをマイ
クロクレジットによって「貯蓄の前借り」をして
購入しているケースも観察される。例えば，マイ
クロクレジットの融資の使途としてよく挙げられ
る項目の一つに「家の修理」がある。家の修理は
追加的な収入を生まないので，マイクロクレジッ
トが本来想定している投資財ではない。しかし追
加的な収入を生まないにもかかわらず，返済率は
高く，通常，一年以内で問題なく返済されている。
もし一年で家の修理代を返済できるなら，あらか
じめ自分で1年前から貯蓄しておけば，利子支払
い分を節約できたはずだ。家の修理を行った借り
手に自分で貯蓄すれば利子支払い分節約できたの
にと話すと，「支払いを強制されることが大事な
んだ」と答える人も多い。このように，現在バイ
アスのある人は自分で貯蓄しようとしてもできな
いので，先にお金を借りてモノを購入して，毎週
返済しないとペナルティがあるという毎週返済の
仕組みをコミットメントとして使って購入資金分
を「貯蓄」する，という行動をとっている。
ただし，毎週返済は毎週収入がある自営業者な
どには有効だが，収入を得る頻度が低い農家など
に対してはむしろ厚生を低下させてしまう。ま
た，農業の場合には，田起こし，種まき，田植え，

4) 一方で，既存の起業家という一部の集団に対しては大きな所得上昇効果が見られたり（Banerjee et al., 2019），信
用制約が深刻な農村では農業生産の拡大をもたらした（Fink et al., 2020）ことも報告されている。
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施肥，除草，収穫と，何か月にもわたる投資が必
要であり，通常の融資のように融資金額を一括で
供与すると，現在バイアスを持った借り手は過剰
消費をして後の段階での投資に十分な金額を残し
ておけない可能性もある。そこでKono et al.
（2021）は，収穫後の一括返済・複数回に分けた融
資金額供与という農家向けの新しい融資スキーム
をデザインし，バングラデシュの小作人農家に提
供した。その結果，従来の一括支給・毎週返済の
マイクロクレジットと比べ，農家の加入率も高
く，現在バイアスのある借り手は生産プロセスの
後の段階でより多くの投資を行うことができた。
また，貯蓄同様，リマインダー送付には返済率
向上にある程度の効果がある。例えばKarlan et
al. (2016) は，融資担当者の名前付きのリマイン
ダーを送付すると返済率が高まったが，そうでな
い場合にはリマインダーは効果がなかったことを
報告しており，借り手と融資担当者との個人的な
関係性がモラルハザードなどの問題解決に有効た
りうることを示唆している。また，Cadena and
Schoar（2011）は，リマインダー送付によって返
済率が上昇し，その効果は，返済すれば次回の利
子率が25％割引になる場合と同様だったことを示
している。

Ⅳ マイクロ保険

貧困層ほど資産が少なく信用制約にも直面しや
すいため，ショックの影響は大きくなりやすい。
そのため，貧困層は保険に対する需要が大きいは
ずだと考えられ，多くのマイクロファイナンス機
関やNGOが貧困層向けのマイクロ保険を販売し
てきた。通常の保険では逆選択やモラルハザード
が生じるため，それを緩和する新しい保険とし
て，保険支払いを降雨量などの個人の行動・タイ
プによって影響されない公的インデックスに基づ

くように設定したインデックス保険も販売される
ようになってきた。
しかしこうした販売努力によっても，人々の保
険加入率は依然として低い（Cole and Xiong,
2017）。例えばガーナで天候保険を販売するRCT
を行ったKarlan et al.（2014）は，保険料を保険数
理的に公正な水準に設定しても，40～50％の人々
しか保険を購入せず，また，購入したとしても耕
地の4割程度しか保険にかけていないことを報告
している5)。

1 現在バイアス
この低加入率について，保険料は保険契約時に
支払うが，保険金が支払われるのはショックが発
生した後，というタイミングのずれに着目したの
がCasaburi and Willis（2018）だ。保険の標準的な
経済モデルでは，保険はショックのない状態から
ショックがあった状態への資源移転として記述さ
れるが，実際の保険では，保険料を先に払い，
ショックがあった後に保険金が払われるので，異
時点間の資源移転も伴っている。そうすると，リ
スク回避性向だけでなく，現在バイアスや信用制
約といった，異時点間の選択に影響を与える要因
も保険加入の意思決定に影響を与えることにな
る。Casaburi and Willis（2018）は，ケニアの農家
とサトウキビの契約栽培を行っている契約農業企
業と協力して，契約栽培に参加している農家に対
し，収量が一定水準より低かった場合には保険金
が支払われる作物保険を販売するRCTを行った。
特に，保険料を支払うタイミングを通常の保険と
同じく保険加入時とした標準的な保険契約を提示
するグループ，標準的な保険契約だが保険料を3
割引きとしたグループ，収穫後に保険料を徴収す
る事後支払い保険を提示するグループにランダム
に分け，加入率の違いを調べた6)。その結果，保険
加入時に保険料を支払う標準的な保険契約を販売

5) 保険数理的に公正な保険とは保険料が期待保険支払い金額と等しくなっている保険であり，リスク回避的な個
人なら必ず保険を購入する。ただし降雨量保険の場合は，降雨量計では十分な雨が記録されていても，自分の耕
地では十分な雨が降っていなかったり，害虫など雨以外の生産ショックがあった場合には，収量が少なくても保
険金が支払われないというベーシス・リスクがあるので，保険数理的に公正な保険でも保険を購入しない方が最
適という結果が導かれうる（Clarke, 2016）。
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したグループでは加入率は5％，3割引の保険料で
標準的な保険を販売したグループでは加入率は
6％だったが，保険料事後支払いの保険契約を販
売したグループでは加入率は72％にもなった。彼
らはデータのパターンと追加的な経済実験から，
信用制約と現在バイアスがこの差をもたらした主
要な要因だと結論付けている。
保険購入に関するこれまでの研究の中でも，こ
の支払時期の変更による加入率上昇の効果はとび
ぬけて高い。Casaburi and Willis（2018）では保険
料を3割引きにしても加入率はほとんど増えな
かったし，保険料をランダムに設定したKarlan et
al.（2014）でも，保険数理的に公正な保険の半分
の保険料で天候保険を販売しても加入率は6割強
だった。保険料を事後的に徴収できるようにする
ためにはさまざまな工夫が必要だが，契約設計を
工夫するうえで保険料徴収のタイミングは重要な
要素の一つになる。
ただし，現在バイアスがあることが必ずしも保
険購入確率を下げるわけでもない。特に自身の現
在バイアスを正しく認識しているなら，将来
ショックが起きたときに十分な貯蓄がなく効用が
非常に低くなってしまうだろうと予測するため，
保険を購入することの便益をより高く評価する。
実際，インドの貧困層向け健康保険を研究したIto
and Kono（2010）は，現在バイアスを持つ人の方
が保険購入確率が高かったことを報告している。
一方で，McIntosh et al.（2013）が調査したエチオ
ピアの天候保険のケースでは，現在バイアスは保
険購入とは有意に相関していなかった。現在バイ
アスがあると，将来十分な貯蓄がないことを予想
して保険購入をするインセンティブは高くなる
が，一方で現在も貯蓄が十分にないために信用制
約によって保険購入率は下がってしまう。この二
つのバランスにより，現在バイアスが保険購入確
率に与える結果は，対象とする人々や保険購入時

の収入の程度に依存しうる。

2 プロスペクト理論
保険はリスクに対処するものだが，リスク下で
の意思決定を扱う行動経済学の代表的モデルがプ
ロスペクト理論だ。標準的な経済学では，例えば
消費水準 から効用を得る場合は効用関数は

と表現し，効用はその水準自体に依存する。
一方でプロスペクト理論では，人々は参照点との
比較で価値を評価すると定式化する。これは参照
点依存と呼ばれる性質で，人々の評価基準は絶対
的なものというよりはむしろ相対的なものであ
り，水準そのものよりも変化に対して敏感に反応
するという経験的法則に基づいている。そして得
よりも損失の影響を大きく評価し（損失回避），参
照点からの乖離が大きくなるほど得や損失のわず
かな変化をあまり気にしなくなるという感応度逓
減の性質を持つ。以上の性質をもったプロスペク
ト理論における価値関数は，参照点を ，消費水
準を とすると，以下のように表されることが
多い。

ここで はリスク回避的な効用関数 と同様
に凹型であり，それが感応度逓減を表している。
このとき，損失に対しても感応度逓減となるの
で，例えば損失額が1万円から2万円に増えたとき
には価値の変化も大きいが，損失額が100万円か
ら101万円に増えても価値は大して変化しない。
これは，損失に関しては人々はリスク愛好的にな
ることを意味している。また， は，得に比べ
て損がどれほど大きく評価されるかを示すパラ
メータであり，損失回避係数と呼ばれる。多くの
実験データなどから， は2～2.5程度であるとさ

6) 通常，保険料支払いを事後にすると，保険金支払いに該当する事由が生じなかった場合に保険購入者は保険料
を支払わずにデフォルトするという契約不履行の問題が生じうる。Casaburi and Willis（2018）は，契約農業とい
う仕組みを使ってこの問題を回避している。契約農業においては，農家は企業から肥料などの投入財を購入する
際，その代金を収穫時の販売額から差し引くという取引信用を利用している。収穫後払いという既に存在する取
引形態に保険料支払いを加えることにより，収穫後の保険料支払いが実行可能になっている。
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れている。
プロスペクト理論に基づくと人々は参照点と比
較しての損失を大きく評価するため，もし保険購
入を検討する人々が現状（保険を購入しない）を
参照点として設定した場合，保険購入して保険料
を支払うことは損失として認識される。また実際
に負のショックが起きて損失が生じた場合も損失
として認識されるが，感応度逓減によりそもそも
人々は損失の領域に関してはリスク愛好的になる
ので，保険料を払ってリスクをカバーしようとい
う動機は持たないかもしれない7)。Ito and Kono
（2010）は，インドの医療マイクロ保険を対象に，
損失領域でリスク愛好度が高い人は保険に加入し
ていない傾向があることを見出している。ただ
し，実際に人々が何を参照点に設定するかは文脈
によって異なりうるので（脚注8），この結果は保
険が販売される環境やマーケティング方法によっ
ても変化しうる。なお，現状維持を参照点とする
と，現在保有しているものを手放すことは損失と
認識されるため，保有しているものを高く評価し
がちという保有効果が予測され，保険更新率も高
いことが予測されるが，実際のマイクロ保険の更
新率はそれほど高くない。よって参照点がどのよ
うに決まっているのかに関するより詳細な理解が
望まれる。
プロスペクト理論の損失回避性向は，同じ事柄
でも得を強調するか損失を強調するかで人々の選
好が変わりうることを示唆する。これは同じ事柄
を異なった表現方法で説明すると人々の価値判断
が変わるという意味でフレーミング効果と呼ばれ
る。保険の例では，「保険を買わなければ負の
ショックが起きたときに大変なことになる」と保
険を買わないことの損失を強調するのか（損失フ
レーム），「保険を買えば負のショックが起きても
安心」と保険を買うことの利得を強調するのか

（利得フレーム）で，人々の保険購入行動が変わり
うる。あるいは，「この保険は20％の確率で保険
金が支払われます」と説明されるのと，「この保険
は80％の確率で保険金が支払われません」と説明
されるのとで，保険購入行動が変わるかもしれな
い。しかし，Cole et al.（2013）は，このようなフ
レーミングのRCTをインドで実施したものの，保
険購入行動に統計的に有意な違いは見られなかっ
たことを報告している。
また，プロスペクト理論においては，個人は意
思決定の際に，確率を確率ウェイト関数によって
評価すると考える。人々は小さな確率を過大評価
する一方で，大きな確率を過小評価する傾向があ
り，確率を数字通りには評価していないという実
証研究は多くあり，確率ウェイトの概念はプロス
ペクト理論に特有なわけではない。典型的な確率
ウェイト関数では，小さな確率を過大評価し，大
きな確率は過小評価するという性向が示されてい
るが，小さな確率を過大評価するならば，小さな
確率で生じる損失を補償する保険に対しては，
人々は大きな需要を示すはずなので，マイクロ保
険の低加入率を説明することはできない。一方
で，人々の認知能力には限界があり，限られた事
柄についてしか詳細に検討できないので，非常に
小さな確率だと思われる事柄に対しては考慮の対
象に含めない可能性もある（Gabaix, 2019）8)。
また，保険購入確率は，直近の出来事に左右さ
れやすい。ガーナでの天候保険を研究したKarlan
et al.（2014）は，前年に天候不良で保険金を受け
取った人が多かった村では，保険購入確率が高
かったことを示している（ただし天候不良が起き
ず保険金を受け取らなかった人の割合は保険購入
確率に有意な影響を与えなかった）。前年の天候
不良は今年の天候不良確率にほとんど影響しない
と考えられるので，この結果は，人々の主観的確

7) 参照点と比べて得か損失かで価値を評価するため，そもそも参照点がどの水準になるかでプロスペクト理論の
理論的予測も異なってくる。参照点がどのように定まるかについては，Köszegi and Rabin（2006，2007）は，自分
が最適行動をしたときの期待価値が参照点となるという，参照点が内生的に決定されるモデルを提案した。
Abeler et al.（2011）は，ラボ実験によってKöszegi and Rabin（2006，2007）の予測が成り立つことを実証している。
8) 非常に小さな確率を無視したり過小評価する性質を表す合成確率ウェイト関数も提唱されている（Dhami and
Al-Nowaihi, 2010）。
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率が直近の出来事に左右されやすいという直近バ
イアス（recency bias）を反映している。一方で，
前年に保険金を受け取った人の割合をコントロー
ルしたうえでもなお，前年に自分自身が保険金を
受け取ったかどうかが保険購入確率に影響を与え
ている。特に，前年に保険金支払いを受けた家計
は保険購入確率・保険購入額ともに高く，一方で
前年に保険を買ったが保険金支払いを受けなかっ
た家計は保険確率・購入額が低かった。さらに，
この影響は，保険金支払いを受けなかった場合の
保険確率・購入額の低下の方が大きかった傾向が
ある。これは，周りの人の経験よりも自身の経験
の方がより顕出（salient）であることに加え，損
失回避性から説明されるだろう。すなわち，ほか
の人が前年に保険金を受け取らなかったという事
象は自身の保険購入に影響を与えなかったが，自
身が前年に保険金を受け取らなかった場合には保
険購入率が低下し，その効果は自身が保険を受け
取った場合よりも大きいという結果は，保険料を
払ったのに保険金がもらえなくて結局損したとい
う損失の感情が低購入率につながったためだと考
えられる。

Ⅴ 今後の展望

以上で見てきたように，行動経済学の知見は，
貧困層の貯蓄行動や投資行動，保険需要を考える
際に新たな視点をもたらした。特に現在バイアス
など異時点間の意思決定に関する理論と実証の発
展は，適度な強さのコミットメント貯蓄の重要性
や，保険料支払いタイミングの重要性など，貧困
層の金融アクセスを改善するうえで有効なスキー
ムを生み出すのに役立ってきた。
一方で，損失回避や人々の認知能力の制約から
くる確率評価のバイアスなどを考慮した保険プロ
グラムの設計・マーケティングはいまだ途上だ。
特に貧しい人々は，お金がないゆえに，何も起こ
らないことに望みをかけて保険を購入しない節が
ある。お金がなくて保険を買うことが難しいため
に，保険が必要になる事態が生じる確率は低いだ
ろう，そんなことは起きないだろうと思い込むこ

とによって，認知的不協和状態を解消させている
ようにも思われる。保険金支払いが貧困の罠に陥
るのを防げる可能性もある（Noritomo and
Takahashi, 2020）ことを考慮すれば，この認知不
協和が保険の非購入を通じて本来防げるはずの貧
困の罠を生み出している。作物保険など収入変動
に対する保険の場合には収穫後などその収入が実
現する後に保険料徴収を行えるような制度を整備
することでこの問題を緩和しうるが，医療保険な
どの場合にはそのような工夫も困難だ。リスクに
脆弱な貧困層を守るために，逆選択やモラルハ
ザードの問題も考慮しつつ，貧困層の意思決定メ
カニズムの理解に基づく保険契約デザイン・マー
ケティングの工夫がさらに求められている。
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Abstract

Traditionally, development economics has analyzed various institutions in developing countries and

designed policies based on the assumption of ”poor but rational” individuals. However, with the recent

development of theoretical and empirical studies in behavioral economics, the design of poverty reduction

programs has been promoted by taking into account the irrational decision-making of the poor. This paper

focuses on microfinance (microsavings, microcredit, and microinsurance) as one such program, and reviews
recent research based on behavioral economics. In particular, we will focus on the issue of present bias, since

saving, borrowing, and insurance purchase all involve decision making between different points in time, and

argue the importance of program design that incorporates a moderate level of commitment. Since insurance is

a financial service to deal with risk, we will also examine insurance purchase decisions from the standpoints of

prospect theory and probability weighting function.
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特集：社会保障と行動経済学

実験経済学から見たベーシック・インカム

川越 敏司＊

要 旨

本論文では，ベーシック・インカムが労働インセンティブに与える影響を中心に検討された一連の実
験室実験を紹介し，行動経済学による分析結果を示す。実験はいずれも実験室内で実施されるものの，
被験者には現実の努力を必要とする課題が設定されている。ベーシック・インカム導入が労働供給を減
少させるという理論予測に反して，労働供給は減少しないことが，異なる環境を想定した実験によって
見出されている。また，負の所得税との比較でも，ベーシック・インカムの方が好ましいという結果が
得られている。労働インセンティブとリスクに対する態度や社会的選好等のさまざまな個人属性との
関係を調べた実験では，利己的で競争心の高い被験者ほど，ベーシック・インカムの下で努力水準を下
げないということもわかった。また，平均的な労働者よりも生産性の高い人工知能と競争するような環
境においても，労働者は努力水準を下げないことがわかった。

キーワード：ベーシック・インカム，負の所得税，労働インセンティブ，実験室実験，行動経済学

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 271-289.

Ⅰ はじめに

ベーシック・インカムとは，老若男女を問わず，
各個人に無条件で一定額の所得を保証する所得保
障制度のことである1)。各個人は，この保証所得
額以上の所得を得ようと労働して対価を得ると，
そこにだけ所得税がかかるものとされる2)。小沢
（2002）の試算では，一人月額8万円をベーシッ
ク・インカムとし，それ以外の所得に50％のフ

ラットな所得税を課せば現行の日本の経済・財政
状態でも実現可能であるようだ。
なぜベーシック・インカムを導入すべきなのか
という点については，左派・右派のそれぞれの思
惑があるが，基本的には以下の3つ点が指摘され
ている。（1）ベーシック・インカムを与えること
で，その分労働しなくて済むので，以前より労働
需給が緩和され，ワークシェアリングが進むとと
もに，（2）余暇の時間を十分持てることで，より
多くの全人格的発達の機会が得られ，（3）所得保

＊公立はこだて未来大学システム情報科学部・教授，電話：0138-34-6424，fax：0138-34-6301，e-mail：kawagoe@
fun.ac.jp
1) ベーシック・インカム受給を無条件ではなく，市民としての社会参加を条件とする場合を参加所得という。参
加所得に関してはAtkinson（1996），Bowles and Gintis（1998）を参照。
2) 通常はフラットな所得税を想定するが，累進課税を推奨しているのはMurphy and Nagel（2002）である。
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障を「家計」ではなく「個人」を基準にすること
により，家計の中の権力関係に支配されている女
性，子ども，老人，障害者たちの人間としての権
利と尊厳を尊重できるようになるということであ
る3)。
このうち文献で主に議論されているのはモラ
ル・ハザードの問題である。つまり，誰にでも分
け隔てなくベーシック・インカムが支払われるな
ら，労働するインセンティブが失われてしまうの
ではないかという問題である。また，最近では，
人工知能（AI）が人間の労働を代替する結果，失
業するリスクが今後高まると予想されるので，そ
の際の所得補償政策としてベーシック・インカム
に注目が集まっている。
我が国ではまだ本格的にベーシック・インカム
に関する社会実験はなされていないが，いくつか
関連する「実験」は試みられている（Vanderborght
and Yamamori, 2014）。
例えば，2010年に民主党政権は，15歳までの子
供を持つ家計に対して，毎月子供1人当たり1万3
千円の「子ども手当」の支給を開始した。支給対
象が子供を持つ家計であるという制約はあるもの
の，家計の所得状況に関係なく一定の所得補償が
なされたという意味では，国レベルでのベーシッ
ク・インカムの試みと見ることもできるだろう。
なお，この制度は2011年には廃止され，所得制限
を盛り込んだ児童手当に移行している。
また，コロナ禍における経済的対策の一環とし
て，2020年に国民1人当たり特別定額給付金10万
円が支給された。コロナ禍という緊急時における
1回限りの支給という制約もあるものの，所得に
関係なく所得補償がなされたという点で，これも
国レベルでのベーシック・インカムの試みと見る
こともできるだろう。ただし，いずれの試みも極
めて短期間に一時的になされたものであるので，
これらの「実験」からベーシック・インカム導入
の是非を論じることは難しい。

また，個人レベルでのベーシック・インカム
「実験」もいくつかなされている。例えば，不動産
経営者のカイリュー木村が2018年から2年間実施
した「ベーシックインカムハウス」では，5部屋あ
る貸家（家賃約7万円）が無償で提供され，その居
住者は1台の車とWi-Fi接続が無償で利用できるほ
か，毎月1万5千円が支給された。これにより特に
芸術活動を支援したのである。また，堀江貴文は
自身の設立した堀江貴文イノベーション大学校
（HIU）の学生を対象に，毎月10万円を支給する
ベーシック・インカム実験を2017年に開始以来，
現在も継続している。こちらもクリエイティブな
アクティビティを支援することが目的となってい
る。いずれも一定金額を無条件に供与するという
意味ではベーシック・インカム的であるが，受益
者が極めて少なく，どちらかといえばパトロン的
な支援といえるだろう。
ベーシック・インカム導入の是非を巡る問題は
実証的な課題でもあるので，ちょうど負の所得税
に関して社会実験が実施されたように4)，実験に
よる検証が必要という意見がしばしば見られる。
実際，専門誌Basic Income Studiesでは，2006年刊
のVolume 1，No.2で，Groot（2006）の発題によっ
て「ベーシック・インカム実験に向けて」と題す
る誌上討論が掲載された。この誌上討論で注目に
値するのは，Peeters and Marx（2006）とNoguera
and Wispelaere（2006）である5)。
Peeters and Marx（2006）は，ベルギーでの「余
生を勝ち取る（“Win for Life”）」という名称のくじ
をベーシック・インカムの社会実験の代用として
使えないかという提案を行なっている。このくじ
では，勝者は生涯に渡って毎月1000ユーロを受け
取ることができる。税の賦課方式に多少の違いが
あるものの，これをベーシック・インカムとみな
し，くじの勝者の労働供給の実態を追跡すること
で，ベーシック・インカム導入後の労働市場の変
化を予測する基礎資料にしようというわけであ

3) ベーシック・インカムを巡る議論の要点は，Fitzpatrick（1999），小沢（2002），Werner（2006），武川（2008），
山森（2009）などを参照した。
4) 負の所得税に関する社会実験に関しては，例えば，Robins（1985），Widerquist（2005）などを参照せよ。
5) この誌上討論に掲載された残りの論文はWiderquist（2006）とVirjo（2006）である。
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る。
Noguera and Wispelaere（2006）は，コントロー
ルされた実験室実験によって，直接的にベーシッ
ク・インカムの労働供給に与える効果を測定すべ
きだとの提案を行なっている。ただし，彼ら自身
は何ら実験を行っておらず，具体的な実験計画も
示されていない。しかし，その後，少数であるが，
実験室実験によってこうした問題を具体的に扱っ
た研究が出てきた。
そこで本稿では，こうしたベーシック・インカ
ムにまつわる問題について，行動経済学の観点か
ら行われた，主として実験室実験の成果について
紹介することにする。
最初に，第2節では，ベーシック・インカムの支
給が労働供給に与える影響を調べるために実施さ
れた実験室実験を紹介する。これらの実験はいず
れも，実験室実験でありつつも，被験者には現実
の努力が必要となるフィールド実験の特徴をも併
せ持ったものである6)。第3節では，ベーシック・
インカムの支給がリスク下の投資行動や公共財供
給における協力行動に与える影響を調べた実験研
究を紹介する。第4節では，ベーシック・インカム
以前にミルトン・フリードマンによって提唱され
た負の所得税とベーシック・インカムを比較した
実験研究とプロスペクト理論による分析を紹介す
る。最後に第5節では，人工知能（AI）によって人
間の労働が代替されるリスクがある状況でベー
シック・インカムが支給されることで，労働供給
にどのような影響が見られるかを調べた実験研究
を紹介する。

Ⅱ ベーシック・インカムと労働インセンティブ

ベーシック・インカムの導入が労働のインセン
ティブを下げるというよく見られる議論の根拠
は，以下のような標準的なミクロ経済学における
労働供給モデルによって説明できる7)。
いま，家計が利用可能な総時間は であり，そ

れを労働 に費やすか余暇 に費やすかを家計
は決定するものとする。つまり， であ
る。賃金率を とすると，家計はその労働供給に
よって所得 を得て，それによって
消費財 を購入し，その消費から効用を得るもの
とする。いま，この家計には労働によって得る以
外の所得はないものとし，消費財の市場価格を
とすれば，

が家計の予算制約となる。これから， 平面
上の予算制約線の傾きは となることがわか
る。また，家計は余暇 からも効用を得るもの
とする。消費財についても余暇について通常財だ
と仮定すると，家計の効用関数 は，

かつ

を満たす。このような効用関数に対応する無差別
曲線を 平面上に描いたものが図1となる。
この家計にとって最適な消費財と余暇の組み合わ
せは，この無差別曲線と予算制約線が接するA点
となる。
ここで，BIという額のベーシック・インカムが
導入された状況を考える。すると，家計の予算制
約線はBIだけ上方にシフトすることになる。こ
の新しい予算制約線と無差別曲線とが接するのは
B点である。こうして，ベーシック・インカムの
導入によって家計は，消費財の購入量を増やすと
同時に，余暇の量を増加させることがわかる。し
たがって，ベーシック・インカムの導入は，ほか

6) コントロールされたフィールド実験についてはGneezy and List（2006）が参考になる。
7) さらに詳しいベーシック・インカムのミクロ経済学的分析についてはGhatak and Maniquet（2019）を参照のこ
と。
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の事情が一定であれば，労働供給を減少させるこ
とになる。
それでは，こうした理論的予測に対して，実験
室実験ではどのような結果が得られているのだろ
うか？

1 Haigner et al.（2012）の実験
Haigner et al.（2012）は，次のような実験室実験
を実施している。被験者は1グループ3人で，コン
ピュータ画面に表示される2桁の整数5個の和を求
めるという現実の努力が必要になる課題を実施す
る。課題は1ラウンド5分間で実施され，それが8
ラウンド続けられた。被験者には正解する度に30
ユーロ・セントが報酬として与えられた。
また，被験者はグループになると，3つの選択肢
のうちどれか1つを選択することになっていた。
選択indでは，自分が得た報酬を自分だけで享受
し，選択groupではグループのメンバー全員が得
た報酬を3人で均等割りにして享受し，最後に選
択leisureでは被験者は課題を実施しないでコン
ピュータでメールをチェックしたり，ウェブペー
ジを見たりして「余暇」を過ごす。なお，選択
leisureを選んだ場合，そのラウンドに報酬は支払
われなかった。そのことは被験者にも事前に説明

されている。これは，先に説明した労働供給モデ
ルでの余暇選択を表現しようとしたものである。
Haigner et al.（2012）の実験は，CONTROL，

TAX，UBIという3つの処理の下に実施された。
TAX処理では，選択indおよびgroupを選んだ場合
に，報酬に50％の税が課され，そうして徴収され
た税額が均等割りで3人に再分配された。UBI処
理では，TAX処理と同様に報酬が50％の税率で課
税されるが，それは再分配されず，代わりに15
ユーロのベーシック・インカムが支給された。
CONTROL処理はベースラインとなる実験設定
で，課税も再分配もされず，ベーシック・インカ
ムの支給も受けないものとされた。
Haigner et al.（2012）の実験では，CONTROL処
理では約85％の被験者が選択indを選び，TAX処
理とUBI処理ではそれが約80％であった。それ以
外の被験者はほぼ選択groupを選んでおり，選択
leisureを選ぶ被験者はまれであった。課題の正答
率はCONTROL処理が最も高く，UBI処理より1.5
問分正解が多かった。しかし，処理間の差は有意
ではなかった。なお，被験者が最終的に得る報酬
の分散はUBI処理において最も小さく，UBI処理
において所得の不平等を解消する方向に向かって
いるようである。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3274

余暇 H 

消費 C 

所得 Y 

所得 Y＋BI 

A 

B 

図1 ベーシック・インカム導入による労働供給の変化



0107_社会保障研究_【川越】_SK.smd  Page 5 21/12/15 09:28  v4.00

この実験からわかることは，課題の正答率が課
題遂行における努力水準に比例するものとすれ
ば，ベーシック・インカムの導入は努力水準をや
や下げる効果があるものの，その効果は有意では
なく，また余暇を増加させることもなかったこと
から，ベーシック・インカムが労働インセンティ
ブを下げるとはいえないということである。

2 Jokipalo（2019）の実験
Jokipalo（2019）は，贈 与 交 換 ゲ ー ム（gift

exchange game）を労働市場のフレームワークと
して用いた実験室実験を行っている。この実験で
は，被験者は企業と労働者のどちらかの役割を行
う。最初に，企業が労働者に対して賃金 を提示
する。この賃金 は，実験室内の貨幣単位
（ECU）で0から120の範囲から選ばれた。
この賃金で働くことに同意した労働者は，現実
の努力を要する課題として，文字列を暗号化する
符号化課題に4分間取り組んだ。課題の総数は10
個である。
労働者の課題に対するコストは定数が

で，それに加えて取り組んだ課題の数
に依存した追加コストがかかる。追加コスト

は，2つ以上の課題を行う度に1 ECUであった（課
題を1つだけ実施した場合，追加コストは0）。な
お，この課題を実施する間，労働者は，実験室内
のコンピュータを自由に使用して「余暇」を愉し
むこともできた。
したがって，労働者の利得 は次のようにな
る。

企業は，労働者が課題を正しく解いた数 に応
じ て 利 益 を 得 る。そ の 利 益 の 最 大 値 は

であり，これから労働者に支払う賃
金 を差し引いたものが企業の利得 になる。

なお，企業が賃金を提示しない場合や，労働者

が提示された賃金を受け入れない場合，それに労
働者が1つも課題に正解しなかった場合，両者の
利得は0になるものとされた。
このゲームをベースにして，Jokipalo（2019）は
次の3つの処理を実験において比較している。ま
ず，統制群（control）では上記のゲームを8ラウン
ド，プレーさせる。BI（basic income）処理では，
課題に関係なく無条件で被験者にベーシック・イ
ンカムが支給される。支給額は10 ECUの場合と
20 ECUの場合とが設定されている。失業保険を
模倣したCT（conditional transfer）処理では，企業
が提示する賃金が労働者に受け入れられて，労働
者の課題正答数 が1以上の場合は統制群と同じ
であるが，それ以外の場合，10 ECUないし20
ECUが配布されるものとされた。
Jokipalo（2019）では，標準的なゲーム理論にお
ける利己的で合理的なプレーヤーを想定した均衡
分析がきちんとなされていないので，以下でそれ
を試みる。
図2には， の場合の労働者の利得関
数 が描かれている。黒色の線分が統制群の場
合で，灰色の線分がBI処理の場合である。CT処
理は， の場合は灰色， の場合は黒色の
線分によって表される。この場合は，明らかにど
の処理の場合にも， が最適な努力水準にな
る。
図3には， の場合の労働者の利得関
数が描かれている。この場合，統制群とBI処理に
おいては，やはり， が最適な努力水準にな
る。しかし，CT処理の場合， の場合に得ら
れる利得 （灰色の線分）の方が， の場合に
得られる利得（黒色の線分）よりも常に大きいた
め， が最適な努力水準になる。
以上の労働者側の最適反応を前提とすると，企
業と労働者がともに利己的で合理的であるなら，
統制群およびBI処理では，企業が である
ような賃金のうち最低額（ ）を提示して労
働者が課題を1つだけ解く（ ）か，企業が賃
金 を提示して労働者が課題を1つも解か
ない，のいずれかになる。CT処理では，
であるような賃金のうち最低額（ ならば
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31， ならば41）を提示して労働者が課題を1
つだけ解く（ ）か企業が賃金 を提示
して労働者が課題を1つも解かない，のいずれか
になる。
したがって，労働者が（最小の）正の努力水準

（ ）を示すような均衡においては，企業が提
示すべき賃金はCT処理における方が統制群およ
びBI処理よりも高くなるはずである。
Jokipalo（2019）の実験結果では，統制群におけ
る労働者側の努力水準の平均は3.0であるのに対
して，BI処理やCT処理においてはそれが4.5から
5.1の範囲で若干高い水準であった。企業側の賃
金提示額も同様で，統制群に比べてBI処理やCT

処理の方がその平均は若干高いものであった。回
帰分析の結果では，努力水準についても賃金提示
額についても，BI処理とCT処理の効果は有意で
あった。
このように，Jokipalo（2019）の実験では，ベー
シック・インカム（と失業保険）の支給は企業と
労働者の間の正の互恵性を高めることになり，そ
の結果，労働供給も賃金も増加した。したがっ
て，この実験でもベーシック・インカムの導入が
労働インセンティブを下げるとはいえないという
ことが示されたのである。
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3 Kawagoe（2019）の実験
Kawagoe（2019）は，ベーシック・インカムの導
入に対する個人の労働供給に影響を与える要因
を，個人属性を測定するさまざまな実験を通じて
明らかにしようとした研究である。ここで測定さ
れている個人属性は，一般的な人格特性から始
まって，リスクに対する態度，社会的選好，認知
能力に及ぶ。
この実験でも被験者には現実の努力を要する課
題が課された。ここでは，数独（ナンバー・プ
レースとしても知られる）の簡略版が用いられて
いる8)。
オリジナルの数独では9×9のマス目に1から9ま
での整数を埋めていくが，ここで使用された簡略
版では4×4のマス目に1から4までの整数を埋めて
いくことになっている。オリジナルの数独と同様
に，問題のマス目は2×2のさらに小さなマス目に
分割されており，それぞれに1から4までの整数を
ただ1つだけ入れなければならない。また，どの
行・列についても，1から4までの整数がただ1つし
か入らないようにしなければならない。図4には，
こうした簡略版数独の課題とその正解が示されて
いる。
実験では，被験者には最大で20問の課題が提示
され，それらを3分以内に解くように指示された。
こうした課題を各被験者につき合計4セット実施
した。実験では，各被験者につき，ベーシック・
インカムが支給される場合とされない場合が交互
に実施された（被験者内計画）。具体的には，1

セット目はベーシック・インカムが支給されず，
2セット目はベーシック・インカムが支給された。
3セット目は再びベーシック・インカムが支給さ
れず，最後に4セット目は再びベーシック・インカ
ムが支給された。4セットすべてが終了した時点
で，これらのうち1つがランダムに選ばれて，その
セットにおいて正解した課題の数ごとに150円の
報酬が支払われた。また，ベーシック・インカム
が導入される場合には，課題の正答数に関係なく
参加報酬として500円が支給された。
次に，被験者の個人属性を測定するために実施
された課題を説明する。
まず，一般的な性格特性検査としてビッグ5の
単純化バージョン（Gosling et al., 2003）が使用さ
れた。ビッグ5は，被験者の回答からその性格を
開放性（openness），誠実性（conscientiousness），
外向性（extraversion），協調性（agreeableness），
それに神経症的傾向（neuroticism）という5つの因
子で特徴付けるもので，心理学では最もポピュ
ラーな手法の1つである。被験者の一般的な認知
能力を測定するに当たっては，これも心理学では
最もポピュラーなレーヴン漸進的マトリックス
（Raven, 1936）を簡略したものを使用した。被験
者のリスクに対する態度については，実験経済学
で最もよく使用されているHolt and Laury（2002）
による複数価格リスト法（MPL: the Multiple Price
List）を用いた。最後に，社会的選好については，
社会心理学で最もよく使用されている社会的価値
志向性（SVO: Social Value Orientation）の拡張版

8) この課題は，アファーマティブ・アクション（積極的差別是正処置）が労働供給に与える影響を調べた
Calsamiglia et al.（2013）と同じ内容の課題になっている。

実験経済学から見たベーシック・インカム 277

   2 

4  3  

 4   

1    

（a）4x4の数独課題

3 1 4 2 

4 2 3 1 

2 4 1 3 

1 3 2 4 

（b）課題の正解

図4 簡単化された数独課題



0107_社会保障研究_【川越】_SK.smd  Page 8 21/12/15 09:28  v4.00

（Chen et al., 2013）を使用した。
以下では，これらの検査法をもう少し詳しく説
明する。

ビッグ5
Kawagoe（2019）で使用されたビッグ5では，被
験者に各自の性格的特徴を述べた10種類の文章を
読ませ，「全くそう思わない」＝1点から「強くそ
う思う」＝7点までの7段階のリッカート尺度によ
り，それらの記述がどれくらい自分自身に当ては
まるかを答えさせている。それから，被験者の回
答に基づき被験者の性格特性を先に挙げた5つの
性格因子に分類する。この簡略化バージョンで
は，それぞれの因子に対応する設問が2つずつ含
まれている。
データの分析では，これらの因子のうち「誠実
性」にかかわるものだけを取り上げた。なぜな
ら，「協調性」については後に説明する社会的価値
志向性（SVO）によっても測定され，残りの因子
は労働供給にかかわるこの実験と関わりがないか
らである。そこで，被験者には10問すべてに答え
てもらった後，「誠実性」にかかわる設問3「しっ
かりしていて，自分に厳しいと思う」と設問8「だ
らしなく，うっかりしていると思う」についての
回答だけを取り出しデータとして使用した。「誠
実性」因子に対するスコアは，それぞれの設問で
選ばれたリッカート尺度上の得点L3とL8に対し
て，次の式で求められた（設問8はその記述に当て
はまるほど，誠実性が低くなるようになっている
ことに注意）。

誠実性スコア

この誠実性スコアが高いほど，被験者は忠実な
行動や計画的な行動，達成を目指す傾向を示すも
のと判断される。したがって，ベーシック・イン
カムが支給されると，このスコアが高い被験者は
引き続き努力水準を維持するが，このスコアが低
い被験者は努力水準を下げるものと予想された。

複数価格リスト法（MPL）
複数価格リスト法では，被験者は，得られる賞
金額の組み合わせが異なる2つの選択肢AとBのう
ちどちらか1つを選ぶという課題を10回繰り返す。
ただし，10回ともそれぞれの選択肢で得られる賞
金額の組み合わせは固定されたままで，高い方の
賞金が得られる確率だけが10％刻みで増加されて
いく。例えば，Kawagoe（2019）の実験では，選択
肢Aにおけるくじの賞金額は200円または160円，
選択肢Bにおけるくじの賞金額は385円または10
円となっているが，それぞれの選択で高い方の賞
金額（200円と385円）が得られる確率は，実験の
進行に伴って10％から始めて100％に至るまで
10％刻みで増加される。すべての選択が完了した
後，10回のうちどれか1つをランダムに選び，その
ときに実際に選択した選択肢に対応するくじを引
いて得た賞金額が報酬として支払われた。
複数価格リスト法では，リスク中立的な被験者
ならば，最初に選択肢Aを選び，4回目において初
めて選択肢Bに変更することになる。リスク回避
的な被験者が選択肢を変えるのはもっと後の回に
なる。このように，どの回で選択をAからBに変
更するかによって，被験者のリスクに対する態度
を測定するのである（より詳しくは，川越（2020）
の実験4参照）。
リスク回避的な被験者は概して自分の能力につ
いて悲観的なので，そうではない被験者よりも数
独課題での努力水準を高くすると予想される。し
かし，ベーシック・インカムが支給されると，数
独課題で低い得点に終わっても十分な報酬を得る
可能性があるので，リスク回避的な被験者は努力
水準を下げるものと予想される。

レーヴン漸進的マトリックス
レーヴン漸進的マトリックス（Raven, 1936）
は，非言語的な課題で被験者の一般的な認知能力
を測定する，心理学では非常にポピュラーな手法
であり，実験経済学でも最近利用されるように
なってきている（例えば，Benito-Ostolaza et al.,
2016; Burks et al., 2009; Carpenter et al., 2013）。
レーヴン漸進的マトリックスでは，被験者にあ

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3278
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るパターンを示した図形が提示されるが，その図
形には一部に欠けがある。そこで，被験者にはそ
の欠けた部分に最もよく当てはまると思われる図
形片を8つの選択肢から選ばせる。被験者にはこ
うした課題が続けて提示されるが，難易度が段階
的に難しくなるように設定されている。
Kawagoe（2019）では，標準的なレーヴン漸進
的マトリックスからバランスよく抽出した16問
を，回答時間を15分間に設定した上で被験者に提
示し，その正答率が高いほど認知能力が高いもの
と判定した。
認知能力が高い被験者ほど努力に対するコスト
は小さいのでベーシック・インカム導入は努力水
準の選択に影響を及ぼさず，認知能力が低い被験
者は努力コストが大きいのでベーシック・インカ
ム導入によって努力水準を下げるものと予想され
た。

社会的価値志向性（SVO）
社会心理学では，被験者の社会的選好を社会的
価値志向性（SVO）という尺度で測定することが
最もポピュラーである。SVOを測定する方法は
色々あるが，その中で最もよく使用されているの
は「三選択肢分解ゲーム（triple dominance game）」
と呼ばれる手法である（Messick & McClintock,
1968）。この手法では，次の表1のような配分ゲー
ムの利得表を9個用意し，被験者に順番に答えさ
せる。ちなみに，表1はChen et al.（2013）による
拡張版である（これは，Charness and Rabin（2002）
による実験経済学でポピュラーな社会的選好測定
法とほぼ同値な手法になっている）。
この利得表にはAからDまで4つの選択肢があ
り，それぞれの選択肢ごとに，自分と相手が受け
取る利得が示されている。例えば，選択肢Aでは，
自分には480円，相手には80円の利得が配分され
る。被験者は，これらの選択肢の中でどれが自分

にとって一番望ましいのかを順に選び，その選択
によって2人の利得配分が確定する。つまり，こ
の三選択肢分解ゲームは，被験者を独裁者とす
る，ゲーム理論における「独裁者ゲーム（dictator
game）」と同じ構造のゲームになっている。
それで，9個の利得表すべてについての選択が
終了した時点で，その選択結果から，被験者のタ
イプ（つまり，SVO）を判定する。標準的なSVO
では，被験者は「個人主義的（individualistic）」，
「競争的（competitive）」，「向社会的」（prosocial）
の3つに分類されるが，Chen et al.（2013）による
拡張版ではこれに「利他的（Altruistic）」が追加さ
れている。
個人主義的タイプは，相手が得る利得に関係な
く自分の利得が一番大きくなる選択肢（表1でい
えば，選択肢B）を選ぶ。競争的タイプは，自分と
相手が得る利得の差が最大となる選択肢（表1で
いえば，選択肢A）を選ぶ。向社会的タイプは，自
分と相手の得る利得の差が最小となる選択肢（表
1でいえば，選択肢C）を選ぶ。最後に，利他的タ
イプは，自分が得る利得に関係なく相手の利得が
一番大きくなる選択肢（表1でいえば，選択肢D）
を選ぶ。
実験で使用される9つの利得表はそれぞれ利得
の数値が異なるものの，いずれも上記の4つのタ
イプごとに異なる選択がなされるようにデザイン
されている。そこで，すべての利得表について
SVOを判定した上で，過半数以上の利得表でその
タイプだと診断されたものが，最終的にその被験
者のSVOのタイプを表すものだと判定される。ま
た，実験では，これらの9つの利得表のうちの1つ
がランダムに選ばれて，そのとき選択した結果に
対応する利得が被験者に支払われる。
これらのSVOと数独課題での努力水準との関係
については，個人主義的タイプや競争的タイプは
ベーシック・インカムに関係なく努力水準を維持
し，向社会的タイプや利他的タイプはそうではな
いということが予想された。

実験手順と実験結果
Kawagoe（2019）の実験では，上記の課題を次

実験経済学から見たベーシック・インカム 279

表1 社会的価値志向性（SVO）で使用される配分ゲームの例
選択肢 A B C D

自分の得点 480 540 480 480

相手の得点 80 280 480 540
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のような順番で実施した。

1．ビッグ5による一般的な人格特性の測定
2．数独課題
3．複数価格リスト法（MPL）によるリスクに対
する態度の測定

4．レーヴン漸進的マトリックスによる一般的な
認知能力の測定

5．社会的価値志向性（SVO）の測定

ちなみ，リスクに対する態度の測定や社会的価
値志向性（SVO）の測定は，それらが被験者に対
して実験目的に対する何らかの予見を与え，それ
が数独課題での努力水準選択に影響する可能性が
あることを考慮して，数独課題の後になるように
この順番は決定されている。
被験者には，数独課題での得点に応じた謝金の
ほか，MPLとSVOでの選択に基づいて謝金が支払
われた。ビッグ5とレーヴン漸進的マトリックス
の結果については謝金の対象になっていない。平
均的な謝金額は1723円であった。
表2には，Kawagoe（2019）の実験において，数
独課題の正答数の平均と標準偏差が示されてい
る。正答数は実験の繰り返しとともに単調に増加
しており，後で触れるKawagoe（2008）における
のと同様に，経験の蓄積による学習効果が見られ
る。実験の2回目と4回目にベーシック・インカム
が導入されているが，それによって努力水準（し
たがって，正答数）が下がる気配はない。これか
ら，ベーシック・インカムの導入が労働インセン
ティブを下げるものではないことが確認できる。
次に，被験者の個人属性が努力水準（したがっ
て，正答数）に与える影響についての分析をまと
めると以下のようになる。

まず，個人属性の測定結果についての記述統計
は以下の通りであった。レーヴン漸進的マトリッ
クスにおける正答率は約73％で，大学生の平均か
ら見るとやや高い数値である（Benito-Ostolaza et
al., 2016; Burks et al., 2009; Carpenter et al., 2013）。
MPL法によれば，リスク回避的と判断された被験
者は約46％であった。また，SVOによれば，向社
会的と判断された被験者は約36％，利他的と判断
されたのは約25％であった。ビッグ5における
「誠実性」項目の平均スコアは約3で，これはリッ
カート尺度では「少し違うと思う」という回答に
該当する。
これらの個人属性が努力水準（したがって，正
答数）に与える影響を線形重回帰分析で検討して
みたところ，レーヴン漸進的マトリックスの正答
率は努力水準に対して正の効果を持っており，認
知能力が高い被験者ほど数独課題でより良い成績
を収めていることがわかるが，統計的に有意では
なかった。リスク回避性もまた努力水準に対して
正の効果を持っており，被験者がリスク回避的で
あるほど，正答数が高いことがわかるが，こちら
も有意ではなかった。一方，利他性の係数は負で
有意であった。これは，向社会的あるいは利他的
と判断された被験者ほど正答数が低い，言い換え
れば，個人主義的および競争的と判断された被験
者ほど正答数が高いということを意味する。誠実
性の係数もまた負であるが，ほぼ0に近い値でか
つ有意ではなかった。最後に，繰り返し回数は正
で有意であり，学習効果があったことがうかがえ
る。
このように，Kawagoe（2019）の実験でもまた，
ベーシック・インカムの導入は労働インセンティ
ブを下げるものではなく，個人主義的および競争
的傾向のある被験者は，向社会的および利他的な
被験者に比べて高い努力水準を示すものであるこ
とがわかった。

Ⅲ ベーシック・インカムと投資および協力行動

この節では，ベーシック・インカム導入が労働
供給インセンティブ以外にどのような効果がある

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3280

表2 数独課題の正答数の平均と標準偏差
回数 平均 標準偏差

1回目（BIなし） 6.071 2.638

2回目（BIあり） 7.393 3.023

3回目（BIなし） 7.857 3.064

4回目（BIあり） 8.214 3.143
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のかを調べた実験研究を紹介する。

1 Füllbrunn et al.（2019）の実験
Füllbrunn et al.（2019）は，ベーシック・インカ
ムがリスク下の投資行動にどのような影響を与え
るのかを実験的に検討している。家計の教育への
投資や企業の技術開発投資は，リスクを伴うもの
の社会的には効率的な場合がある。しかし，例え
ば，家計はその所得が十分ではない場合，こうし
た投資をためらってしまうかもしれない。そこ
で，ベーシック・インカムを導入することにより，
本来効率的な結果を生み出しうる投資行動へ主体
を誘導できるかどうかをFüllbrunn et al.（2019）は
実験室実験により検討している。
この実験では，被験者には トークンが
初期保有として与えられる。被験者はこの初期保
有から資産A，B，Cへの投資を考える。資産AとB
はリスクのある危険資産で，資産Cはリスクのな
い安全資産である。資産Aは確率1／6で投資額の8
倍の収益を生む。資産Bは1／3の確率で投資額の
3.5倍の収益を生む。最後に，資産Cは確率1で投
資額の0.9倍の収益を生む。したがって，資産A，
B，Cへの投資額1単位当たりの収益率はそれぞれ
以下のようになる。

安全資産Cの収益率 はマイナスであること
から，危険資産に投資することが望ましい状況に
なっている。標準的な平均分散モデルで仮定され
る効用関数は以下の通りである。

ここで， はこれら3つの資産からなるポート
フォリオの期待収益率で，各資産 の購入比率を
とすると ，

また， は収益率の標準偏差で，

となる（ であることに注意）。 はリスク回
避度を表すパラメータである。
このモデルの下では，リスク中立的な被験者は
であるため，期待収益率が最も高い資産Aに

初期保有全額を投資することが最適である。一
方，リスク回避的な被験者は， の値が大きくな
ると，資産Cを含むA以外の資産をもポートフォ
リオに組み込むことが最適になる。
Füllbrunn et al.（2019）は，このモデルをベース
に次のような実験を行っている。被験者は，上記
のモデルに従った実験（ベースライン課題）と，
30トークンのベーシック・インカムが追加的に配
分される実験（BI課題）を，それぞれの結果を知ら
ない状態で，ランダムな順番で行った。Füllbrunn
et al.（2019）によれば，ベースライン課題とBI課
題とで特にポートフォリオ選択に有意な差はな
かった。つまり，ベーシック・インカムの導入は，
リスクのある投資行動に有意な効果を与えないこ
とがわかった。

Pech（2010）
Pech（2010）は，公共財自発的供給メカニズム

（VCM: voluntary contribution mechanism）による
公共財供給決定について，ベーシック・インカム
を導入した効果を実験室実験によって調べてい
る。
被験者は1グループ3名になりVCMをプレーす
る。この3名をプレーヤーと呼ぶ。これに加えて
もう1人，ボスの役割をする被験者がグループに
追加される。各プレーヤー には実験室内通貨
（EU）で20EUが初期保有として与えられている。
この初期保有から各プレーヤー は公共財に貢献
する額 を決め，3人の貢献額の合計 の2倍
の値に相当する公共財 が供給される。
ボスは，3人の公共財に対する貢献額決定の前

実験経済学から見たベーシック・インカム 281
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に，公共財供給量 のうちどれくらいの割合を自
分が受け取るつもりなのかを宣言する。その割合
をとする。その割合 を知った上で，プレー
ヤー3人は公共財に対する貢献額 を決定する。
プレーヤー3人には，公共財供給量 からボスの
取り分を差し引いた残り が等分されて配
分される。
したがって，各プレーヤー の利得関数は次の
ようになる。

ここで，

であることから，公共財に1単位貢献する度に各
プレーヤー の利得は減少していく。したがっ
て，各プレーヤー にとって公共財には何も貢献
しないことが最適である。
Pech（2010）は，このような環境の下で，ボス
に毎回20EUのベーシック・インカムを支給する
場合と支給しない場合を比較している。
実験ではさらに，上記のVCMを10回繰り返した
後，次の10回ではボスにプレーヤーを罰する機会
が与えられた。この場合，ボスは，各プレーヤー
の公共財への貢献額を知ったうえで，1EUのコス
トを支払うことで1人のプレーヤーに3EUの罰を
与えることができる。こうした罰則を与える機会
がある場合，プレーヤーの公共財への貢献額が増
加することが知られている（Fehr and Gächter,
1999）。
Pech（2010）の実験結果では，ボスが公共財供
給量 から差し引く割合 が小さいほど，（1）プ
レーヤーの公共財への貢献額が大きく，（2）それ
は，ボスに罰を与える機会があるほど大きく，ま
た，（3）ボスがベーシック・インカムを受け取っ
ているときほど大きいことが示されている。（1）
と（2）は正負の互恵性から説明可能であろう。

（3）については，ベーシック・インカムが与えら
れると，不平等回避的なプレーヤーは，貢献額を
増やすことでプレーヤー全員の合計利得を大きく
し，ボスとの間の利得差を縮小しようとする動機
が強まるためだと思われる。つまり，ベーシッ
ク・インカムの導入は，人々の平等意識を強める
傾向があるということである。

Ⅳ ベーシック・インカムと負の所得税

ベーシック・インカムとよく比較される社会保
障制度の1つに負の所得税がある。以下では，こ
れら2つの制度を比較した研究を紹介する。1つは
Kawagoe（2008）による実験室実験で，もう1つは
Pech（2010）のプロスペクト理論による分析であ
る。

1 Kawagoe（2008）の実験
Kawagoe（2008）では，ベーシック・インカムと
それと同値な負の所得税とが比較されている。負
の所得税の下では，労働者が労働を通じて獲得す
る所得 とターゲット所得 ，それに所得税率
に対して，税引き後所得 は以下のようにな

る。

つまり，獲得所得 がターゲット所得 以下
の場合は に相当する補助金（負の所得
税）を受け取り，獲得所得がターゲット所得 を
超える場合は に相当する所得税が徴収
されるというわけである。
ベーシック・インカムの下では，無条件に支給
される基本所得 と所得税率 に対して，税引き
後所得 は以下のようになる。

つまり，無条件にベーシック・インカム が支

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3282
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給された上で，労働者が労働を通じて獲得する所
得 に対して所得税 が徴収されるというこ
とである。
ここで， かつ とすれば，上記の負
の所得税とベーシック・インカムは同値となる9)。

かつ （ ）のときの獲得所得
と税引き後所得 との関係を示したのが図5であ
る。
さて，こうした負の所得税やベーシック・イン
カムに直面したとき，労働者はどのような反応を
示すだろうか。ベーシック・インカムの場合は労
働に応じて獲得所得が単調に増加するのに対し，
負の所得税の場合は獲得所得が増加すれば支給さ
れる補助金が減少するので，負の所得税の方が労
働意欲を減退させる傾向があるのだろうか10)。こ
の問題に答えるために，Kawagoe（2008）では以
下のような実験室実験が実施されている。
実験では60名のうち30名はベーシック・インカ
ム処理，残りの30名は負の所得税処理に割り当て
られた（被験者間計画）。

実験では，被験者に現実の労力が必要な課題と
して，24×6のような2桁と1桁の自然数の掛け算
を行なわせた。具体的には，1問4秒以内に解答す
る条件で，1セットにつき25問がランダムに出題
されている。正解した数を得点 として を計
算し，被験者には1点当たり4円が報酬として支払
われている。平均的な報酬額は約3,000円であっ
た。
実験は，被験者の経験の効果と，制度導入の効
果を分離するために，制度なし条件（条件A1と
A2）と制度あり条件（条件B）を交互に，A1-B-A2
という順序で実施されている（ABA計画法）。な
お，統制群である制度なし条件では，
という条件で課題を行なわせている。各条件では
5セットの課題を行なわせている。
負の所得税やベーシック・インカムの導入が労
働インセンティブを下げるというミクロ経済学の
予測に基づけば，条件Bにおいて獲得所得の減少
が見られるはずだが，実際には獲得所得 は実
験の経過に伴い増加していった。これは，課題に

9) モデルの基本構造は，小沢（2002），Tondani（2008）を参考にした。
10) 小沢（2002），p.125参照。
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対する経験の蓄積効果と，制度導入の効果が交絡
しているのではないかと推察される。
図6は，負の所得税（NIT）とベーシック・イン
カム（BI）処理における獲得所得 の平均を改め
てグラフ化したものだが，これを見ると，条件B
から条件A2に変わった際に，BI処理では引き続き
獲得所得 の増加が見られるが，NIT処理ではそ
の増加割合が減少している。実際，条件A2におけ
るNIT処理とBI処理における獲得所得 の平均
には有意な差が見られる（t検定， ）。
この結果からすれば，学習効果を考慮したとし
ても，ベーシック・インカムの方が負の所得税よ
りも労働インセンティブを抑制する効果が小さい
のではないかと推測される。

2 プロスペクト理論から見たベーシック・イ
ンカムと負の所得税
Kawagoe（2008）では，労働インセンティブの
観点からベーシック・インカムと負の所得税とが
比較されたが，プロスペクト理論（Kahneman and
Tversky, 1979）の観点から両者を比較したのは
Pech（2010）である。
Kahneman and Tversky（1979）が期待効用理論
の修正版として提案したプロスペクト理論では，
参照点を基準にして利益が出る場合と損失が出る
場合とで異なる形状の効用関数を考える。彼らは

こうした効用関数を価値関数と呼んでいる。ここ
では簡単化のために参照点を0と考えると（参照
点が0でない場合，関数全体を平行移動して0を原
点にすることができる），金額 に対する価値関
数を は次のように定義される。

ここで， は定数で， かつ
であり， である。また， である。絶
対値で見ると同じ金額 でも，参照点より低い損
失を受ける場合の方が，参照点より高い利益を得
る場合よりも効用の値の変化が 倍大きくなる
ようになっている。つまり， の値が大きい主体
ほど，損失回避的な傾向を示すことになる。この
の値を損失回避度という。
リスク中立的な主体の効用関数は線形で，
と表されるので，先ほどの価値関数を表す式

は次のように変形される（ とした場合）。

さて，Pech（2010）はこのプロスペクト理論を
用いて，ベーシック・インカムと負の所得税を特
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徴付けようしている。ここでの議論のポイント
は，ベーシック・インカムの場合，主体はベー
シック・インカムという利益を受け取った後，労
働して得た所得に対して税（損失）を徴収される
ので，利益と損失が別々の勘定として認識される
のに対して（メンタル・アカウンティング＝「心
の会計」），負の所得税の場合，労働して得た所得
がターゲット所得を超えたか否かによって所得税
が徴収されるかそれとも負の所得税が交付される
かが決まるため，主体は常にこの制度の下でこう
した利益と損失との差額しか受け取ることができ
ず，両者を一体のものとしてしか認識できないは
ずである，という点にある。
これを以下の図7と図8で説明しよう。価値関数
は，議論の簡単化のため，先ほどの線形の場合を
考える。
図7は所得税額の多い高所得者の状況を表して
おり，ベーシック・インカムや負の所得税から利
益 を受け取るものの，比較的高額の所得税 を
支払う必要がある。この利益と損失（税）との差
額を とする（ ）。ベーシック・インカム
の場合，利益と損失を別々のものと認識するた
め，この主体の効用は となるが，負の
所得税の場合，利益と損失を一体のもの，つまり
と認識するため，この主体の効用は とな
る。図7より， であるため，こうし
た高所得者はベーシック・インカムを好むことに
なるはずである。
今度は，所得税額の低い低所得者の場合を考え
る（図8）。この場合，支払うべき税 が小さくな
るため，同じ に対して利益と損失の差額

は大きくなる。その結果，ベーシック・
インカムの場合に得る効用水準 よりも
負の所得税の場合に得る効用水準 の方が大
きくなる。したがって，低所得者ほど負の所得税
を好むだろうことが予想される。
先ほどのKawagoe（2008）の実験や第2節で紹介
した実験では，ベーシック・インカム導入後も労
働者の労働へのインセンティブは下がらない（場
合によっては増加する）ことからすれば，現実に
は図7の状況が当てはまりやすいと考えられるの

で，この場合，ベーシック・インカムの方が負の
所得税より好まれるということになるであろう。

Ⅴ ベーシック・インカムと人工知能

最後に，近未来においてベーシック・インカム
が果たす役割について検討した研究を紹介しよ
う。Cabrales et al.（2020）は，近い将来，人工知能
（AI）が労働者の仕事を肩代わりするような事態
におけるベーシック・インカム導入効果を，労働
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市場に関する実験室実験によって検証している。
この実験でも，被験者は現実の努力が必要とな
る課題を行う。この実験では，文章の中の文字数
を数えたり，整数の合計を求めたりといった課題
が課されている。こうした課題を行う第1ステー
ジの後，被験者は第2ステージに進むか，それとも
ロボットが彼らの課題を肩代わりするかが決定さ
れる。被験者が第2ステージに進んだ場合は，両
方のステージでの課題得点に応じた報酬と参加報
酬を受け取り，第2ステージに進めなかった場合
は第1ステージで獲得した課題得点に応じた報酬
と参加報酬だけを受け取る。
第2ステージに進むかどうかの決定については，

2通りの処理があった。
「外生的処理」では，各被験者はランダムに選ば
れたロボットと課題の成績を競い合う。なお，ロ
ボットは予備実験で被験者が獲得した課題得点の
分布に基づき，平均的な被験者よりも平均的に高
い成績を出すように設定されている。ロボットが
競争に勝利した場合には，90％の確率で被験者は
ロボットと作業を交代することになり，第2ス
テージに進めなくなる。
「内生的処理」では，被験者は第1ステージを終
えた後，その成績に関係なく，タイプAとBにラン
ダムに分類される。タイプAの被験者は作業監督
の役割をし，タイプBの被験者は従業員の役割を
する。タイプAの被験者は，監督しているタイプ
Bの被験者のステージ1での成績と彼／彼女とラン
ダムに組にされたロボットの成績を知った上で，
どちらを第2ステージに進ませるかを決定する。
なお，タイプAの被験者は複数のタイプBの被
験者の監督をしており，その実験報酬は，第1ス
テージでの自分自身の課題得点と，監督している
従業員らの第2ステージでの課題得点の一定割合
を報酬として受け取る。タイプBの被験者は，両
方のステージでの自分自身の課題得点に応じた報
酬を受け取る。
こうした課題をベースに，Cabrales et al.（2020）
は，3.4ユーロのベーシック・インカムを導入した
処理とそうでない処理とを比較している。なお，
この実験での課題に基づく報酬の中央値は16.15

ユーロであったので，ベーシック・インカムはそ
の約1／3の水準ということになる。
被験者 の第 ステージでの課題の成績は，被
験者固有の生産性 と各ステージでの努力水準
の積によって決まり，努力に対するコストが2

次の凸関数を仮定すれば，被験者 の効用関数
は次のようになる。

ここで， は被験者 が第2ステージに進
む確率で， はベーシック・インカムである。こ
の効用関数の下で最適化の条件を求めると，次の
ことがわかる。

命題1．第1ステージにおける努力水準 は，
ベーシック・インカム の増加に伴い減少する
命題2．第1ステージにおける努力水準 は，第2
ステージに進む確率 の増加に伴い減少す
る

また，内生的処理の場合，ロボットよりも成績
が悪いにもかかわらず，タイプAの被験者がタイ
プBの被験者を第2ステージに進めるといった「好
意」を示した場合，タイプBの被験者は高い努力
水準という「好意」によってお返しをするという
互恵的行動も予想された。
それ以外に，内生的処理の場合には，ロボット
によって作業を代替した場合には税金が徴取され
るという設定も比較されており，この場合，タイ
プAの被験者は税金が徴収されるためにロボット
を使用することをためらうということが予想され
るが，その行動はあくまでタイプAの利己的な打
算からなされるため，その際にはおそらく互恵的
行動は見られないだろうと予想された。
Cabrales et al.（2020）の実験結果によれば，命
題1も2もデータからは検証できなかった。つま
り，ベーシック・インカムの導入の有無や内生的
処理における税金導入の有無は，被験者の努力水
準に影響を与えなかったのである。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3286
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Ⅵ おわりに

本稿では，ベーシック・インカム導入の効果を
検討した実験室実験の成果を紹介してきた。これ
らの研究を通してわかったことは，理論的には労
働インセンティブを下げる可能性があるような状
況であっても，ベーシック・インカム導入は労働
供給量を減らすことはないということである。こ
こで検討した研究では，それぞれかなり異なる意
思決定環境であるにもかかわらず，おしなべて
ベーシック・インカム導入が労働インセンティブ
を下げないという結果が得られたことは，この結
果の頑健性を示唆しているものと思われる。
もちろん，いずれの実験も短期の意思決定状況
を想定しており，ベーシック・インカムの導入が
もたらす長期の効果を見ていないという制約はあ
る。例えば，いずれの実験でもベーシック・イン
カムを含めて獲得した所得を貯蓄する機会は与え
られておらず，また，労働者の技能レベルの違い
は考慮されているものの，所得格差や資産状況の
違いなどは考慮されていない。したがって，社会
的再分配上の問題を含めて社会保障制度全般にか
かわる問題については，こうしたミクロ・レベル
の労働・余暇選択の実験では十分に明らかにする
ことはできていない。マクロ・レベルの影響を考
慮した，例えば，一般均衡モデルを前提とした
もっと大規模な実験室実験により，今後さらに
ベーシック・インカム導入の効果を検討すること
が必要であろう。
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Laboratory Experiments on Basic Income

KAWAGOE Toshiji＊

Abstract

In this paper we show a series of experimental results on the Basic Income (BI). These experiments
were conducted in the laboratory, but subjects faced real-effort tasks. Theoretically speaking, even it was

expected that introducing the BI reduces labor supply in these experiments, there was no such tendency in

various experimental settings. In an experiment of comparing the BI with the negative income tax (NIT),
experimental result and bahavioral economic analysis shows that the BI is more favorable than the NIT. We

also find that more individualistic and competitive persons increase their labour supplies even when the BI is

introduced. Finally, in the environment that workers should compete against Artificial Intelligence (AI) with
superior productivity in average than them, workers did not reduce their labor supplies.

Keywords：Basic Income, Negative Income Tax, Labor Incentive, Laboratory Experiment, Behavioral
Economics
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社会保障と法：社会保障と法政策

支給した生活保護費の「取り戻し」を巡る問題の配置について

太田 匡彦＊

生活保護法（以下，法）は，支給した保護費の
行政による「取り戻し」を予定した定めを置いて
いる。ここでは，次の判例研究に先立って，この
「取り戻し」にかかわって生じる問題の配置を概
観し，判例研究での検討判決が持つ含意を確認し
ておきたい1)。

Ⅰ 支給した生活保護費の「取り戻し」にかかわ
る諸争点

支給した保護費の被保護者からの2)「取り戻し」
に関連する争点は，大きく以下の3つに類型化で
きる。

1 「取り戻し」の原因の存否
1．第1が，生活保護費の「取り戻し」自体を基
礎付ける原因の存否である。この原因としては，
二つの状況がある。一つが，過誤払いがある場合
である。被保護者の需要や収入に関する算定間違
いが典型例をなす（間違いの原因はここでは問わ
ない）。今一つは，「利用し得る資産」（法4条1項）
を被保護者は有するけれども「活用すること」（法
4条1項）ができないため，保護の実施機関が急迫
保護を行った場合である。後者の場合，活用が可
能となった時点で保護費を取り戻す必要はある

が，保護の実施機関が「利用し得る資産」の活用
ができないことを認識して保護を行ったならば，
保護費の支払いを誤った訳ではない。このような
「取り戻し」を基礎付ける原因の存否につき争い
がある場合，次に述べる適用法条の如何を問わ
ず，当該法条に基づき行政の行った「取り戻し」
のための行政処分に関する訴訟――典型は当該決
定に係る取消訴訟――等において原因の有無が争
われる3)。

2 適用法条
第2が，「取り戻し」の原因の存在を前提に，「取
り戻し」を行う際の適用法条である。法63条と法
78条1項とが関連する4)。
法63条が念頭におく状況は，保護の実施機関が
被保護者の収入・資産を適切に把握した上で保護
を行った場合になされる「取り戻し」である。典
型例は，活用できない資産を被保護者が有してい
たので急迫保護として保護を開始し，被保護者が
当該資産を活用できるようになった段階で，支給
した保護費の「取り戻し」――条文上は「返還」
の文言が用いられる――がなされる場合である。
このほか，被保護者に帰責事由がなく，保護の実
施機関が保護費算定を誤って過払いを生じさせた
場合なども，同条が適用される5)。

＊東京大学大学院法学政治学研究科 教授
1) この問題に関連する近年の詳細な研究として，前田（2018），前田（2020）。
2) ここでは，被保護者の扶養義務者からの徴収（法77条1項），あるいは被保護者以外の者からの「取り戻し」には
立ち入らない。
3) 取り戻しの原因が存在しないとした一例として東京地判平成31年4月17日判時2427号3頁。
4) 本稿では，法78条2項，法78条3項には立ち入らず，保護費に係る法78条1項にのみ着目して議論を進める。また，
関連する定めとして，法77条の2，法78条の2，法78条の3があるものの，被保護者に対して取り戻しを行うか否か
自体の決定については法63条と法78条1項のみがかかわる。
5) 前田（2018），pp. 10-11の指摘する事情に基づき，法63条の適用を否定せずとも良いであろう。
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これに対し，法78条1項が念頭におく典型状況
は，被保護者が活用できる収入・資産を隠匿して
生活保護を受給した場合になされる「取り戻し」
であり――条文上は「徴収」の言葉が用いられる
――，同項にいう「不実の申請その他不正な手段」
と言える範囲がその適用範囲を画する。
法63条か法78条1項かの振り分けの適切さは，
法78条1項の射程として議論される。これは，第1
に，法78条1項が，保護費の「取り戻し」が必要と
なる原因を生じさせた被保護者の態様に着目す
る，「不実の申請その他不正な手段により保護を
受け」という要件を有するため，法78条1項が法63
条の特別法のように機能し，法78条1項を適用で
きない場合にも法63条を適用できること6)，第2
に，「取り戻し」を基礎付ける原因自体は認めてい
る被保護者は，法63条に基づく「取り戻し」自体
を争うインセンティブがない一方で，法78条1項
に基づく「取り戻し」の場合，40％を上限とする
加算がなされて「取り戻し」が行われるため，「不
実の申請その他不正な手段」は存在せず，法78条
1項ではなく法63条を適用すべきであると争うイ
ンセンティブがあるからである。

3 「取り戻し」の額
第3が，「取り戻し」のなされる額，被保護者の
戻さねばならない額の適正さである。例えば，い
つから資産を活用できたのか7)，法63条に基づく
返還の場合にいわゆる自立更生費として控除され
る額は適正か8)，法78条1項に基づく費用徴収の場
合も勤労収入に係るいわゆる基礎控除額相当額を
控除する必要はないか9)など10)の問題がこの点に
かかわる11)。

Ⅱ 検討判決で扱われた問題

次の判例研究で検討する東京地判令和元年9月
12日判タ1485号144頁（以下，本判決）における争
点は，大きく分けると，（i）取り戻しを基礎付け
る原因があるか，（ii）法78条1項にいう「不実の申
請その他不正な手段により」保護を受けたと認め
られるかであった。本判決は，（i）を否定し，法
78条1項に基づく費用徴収決定を違法とした12)。
「取り戻し」の原因の不存在を基礎付ける根拠は，
原告は，未分割遺産を管理していたに止まるた
め，資産を「活用すること」が（まだ）できない
という判断であった。

6) 保護の実施機関がどちらの定めを適用して処理するか検討したことが認定されている一例として，秋田地判平
成30年2月26日（LEX／DB: 25560042），仙台高秋田支判平成30年7月23日（LEX／DB: 25561221）。法63条が用いら
れるべきであったとして，法78条1項に基づく費用徴収決定を違法とした例として神戸地判平成30年2月9日賃社
1740号17頁。
7) この点が争われた一例として大阪地判平成20年12月10日判タ1298号125頁。損害賠償請求権に関しては最判昭
和46年6月29日民集25巻4号650頁の判示が決定的なものとして機能している。この問題は，取り戻しを基礎付け
る原因の一部を構成する「資力の発生」時期の問題とも位置づけられ，第1の問題の性格も持つ。
8) 例えば，福岡地判平成26年2月28日賃社1615＝1616号95頁，大阪高判平成25年12月13日賃社1613号49頁，原審た
る神戸地判平成24年10月18日賃社1613号58頁（両判決とも資力の発生時期とされるべき時期も争われている），東
京地判平成27年3月10日（LEX／DB: 5525343。資力の発生時期も争われている），東京地判平成29年9月21日賃社
1696号41頁，福岡高判令和元年7月25日賃社1773号30頁，原審たる熊本地判平成30年3月30日賃社1773号18頁，福
岡地判平成26年3月11日賃社1615＝1616号112頁。
9) 最判平成30年12月18日民集72巻6号1158頁。
10) 医療扶助費の返還につき東京地判令和元年7月30日賃社1765号21頁，控訴審たる東京高判令和2年6月8日賃社
1765号38頁。
11) 全般的な調査・考慮不尽による違法を認めた例として，東京地判平成29年2月1日賃社1680号33頁。
12) なお，原告の管理する未分割遺産（に対する相続持分）を「活用すること」ができない資産であるとして（i）
を否定し，（法63条を含めて）「取り戻し」を行う原因が現時点では存在しないとされると，それを度外視して収入
と需要とを認定することになるから，併せてなされた保護廃止決定も取り消されるべきことになる。

支給した生活保護費の「取り戻し」を巡る問題の配置について 291
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Ⅲ 行政実務に対して本判決が持つ含意

1 「利用し得る資産」を「活用すること」がで
きる状態にあるかの判断
行政実務に対して本判決が持つ含意の第1は，

「利用し得る資産」を「活用すること」ができるか
否か，いかなる点に注意して判断すべきかに関す
る含意であろう。この点に関する一事例として本
判決は大きな意味を持つ。
もっとも，判例研究において論ずるように，本
事件で問題となった金員は相続人たる被保護者が
管理していたに止まる未分割遺産であると認定さ
れれば，それがまだ「活用すること」のできない
状態にあるとの判断は不可避だったと思われる。
問題は，管理していたに止まるか否かであり，こ
の点は，本判決も細かく事実を認定し判断してい
る。
そこで，この問題に焦点を絞って，保護の実施
機関が得るべき教訓を考えると，第1に，資産保有
の届出がなかったとしても，そこから被保護者の
不正受給を短絡させず，届出のなかった資産が
「活用すること」のできるものか否か，実際の管理

態様を冷静に検討して判断すること13)，第2に，未
分割遺産を被保護者が管理しているのであれば，
その管理のあり方に注意して生計の把握に務める
ことなどであろう。

2 届出義務の範囲，届出義務の懈怠と「不正
な手段」
本判決は，原告が法61条の届出義務に違反した
ことは認めている。他方，本判決は，本件での届
出義務違反が法78条1項の「不正な手段」に該当す
るか否かは判断していないと考えられる。これら
の問題も，事案の蓄積と事案に即した検討が今後
も必要である14)。

参考文献
前田雅子（2018）「生活保護法第63条に基づく費用返
還」，『法と政治』，Vol. 69, No.3, pp.1-58。
―（2020）「社会保障における不正利得の徴収」，
『法と政治』，Vol. 71, No.2, pp.67-128。
吉永 純（2021）「未分割遺産の一部を一時流用した場
合について，不正受給と認めなかった判決」，『公的
扶助研究』，No. 260, pp. 38-40。

（おおた・まさひこ）

13) 同旨，吉永（2021），p.40。
14)「不実の申請その他不正な手段」に該当するかが争われたものとして例えば，高松地判平成21年3月23日賃社
1495号57頁，控訴審たる高松高判平成21年11月30日（平成21年（行コ）第9号）裁判所ウェブサイト，横浜地判平
成27年3月11日賃社1637号33頁，前掲神戸地判平成30年2月9日，さいたま地判平成27年5月27日判例自治411号69
頁。
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Ⅰ 事実

1 原告に対する保護の開始から原告の父の死
亡まで

（1）平成14年7月22日，港区長から生活保護法
（以下，法）に基づく保護の決定及び実施ならびに
費用の徴収に関する権限の委任を受けている港区
福祉事務所長（以下，処分行政庁）は，原告（当
時は長女と同居）に対し，生活保護を開始した。
その際，処分行政庁は，原告の届出により，原告
の有する金融機関口座として，みずほ銀行，D信
用金庫，郵便貯金の各口座を把握した1)。
（2）平成24年3月7日，原告の父であるIは，Iの所
有する預貯金そのほか一切の財産を長女のN及び
二女の原告に2分の1ずつ相続させる旨の自筆証書
遺言（以下，本件遺言）をした。
（3）平成25年6月21日，処分行政庁の所管課職員
は，原告に対し，「福祉事務所からの重要事項の説
明・確認書」（以下，本件説明確認書）の記載内容
を読み上げ，原告が署名押印した本件説明確認書
の原本を収受し，写しを原告に手渡した。本件説
明確認書には，世帯構成員の収入変動はすべて申
告する必要がある旨の記載があった。
（4）平成26年4月29日から5月15日にかけて，原
告は，ゆうちょ銀行のI名義の口座（以下，ゆう

ちょI口座）から計375万8000円を引き出し，この
引き出した現金の中から，三菱東京UFJ銀行H支
店に原告が有していた普通預金口座（以下，本件
口座）に同月9日から15日にかけて計305万8000円
を預け入れ，ゆうちょ銀行の通常貯金口座（以下，
ゆうちょ原告口座）に，同月9日，47万円を預け入
れた。この移し替えにつき，原告は，概要，Iか
ら，Iが死亡したら貯金が動かせなくなるので引
き出して原告の口座に移しておくよう言われ，ゆ
うちょI口座から現金を引き出し，Nと相談して，
Iの遺産を本件口座に預け入れて管理をすること
としたと供述し，裁判所は，この供述をその根幹
部分において信用できるとしている。
（5）ゆうちょ原告口座は，原告の住宅費用等の
引落しがされていたところ，上記47万円が入金さ
れる前において，通常貯金の残高を超える払戻し
の請求があったときにその不足分が自動的に貸し
付けられている状態となっており，残高はマイナ
ス6万7233円であった。原告は，マイナス状態を
解消するため上記47万円をゆうちょ原告口座に預
け入れた。

2 原告の父の死亡（相続開始）から処分行政
庁による本件口座の把握まで

（1）平成26年6月3日，Iは死亡した。Iの法定相
続人は，妻O，長男P，長女N及び二女の原告で

＊東京大学大学院法学政治学研究科 教授
1) 関係者の仮名処理は，裁判所ウェブサイトで公開されているものに合わせる。本稿は，判例タイムズ，賃金と社
会保障への本判決掲載前に脱稿した。

社会保障判例研究（東京地裁令和元年9月12日判決） 293

社会保障と法：社会保障判例研究

未分割遺産として管理していた金員を届け出なかったことを理由として行われた生活保護法
78条1項に基づく費用徴収決定，当該費用徴収決定に基づく費用徴収後の繰越金及び就労収入に
照らして保護を必要としなくなったとして行われた保護廃止決定がそれぞれ取り消された事例

東京地裁令和元年9月12日判決
平成29年（行ウ）第541号 生活保護廃止決定処分取消請求事件
平成29年（行ウ）第543号 費用徴収決定処分取消請求事件
裁判所ウェブサイト，判例タイムズ1485号144頁，賃金と社会保障1785号19頁

太田 匡彦＊
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あった。
（2）平成26年10月28日，原告は本件口座から20
万円を引き出し，原告の長女の専門学校の入学金
支払いに充てた。
（3）ゆうちょ原告口座は，平成26年9月30日以
降，残高がマイナスの状態となることが繰り返さ
れていたところ，平成26年11月25日，原告の長女
の奨学金199万6326円が振り込まれるなどし，ゆ
うちょ原告口座の残高は196万1217円となった。
同月27日，原告は，同口座から原告の長女の専門
学校の学費の支払いとして133万1390円を振り込
んだ。また，原告は，同年12月17日，同口座から
50万円を引き出し，これを本件口座に預け入れ，
同月18日，ゆうちょ原告口座から17万円を引き出
し，これと手持ちの現金等を合わせて，本件口座
に20万3779円を預け入れた。
（4）平成26年11月24日，Nは，みずほ銀行M支店
のI名義の口座（以下，みずほI口座）を解約し，払
戻しを受けた34万7518円を原告に預け，原告は，
これをみずほ銀行K支店の原告名義の普通預金口
座に預け入れた後，平成27年1月13日これを引き
出し，翌14日，そのうち34万7000円を，同月5日以
降残高が再びマイナスの状態となっていたゆう
ちょ原告口座に預け入れた。
（5）原告は，平成27年5月28日，E信用組合F支
店の普通預金口座（以下，E信組原告口座）に証書
貸付により29万9600円の振り込みを受け，これと
手持ちの現金等を合わせて，本件口座に34万9000
円を預け入れた。
（6）Nは，平成27年5月30日付けで，Iの遺産一覧
表を作成した。同一覧表においては，預金や年金
等の収入から入院費・医療費や葬儀費用等の支出
を控除した残額が414万6661円であり，その内訳
は通帳391万2513円，現金23万4148円である旨記
載されていた。同日時点の本件口座の残高は，
391万2513円であった。
（7）原告は，本件口座から，平成27年6月26日，
50万円を，同年8月21日，20万円をそれぞれ引き出
し，（（8）で述べる金銭移動の後の）同年10月2日，
本件口座に70万円を預け入れた。
（8）ゆうちょ原告口座の残高は，平成27年6月29

日以降一貫して残高がマイナスの状態であったと
ころ，原告は，同年8月21日，同口座に16万円を預
け入れ，残高がマイナスの状態が解消した。ま
た，原告は，同月26日にも，同口座に4万円を預け
入れた。その後，自動引落し等により，同月31日
には，同口座の残高は再びマイナスの状態となっ
た。
（9）Iの死後，本件口座には，平成26年7月31日，
コープみらいからのIに対する預託金の返還金
1279円が，平成27年2月17日，横浜市からのIに対
する後期高齢者医療制度の還付金3650円及び介護
保険還付金1600円がそれぞれ振り込まれた。
（10）原告は，平成27年10月13日から同年12月15
日にかけて，本件口座から合計391万2000円を引
き出し，自宅で保管した。
（11）平成27年10月20日頃，処分行政庁は原告に
対して，申告期限を平成28年1月29日として保有
資産の申告を求めた。原告からの申告により処分
行政庁は，原告名義の預貯金口座及び残高とし
て，（i）E信組原告口座に残高500円，（ii）三井住友
銀行G支店の普通預金口座に残高672円，（iii）ゆ
うちょ原告口座に残高1480円を把握した。しか
し，原告は，本件口座に関する申告を行わなかっ
た。
（12）処分行政庁は，平成28年5月31日に，原告
に多額の資産がある旨の匿名の投書を受け調査に
着手し，同年7月8日までに本件口座の存在及び平
成26年1月7日以降の取引状況を把握した。

3 処分行政庁による本件口座把握から訴え提
起まで

（1）処分行政庁は，平成28年7月27日付けで，原
告に対し，「原告の預金口座に多額の入金があり
ながら，これを申告せず生活保護を受給した」こ
とを理由に，法78条1項に基づき316万1825円の費
用徴収決定（以下，本件徴収決定）をするととも
に，本件徴収決定に係る徴収金額決定後の繰越金
と就労収入により保護を受ける必要がなくなった
として，同年8月1日を以て生活保護を廃止する旨
の決定（以下，本件保護廃止決定）をした。
（2）原告は，平成28年11月30日，東京家庭裁判

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3294
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所にIの遺産に係る遺産分割調停を申し立てたが，
処分行政庁が平成26年1月7日から平成28年2月22
日までの間に本件口座に入金された482万3839円
のうち，少なくとも411万8139円（以下，本件金
員。本件金員は，平成26年1月7日から平成28年2
月22日までの間に本件口座に入金された金員のう
ち，原告の長女の古本・古着の売却代金等や，近
接する時期に払い戻された平成27年10月2日の70
万円の預入れ分を除いたものである）を原告の
「利用し得る資産」と認定していることが問題と
なり，遺産分割調停は進まず，原告は同申立てを
取り下げた。Oの後見人（弁護士である）及びP
は，本件遺言の効力を争っている。
（3）平成29年1月11日，原告は，I2（10）記載の
391万2000円をIの遺産であるとして，原告訴訟代
理人の口座に振り込んだ。
（4）原告は，本件保護廃止決定・本件徴収決定
について行っていた審査請求をそれぞれ棄却さ
れ，平成29年11月24日，本件保護廃止決定の取消
しを求める取消訴訟（第1事件），本件徴収決定の
取消しを求める取消訴訟（第2事件）をそれぞれ提
起した。

Ⅱ 判旨

それぞれの訴えに係る請求を認容。本件徴収決
定に係る部分のみ紹介する。

1 本件金員の性質
本件口座への平成26年5月9日から15日にかけて
の各入金（計305万8000円）は，「原告がゆうちょ
I口座から引き出した現金を預け入れたものであ
り，また，Iの死後，本件口座には，コープみらい
からのIに対する預託金の返還金並びに横浜市か
らのIに対する後期高齢者医療制度の還付金及び

介護保険還付金がそれぞれ振り込まれている」。
また，原告の行った諸口座間での預け入れ・引き
出しの態様からすると，「原告は，Iの財産を原資
とする金員を自己のために使用するなどしたこと
があったものの，最終的には，使用するなどした
額に相当する金員を本件口座に預け入れている」。
加えて，Nが平成27年5月30日付けで作成したIの
遺産一覧表における通帳の残額391万2513円と同
日時点での本件口座の残高は一致しており，原告
は平成29年1月11日，原告訴訟代理人の口座に同
額をIの遺産として振り込んでいる2)。これらの点
からすると，原告は，「ゆうちょI口座から引き出
した金員，Nから預けられたみずほI口座の解約金
及び本件口座に振り込まれたIに対する還付金等
をIの遺産として管理すべきものと認識し，一部
流用することはあったものの，最終的には流用額
に相当する金員を本件口座に預け入れ，Iの遺産
の預貯金等相当額をIの遺産として本件口座で管
理していたものと認めることができる。」
「Iの遺産について，遺産分割協議等が成立して
いないこと」，原告が「流用した金員はIの遺産と
して預金を管理していた本件口座に全額戻してい
ること，原告と Iの長男Pの仲は悪かったこと
……，……Oには弁護士が後見人に選任されてお
り，……後見人の職責に照らし，同後見人が原告
によるIの遺産の生活費等への流用を容易に容認
するとは考え難いことからすれば，原告は，Iの相
続人全員から，Iの遺産として管理していた預金
等を一時的に利用することにつき同意を得ていな
かったものと認められる」。「したがって，Iの財
産を原資とする本件金員は，原告名義の本件口座
の預金となっており，金融機関との関係では原告
が引き出すことが可能なものではあったものの，
Iの相続人との関係では，遺産の性質を有するも
のであり，原告において活用することができない

2) 裁判所ウェブサイトに公開されている判決文（以下，判決文）21頁では，「平成27年10月13日から同年12月15日
にかけて，本件口座から合計391万2000円を引き出し，自宅で保管した後，平成29年1月11日，これをIの遺産であ
るとして，原告訴訟代理人の口座に振り込んだ」とあり（なお本判決の別紙3として付された本件口座の取引推移
一覧表により［LEX／DB: 25581430で参照可能］，本註引用部記載期間に本件口座から引き出された額が391万2000
円であることは確認できる），他方で，本註に対応する本文にあるように，391万2513円が原告代理人の口座に振
り込まれたとも記載している（判決文25頁）。手持ちの現金を加えて原告代理人口座に振り込んだものと思われ
る。この部分は，控訴審判決でも変更されていない。
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ものであった」。

2 本件金員が原告の「利用し得る資産」に当
たるか

「保護は，生活に困窮する者が，その利用し得る
資産，能力その他あらゆるものを，その最低限度
の生活の維持のために活用することを要件として
行われるものであるが（法4条1項），一方で，法
は，同項の規定にかかわらず，急迫した事由があ
る場合に，必要な保護を行うことを妨げるもので
はないとしており（同条3項），これは，同条1項に
いう利用し得る資産等がある者であっても，それ
を現実に活用することができないなどの理由によ
り，保護の必要が急迫していると認められる場合
には，本来的な保護の受給資格を有するとはいえ
ないものの，例外的に，保護を受けることができ
ることとしたものと解されることからすれば，同
項にいう「利用し得る資産」には，現金等直ちに
活用することが可能な資産はもとより，その性質
上直ちに処分することが事実上困難であったり，
その存否及び範囲が争われるなどの理由により，
直ちに現実に活用することが困難であったりする
資産も含まれるというべきである。
そして，未分割遺産の預貯金について，生活保
護を受けている相続人は，計算上具体的相続分が
存在する限り，権利を放棄しなければ一定の遺産
を相続することができるのであるから，その限度
では，法4条1項の「利用し得る資産」を有するも
のといわざるを得ない。
そうすると，本件遺言の効力を措くとしても，
原告には，Iの相続について，計算上一定の具体的
相続分はあるものと考えられ，少なくともその限
度においては，Iの死亡日において，「利用し得る
資産」を有するに至ったというべきである。」

3 原告が法78条1項の要件を満たすか
法61条が収入等の変動について「届出義務を定
めているのは，保護の実施機関が被保護者の生計
の状況等を把握し，保護の適正を図るためと解さ
れ，被保護者の収入の届出は，保護の実施機関が
被保護者の収入をありのままに把握できる内容で

あることが必要であるからである。したがって，
被保護者が同条に基づき届出義務を負う収入と
は，現実に増加している金銭等であれば，その種
類や原因は一切問わず，後日，保護の実施機関が
収入認定の対象にしないもの及び控除の対象とな
るものをも含むものと解すべきである。
そうすると，本件金員を含め，Iの財産を原資と
して本件口座に入金された金員は，被保護者であ
る原告が法61条に基づき届出義務を負う収入に当
たるといわざるを得ない（なお，遺産については，
調査を要し，詳細が判明していないこともあり得
るが，判明している限度で届出をすれば足りるも
のと解されるとしても，このことは上記判断を左
右しない。）。しかるに，原告は，処分行政庁から
本件口座について調査を受ける前に，処分行政庁
に対し，Iの未分割遺産である預貯金を原資とす
る本件口座への入金について，何ら届出をしてい
ないから，法61条の届出義務を果たしていないこ
とになる。」
「しかしながら，Iの財産を原資とする本件金員
は，金融機関との関係では原告が引き出すことが
可能な預金ではあったものの，Iの相続人との関
係では遺産の性質を有するものであ」り，「未分割
遺産の預貯金は，相続開始と同時に当然に相続分
に応じて分割されるものではなく，遺産分割の対
象となるものであるから，相続人全員の合意がな
い限り，払戻しをすることもできないし，相続人
の1人が活用することもできないものである。そ
うすると，未分割遺産の性質を有する預貯金があ
り，それを現実に活用することができれば，生活
保護を受けている相続人の保護が廃止されるべき
場合であっても，相続人全員の合意が得られない
ときは，生活保護を受けている相続人が当該預貯
金を現実に活用することができない場合に当たる
ものというべきである。」
「原告は，Iの未分割遺産の性質を有する財産に
つき，一定の「利用し得る資産」を有していたも
のの，これは直ちに活用することのできるもので
はなく，原告は本来的には法4条3項により急迫し
た事由がある場合に必要な保護が行われるべき状
況にあり，遺産分割協議等が成立するなどしてこ
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れを現実に活用し得るようになった時点で法63条
により費用返還義務を課され得るにすぎないもの
というべきである。このことに加えて，ほかに特
に増加した資産も見当たらないことを併せて考慮
すれば，Iの未分割遺産の性質を有する財産の存
在によって，原告の保護の受給の可否に影響が生
じるものではないといえる。
そうすると，原告は，処分行政庁に対し，Iの未
分割遺産に係る「利用し得る資産」について届出
をしていないものの，このことをもって，法78条
1項にいう「不実の申請その他不正な手段」により
保護を受けたということはできないと解するのが
相当である」。したがって，法78条1項に基づく本
件徴収決定は違法である。

Ⅲ 評釈

判旨に賛成する。

1 検討の対象
本件徴収決定に関する本判決の判断は，次のよ
うにまとめられよう。本件金員は，原告の管理し
ていた未分割遺産であり，具体的相続分の限度で
原告の「利用し得る資産」に該当し，これを保護
の実施機関に届け出なかった義務違反を原告に認
めうるものの，本件徴収決定時において本件金員
は活用できない状態にあり，原告の届出義務違反
を伴う保護受給を以て法78条1項にいう「不実の
申請その他不正な手段」により保護を受けたとは
言えない。以下では，①本件金員を法4条1項との
関係においていかなる性格のものととらえるべき
か，②法61条の届出義務違反を肯定できるか，③
法78条1項の定めのうちいかなる要件を欠くため
に同項該当性が否定されたかにつき，本判決の判
断を検討する3)。
なお，東京高裁（令和元年（行コ）第248号））

令和2年11月19日判決4)は，被告からの控訴を棄却
した。

2 本件金員の性質決定
（1） 判決の指摘する3つの性質
本判決は，本件金員の性質につき3点，指摘して
いる。第1に，本件金員は，相続人の一人でもある
原告が管理していた未分割遺産である。第2に，
未分割遺産について原告が相続人として有する具
体的相続分が，少なくともその限度で「利用しう
る資産」に該当する。第3に，本件金員は「活用す
ること」ができない状況にあった。

（2） 原告の管理していた未分割遺産
（i）本件金員は原告の管理していた未分割遺産
であるという認定の検討に先立って，相続財産
（遺産の語と互換的に用いる）としての銀行預金
の取扱いに関する最高裁の立場に触れておくこと
が便宜であろう。最高裁は，本件徴収決定・本件
保護廃止決定がなされた後しばらくの最大決平成
28年12月19日民集70巻8号2121頁（以下，最高裁平
成28年決定）において，「共同相続された普通預金
債権，通常貯金債権及び定期貯金債権は，いずれ
も，相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割
されることはなく，遺産分割の対象となる」とし，
それまでの判例を変更した。本判決の「未分割遺
産の預貯金は，相続開始と同時に当然に相続分に
応じて分割されるものではなく，遺産分割の対象
となる」という判示は，これを踏まえている。
他方，Iが原告に行った，自らの口座から預金を
引き出す許可は，銀行預金は「相続開始と同時に
各相続人の相続分割合に応じて当然に分割され，
各相続人は単独で，その分割額につき銀行に払戻
しを請求できる」という変更前の判例の立場に従
わず，「相続預金の払戻しの請求は相続人全員で
共同してすることを要する」としてきた銀行実務

3) 保護廃止決定は，本件の事実関係の下，本件徴収決定が以上の理由で違法とされてしまえば，当然に違法となる
と考えられる。なお，本判決の紹介・検討として吉永（2021）がある。
4) 控訴審判決については，島村暁代立教大学准教授のご尽力により，原告側代理人であった木村真実弁護士から
提供を受けた。記して謝意を表する。なお，本稿脱稿後，控訴審判決は賃金と社会保障1785号34頁以下に掲載さ
れた。また同14頁以下には木村弁護士及び古田理史弁護士による紹介がある。
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に対処するためのものである5)。
（ii）もっとも，Iの行為は，困難を引き入れるも
のであった。仮に，Iの遺産をなす預貯金がI名義
の口座に留めおかれていたならば，当該預貯金を
原告が活用できないことを容易に認定できたと考
えられるからである。相続人の一人である原告が
自分名義の口座で本件金員を管理していたため，
原告が本件金員をIの遺産として相続人全員のた
めに管理しているに止まるか，本件金員がIの遺
産であるとしても，それを横領的に抱え込み自ら
の取り分を確保しつつ自らの生活に充当している
かが，確かに不分明となりやすい。本件の問題が
生じた根本的原因はここにある。
しかし，相続財産の管理を常に第三者に委ねる
ことは求め得ず，相続人が管理する場合も当然に
生じる。相続人自ら管理する場合，相続人の中か
ら管理者が出るとともに，ほかの相続人が管理者
たる相続人の行動をチェックする形でその管理の
適正を図ることになろう6)。したがって，相続人
の一人である原告が管理していたことだけで未分
割遺産の性質が失われるわけではない。未分割遺
産を管理しているに止まるか否かは，管理者かつ
相続人たる原告，ほかの相続人，被相続人の債権
者・債務者等，相続財産の関係者の行動に依存す
る。
（iii）それでは，本件金員について，原告が管理
しているに止まる未分割遺産と性質決定すること
を支えた事実はいかなるものだったろうか。
第1に，Iの遺言，口座から引き出す許可は，こ
の性質決定と微妙な緊張を持つ。その内容に照ら
し，Iの遺言は，Iの預貯金と実質的には等しい本
件金員が本件口座にある状態をもって，原告は遺

言に従い管理しているだけであるとの認定を支え
うる。しかし同時に，Iが，自分が死ぬと自らの預
貯金を引き出せなくなることを不都合と考え，原
告に引き出しを許した理由が問題となる。この不
都合を原告にとってのそれと考えると，I自身は，
自らの預貯金を一時的に原告が自己の生活費に充
てることを黙認していたのではないかとも思われ
る。しかし，現にIの遺言の効力が争われた点に
も鑑み，この不都合はやはりIにとってのそれで
あり，自己の遺言が実現されなくなることへの危
惧から引き出しを許したとも解せる。このような
状況で，原告が，自分にはIの遺産たる預貯金を遺
産分割まで管理することが委ねられただけである
と解釈し，それに従って行動したのであれば，本
件金員を未分割遺産として管理されていたIの遺
産と評価することも適切であろう。
第2に，原告が実際に行った管理態様につき，「I
の財産を原資とする金員を自己のために使用する
などしたことがあった」点が大きな問題となる。
自分名義の口座で管理したことと併せ，保護の実
施機関に多大の疑いを生じさせる行動であった。
しかし，本判決の認定を支持してよかろう。ま
ず，原告が，Iの遺産を原資とする金員を一部自己
のために使用したことがあったとしても，その使
用に係る金員をすべて本件口座に戻している点
は，評価の出発点として良い。Iの遺産を自分の
金にする意識を窺わせない事実として重要であ
る。確かに，流用した事実自体はなくならない。
しかし，流用の期間は本判決の指摘するように比
較的短期に止まり，中途の時間的利益――信用を
別に受けていれば負った筈の利子がないことによ
る受益――も少ない。また，最終的には，E信組

5) 参照，金子（2014），pp.729-730（本文引用部も）。
6) 本稿は，相続財産の相続人による承継をいかなるプロセスで行うべきか議論するものではない。このプロセス
については，例えば金子（2014），pp. 737-755の提案を参照（前提をなす研究として金子（2001，2002，2003，
2004））。本文の叙述は，共同相続の下で穏当な遺産承継を行おうとするならば，遺産を管理するという中間かつ
独立の段階が必要となるはずだという程度の言明に止まる。本文で想定した管理者が立たず相続人間での奪い合
いとなり，遺産分割協議成立前に相続人の一人たる被保護者が遺産の一部を押さえ自己の生活に充てた場合――
残念な相続プロセスだが――，当該部分を収入認定することに問題はない。このことは，正確には本判決の射程
外だが，自己の口座で管理していることを前提に，本件金員の性質を “管理しているに止まる未分割遺産” と性
質決定して（それを論じることが必要だと考え），「活用すること」ができないとしたのだから，本判決も前提にし
ていると理解して良いだろう。
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から正式の信用を受けている。つまり，遺産から
不透明な信用を得続けようとはしていない。以上
のことは，危ない瞬間があったものの，遺産を遺
産として管理しているに止まるという評価を支え
る。さらに，赤字残高の存在，入学金の必要など，
Iの財産を原資とする金員を流用する緊急の必要
を感じやすい状況であったこと，また入学金につ
いてはすぐ後に奨学金が入金されることを予測で
きたことも，本件口座に後に金員を戻しているこ
とを重視して流用が短期間に止まると評価し，本
件金員を原告が管理しているに止まる未分割遺産
と認定することを許す事情として考慮されたと解
される7)。もっとも，本判決で大きくは争われて
いないものの，平成27年10月から約一年間，原告
訴訟代理人の口座に振り込むまで現金として手許
で管理していたことは，非常に問題であった。短
期の流用を疑わせ，また，本件口座の不申告と相
俟って，保護の実施機関に対する発覚を妨げよう
とする意図を疑わせるからである。しかし，現金
として管理していた金員からの流用を証明する責
任は行政が負うであろうし，原告訴訟代理人の口
座に「Iの遺産の預貯金等相当額」を振り込めたこ
とは，大きな流用がなかったと推測させる事情で
あろう。
第3に，原告を囲繞する人的関係は，本判決の認
定を支える。Iの遺言内容に照らせば，口座から
引き出す許可は，遺産管理を原告に委ねる趣旨が
基本である。また，原告に遺産の管理を委ねて信
頼しつつ，財産目録を作り監査を行うNも存在し
た。このNの信頼と監査は，原告が本件金員を横
領的に利用しているのではなく，遺産管理しか

行っていないことを担保する機能を持ったと考え
られる8)。加えて，本件金員が管理される口座は，
Iの関係者にはオープンであった。Iの遺産を構成
する金員がN以外からも直接振り込まれている。
さらに，原告・Nと対立するOの後見人たる弁護士
やPの存在は，Iの遺産のあり方についてチェック
する関係者がさらに存在し，原告がNと意を通じ
て不透明な行動を取ることを妨げる関係が存在し
たことも示す。
（iv）以上からすれば，本件口座に管理されてい
る本件金員はIの遺産であり，原告はそれを管理
していたに止まると認定することは不合理ではな
い。確かに，原告は本件口座を届け出ていない。
しかし，保護の実施機関が本件口座を認知してい
なくとも，本件金員の原資が変わるわけでも，原
告の管理態様・原告を囲繞する人間関係が変わる
わけでもない。保護の実施機関が認知していな
かったことは，原告の管理していた未分割遺産と
いう本件金員の性質決定には無関係の事実と評価
される。

（3） 未分割遺産の「利用し得る資産」該当性と
その範囲

では，原告の管理していた未分割遺産たる本件
金員は，法4条1項にいう「利用し得る資産」に該
当するか。判旨に引用した本判決の立場は，後述
の最判昭和46年6月29日民集25巻5号650頁を踏ま
えたものであり，妥当であろう9)。
本判決は，未分割遺産たる預貯金について，相
続人は計算上具体的相続分が存在する限り，少な
くともその限度では原告は「利用し得る資産」を

7) 判旨には引用しなかったが，本判決は，使用した「金額，使途等を考慮すると，全体としてみれば，原告が保護
基準を上回る生活を享受したということはできない」と述べており（判決文28頁），これは，以上の点を最終的に
確認するものであろう。
8) 巨視的にみれば，原告とNは，ほかの相続人O，Pと対立し，相互に連帯する立場にある。しかし，だとしても，
原告とNは，流用を見逃してもらうことを期待する，流用を見逃すといった関係ではなかったことになる。本件
金員と原告との関係を本判決のように理解するにあたっては，Nの存在が決定的な意味を持ったと考えられる。
9) 法4条1項にいう「利用し得る」の意義につき，立案者は「資産についていえば，現実に使用，収益，処分の権能
を持つていること」としているものの，「その他あらゆるもの」について，「現実には資産になつていないが一挙手
一投足の労で資産となし得るもの，例えば，確認を受けていない恩給権はこれに当たる」としており（小山
（1951），p.121），「資産」と「その他あらゆるもの」の仕分けが現在の下級審・行政実務と異なっていた可能性が
認められるとはいえ，法4条1項に基づき「利用し得る」とされる財産の範囲，その取得時の判断等について，現在
の下級審・行政実務とそこまで異なることを考えていたわけではないと思われる。
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有するとする。相続財産のうち相続人に帰属する
財産の割合（部分）を考えると，この判断になる
とは考えられる。これにより被告行政の主張を否
定した点は，遺産分割を進行させる機能を持ち
え，この点が重要かもしれない。しかし，本件費
用徴収決定の適法性との関係では，次に検討す
る，本件金員は「活用すること」ができない資産
であるという認定こそがレレヴァントである。

（4） 未分割遺産の活用可能性
本判決は，未分割遺産の預貯金は遺産分割の対
象となることから，相続人全員の合意が認められ
ない本件では，原告は本件金員を現実に活用する
ことができないとする。最高裁平成28年決定・銀
行実務を前提とすれば，そうなる。同時に，原告
がIの死亡日において「利用し得る資産」を有する
ことになったとしても，現実に活用することがで
きない場合，法4条3項に基づく急迫保護の対象と
なり，「遺産分割協議等が成立するなどしてこれ
を現実に活用することができるようになった時点
で」法63条に基づき費用返還義務が課せられ得る
という本判決の議論は，前掲最判昭和46年6月29
日が，存否・範囲の争われている損害賠償請求権
と生活保護法4条，63条との関係に関して行った
判示を踏まえている10)。
行政実務も，以上の立場を共有していると考え
られる11)。すなわち，生活保護手帳別冊問答集は，
「被保護者が財産を相続することとなったが，相
続人が多数のため遺産分割手続に期日を要した場
合」における「法63条に基づく返還費用の対象と
なる資力の発生時点は，被相続人の死亡時と解す
べきであり，遺産分割手続により被保護者が相続
することとなった財産の額を限度として，被相続

人死亡時以後に支給された保護費について返還請
求の対象とする」としている12)。ここでは，返還
費用算定に係る始期を被相続人死亡時とすること
に主眼があるけれども，「遺産分割手続により被
保護者が相続することとなった財産の額を限度と
して」という記述に照らし，遺産分割手続終了後
にはじめて返還請求を行えることは前提になって
いる。したがって，本判決の判断は，原告が本件
金員を未分割遺産として管理していたに止まるこ
と，遺産分割が成立していないことを認定されて
しまえば，行政としても否定できない帰結であっ
たろう。

3 法78条1項該当性否定の論理
（1） 法61条の解釈
法61条の届出義務の範囲に関する本判決の解釈
も支持して良いだろう。収入認定の対象とするか
否か，資産活用を求めるか否かを適切に判断する
ためには，収入認定の対象とならない収入，資産
活用の対象としない資産も含めて「生計の状況」
の変動を届け出てもらう必要があり，本判決の立
場は，基本的に正当である13)。
とりわけ未分割遺産である本件金員について
は，原告が相続分を有すること，自分名義の口座
で管理していることいずれに照らしても届け出る
べきであった。前者の点は，資力の発生という観
点から届出の必要性を基礎付けるし，後者の点
も，自分名義の口座の出入金は通常，自らの生計
の状況を示すことを考えると，収入認定除外によ
りその性格を明確にし14)法78条1項の「不正な手
段」該当の疑いを払拭するためにも，届出が必要
である。それ故，本件で原告に法61条の届出義務
違反を認めることは適切である。

10) 被保護者の遺留分減殺請求権行使による金員取得との関係で「利用し得る資産」の取得時点を論じたものとし
て，横浜地判平成31年1月16日判例自治455号65頁がある。この判決は，訴訟上の和解において被保護者が得た金
員を遺留分減殺請求権行使の結果であると認定した上で，この金員を「利用し得る資産」として取得した時点を
相続開始時とした。
11) 処分行政庁は，届出のあったことが必要と考えたのかもしれない。しかし，これは，不用意な判断であった。
III3（2）を参照。
12) 生活保護手帳別冊問答集（2021）問13-6（引用部はpp.424-425）。
13) 立案者の解釈も同様である（小山（1951），p.642）。
14) これにより，被保護者の生活に充当すべき金銭でないことを保護の実施機関も認識することになる。
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さらに，分割前相続財産について未確定であれ
相続分を有することは，単独で届出義務を基礎付
けると考えるべきであろう15)。すなわち，仮にN
がIの預貯金を管理していた場合，I名義の口座に
そのまま預貯金が残されていた場合も，原告には
届出義務が生じていたと考えるべきであろう。そ
の範囲・額は未確定であるにせよ，「利用し得る資
産」を構成する相続財産持分を相続開始により取
得した以上，「生計の状況について変動が」あった
と考えられ，また，法63条に基づく費用返還を予
定した生活保護に切り替わった時期，遺産分割成
立を踏まえて費用返還命令を行ってよい時期は，
相続財産を被保護者自身が管理しているか否かに
かかわらないからである。

（2） 法78条1項にいう「不正な手段」該当性，
それにより「保護を受け」たことの該当性

もっとも，本判決は，原告の届出義務違反が法
78条1項の「不正な手段」に該当するか否かは判断
せず，むしろ，本件金員の存在によって原告の保
護受給の可否（及びさしあたり額についても）に
影響が生じないことに着目し，届出義務違反に

・

よ
・

っ
・

て
・

「保護を受けた」という関係にないとして
法78条1項に基づく費用徴収決定は行えないとす
る論理を示したと解される。これは，本件金員が
未だ活用できないことから，現時点では，法63条
の費用返還命令によることも含めて保護費の「取
り戻し」を行う原因がないという思考であろう。
これは，本件金員の理解からすれば素直な，ある
べき理解・構成である。

4 残された問題
（1） 生活保護法上の問題
（i）本件は，共同相続のケースであった。これ
に対し，被保護者が単独相続する場合，遺産分割

を観念する必要がなく，現在の法状況では，「利用
し得る資産」を取得したものの「活用すること」
ができないという段階が明確には表れない，また
は極小化される可能性が高い。ただし，これも本
判決の射程内の事態であり，遺産を「活用するこ
と」ができない段階が縮減される結果，本判決の
認定した状況が生じにくいということでしかな
い16)。
（ii）最高裁平成28年決定を受けて，平成30年法
律72号は民法909条の2，家事事件手続法200条3項
を新設し，特に前者は，一定の限度内で相続人が
遺産分割前に相続財産を構成する預貯金債権を単
独行使することを認めた。
民法909条の2に基づく単独行使を相続人たる被
保護者が自発的に行った場合，これにより取得さ
れた金銭は収入認定されて良いであろう。「利用
し得る資産」を実際に活用したと言えるからであ
る。では，相続人が単独行使しない場合に，保護
の実施機関が同条に基づき単独行使できる上限額
まで相続開始時から活用可能な資産であるとして
収入認定できるか。民法909条の2は単独行使を積
極的に求めている訳ではなく，また，単独行使を
行っても行わなくても，遺産分割により定まった
具体的相続分として認定できる収入（資産）は変
わらないから17)，単独行使できる上限額を相続開
始とともに収入認定させる必要はないと思われ
る。

（2）（市）民法上の問題
本件において，原告は，本件金員を未分割遺産
として管理しており，遺産に対する相続分の限度
で「利用し得る資産」を有するけれども，「活用す
ること」ができる状態にはないと認定された。
我々は，この状態を的確に表現する法学上の概念
を日常的に有しているだろうか。

15) ただし，後註18も参照。
16) 本判決の射程につき，前註6も参照。
17) 相続財産が債務超過でないこと，被保護者が相続放棄を行わないことが前提である。最高裁は，相続放棄につ
いて詐害行為取消権の対象とならないとしており（最判昭和49年9月20日民集28巻6号1202頁。民法424条2項も参
照），同判決が示す議論とのバランスを考えると，生活保護法の定める資産活用原則を基礎に，被保護者による相
続放棄が制限される，あるいは無効となると現行法を解釈することは，おそらく妥当を欠く。立法による対応を
図る必要があるかの検討は，機会を改めたい。
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本件で問題となった状態を，原告が本件金員を
自己の支配下で管理していることから，占有して
いるとだけ理解すると，管理しているだけで自ら
の生活に充当していない状態と，自らの生活に充
当できるものとして支配・利用している状態との
区別がつかない。本件での処分行政庁の行動は，
今述べた区別をする日常的な意識，その意識をも
たらす概念が一般的でないことの反映ととらえら
れる。
加えて，Iの遺産を構成する個々の財産に対す
る関係と，Iの遺産全体に対する関係とを分けて
観念できる。仮にIが別に土地も保有しており，
遺産を構成するこの土地をNが管理したと想定し
よう。この場合，III3（1）で述べたところからす
れば，原告は，自らの管理する本件金員だけでな
く，土地・預貯金等からなる遺産全体に対する相
続分の存在も保護の実施機関に届け出る必要があ
る。後者の届出義務を基礎付けるものは，原告だ
けが本件金員との間に有する関係とは別の，ほか
の相続人（N，O，P）と同質の，Iの遺産全体に対
して原告が有する関係である。この二種の関係は
互いに異なり，それぞれが届出義務を基礎付けて
いる18)。
民法が，これらの関係を区別して把握するため
の概念を持っていないとは言えない。端的な占有
と区別される，ローマ法における資産占有
（bonorum possesio），最判平成17年3月10日民集59
巻2号356頁を手掛かりに議論される管理占有と
いった概念は19)，原告と本件金員との関係をとら
えるために，一定の役割を果たす可能性がある。
しかし，現在これらの概念が確立した理解の下で
広く用いられているとも言い難く，本稿がここで
行った議論自体が示すように，生半可な議論は火
傷を招く危険がある。したがって，本判決が，未

分割遺産の管理という（市）民法とも交錯する問
題を取扱いながら，徹頭徹尾，法4条1項にある概
念だけ――「利用し得る資産」か否か，「活用する
こと」ができるか否か――用いて議論したこと
は，手堅く賢明であった。しかし，同時に，市民
法上の一般的法概念との接続を切ったまま，人と
物との関係（被（要）保護者と資産との関係）を
把握するための理解を生活保護法の世界の中だけ
で構築・維持できるだろうか。市民法に見られる
一般的法概念と接続させず生活保護法に閉じこ
もって議論し続けなければならないとすれば，そ
れはかえって悲劇なのではないか。だとすれば，
本件は，法学者一般に伝えられる必要がある。本
件は，それに値する事件として，生活保護法に止
まらない，法学一般に関する意味も含んでいると
思われる。
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18) 具体的相続分が未確定の段階でも届出義務が生じる根拠は，未確定であれ相続財産に対する持分を相続開始に
より取得したことにさしあたりは求めうるだろうが（前註15に対応する本文），未確定でも相続開始時に届出なけ
ればならないことを基礎付ける要素をさらに考えると，ヨリ精確には，具体的相続分のあり方に依存しない，被
相続人の遺産全体に対して有することになったほかの相続人と同質の関係に求めるべきであろう。
19) さしあたり日本法に即して木庭（2018），pp.81-89（特にpp. 84-86, pp. 88-89），pp.234-235を参照。端的な占有に
ついて同書，pp.216-223も参照。
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社会保障と法：社会保障と法政策

年金改革と遺族年金のあり方

菊池 馨実＊

Ⅰ はじめに

公的年金には，老齢・障害・遺族給付の3類型が
ある。これらのうち，年金給付の規模からみた場
合，中核的な位置づけを与えられるのが老齢年金
である。2019（令和元）年度末現在，受給権者
ベースで，老齢・退職年金が47兆4802億円である
のに対し，障害年金2兆3828億円，遺族年金7兆
3109億円となっている1)。本格的な少子高齢社会
の到来を迎え，総じて立法・政策担当者や国民の
関心も老齢年金に向きがちである。

Ⅱ 近時の議論状況

こうした傾向は，公的年金制度の改正経過をた
どることによっても伺い知ることができる。例え
ば，過去10年間の主な改正時における障害年金及
び遺族年金固有の制度改正に着目した場合，2012
（平成24）年のいわゆる年金機能強化法（公的年金
制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のため
の国民年金法等の一部を改正する法律）により，
遺族基礎年金の支給を，従来の母子家庭のみなら
ず父子家庭へも拡大したこと，そして2013（平成
25）年のいわゆる健全性信頼性確保法（公的年金
制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金
保険法等の一部を改正する法律）により，障害・
遺族年金の支給要件に係る特例措置の10年延長を
行ったことが挙げられるにとどまる。換言すれ
ば，この間における改正項目のほとんどは，老齢

年金を念頭に置くものであった。
公的年金関連の制度改正に際して議論が行われ
る社会保障審議会年金部会でも，老齢年金が中心
的な議題であり，障害年金及び遺族年金が取り上
げられることは少ない。同部会での過去10年間の
主な議題をみても，障害年金及び遺族年金が取り
上げられたのは，以下の機会にとどまる。
2011（平成23）年10月31日の第5回部会におい
て，「その他の制度改善事項」の一環として，遺族
基礎年金の男女差が取り上げられた。その後，年
末の「議論の整理」では，当初案では，「遺族年金
の支給対象範囲の拡大については，……引き続き
検討する」こととされたのに対し，部会での議論
を経て最終的には，「遺族年金の支給対象範囲の
拡大については，……基本的には男女差を解消す
る方向で，引き続き検討する」こととされた。こ
れを受けて2012（平成24）年1月23日の第9回部会
では，遺族基礎年金につき，父子家庭への遺族基
礎年金の支給と，支給要件の判定基準（生計維持
要件）のうち収入要件の適正化が取り上げられ，
同年2月14日の第11回部会において，前者につき
支給対象に含める一方，後者につき引き続き検討
課題とされた。この前者が2012年改正へと結びつ
いたものである。
次いで，2014（平成26）年11月4日の第27回部会
において，遺族年金制度の在り方について資料が
提出され，現行の仕組みに残る男女の要件の違い
をどう考えるか，遺族年金の制度設計（特に養育
する子のいない場合）の男女差が論点として提示
された。その後，翌2015（平成27）年1月の「議論

＊早稲田大学法学学術院 教授
1) 社会保障審議会年金数理部会国立社会保障・人口問題研究所『公的年金財政状況報告－令和元（2019）年度－』
125頁。
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の整理」では，これらの点を含め，時間をかけて
基本的な考え方の整理から行っていくのがよいの
ではないかとの認識を共有するにとどまった。そ
の際，第3号被保険者が死亡した場合にも支給さ
れる遺族基礎年金の取扱いについても検討課題と
された。
その後，2019（平成31）年3月13日の第8回部会
において，遺族年金制度について資料が提出さ
れ，諸外国の遺族年金制度とその改革動向を含め
た紹介がなされた。ただし，特定の論点が提示さ
れたわけではなく，当日のほかの議題との時間配
分の兼ね合いで，事務局による資料の解説にとど
まり部会での議論も行われず，同年末の「議論の
整理」でも触れられていない。

Ⅲ 年金改革の動向と次期制度改革

21世紀に入り，公的年金制度は，2004（平成16）
年の大改正の後，2012（平成24）年，2013（平成
25）年，2014（平成26）年，2016（平成28）年，
2020（令和2）年と相次いで法改正が行われてき
た。
このうち直近の2020（令和2）年改正では，先述
した2019（令和元）年末の年金部会「議論の整理」
に基づき，2020（令和2）年通常国会に「年金制度
の機能強化のための国民年金法等の一部を改正す
る法律案」が提出され，可決成立した。公的年金
に係る主な改正内容としては，①被用者年金の適
用拡大（ⅰ．短時間労働者を被用者保険の適用対
象とすべき事業所の企業規模要件の段階的引下げ
（500人超→100人超〔2022年10月〕→50人超〔2024
年10月〕），ⅱ．5人以上の個人事業主に係る適用
業種への，弁護士，税理士等の資格を有する者が
行う法律または会計に関する業務の追加など），
②在職中の年金受給の在り方の見直し（ⅰ．在職
中の老齢厚生年金受給者〔65歳以上〕の年金額の
定時改定を毎年行うこととする，ⅱ．低所得者在
職老齢年金〔低在老〕制度の見直し〔支給停止が
開始される賃金と年金の合計額の基準を28万円か
ら47万円（令和2年度額）に引き上げ，支給停止と
ならない範囲を拡大する〕），③受給開始時期の選

択肢の拡大（60歳から70歳の間となっているの
を，60歳から75歳の間へと拡大する）など，重要
な改正事項が並んだ。
年金制度には長期的な財政の均衡が欠かせない
ため，政府は少なくとも5年ごとに財政の現況及
び見通しを作成しなければならないとされている
（国年4条の3第1項，厚年2条の4第1項）。この財政
検証は，直近では2019（令和元）年に行われ，2020
（令和2）年改正へと結びついた。最近は財政検証
結果をもとに法改正に向けた議論が本格化するた
め，次回財政検証に基づく法改正は，2025（令和
7）年前後になりそうである。
ただし，既に次回制度改革に向けた方向性は一
定程度示されている。2020（令和2）年12月25日の
社会保障審議会第86回年金数理部会に提出された
資料によれば，基礎年金と厚生年金（報酬比例部
分）のマクロ経済スライドの調整期間の乖離が大
きくなっているため，これらを一致させた場合に
将来の給付水準がどのようになるか試算を実施す
るとともに，2019（令和元）年財政検証のオプ
ション試算で基礎年金水準の上昇に効果が大きい
ことを確認した，基礎年金の保険料拠出期間を40
年から45年に延長した場合の影響を加えた試算を
実施した。いずれも，マクロ経済スライドによっ
て基礎年金の給付水準が将来的に大きく低下する
ことへの懸念が，強い問題意識として根底にあ
る。これらの事項，すなわち基礎年金と厚生年金
のマクロ経済スライド調整期間の一致と基礎年金
拠出期間の45年への延長は，次回制度改革の有力
な柱になり得るものと思われる。加えて，被用者
年金の適用拡大もまだ道半ばであり，企業規模要
件の50人以下へのさらなる適用拡大や，個人事業
所の非適用業種へのさらなる適用拡大なども課題
となろう。

Ⅳ 遺族年金をめぐる論点―解釈論と政策論―

これに対して，遺族年金についても，先述した
ように年金部会でまったく議論がなされていない
わけではなく，後述するように制度見直しの必要
度は高い。特徴的なのは，論点のいくつかをめ

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3304



0210_社会保障研究_【菊池】_SK.smd  Page 3 21/12/15 09:32  v4.00

ぐって，裁判上も争われており，その意味で法解
釈論と政策論が交錯する場面であることである2)。
以下では，いくつかの論点につき言及しておきた
い。
まず，これまでも議論されてきた男女の支給要
件の違いの見直しである。2012（平成24）年改正
で遺族基礎年金を父子家庭にも支給することに
なったものの，ⅰ．遺族厚生年金で夫にのみ課さ
れる年齢要件（子のいる妻は年齢を問わないが，
夫は55歳以上の場合に限り，60歳に達するまでは
遺族基礎年金の受給権を有する場合を除き支給停
止），ⅱ．遺族厚生年金が子のない妻にのみ支給
される（ただし夫の死亡時に30歳未満の場合5年
間の有期給付），ⅲ．遺族厚生年金の中高齢寡婦
加算，ⅳ，寡婦年金，の諸点で依然として相違が
ある。支給要件の男女差については，裁判上も争
われているものの，上級審で違憲ないし違法とさ
れ確定した事例は見当たらない3)。ただし，ある
制度が合憲ないし適法であることが当然に政策論
的にも妥当ということにはならない。
このテーマについて，筆者は既に本誌上で包括
的に考察したことがあり，現在でも見解は変わっ
ていない。結論のみ記しておくと，子が独り立ち
するまでの扶養に関連する親子年金的な性格をも
つ給付については，男性（夫）配偶者にも拡大す
ることに合理性が認められる一方，もっぱら生存
配偶者の生活保障を目的とした給付については，
労働市場の動向をみながら随時有期化していくこ

とが適切である。こうした観点から，少なくとも
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある子などを扶養する男性（夫）に対する遺族厚
生年金の支給は認められて然るべきである一方，
労働市場や女性の就業の動向などを見極めなが
ら，子のない妻への有期支給の拡大（さしあたり
30歳代まで）などが検討されるべきである4)。
次に，死亡時の生計維持要件のうち収入要件の
扱いである。この点についても裁判で争われてお
り，結論は分かれている5)。生計維持要件は，保険
事故発生時に受給権が発生するかを判断するため
の要件（権利発生要件）であり，受給権が発生し
なかった場合，たとえその後収入が下がっても，
支給停止の解除と異なり支給が開始されることが
ない性質のものであるとされ，政府説明によれ
ば，こうした法的性格から，通常の所得制限によ
る支給停止と同様の考え方は採ることができず，
社会通念上著しく高額の収入があるもの，すなわ
ち通常の所得分類の最高位に該当する者というこ
とで被用者年金の上限10％にあたる年収を基準と
して採用したとされている6)。そうした政策判断
自体，一概に不合理とはいえないが7)，少なくとも
基準を一定程度引き下げるか8)，あるいは一定期
間（例えば5年間）に限って支給停止とする扱いが
できないか（その間，支給停止が解除されなけれ
ば失権する）など，法的観点を踏まえた検討を行
う必要性は高いといえる。
また少子化対策の下，一連の制度改正がなされ

2) 岩村正彦＝菊池馨実＝嵩さやか「〈研究座談会〉解釈論と政策論」『社会保障法研究』8号（2018年）3頁以下参照。
3) 平成24年改正前国民年金法上の遺族基礎年金の男女差（妻にのみ支給）につき，憲法14条1項違反はないとした
事案として，東京地判平25・3・26判例集未登載（LEX／DB文献番号25511386）及びその控訴審である東京高判平
25・10・2判例集未登載がある。菊池馨実「遺族年金制度の課題と展望」『社会保障研究』1巻2号（2016年）363頁。
また地方公務員災害補償法上の遺族補償年金の男女差（夫のみ55歳以上との年齢要件）につき，大阪地判平25・
11・25判時2216号122頁は憲法14条1項違反を認めたのに対し，控訴審である大阪高判平27・6・19判時2280号21頁
及び上告審である最3判平29・3・21集民255号55頁は合憲とした。
4) 菊池・前掲論文（注3）366-367頁。
5) 適法としたものに，東京地判令元・12・6判例集未登載（LEX／DB文献番号25583330。早期退職と実母の介護），
東京地判令元・7・12裁判所ウェブサイト（市会議員の任期満了），東京地判平29・1・13判例集未登載（LEX／DB
文献番号25537811。公立高校教諭の公務員給与削減），違法としたものに，東京地判平30・4・18裁判所ウェブサイ
ト（社外取締役の退任）。
6) 第27回社会保障審議会年金部会「資料3：遺族年金制度の在り方」（平成26年11月4日）5頁。
7) 基準の適法性につき明言したものとして，東京高判平15・10・23訟月50巻5号1613頁。
8) 菊池・前掲論文（注3）367頁。
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ている中で9)，遺族基礎年金の第3子以降の加算額
が大幅に減額される扱いにつき，第2子と同額か
むしろ高額にすべきではないかも現実的な課題と
なろう。
老齢年金の安定性と十分性を図るための改革が
日本の社会保障全体にとって重要であることは言

を俟たないとしても，遺族年金改革の必要性も高
い。次期改正に向けた政策的取り組みを期待した
い。

（きくち・よしみ）

9) 直近では，2021（令和3）年健康保険法等改正により，国民健康保険の保険料（税）について，子ども（未就学
児）に係る被保険者均等割額を減額し，その減額相当額を公費で支援する仕組みを導入したのに続き，同年育児
介護休業法等改正により，子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創
設するとともに，それに合わせて育児休業給付の規定を整備した。さらに同年児童手当法等改正により，高額所
得者に係る児童手当特例給付を廃止し，待機児童対策の財源に充てることとした。ただし，これらのうち特例給
付廃止に対する疑問として，菊池馨実「育児休業給付の見直し」『週刊社会保障』3121号（2021年）26-27頁。
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Ⅰ 事実の概要

（1）X（原告）は昭和21年生まれの女性であり，
昭和44年10月にA（昭和15年生まれ）と婚姻し，両
名の間には，昭和45年にB（長女）とC（長男）が
出生した。Xは婚姻後，Aと同居し専業主婦とし
て生活していたが，平成15年5月，Aによる暴力に
耐えかねて自宅を出て，以後，Aが死亡するまで
同人と同居することはなかった。
（2）Aは，平成6年5月に万引きした疑いで逮捕
され，起訴猶予となった。その後Aは，平成24年
10月に銀行で職員に暴行を加え，平成25年3月に
は女性に暴行したとの罪で，H地方裁判所におい
て，懲役1年4月執行猶予4年の有罪判決を受けた。
さらにAは，同年12月にスーパーマーケットで店
員に暴行したとの罪で，平成26年2月，同裁判所に
おいて懲役1年2月の有罪判決を受け，同判決は控
訴審における棄却判決を経て確定したため，上記
の執行猶予が取り消され，平成28年8月下旬までI
刑務所で服役した。
（3）Aは，昭和34年に入社したE会社で上記の逮
捕・起訴猶予後の平成6年6月末まで勤務した後，
同年7月からF会社に勤務し，平成23年4月末に定
年退職した。
（4）Aは，B及びCが出生した頃からXに対し暴
力を振るうようになり，平成2年頃からXやBに対
し頻繁に暴力を振るうようになった。B及びCが

就職などのため家を出た後，Xは平成11年1月，A
により顔面を殴打され，全治1か月を要する鼻骨
骨折の障害を負った。その後も，XはAの暴力に
より身の危険を感じ，複数回にわたり家出したこ
とがあった。平成15年5月14日，XはAから激しい
暴力を受けた上，「明日はバットを持ってきてた
たき殺すから，がん首洗って待っておけ。」と言わ
れ，生命の危険を感じ，翌15日にAが外出してい
る隙にBに迎えに来てもらい，Aとの別居生活を
開始した。
（5）別居開始後，Xは実家やB，Cの家などに身
を寄せるなどしていた。その間，平成15年6月に
市の弁護士相談で，Aの暴力について相談したと
ころ，別居して身を守ることを優先すべきとの助
言を受け，XはAとの別居が長期化してもやむを
得ないと覚悟した。Aが健康保険に加入していな
かったため，自ら加入の必要性を感じたXは，平
成16年4月に住民票上の住所をCの住所に移した。
別居開始後，Xは生活を自らの老齢基礎年金のほ
か，Aの口座から引き出した預貯金などで賄って
いた。XがAと直接会ったり電話で話したりする
ことはなく，離婚に向けた働きかけをすることも
なかった。
（6）Aは，平成28年8月下旬にI刑務所を出所した
後，同月21日頃から同月31日頃までの間に自宅で
死亡した。Aの死亡は9月6日に発見され，死亡の
届出はXによってなされた。Xは，同年10月12日，
Aを被保険者とする遺族厚生年金の裁定請求（本

＊早稲田大学法学学術院 教授

社会保障判例研究（東京地裁令和元年12月19日判決） 307

社会保障と法：社会保障判例研究

DVによる別居と遺族年金の支給

令和元年12月19日判決
東京地方裁判所平成30年〔行ウ〕第322号
賃金と社会保障1755号32頁〔確定〕

菊池 馨実＊



0211_社会保障研究_【菊池】_SK-2.smd  Page 2 21/12/17 09:11  v4.00

件裁定請求）を行った。これに対し，処分行政庁
（厚生労働大臣）は，同年11月30日，XがAの死亡
当時に同人によって生計を維持していた遺族とは
認められないとの理由で，Xに対し遺族厚生年金
を支給しない旨の処分（本件不支給処分）を行っ
た。社会保険審査官への審査請求及び社会保険審
査会への再審査請求がいずれも棄却された後，X
がY（被告国）を相手取って，本件不支給処分の取
消しとともに，厚生労働大臣が本件裁定請求に係
る遺族厚生年金の支給裁定をすることの義務付け
を求めて訴えに及んだのが本件である。
（7）なおXは，Aの妻として自己の老齢基礎年金
へ加算される振替加算の請求をしたところ，平成
30年4月5日付けで，Xが65歳に達した平成23年11
月当時においてXとAとの間に生計維持関係が
あったと認められることを前提に，同年12月に
遡って振替加算の認定がなされている。

Ⅱ 判旨

請求認容
（1）「厚年法59条1項が，遺族厚生年金を受ける
ことができる遺族について，被保険者等の死亡当
時，その者によって生計を維持したものであるこ
とを要する（生計維持要件）としているのは，被
保険者等の死亡によって生計の途を失う者は生活
保障の必要性が高いため，これを遺族厚生年金の
支給対象として保護しようとするものと解され
る。」
厚年法59条4項の委任を受けて定められた同法
施行令3条の10は，「同条に定める生計同一要件及
び収入要件を満たす配偶者は生計維持要件に該当
する旨を規定しており，同条がこのように定めて
いるのは，被保険者等と生計を同じくし，かつ一
定の収入以下である配偶者は，通常，被保険者等
の収入によって生計を維持していたものと推認す
ることができることを前提に，被保険者等の収入
の具体的金額や，それが当該配偶者の生計を維持
する上でどの程度の割合を占めていたか等を問わ
ず，生活保障の必要性があるものとして生計維持
要件該当性を認める趣旨であると解することがで

きる。」
「なお，生計同一要件等の認定に係る行政庁の
運用指針を定める……認定基準①ウ（イ）は，『単
身赴任，就学又は病気療養等のやむを得ない事情
により別居しているが，生活費，療養費等の経済
的な援助が行われていることや，定期的に音信，
訪問が行われていることといった事実が認めら
れ，その事情が消滅したときには，起居を共にし，
消費生活上の家計を一つにすると認められると
き』であれば生計同一要件を満たすものとし認定
し得ることとしているが，これは，当該配偶者が
被保険者等と別居し，住民票上の世帯及び住所も
別にしているが生計同一要件を満たすと評価でき
る典型的な場合について定めたものというべきで
あり，夫婦の在り方にも様々なものがあり得るこ
とに照らせば，生計同一要件を満たすと評価され
る場合を認定基準①に定める場合に限定するのは
相当ではない。この点，認定基準総論ただし書に
おいて，認定基準の定めに従うことにより生計維
持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れ
たものとなり社会通念上妥当性を欠くこととなる
場合には，認定基準の定めによらずに認定すべき
ものとしているのは，以上に説示したところと同
旨をいうものとして正当というべきである。」
（2）「本件において，Xは，被保険者であるAの
死亡当時，同人と住民票上の世帯又は住所を同一
にしておらず，起居を共にしていたとも認められ
ないため，それでもなお生計同一要件を満たすと
評価できる事情があるといえるか否かについて，
上記（1）のような観点から検討する。」
「①XがAとの別居を開始したことはやむを得な
い事情によるものであり，別居が長期間に及んだ
ことも相応の理由に基づくものといえるところ，
②別居中のXの生計を維持するには，Xの年金収
入およびCやB等による経済的援助だけでは足り
ず，Aの収入から得られた財産（同居時貯蓄金及
び別居時持出金）を用いることが不可欠であった
ものであり，Xが持ち出すなどした金銭を生活費
に充てることについてはXも黙認していたもので
ある。また，③長期間に及ぶ別居にもかかわら
ず，X又はAのいずれからも離婚に向けた働きか

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3308
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けがされたことはなく，そのほかの両名の行動に
照らしても，XとAとの婚姻が形骸化し，婚姻が解
消されたのと同様の状態にあったとは評価するこ
とができない。これらの事情に照らせば，Xは，
別居中も，Aとの婚姻関係を基礎として，同人の
収入によって生計を維持していたものということ
ができるから，Aの死亡当時同人と生計を同じく
していた（生計同一要件を満たす）ものと評価す
るのが相当である。」
（3）「以上によれば，Xについては，厚年法施行
令3条の10に定める生計同一要件及び収入要件の
いずれも満たすものと認められ，したがって，厚
年法59条1項にいう生計維持要件を満たすものと
認められるから，同項に定める遺族厚生年金を受
けることができる遺族に該当する。そうすると，
Xがこれに該当しないことを理由として遺族厚生
年金を支給しないものとした本件不支給処分は違
法であり，取り消されるべきである。」
以上に加えて，本件裁定請求に係る遺族厚生年
金の支給裁定の義務付けを求める訴えについて
も，厚生労働大臣（処分行政庁）に対し，本件裁
定請求に係る遺族厚生年金の支給裁定をすべき旨
を命ずるのが相当であるとして，これを認容し
た。

Ⅲ 検討〔結論賛成〕

（1） はじめに
本件は，夫の暴力（いわゆるドメスティックバ
イオレンス〔DV〕）から逃れるため長期間にわた
り別居生活を送っていた妻が，夫の死亡による遺
族厚生年金の裁定を求めたのに対して，厚生年金
保険法（以下厚年法）59条1項にいう「被保険者の
死亡の当時，その者によって生計を維持したも
の」（生計維持要件）に該当しないとして不支給と
した処分の適法性を争い，処分の取消と支給裁定
の義務付けがともに認められた事案である。
従前より，遺族年金の不支給処分が裁判所で争
われた事例は少なくない。そうした中で本件は，
DVを背景とした紛争である点，なかでも別居し
てから13年間という相当長期にわたった事案で不

支給処分が取り消された点に特色がある。
以下では，本件との関連で法令等の定めを確認
した後（2），遺族年金の不支給処分をめぐる従来
の判例・裁判例の動向を概観したうえで（3），Xの
請求を認容した本判決の評価を行う（4）。

（2） 本件に関連する法令等の定め
本件で争点となっている遺族厚生年金の支給要
件は，大別して二つに分けられる。
第1に，被保険者又は被保険者であった者が厚
年法58条1項1号ないし4号のうちいずれかに該当
することである（厚年58条1項）。本件との関連で
は，「老齢厚生年金の受給権者（保険料納付済期間
と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上で
ある者に限る。）又は保険料納付済期間と保険料
免除期間とを合算した期間が25年以上である者
が，死亡したとき」（いわゆる長期要件。4号）へ
の該当性が問題となる。
第2に，遺族厚生年金を受けることができる遺
族は，被保険者又は被保険者であった者の配偶
者，子，父母，孫又は祖父母……であって，被保
険者又は被保険者であった者の死亡の当時……そ
の者によって生計を維持したものとされている
（同59条1項）。このようにいわゆる生計維持関係
の存在が必要である（生計維持要件）。この要件
を設けた趣旨は，本判決によれば，「被保険者の死
亡によって生計の途を失うものは生活保障の必要
性が高いため，これを遺族厚生年金の支給対象と
して保護しようとするもの」と述べられている。
法59条4項によれば，生計を維持していたこと
の認定に関し必要な事項は，政令で定めるものと
し，政令に委任している。そして，これを受けた
法施行令3条の10は，当該被保険者又は被保険者
であった者の死亡の当時「その者と生計を同じく
していた者」（生計同一要件）であって「厚生労働
大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有
すると認められる者」（収入要件）以外のものその
他これに準ずるものとして厚生労働大臣の定める
者と規定している1)。この「厚生労働大臣の定め」
として実務上重要な役割を果たしてきた通知が，
「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いに

社会保障判例研究（東京地裁令和元年12月19日判決） 309
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ついて」であり，昭和61年に発出したもの（以下，
旧通知）を廃止し，新たに平成23年に発出された
（以下，本通知）2)。
本件との関連では，収入要件充足性については
争いがなく，法施行令3条の10にいう生計同一要
件該当性が争点となっている。
本通知によれば，生計同一に関する認定要件に
つき，ア 住民票上同一世帯に属しているとき，
イ 住民票上世帯を異にしているが，住所が住民
票上同一であるとき，ウ 住所が住民票上異なっ
ているが，次のいずれかに該当するとき，が列挙
されており，ウに関して，（ア）現に起居を共に
し，かつ，消費生活上の家計を一つにしていると
認められるとき，（イ）単身赴任，就学又は病気療
養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異
なっているが，次のような事実が認められ，その
事情が消滅したときは，起居を共にし，消費生活
上の家計を一つにすると認められるとき，が挙げ
られている（傍線筆者）。さらに上記の「次のよう
な事実」として，（ア）生活費，療養費等の経済的
な援助が行われていること，（イ）定期的に音信，
訪問が行われていること，が挙げられている。
他方，本通知は総論部分で，「ただし，これによ
り生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく
懸け離れたものとなり，かつ，社会通念上妥当性
を欠くこととなる場合には，この限りではない。」
との例外条項（本判決にいう「認定基準総論ただ
し書」）を設けており，柔軟な判断の余地を認めて
いる。その意味で，本通知の定めが全体として法
令の委任の範囲を超えているとは解されない3)。

（3） 遺族年金の不支給をめぐる裁判例
遺族年金の不支給をめぐっては，従来から一定
の裁判例の蓄積がみられる。なかでも多くの裁判
が提起されてきたのは，「配偶者」該当性（配偶者
要件）にかかわる紛争であった。年金各法は遺族
の生活保障を目的とすることから，遺族年金の支
給対象となる「配偶者」（厚年59条1項）には婚姻
の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含むとされている（同3条2項）。こ
こにいう事実上の婚姻関係とは，いわゆる内縁関
係が存在する場合の内縁関係上の当事者をいう4)。
ただし，この点をめぐって法的紛争が生じ，一定
の判例法理が形成されている。
第1に，法律上の婚姻関係が解消されていない
状態で事実上の婚姻関係が存在しない，いわゆる
重婚的内縁関係の事案がある。この点につき，最
高裁は，「戸籍上届出のある配偶者であっても，そ
の婚姻関係が実体を失って形骸化し，かつ，その
状態が固定化して近い将来解消される見込みのな
いとき，すなわち，事実上の離婚状態にある場合
には，もはや右遺族給付を受けるべき配偶者に該
当しない」5)とし，戸籍上の妻との関係に着目した
判断枠組みを示した。その後最高裁は，同様の判
断枠組みを前提として，事実上の婚姻関係にあっ
た者からの請求を認容している6)。
第2に，いわゆる近親婚など反倫理的な内縁関
係にあるものを含むかにつき，最高裁は，叔父と
姪という傍系血族3親等の内縁につき，一般論と
しては反倫理性，反公益性の観点から配偶者性を
否定しながらも，例外的に特段の事情があるとし
て配偶者性を認める旨の判断を行った7)8)。
これに対し，生計維持要件をめぐっては，収入

1) 施行令3条の10の趣旨につき，本判決は，「被保険者等と生計を同じくし，かつ一定の収入以下である配偶者は，
通常，被保険者等の収入によって生計を維持していたものと推認することができることを前提に，被保険者等の
収入の具体的金額や，それが当該配偶者の生計を維持する上でどの程度の割合を占めていたか等を問わず，生活
保障の必要性があるものとして生計維持要件該当性を認める」ところに求めている。
2) 平成23年3月23日年発0323第1号（日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知）。
3) 従来の裁判例も，認定基準の定めが法令に照らして合理的なものであるとしている。最近のものとして，大阪
地判平30・6・21裁判所ウェブサイト，大阪地判令2・1・16裁判所ウェブサイト，東京地判令1・10・15判例集未登
載（LEX/ DB文献番号25580344），東京地判令2・6・30判例集未登載（LEX/ DB文献番号25584651）。
4) 東京地判昭63・12・12行集39巻12号1498頁，東京地判平元・9・26訟月36巻6号1080頁。
5) 最1判昭58・4・14民集37巻3号270頁（農林漁業団体職員共済組合法）。
6) 最1判平17・4・21集民216号597頁（私立学校教職員共済法）。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3310
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要件の適法性が争われ，適法とされた裁判例があ
る9)。本通知によれば（国民年金法においても同
様），生計維持認定対象者に係る収入の認定に当
たっては，次のいずれかに該当する者は，厚生労
働大臣の定める金額（年額850万円以上）の収入を
将来にわたって有すると認められる者以外の者に
該当するものとする旨規定し，ア 前年の収入
（前年の収入が確定しない場合にあっては，前々
年の収入）が年額850万円未満であること，イ 前
年の所得（前年の所得が確定しない場合にあって
は，前々年の所得）が年額655.5万円未満であるこ
と，といった基準を設けている。ただし，エ 定
年退職等の事情により近い将来（おおむね5年以
内）収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5
万円未満となると認められることも基準として挙
げられており，金額のみによって形式的に判断さ
れるわけではない。したがって，この基準に依拠
してなされた不支給処分が争われる事例も稀では
なく，適法とされた裁判例10)のほか違法とされた
裁判例11)もある。
次に，本件と同様，生計同一要件の充足性が争
われた事案も少なくない12)。以下では，本件と同
様，DVが契機となった本通知発出下の事案を紹
介しておきたい13)。

① 名古屋地判平27・3・19裁判所ウェブサイト
本件は住民票上同一世帯のままで，精神的に不
安定で自殺未遂を企てた亡夫（平成23年1月死亡
〔自殺〕）からのDVを機に，平成22年9月から一時
保護施設に入所し，その後母子生活支援施設で避
難生活を送った妻子の事案である。
裁判所は，1．避難に至った事情，2．死亡まで
の期間が4か月にとどまること，3．避難にあたり
預貯金を持ち出し当座の生活費として費消したこ
と，4．避難後就職し，月額15万円の手取り収入を
得て母子生活支援施設で暮らしていたもので，経
済的自立とは程遠かったこと，5．DV被害者とし
て亡夫との間に音信等はなかったものの，亡夫は
同居を強く望み，DV講習会に参加するなど妻子
の出奔の原因を解消しようと努めていたこと，6．
子どもが亡夫との同居を望んでいたこと等を指摘
した上で，妻らは，避難生活開始後も，夫婦共有
財産の持ち出しという形で亡夫の収入等から生活
費等の出捐を受けており，亡夫の死亡当時も，そ
の収入等からの出捐を得られなければ生計の維持
に支障を来すこととなる関係にあったとし，遺族
基礎年金不支給決定取消請求を認容した。
② 仙台高判平28・5・13判時2314号30頁
本件は亡夫の激しい暴力・負傷を契機に平成20
年1月別居に至り，平成24年4月夫が死亡するまで

7) 最1判平19・3・18民集61巻2号518頁（厚生年金保険法）。本判決は，直系血族間，2親等の傍系血族間の内縁関係
に配偶者性を認める余地を残していない。同判決後，配偶者性を認めた判決として，大阪地判令2・3・5裁判所
ウェブサイト（養親子関係）。
8) 今後は，同性婚を「配偶者」に含めることができるかが争点となると思われる。名古屋地判令2・6・4判時2465
＝2466号13頁では，犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号にいう「婚姻
の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」にあたらないとされた。同判決では，配偶者
該当性を認めるためには，同性間の共同生活関係が婚姻関係と同視し得るものであるとの社会通念の形成を要す
る旨判示されている。
9) 東京高判平15・10・23訟月50巻5号1613頁（国民年金法）。
10) 東京地判平29・1・13判例集未登載（LEX/ DB文献番号25537811。公立高校教諭の公務員給与削減），東京地判令
元・7・12裁判所ウェブサイト（市会議員の任期満了），東京地判令元・12・6判例集未登載（LEX/ DB文献番号
25583330。早期退職と実母の介護）。
11) 東京地判平30・4・18裁判所ウェブサイト（社外取締役の退任）。
12) 本文で紹介する裁判例のほか，近時の事案で原告の請求を認容したものとして，東京地判平28・2・26判時2306
号48頁，福岡高判平29・6・20判時2399号3頁，東京地判令2・6・30判例集未登載（LEX/ DB文献番号25584651），
同様に棄却したものとして，東京地判平27・5・15判例集未登載（LEX/ DB文献番号25530122），大阪地判令2・1・
16裁判所ウェブサイトなど。
13) 紙幅の都合上，判旨を紹介できないものの，本通知の発出前後で生計同一要件の内容自体は変わっていないた
め，旧通知下の事案も先例として参考になる。広島高判平21・10・1判例集未登載（原審を覆して生計維持要件充
足性を否定した例），東京地判平23・11・8判時2175号3頁（生計維持要件充足性を認めた例）。
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別居が継続していた事案で，未支給年金等不支給
決定取消請求を認容した裁判例である。
裁判所は，1．亡夫との別居の事情等（激しい暴
力があったことなど），2．亡夫からの経済的援助
（平成22年末頃までは相応の経済的援助がなされ
ていたなど），3．定期的な音信，訪問の有無（夫
婦間の音信はほぼ途絶えていたものの，妻と同居
していた子が毎月亡夫と会って近況を伝えていた
ことなど），4．別居解消の可能性（夫が末期がん
でホスピス治療を受けている間，頻繁に病院を訪
れ看病したことなど）といった諸事情を総合考慮
し，生計同一性を認めることができるとして不支
給処分を違法とした。
③ 大阪地判平30・6・21裁判所ウェブサイト
本件は妻がDVにより平成19年5月入院し，その
後一時保護され，自立支援センターに入所した事
案である。同年8月DV防止法による保護命令が出
され，平成19年9月に転居し生活保護受給に至り，
夫は平成25年に死亡した。
裁判所は，認定基準の例外条項該当性について
判断し，別居期間が約6年1か月もの長期間にわた
る上，この間，経済的な援助はなく，亡夫に対し
経済的援助を求めたこともなく，妻は自ら生活保
護を申請し，これを受給して生活していたこと，
亡夫の死亡時において，妻との関係が改善してい
たとはいえず，別居が解消される可能性があった
とは認められないことなどからすると，妻が亡夫
による暴力から逃れるため別居するに至った経緯
等を十分に考慮してもなお，亡夫の死亡当時，妻
が亡夫と消費生活上の家計を一つにしていると認
められる状況にあったとはいえず，例外条項によ
り生計同一関係に該当すると認めることはできな
いと判示した。DVによる別居の経緯を考慮しつ
つも，1．亡夫からの経済的援助（援助がなく自ら
生活保護受給により生活していたこと），2．別居
解消の可能性（亡夫が入院中も連絡を取らず，死
亡時点でも亡夫に強い恐怖心を抱いていたことな

ど別居解消の可能性がなかった）に着目した判断
を行ったものとみられる。

（4） 本判決の検討
本判決では，判旨（1）において，厚年法59条1
項に定める生計維持要件の趣旨と，同条4項の委
任を受けて定められた同法施行令3条の10の趣
旨14)に触れた上で，「なお書き」において認定基準
の定めの正当性に言及し，その後，判旨（2）冒頭
部分において，「XがAの死亡当時，同人と住民票
上の世帯又は住所を同一にしておらず，起居を共
にしていたとも認められないため，それでもなお
生計同一要件を満たすと評価できる事情があると
いえるか否かについて，上記（1）のような観点か
ら検討する」との判示につなげているようにみら
れる。「住民票上の世帯又は住所を同一にしてお
らず，起居を共にしていたとも認められない」と
の表現は認定基準を意識しているようにみられる
が，同表現は「なお書き」での判示部分であるた
め，基本的にはあくまで法施行令3条の10の解釈
問題として，生計同一要件を満たすか否かにつき
判断を下した判決と位置付けられる。
このことは，判旨（2）の後段部分において，Y
の主張に応えて，「本件の事情の下において，これ
らの経済的援助や音信等がないからといって生計
同一要件を認めないとすることは，厚年法施行令
3条の10の解釈適用を誤るものといわざるを得な
い」と判示していることに加えて，それに続く判
示部分において，再度「なお書き」により，「なお，
……本件は認定基準総論ただし書の場合にもあた
るものということができる」としていることから
も窺い知ることができる。つまり本判決は，認定
基準の適法性を前提としたうえで，同基準へのあ
てはめにより結論を導き出すとの論理構成をとっ
た裁判例15)とは異なる判断過程を経て，結論を導
いたものと評価することができる。
ただ本判決では，上述した判旨（2）冒頭部分に

14)（注1）参照。
15) 本文（3）で紹介した③判決（大阪地判平30・6・21）のほか，従来の裁判例の中には，本判決の構成と異なり直
接的に本通知の例外条項該当性の問題として扱ったものが少なくない。（注12）に掲げた裁判例でも，東京地判平
28・2・26，大阪地判令2・1・16，東京地判令2・6・30がこれにあたる。
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おいて，「上記（1）のような観点から検討する」
と述べているものの，具体的にどのような観点か
が必ずしも明確でない。この点については，結局
のところ，生活保障の必要性という厚年法59条1
項及び法施行令3条の10の根底にある趣旨自体に
依拠せざるを得ないのではないかと思われる16)。
次いで本判決は，判旨（2）後段部分において，
本件で生計同一要件を満たすと評価できる事情の
有無について検討を行い，「Xは，別居中も，Aと
の婚姻関係を基礎として，同人の収入によって生
計を維持していたものということができるから，
Aの死亡当時同人と生計を同じくしていた（生計
同一要件を満たす）ものと評価するのが相当であ
る」と結論づけた。
こうした結論を導くにあたって本判決が挙げて
いる具体的事情は3点である。①別居を開始し，
それが長期に及んだ事情（すなわちAによる一連
のDV），②別居中の生計維持のため，Aの収入か
ら得られた財産が不可欠であったこと（さらにそ
の利用についてAも黙認していたこと），③X及び
Aのいずれからも離婚に向けた働きかけがされた
ことがなく，そのほかの行動に照らしても婚姻が
形骸化し，解消されたのと同様の状態にあったと
評価できないこと，である。以下，それぞれにつ
き敷衍しておきたい。
まず①では，Aによる長年にわたる家庭内暴力

（DV）が，XがAと生計を同一にすることを妨げた
事情として勘案されている。被保険者たる亡夫が
家出し，事実上の婚姻関係を新たに形成する重婚
的内縁関係の事案と異なり，たとえ暴力がもっぱ
ら亡夫に帰責されるべき（換言すれば妻に非がな
い）ものであったとしても，遺族厚生年金裁定請
求者たる妻自らが家出し，別居の状態を作出した
ことの評価が一応問題となり得る。この点につい

ては，妻の行為による別居がDVからの避難とい
う合理的理由によるものであり，度重なる暴力が
なければなおも生計を同一にしていたであろうと
推認できることが，生計同一要件の充足を認める
方向での判断要素として評価できるのではないか
と思われる。
ただし，この要素は，基本的には自らの作為に
よる別居が受給資格取得の妨げにならないという
消極的意味合いにとどまる。つまり生計同一要件
の充足を認めるためには，それを積極的に根拠づ
ける事情が別途必要である。そして②が，これに
相当する要素といえる。別居がAの暴力に起因す
るものであったとしても，XがAの死亡当時，一定
程度生計を維持されていたという関係になけれ
ば，「生活保障を必要とする被保険者等の配偶者
を保護しようとする厚年法59条1項の趣旨に沿う」
（本判決の判示）とはいえないからである。仮に
まったく経済的にAに依存せずに生活できている
のであれば，遺族年金を必要とする生活保障ニー
ズがあるとはいえない。したがって，総合判断に
おける判断要素のひとつとしてであれ，②の要素
を勘案し，Xの年金収入およびB及びC等による経
済的援助だけでは足りない部分を，Aの黙認の下，
同人の収入から得られた財産から充当していた点
に本判決が着目したのは適切と思われる。生計同
一要件該当性が争われた従来の裁判例において
も，経済的依存関係に着目した判断がなされてい
るものは少なくない17)。
これに対し，婚姻が形骸化し，解消されたのと
同様の状態にあったか否かに着目する③はどのよ
うに理解すればよいのだろうか18)。この部分は，
「戸籍上届出のある配偶者であっても，その婚姻
関係が実体を失って形骸化し，かつ，その状態が
固定化して近い将来解消される見込みのないと

16) 前掲③判決（注15）では，施行令3条の10につき，「配偶者において，被保険者等の死亡により援助等を失えば，
その生計の維持に支障を来していたであろうという関係にある場合には，厚年法59条1項にいう生計維持関係を
満たすことを定めたもの」との理解を示している。
17) 例えば，前掲・大阪地判令2・1・16（注12）は，例外条項該当性につき，個別の具体的事情に基づき当該配偶者
等の消費生活上の家計と被保険者等の消費生活上の家計とが経済的な一体性を有していた程度という観点から，
社会通念に照らして判断すべきであるとしている。前掲・東京地判令2・6・30（注12）も，例外条項の意義につき，
生計同一要件に該当するとはいえないものの，被保険者等に経済的に依存しなければ生計維持に支障を来してい
たであろうという関係が認められる事案において適用されることが想定されているものと判示している。
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き」にあたるかという配偶者性に係る最高裁判決
の判断基準を想起させる。ただし，本判決でXの
配偶者性は当事者間に争いがないと判示されてい
る。このことは，配偶者であることを前提に生計
維持要件ないし生計同一要件充足性を判断する際
にも，②で挙げた経済的側面以外の婚姻関係全体
の状況に着目した判断を行う必要性を示唆してい
る。
通常，②と③は相互に関連しており，特に②で
一定の経済的な依存関係が認められれば③の形骸
化を否定する有力な事情となり得，総合判断とし
ても生計同一要件を認める方向に作用すると思わ
れる。これに対し，②の要素が死亡時に近接した
時期に強く認められなくても，生活保障の必要性
という厚年法59条1項及び法施行令3条の10の根底
にある趣旨に鑑みて，総合判断の中でそのほかの
諸事情をも勘案し，生計同一要件を認めるべき場
合があり得る19)。
従来の裁判例においても，避難開始から夫の死
亡まで4か月にとどまり避難生活を送っていたに
すぎないこと20)，亡夫がDVの講習会に参加するな
ど妻子の出奔の原因を解消しようと努めていたこ
と21)，母（妻）と同居する子が父（夫）との同居を
望んでいたり父と定期的に会って母の状況を伝え
ていたこと22)，夫が亡くなる間際に看病するなど
別居解消の可能性があったこと23)等を，生計同一
要件を認める方向での積極的要素として勘案して

いる。
本件では，①につき，Aによる一連のDVに係る
やむを得ない事情があることに加えて，②につ
き，別居中の生計維持のため，Aの収入から得ら
れた財産を取り崩すことが不可欠であり，その利
用についてAも黙認していたことから，一定の経
済的依存関係の存在が認められること，③につ
き，X及びAのいずれからも離婚に向けた働きか
けがされたことがなく，そのほか両者の一連の行
動（Aが逮捕された際に妻として警察署を訪問し，
XがAの死亡の届出を行い，自ら喪主として葬儀
を行い，葬儀費用を負担したこと，AもXが配偶者
であることを前提に老齢厚生年金に係る加給年金
額の支給を受け，所得申告において配偶者控除を
受け，X及びAを加入名義人とした葬儀保険に加
入し保険料を払っていたことが認められる）な
ど，婚姻が形骸化し，解消されたのと同様の状態
にあったとまではいえないこと，以上を総合勘案
すると，別居期間が13年を超える長期にわたって
いたとはいえ，生計同一要件該当性を認めた本判
決の結論は妥当である24)。
なお本判決は，義務付け請求を認容した。この
点については既に先例があり25)，特段問題ないと
思われる。

18) 本判決と同様，生計同一要件の該当性判断において，婚姻関係が実体を失って形骸化した状態が固定化したと
いえるかに着目した裁判例として，前掲・福岡高判平29・6・20（注12）。
19) この点，本文（3）で紹介した①判決（名古屋地判平27・3・19）において，「別居期間の長短，別居の原因やそ
の解消の可能性，経済的な援助の有無や定期的な音信・訪問の有無等を総合的に考慮して，上記関係（生計維持関
係－筆者）の有無を判断すべきである。」「そして，……生計維持関係の判断に当たっては，被保険者等の死亡時と
いう一時点の事情のみでなく，同時点を中心としつつもある程度の幅を持った期間の事情を考慮することも許容
されている」と判示されているのが参考になる。
20) 同上。
21) 同上。
22) 同上及び本文（3）で紹介した②判決（仙台高判平28・5・13。
23) 前掲・仙台高判平28・5・13（注22）。
24) ③に関連して，夫婦における生計同一要件充足性の判断においては，事実的要素のみならず，婚姻費用分担義
務の存否そのほかの規範的要素を含めて判断すべき場合がある旨述べる裁判例がある。前掲・仙台高判平28・5・
13（注22）。しかし，主たる生計維持者の死亡に際しての生活保障という遺族年金の趣旨からすれば，殊更に規範
的要素を強調するのは適切でない。
25) 東京地判平31・3・14判例集未登載（LEX/ DB文献番号25580927。国家公務員共済組合法），東京地判平28・2・
26判時2306号48頁（厚生年金保険法）
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Ⅳ むすびにかえて

本判決言い渡し前の令和元年10月3日，事務連
絡（厚生労働省年金局事業管理課長事務連絡）
「DV被害者に係る遺族年金等の生計同一認定要件
の判断について」が発出された。
この事務連絡では，以下のように記載してい
た。
1 被保険者等の死亡時において以下の①から④
までのいずれかに該当するために被保険者等と住
民票上の住所を異にしている者については，DV
被害者であるという事情を勘案して，被保険者等
の死亡時という一時点の事情のみならず，別居期
間の長短，別居の原因やその解消の可能性，経済
的な援助の有無や定期的な音信，訪問の有無等を
総合的に考慮して26)，通知（平成23年2月23日付け
年発0323第1号「生計維持関係等の認定基準及び
認定の取扱いについて」）3（1）①ウ（イ）に該当
するかどうかを判断する。
①配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律（平成13年法律第31号。以下
「DV防止法」という。）に基づき裁判所が行う
保護命令に係るDV被害者であること。
②婦人相談所，民間シェルター，母子生活支援
施設等において一時保護されているDV被害
者であること。
③DVからの保護を受けるために，婦人保護施
設，母子生活支援施設等に入所しているDV
被害者であること。
④公的機関その他これに準ずる支援機関が発行
する証明書等を通じて，①から③までの者に
準ずると認められるDV被害者であること。

2 1の①から④までに該当するかどうかについて
は，裁判所が発行する保護命令に係る証明書，公
的機関その他これに準ずる支援機関が発行する証

明書を通じて，確認を行う。
3 DV被害に関わり得る場合であっても，一時的
な別居状態を超えて，消費生活上の家計を異にす
る状態（経済的な援助も，音信も訪問もない状態）
が長期間（おおむね5年を超える期間）継続し固定
化しているような場合については，原則として，
通知3（1）①ウ（イ）に該当していないものとし
て取り扱う。
3（3）で取り上げたDV関連裁判例①ないし
③27)，そして本判決と照らし合わせた場合，1の総
合判断にあたって挙げられている考慮要素はおお
むね妥当であるものの，DV防止法に基づく法的
措置などDV被害者であることが公的に確認し得
ることが前提となっており，直接の射程は限定的
であった。
原告の請求を認容した裁判例①（亡父の死亡ま
で4か月），②（同じく4年3か月）と，棄却した③
（同じく少なくとも5年3か月以上）を期間的に分
けると28)，おおむね5年という基準が導き出される
のも一見不合理ではないようにみえるものの，こ
れらの裁判例は別居ないし避難期間を唯一の（あ
るいは有力な）判断基準として結論に至ったわけ
ではない（本件は別居後亡夫の死亡まで13年以上
経過した事案である）。「原則として」本通知に該
当していないものとして取り扱う旨記載されてお
り，例外を認めない趣旨ではないものの，期間の
例示は年金事務所窓口での職員対応の際の基準と
して誤解を与えかねない懸念があった29)。
こうした観点も踏まえ，令和3年9月にこの事務
連絡を廃止し，同じタイトルの新たな通知が発出
されるに至った（令3・9・1年管管発0901第1号）。
基本的に令和元年事務連絡の内容に則りつつ，一
部修正を行っている。
主な修正点は，以下の通りである。
1④を新設し（従来の④は⑤に繰り下げ），「④

DVを契機として，秘密保持のために基礎年金番

26)（注19）参照。
27) 旧通知下の（注13）掲記の裁判例を含む。
28) さらにいえば，前掲・広島高判平21・10・1（注13）は6年近くで請求棄却，前掲・東京地判平23・11・8（注13）
は1年1か月で請求認容であった。
29) 令和3年3月に行われた本判例研究をめぐる研究会報告でも，筆者はこの点を指摘していた。
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号が変更されているDV被害者であること。」を追
加した。
2を「1の①，②，③及び⑤に該当するかどうか
については，裁判所が発行する保護命令に係る証
明書，配偶者からの暴力の被害者の保護に関する
証明書（「配偶者からの暴力を受けた者に係る国
民年金，厚生年金保険及び船員保険における秘密
の保持の配慮について」（平成19年2月21日庁保険
発第0221001号）の別紙1をいう。），住民基本台帳
事務における支援措置申出書（相談機関等の意見
等によってDV被害者であることが証明されてい
るものに限る。）の写し又は公的機関その他これ
に準ずる支援機関が発行する証明書を通じて，確
認を行う。なお，1の④に該当する場合は，証明書
を通じた確認は不要とする。」と改めた。
3の末尾に但書を付し，「ただし，長期間（おお
むね5年を超える期間）となった別居期間に於い
て，経済的な援助又は音信や訪問が行われている
状態に準ずる状態であると認められる場合には，

この限りではない。」との一文を加えた。
新たに4を起こし，「1から3までの規定により生
計同一認定要件の判断を行うことが実体と著しく
懸け離れたものとなり，かつ，社会通念上妥当性
を欠くこととなる場合にあっては，1から3までの
規定にかかわらず，当該個別事案における個別の
事情を総合的に考慮して，被保険者等の死亡の当
時その者と生計を同じくしていたかどうかを個別
に判断する。」とした。
認定を基礎づける公的証明書等の範囲を広げる
とともに，別居期間が長期間にわたる場合や，1か
ら3に直接該当しない場合も，個別判断により認
定すべき場合があることを明示したことは，相談
窓口での機械的な対応によりそもそも請求に至ら
ないリスクを回避し得るという意味で，本稿の立
場からしても有意義な通知発出として評価した
い。

（きくち・よしみ）
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投稿：論文

NPMと現代スイスの労働政策における政治過程について
競争的・客観的・量的評価は，いかにして政治的に拒絶可能か

掛貝 祐太＊

抄 録

本稿は，スイスにおける90年代のバブル崩壊後の労働政策改革について分析する。とりわけ，連邦レ
ベルの改革に先行する「下からの改革」に着目しつつ，連邦政府と州，州間での妥協的な合意形成が形
骸化されたとする既存の研究を，一次史料・関係者へのヒアリングをもとに批判的に検証する。たしか
に，95年の連邦法改正は，財源・人員のような量的な面では州財政に大きなインパクトを与えた。しか
し，ここでの民営化自体は，州で先行して実施されていたものに連邦政府が追従したものであり，また，
民営化を行ったのちもなお，州議会を通じたサービスの質的検証が行われている。これらは，同じく小
さい政府である，同時期の日本と好対照をなしている。加えて注目すべきは，地方政府の強い拒否権で
ある。当初，連邦政府が数値目標を設定し，NPM的な統制を州に加えようとしたが，州政府は拒否権を
発動し，頓挫することとなる。これらを通じて，しばしば好ましいものとして語られがちな量的・競争
的な政策評価を批判的に検証する。

キーワード：スイス，NPM，KPI，民営化，労働政策，量的評価，「反政治マシーン」

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 317-329.

Ⅰ 背景：先進国の新自由主義と地方政府の負担

スイスが国際比較の焦点となることは少ない。
しかし，日本とスイスは90年代初頭に至るまで，
多くの共通点を有していた。例えば，ながらく一
般政府支出でみるとOECD諸国の中でも小さい政
府（対GDP比35％弱）であることや，公共事業に
よる雇用創出，90年代初頭までの5％以下の極め
て低い失業率といった特徴を共有していた。実際

に，エスピン・アンデルセンのレジーム論では，
三つのレジームへの収まりの悪さを示す日本とス
イスの二国について，三浦（2003）のように，高
い雇用保障と低い所得保障に分類される新たなレ
ジームとしての共通性を指摘する議論も存在す
る1)。しかし両国ともに，OECD諸国との比較で
みればいまだ低水準にはあるといえるものの，90
年代初頭よりバブル経済の破綻により失業率の大
幅な増大を迎える。
こうした状況をうけ，日本では，1990年代初頭

＊茨城大学人文社会科学部
1) Bonoli，Kato（2004）も同じく，スイスと日本の福祉レジーム上の共通性を指摘している。しかし，こうした分
析はあくまで例外的な趨勢であり，スイスの財政・社会保障は，日本国内の議論の中では国際比較の対象として
ほとんど焦点化されてこなかった。
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の長期的な不況の後，2000年代の小泉政権期に至
るまで，公共セクターの市場化，地方自治体への
補助金の減少，それに応じた地方の財政負担増な
ど，緊縮財政圧力と新自由主義的改革へと進む傾
向があった。これらの傾向はある程度，先進諸国
に共通する現象といえよう。学術レベルにおいて
もNew Public Management（NPM）の興隆は，こう
した動きを実質的に後押ししたものとみて良いだ
ろう。そもそもNPMや新自由主義をどのように
定義するのか，という問題自体，議論が分かれる
ところではあろうが，「NPMのネーミング自体は，
新自由主義的なイデオロギーとして特徴づけられ
実践が先行しそれを学問的に色付けしてまとめた
もの」〔兼村（2019），p.75〕というような評価もみ
られる2)3)。同時期のスイスにおいても同様の政治
的な動きが存在していた。この点において，1991
年の「白書」（“Schweizerische Wirtschaftspolitik im
Internationalen Wettweberb. Eine ordnungpolitische

Analyse”, Zürich 1991）と1995年の報告書（“Mut
zum Aufbruch. Eine wirtschaftspolitische Agenda für

die Schweiz.”）は重要な文書である。これらの文
書は1990年代に政府の新自由主義的解決策の事実
上の規定路線となったとも言われている。例え
ば，Kriesi and Trechsel（2008）は改革期間の中で，
スイスの国民は新自由主義的方向を基調路線とし
て辿ったと結論づけている〔Kriesi and Trechsel
（2008），p.14〕。議論を失業における社会政策に
限定すると，Ehrler and Sager（2011）は，同期間
の改革の特徴として，以下の三点を指摘してい

る。まず，①州レベルでの再集権化への傾向をみ
せたこと，加えて，②連邦政府による失業保険給
付期間終了後の州政府による社会扶助（Social
assistance）が，平等さの追求のため集権化したこ
と，最後に③アクティベーションによる市場化が
準市場をもたらしたことである。結果的に，スイ
スの労働市場政策は市場支配的なレジームへと変
化した，と彼らは結論づけている。
しかし，同時期のスイスの政策決定過程を，各
論において仔細に分析すれば，これらはスイス財
政への一面的な評価でもある〔掛貝（2018）〕。中
央集権化という方向にもストレートには進んでお
らず，緊縮と新自由主義的な措置はある程度緩衝
されている。例えば，財政調整（NFA）や年金改
革に関しては，財政的に弱い地域や左派との政治
的妥協があったという指摘もされている〔掛貝
（2017）；掛貝（2019）〕。本稿はそうした観点から，
1990年代の失業政策の改革について検討する。特
に1995～96年の連邦レベルでの失業保険・労働政
策における変革は，現在に至るまでのフレーム
ワークを形作ったものとして，スイスの労働政策
自体についても大きな重要性をもっている。これ
らがいかになされたかについて，日本との比較を
視野にいれつつ，Ehrler and Sager（2011）らの評
価を批判的に検討することが本稿の目的である4)。
Ehrler and Sager（2011）らのような一面的な評
価が難しいことは，連邦政府の失業保険改革の報
告書（（Botschaft und Beschlussesentwurf vom 29.
November 1993 zur zweiten Teilrevision des

2) NPMは，とりわけアングロ・サクソン諸国において影響力が強いが，OECD諸国の中ではある程度共通して観察
できるメガ・トレンドであり，アングロサクソンモデルとの差異を強調されがちな北欧諸国にあってなお，NPM
の影響から全く自由ではないことも指摘されている〔大住（2002），児山（2005），兼村（2019）〕。
3) 兼村（2019）はNPMの要素として，明確な基準による業績測定や，アウトプットによる統制，競争市場への移動
などを挙げている。こうした政策評価をより競争的・客観的・量的な評価に組み替えようという動き自体は，
NPMという標語のもとだけでなく，現代にいたるまでEBPM（Evidence-based Policy Making，エビデンスに基づく
政策立案），KPI（Key Performance Indicators，重要業績評価指標），PDCAなどさまざまな標語のもとに，繰り返し
現れてきたように思われる。
4) なぜ労働政策についての分析なのか，という点についてここで付言しておきたい。スイスにおいては，医療・介
護・育児などに関して，州・運営団体間における激しい制度的分立，複雑さがあるため，そもそも社会福祉全体を
包括的に論じることが非常に困難である。例えば，医療保険は連邦政府が運営するのではなく，一定の連邦法規
制の下で民営会社の提供する保険を加入者が選択する，という形式となっている。そういった意味では，失業保
険は年金制度とならび，連邦政府レベルでの均一性が比較的強く，分析の俎上に載せうる数少ない制度であると
考えられる。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3318
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Arbeitslosenversicherungsgesetzes（AVIG）からも
分かる。本報告書は，州の予算を増加させる効果
と減退させる効果の両面を持っているとされ
（ibid, pp.368-369），「新しい労働市場の手段（訓練
補助金，自営業の促進）により，州の雇用事務所
は新たな課題に取り組まなければならない。一
方，短時間勤務や天候に関連した失業の場合のス
タンプ・チェックの廃止は，州法執行を大幅に軽
減する。」と州の事務負担も新設されるものがあ
る一方，廃止されたものも存在すると指摘してい
る。
よって，本稿は州政府の強い拒否権やアクター
間の妥協の文化などのスイスの政治文化が，労働
政策部門においても，緊縮・新自由主義改革路線
をある程度抑制したのか，また，抑制されたとす
ればどのようになされたのかについて検討する。
結論を先取すると，一見，民営化など日本と共通
する方向へ向かっているようにみえるが，NPMに
基づく改革は阻止されている。そして，政治的決
定に関する質的な評価がなされ，緊縮路線方向と
も異なる方向へと進んだ。こうした分析を通じ，
「小さな政府」である国すべてが，必然的に新自由
主義的であったり，NPMの言説を無批判に摂取し
たりしたわけではないことを示してゆく5)6)。

Ⅱ 1995年改革に至るまでの時系列的概説：
雇用政策の制度はどのように変わったのか？

本章では，まず1990年代前半の改正案起草期の
時系列で記述し，それぞれの制度の中身について
概説する。最初に失業保険に対して対策が提示さ
れたのは，1993年から議論されたOFIAMTプラン

と呼ばれる案である7)。同案は，最長給付期間を
300日から400日に変更する代わりに，給付額は原
則的に所得代替率を80％から70％へ変更すること
を提示した。失業の長期化が予測され，財政悪化
を抑えつつも長期にわたる失業保障が必要とされ
たためといえよう。使用者団体や労働組合は同案
に対し，国民の意見を問うべきとして国民投票
（レファレンダム）を要求した。
これらの対策は，あくまで連邦政府による緊急
措置としてとられ，並行して制度全体の見直しも
進めることとなった。その作成にあたって，二つ
の委員会が主導権を握った。なかでも監督委員会
は，雇用主および従業員，州政府，連邦政府関係
者および学者によって構成される最高意思決定機
関として機能し，8回にわたる会議を重ねた。ま
た，スイスでは重要な決定事項を検討する際の慣
行として，国会での議論を行う前に利害関係者と
ヒアリングを行う制度である「事前聴取制」とい
う制度が存在する。この「事前聴取制」が1993年7
月8日～10月初旬に行われることになった。草案
は，州，党，業界団体，そのほかの関係者に提出
され，26の州，10の当事者，15のビジネス団体，
62のほかの利害関係者が，この草案に意見を表明
することとなる。
その後の，93-95年の期間は，議会を中心に検討
がなされた。93-94年に両院における数点の修正を
経て，失業保険法（Arbeitslosenversicherungsgeset
（AVIG））の改正は，1995年6月23日に受理される。
95年改正のほかの主な点としては，①保険料の拠
出金を所得の2から3％への変更（従業員と雇用主
の両方から1.5％），②積極的労働市場政策を推進
す る た め 地 域 雇 用 セ ン タ ー（Regionalen

5) 兼村（2019）が「日本でも依然としてNPMの考え方は官民ともに支持している」（p.85）と指摘するように，NPM
に対する（批判的）検証は政策課題として今なお重要であると考えられる。
6) 社会・経済的な課題や福祉レジームをめぐる特徴については，多くの共通点を抱える両国であるが，政治制度や
民主主義のあり方においては，大きく異なる。スイスは，多くの民主主義の指標・文脈において，先進国であるこ
とが指摘されている〔掛貝，（2020）〕。先述の兼村（2019）は，経済理論，市場原理をベースとするNPMを批判す
る主要な立場として，民主主義理論をベースとする新公共ガバナンス・NPG（New Public Governance）が出てきた
ことに触れている。これらを合わせて考えると，民主主義先進国であるスイスがいかにNPMを抑制したかについ
て考察することは，財政における民主主義，すなわち財政民主主義がいかに過度のNPMの追求を抑制することが
できるのか，という課題にもかかわってくる。
7) OFIAMT（l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail se présente）とは失業保険を管轄する連邦
省庁Staatssekretariat für Wirtschaft（SECO）の内部組織の名称である。
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Arbeitsvermittlungszentren（REC（英略記），RAV
（独略記））が設立されたこと，③失業保険の給付
水準の一定の引き下げ（給付金額と被保険期間の
間のリンクがなくなり，年齢に依存するように
なったこと）が中心的な変化として挙げられる。
この間の修正をめぐる政治過程に関しては次章
で詳述するが，Mach et al.（2004）は，93年の給付
の制度変更により，削減と拡大方向の対立が鮮明
化し，1995年改正では，議会前の事前聴取の段階
で妥協的な解決策を見出すことが難しくなったと
している。そもそも，利害が異なるアクター間の
妥協的な合意は，スイスの政治的伝統ともいわれ
てきた。しかし，90年代には失業保険法・老齢年
金の両制度で，そうした文化が後退している，と
彼らは結論付けている。この点は後の章で批判的
に検討する。

Ⅲ 政治過程における3つの特徴

1 政治的アクター間の妥協的合意形成
以降は時系列による記述ではなく，成立前後の
時期において，どのような政治的特徴がみられる
か，に焦点を当て記述する。結論を先取すると①
アクター間の妥協的合意形成，②連邦の施策に先
行する州レベルの取り組み，③州の強い拒否権と
いう特徴に集約して記述する。
第一の政治主体間の妥協という特徴は，まず，
保険金の受給権の生じる期間について確認でき
る。95年改正後，97年に連邦内閣は，補填的な措
置を講ずることなく給付水準を引き下げる提案を
した。しかし，これにはLa Chaux de Fondsの左派
グループが国民投票を出した。この点は，アク
ターの間で妥協を機能させない一方的な提案が難
しいということを示している〔Kriesi and Trechsel
（2008）〕。

Mach et al.（2004）では失業保険の給付面に分
析の重点をおき，妥協的合意の文化が後退したと
している。しかし，95年失業改革のほかの側面に
も目を向ければ，妥協的合意が依然として重要で
ある，という傾向は顕著である。まず財源面，と
りわけ保険料の拠出の増加に関しては，事前聴取
制の結果と並行して行われた国会での討議をまと
めている1993年段階の連邦政府によるレポートで
は，妥協的合意という特質を阻むような財政拡
大・緊縮をめぐる鋭い対立があったようには見受
けられない8)。報告書の「事前聴取制」の結果の記
述によれば，保険料の拠出を定めたAVIG4条9)に
ついて，州レベルでは26州のうち21州が賛成を示
している。加えて，社会民主党・中道右派のキリ
スト教民主党・中道右派の自由民主党という，「魔
法の公式」を構成する主要政党4党のうち3党か
ら，左右問わず合意を集めている10)。スイスでは
中央の党の立場と，州や基礎自治体の党の立場が
食い違うこともままあり，左と右，連邦と州・基
礎自治体という二重の分断を抱えているといえ
る。しかし，保険料の拠出の増大に関しては，二
つの次元でコンセンサスがとれていたのである。
ほかにも，地域レベルでの社会扶助に関し，連邦
全体を通じた基準を提示するなど社会保障の水準
に関する委員会であるSKÖF11)など12団体が賛成
の意見を示している。ただし，無制限の保険料の
増大が許容されていた訳ではない。社会民主党が
代替的な財源を考える必要性についても強調して
い る ほ か，労 働 者 団 体 SGB（Schweiz.
Gewerkschaftsbund）も同様の立場をとった。ま
た，保険料の増大に賛成したアクターの多く
（アッペンツェル・アウサーローデン，バーゼル・
ラント，バーゼル・シュタット，ヌーシャテル，
オプヴァルデン，ヴォーなどの州を含む）は，先
ほどの三党を含め，3％以上の上昇水準は超えて

8) Botschaft zur zweiten Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes（AVIG）vom 29. November 1993.
9) その後の法改正により4条は削除され，現在は保険料の拠出は3条にて規定される。
10) スイスでは戦後ながらく4党の連立政権が保たれ，左右の妥協的コンセンサスを重んじ，議員議席とは無関係に
内閣ポストの定数を各党に配分するという「魔法の公式」と呼ばれる不文律の慣行が存在する。
11) Schweizerische Konferenz für öffentliche Fürsorgeの略称。のちにDie Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe
（SKOS）と改称。
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はならないとの見解を共有していた。
逆に，保険料財源の増加に反対の姿勢をとった
のは，チューリヒ州，および主要四大政党のうち
の残り1党である右派ポピュリズム政党の国民党，
および連立政権外のスイス民主党（SD: Schweizer
Demokraten），スイス自由党（LPS: Liberale Partei
der Schweiz），一 つ の 労 働 者 団 体（VSA:
Vereinigung Schweiz. Angestellten verbände）およ
び5つの使用者団体が挙がっている。その批判の
中心は，保険料の上昇に伴い人件コストが増大す
ることであった。Mach et al.（2004）は財政緊縮
派として使用者団体を挙げるが，むしろ保険料増
加をめぐる事前聴取制の中では，反対派は少数派
であったといえる。
さらに，現金給付のみならずRAV（REC）の創
設に連なる積極的労働市場政策や，公共職業案内
に対する合意も，この時期の国会での議論に確認
できる。社会民主党は同党のMatthey議員の1992
年の発議をうけ，党全体として職業訓練に関する
財政支出拡大を支持した。具体的な提案として，
92年12月にはSilvio Bircher議員が職業安定所のス
タッフの為の支出拡大を主張し12)，結果的に74条
としてまとめられた。次章で詳述するが，この意
見による方向性は95年の改革に，日本との決定的
な違いをもたらしている。ほかの党のFasel Hugo
議員もまた，そうした施策のためにより多くの財
源を使うのに肯定的な意見を出し，超党的合意形
成が伺われる。つまり，ここにも妥協的意思決定
がなお観察できることが分かる。Mach et al.
（2004）では議会以前の段階の事前聴取制の段階
での合意形成が不可能となり，議会以前でのコン
センサス重視の傾向は後退し，積極的労働市場政
策はその後の落とし所として雇用主や労働組合に
合意をもたらしたとしている。だが，93年の事前
聴取制よりも前の段階（92年）で，既に積極的労
働市場政策への提言がなされていた訳であり，議
会以前での合意困難性が積極的労働市場政策とい
う方向を決定づけたとは解釈しがたい。また，
Machらは事前聴取制以降の94年の国会で積極的

労働市場政策へと進む “完全に新しい方向付け
（complete reorientation）” が起きたとしているが，
それ以前の段階から積極的労働市場へと進む契機
が存在していたわけである。
なお，このような積極的な労働市場政策は，同
時期の欧州諸国でも見られる現象である。積極的
な労働政策を行う一方で現物給付を維持，という
パターンはしばしば散見されるといえるだろう。
しかし，労働政策が普遍的な方向に変化するにし
ても，どのように地域のニーズを把握するかに関
して，中央行政には限界があるのではないかとい
う点が課題となってきた。対照的にスイスでは，
むしろ州の行政が強くニーズを認識しており，彼
らはすでに州レベルで現物給付を行っており，中
央部が率いる改革の前に改革を進めていていたの
である。これが同時期にみられる第二の政治的特
徴である。

2 連邦レベルの改革に先行する「下からの改
革」

（1） RAVの “量的” インパクト
Ehrler and Sager（2011）は，1995年の連邦政府
の改革は，単純な所得保障からアクティベーショ
ンへと移行するキーとなった契機であり，1990年
代の行政部門のNPMへの傾向を反映していると
評価している。更に，同改革は行政職員の専門化
に中心的な役割を果たしたと指摘する。つまり，
彼らは同改革をCritical junctureであるように評価
しているとも読めるだろう。
実際に，こと財源・人材に関しては，95年改革
による積極的労働市場政策の一環として地域雇用
センター（RAV）が95年に設立され，大きな量的
な変化を迎えた。RAVは，アクティベーションの
中心的なアクターとなり，求職者へのアドバイ
ス，資格の確認，仕事のポストの割り振り，雇用
される見込みの審査，アクティベーションの配分
と割り当て，民間部門との協力などを総合的に
行った13)。RAV創設以前は，主に基礎自治体を運
営の中心に連邦全体で約3000の職業案内・職業訓

12) 92.3583 - Motion., Arbeitslosenversicherung. Bildungspolitische Ausrichtung https://www.parlament.ch/afs/data/d/
gesch/1992/d_gesch_19923583_002.htm（2018/ 09/ 28 アクセス）。

NPMと現代スイスの労働政策における政治過程について競争的・客観的・量的評価は，いかにして政治的に拒絶可能か 321
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練所があったという。だが，改革以前の地元の雇
用事務所には十分な資源がなく，スタッフの専門
性も低かった14)。また，彼らのほとんどはパート
タイムの雇用だった〔Ehrler and Sager（2011）〕。
RAV導入で，従来の施設は120から150程度の数の
RAVへと合併された15)。こうして年間2500人が新
しく雇用された〔Ehrler and Sager（2011）〕。
職業斡旋，および職業訓練はRAVに一元化され
た訳だが，失業保険を財源として提供される積極
的労働市場政策としては，教育的手段（語学を始
めとするコース／研修会社によるもの／資格とス
キルの向上に資するインターン）や，実践的な労
働プログラム（一時的な雇用を提供するプログラ
ム／モチベーションに関するセミナー16)／職場での
インターンシップ（vocational internship）17)），に加
えて特別措置（トレーニングのための補助金／慣
熟手当／遠隔地での雇用された場合の交通費補
助／自営への補助と促進）などの幅広い施策が挙
げられる18)。日本における職業訓練と比較する
と，より実地研修に重点が置かれているという傾
向が指摘できるだろう。そして，連邦省庁の管轄
部門であるSECO（Staatssekretariat für Wirtschaft,
State Secretariat for Economic Affairs）は，こうし
た各州のRAVにおける成果を複数の指標に基づ
き評価・監督する役目を担うようになった。
このように，中央政府は，一連の雇用保障と失
業保険改革の中で，求人情報局を設置し，積極的
な労働市場政策を推進し，人材・財源の両面で拡
大をみせた。しかし，実はこれは州レベルでの先
行事例をもとにしたものである。すなわち，そも
そもの改革の始まりが下からであった。これに加
えて，高位の政府が標準化・統制する前に，多く

の下位政府の間の政策のネットワークによって，
下位政府が自発的に改革を行っていた。これらは
スイスの積極的労働市場政策の特徴といえよう。
こうした点を踏まえると，95年改正に伴って，
1996年に設置が義務づけられたRAVを critical
junctureとしてとらえるのみでは不十分であり，
むしろ経路依存性にも目が向けられるべきであ
る。では，次節以降で具体的な州レベルの動向を
追跡する。

（2） 具体的な州レベルでの施策と動向
こうした連邦政府での施策に先行する事例の一
つとしてゾロトゥルン州が挙がる〔中野（1997）〕。
ゾロトゥルンの事例の新しい点は，職員の専門的
助言により失業期間の短縮が意図されたことや，
地域のビジネス界と緊密に接触し，求職者のニー
ズを理解すること，などがあったという〔中野
（1998）〕。
そのほかの先行事例としては，ザンクトガレン
州での事例も挙げられる。当時の政策担当者の
Johannes Rutz-Metzger氏への取材19)によると，同
州でも連邦政府のRAV設立義務化以前から既に
州内で対策が打たれてきていた。70年代の不況に
対応する形で，1977年よりKIGA（kantonales Amt
für Gewerbe und Arbeit）と呼ばれる部署が州政府
内に設立され，ジョブ・プレイスメントを含む，
州内の雇用対策を担ってきた。1984年には，ザン
クトガレン州で3つの地域雇用機関が立ち上がっ
た。更に，KIGAは90年代初めの景気後退の初期
に，アクティベーションの中身に関してIBISや
Adeccoなどの10の民間企業に委託し，これらの企
業のもとで一年の間に5000人以上の人々が対処さ

13) 州の行政側にはLAM（Logistikstellen für arbeitsmarktliche Massnahmen，英語ではLogistical centers for Labour
Market MeasuresもしくはLogistics Officesとも訳される）と呼ばれる部署を設け，RAVと協調して業務にあたる。
14) 連邦政府における担当省庁の責任者であるTony Erb氏（Chief, Products and Programmes for Active Labour
Market Policy, State Secretariat for Economic Affairs（SECO），Federal Department of Economic Affairs（FDEA）），へ
の2018年7月9日にSECOオフィスでのインタビュー，および取材時の配布資料による。
15) 同上のTony Erb氏へのインタビュー及び，取材時配布資料による。
16) 若年の学校中退者を対象に，平均6カ月間の自己啓発的なワークショップを行う。
17) 若年層高卒者・学位保持者に平均6カ月間の民間企業・公的部門で就業体験を行う。
18) 同上のTony Erb氏へのインタビュー及び，配布資料による。
19) 2018年5～6月にかけて複数回（5/ 30，6/ 2，6/ 21）メールにて取材を行った。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3322
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れることとなった。すなわち，これまで1995年の
失業保険法改正とそれに伴う1996年のRAV設立
による成果としてEhrler and Sager（2011）で強調
されていたような，「積極的労働市場政策の部分
的な民営化・市場化」という質的な変化は，それ
以前の段階から既に進んでいた訳である。
ただその一方で，人材・財源といった，量的な
側面に限っては，やはり96年を境に大きく変化し
たという。当時の政策担当者である Johannes
Rutz-Metzger氏によれば，RAVの導入に伴い，
100～120人の失業者ごとにコンサルタントが1名
必要となることが判明したという。彼は，それに
基づく相談員の雇用の爆発的な増加は「人員爆発
（“Personalexplosion”）」だと表現していた。これ
により，より個別化されたケアを提供することが
目指されたとされている。財源面においても，失
業保険から職業訓練プログラムへの支出が可能に
なったことにより，関連基金20)に約2000万スイス
フランが費やされ，職業訓練プログラムの種類の
拡大21)につながったという。
前述の職業訓練の民間委託は，より実践的なス
キルや経験をもたらすとも考えられる。例えば，
小林（2013）はデンマークと日本における積極的
労働市場政策の国際比較により，デンマークでは
プログラム作成において，より労使や企業が関与
しており実践的な内容であることを指摘する。だ
が当然ながら職業訓練というものの公益性から，
それらに対する政治的なコントロールという課題
も同様に重要である。小林（2013）も，デンマー
クにおいては民間の関与が大きい一方，政治部門
からのモニタリングも強いことを指摘する。
ザンクトガレン州でもこうした政治的な監視の

存在が確認できる。しかもそれが単純な費用対効
果のように量的に把握できる問題だけではなく，
民間による職業訓練の中身の “質的評価” も踏ま
えた議論がなされている。例えば，96年5月の州
議会議事録22)では，以前よりKIGAの下で委託を受
けてきたIBISという企業が行う職業訓練プログラ
ムに関して批判的な質疑が行われている。先述の
通りRAVの下でのサービスには求職者のモチ
ベーションに対するセミナーが存在する。州議会
では，Steinemann-Mörschwil氏が，この IBISに
よって行われるプログラムは “求職者のこれまで
の失敗を顧みさせる” というコンセプトに基づい
て行われているようにみられるが，こうしたやり
方は求職者にとって精神的にストレスを与えるの
ではないか，として批判する意見を出した。こう
した “求職者の尊厳” という観点はそもそも量的
な評価が困難である。そのため，費用対効果とい
う観点のみでは度外視されてしまう論点だろう。
また，同氏はIBISがドイツ系の外資企業である点
も問題視し，スイス系の企業・職員によって行わ
れるべきではないのかと提起している23)。こうし
た疑問は，地域に密着した視点からのニーズの把
握，という観点からは自然な発想であると考えら
れる。ただ，この質疑に関して州政府は，IBIS自
体は外資系であるが，23人の担当者のうち外国人
は4人にすぎないことや，コースの受講者の中に
は正規ドイツ語24)を学びたいと考えている者もい
るため，むしろ一定数ドイツ人を雇うことが好ま
しいとの見解を示している。サービスの質に関し
ても，96年の初めに審査を行ったという事実を元
に問題ないという見解を示している25)。
つまり，この段階では州政府はIBISによる職業

20) kantonalen ArbeitslosenversicherungとHilfsfondsと呼ばれる制度である。
21) 同上のJohannes Rutz-Metzger氏への取材によれば，新たな取り組みとして，ヨーロッパコンピュータドライビ
ングライセンス（ECDL）と呼ばれる欧州のITスキル検定の推進や，アルコール依存症患者の社会的統合に向けた
プログラムなどが行われた。
22) State Archives St. Gallen, Steinemann-Mörschwil: IBIS Reintegrationsseminar für Arbeitssuchende（vom KIGA
unterstützt），Ref code: AGR B 1-1996.2000-61.96.17.
23) この点は，当時の政策担当者のJohannes Rutz-Metzger氏に対する取材の中でも，IBISのような民間企業による
職業訓練が批判された主な点の一つとして挙げている。
24) スイスはおよそ6割がドイツ語話者とされているが，話し言葉はドイツにおけるドイツ語（正規ドイツ語）と発
音・語彙において大きく異なっている一方，書き言葉は正規ドイツ語に依拠している。

NPMと現代スイスの労働政策における政治過程について競争的・客観的・量的評価は，いかにして政治的に拒絶可能か 323
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訓練を擁護する姿勢をとっていた26)。しかし，当
時の政策担当者であるJohannes Rutz-Metzger氏へ
の取材によれば，興味深いことに，後にIBISはサ
イエントロジーと呼ばれる自己啓発・新興宗教団
体に接近し，提供するプログラムには科学的根拠
がないことが分かったため，最終的に業務の委託
関係が放棄されたという。なんにせよ重要なの
は，ザンクトガレン州では民間企業に職業訓練を
委託したのちにも，費用対効果の観点だけなく，
提供するプログラムが求職者の精神的な側面に与
える影響や，提携企業が内資か外資か，あるいは
より具体的な提携企業のバックグラウンドなどの
点を踏まえた “質的な評価” が，州議会を中心に
行われているということである。

（3） スイスで観察された特徴は日本で観察で
きるか

これまでスイスの労働政策改革の特徴について
論じてきたが，同時期に一見類似する社会・経済
状況の課題を抱えていた同時期の日本では，この
ような特徴は観察できるだろうか。本稿の主題は
スイスの事例研究・歴史研究であるため，詳細に
立ち入った検討は本稿の課題設定を超えるが，簡
単に文献のサーベイをベースに検討してみたい。
日本でも，職業訓練の市場志向の改革はおよそ同
時期にみられる現象であり，90年代末より顕著と
なった〔木村（2010）〕。具体的には，木村（2010）
は，離転職者訓練の民間委託化は拡大を続け，98
年度の緊急雇用開発プログラムや，2000年度予算
には学卒未就職者を対象にした民間教育機関への

委託訓練費が計上され，2001年から05年までの
「第7次職業能力開発基本計画」では「民間教育訓
練機関への委託の活用」が目指されることなった
と指摘する。小泉政権期には，03年に指定委託管
理者制度，06年に市場化テスト（官民競争入札）
なども導入された。無論，指定管理者の選定には
総合評価に基づく議会の承認が必要であり，スイ
スのような議会による質的な評価・統制も論理的
には可能ではある。しかし，導入の背景・文脈と
してニュー・パブリック・マネジメント（NPM）
の思想が強固であったこともあり，価格競争をよ
り重んじる傾向は依然として強いといわれてい
る27)。
結局のところ，いかなる理由・基準において指
定管理者を自治体が選定しているかについては，
総務省も調査を行っている28)。本調査では，
99.3％が都道府県の指定管理団体の選定基準の内
容として，「施設の管理経費の節減に関すること」
をあげている。しかし，同調査では複数回答が可
能29)であるために，選定基準の比重の内訳は把握
できない。ザンクトガレン州では，議会において
詳細な質的評価がなされ，委託が取り下げられた
訳だが，日本で同調査による委託をとりやめた理
由に関しては，サービスの質的評価に関連するの
は「費用対効果・サービス水準の検証の結果」と
いう項目のみで，この選択肢では経済的な指標と
質的な指標を切り離すことができない。しかし，
この項目すら7.1％という小さな値に留まってい
る。価格的評価だけでなく質的評価の重要性を考
えた場合，そもそも同調査の手法自体に欠陥があ

25) 同上のJohannes Rutz-Metzger氏への取材によれば，IBISはそれまでのドイツにおける失業者への訓練における
経験の蓄積が，委託を行うきっかけとなったとされている。
26) State Archives St. Gallen, “Steinemann-Mörschwil: KIGA durchleuchten（Titel der Antwort: Öffentliche
Arbeitsvermittlung）”, Ref. code AP：AGR B 1-1996.2000-51.96.26.
27) 例として「自治体の聞で多様な成果を追求する公共調達の考え方がようやく始まった一方で，入札の競争性を
重んじる姿勢，競争性の高さがコスト削減に繋がるという考え方は大変強固であるように思われる」〔北大路
（2010），p.36〕とある。
28) 総務省（2014）「『公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果』の概要」（http://www.soumu.go.jp/
main_content/000405023.pdf 2020/ 07/ 10最終確認）。
29) 選定理由に関して，1施設の平等な利用の確保に関すること，2施設のサービス向上に関すること，3施設の管理
経費の節減に関すること，4団体の業務遂行能力に関すること，5その他，の選択肢があり，どれも90％以上の地方
自治体が含むと回答している。しかし，1の平等な利用，という質的な評価軸は1～4の中では同意の割合が最も低
い。
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るといえるかもしれないが，この数値からでも委
託を取りやめる理由としての質的評価への関心が
薄いことは見て取れる。
さらに，指定管理者全体でなく，話を職業訓練
にしぼれば，ザンクトガレン州を含むスイス全体
で，職業訓練指導に関する人員の雇用が “爆発的
に増加” したのに対し，日本では対照的にむしろ
職業訓練指導員の非正規化・リストラが進んでい
るとの指摘もあり，ある種の「医者の不養生」の
ような状態に陥ってしまっているともいえる30)。
スイスと日本は，1990年代初頭より，極めて低
い失業率からの失業問題の浮上，それに伴う職業
訓練プログラムの民営化，と似たような課題と解
決策をもっているようにみえるが，このように中
央政府からの財源・人材に対する保障，州議会の
質的見地からの評価などの点で大きく異なってい
るといえよう。

3 州政府の強い拒否権
（1） SECOのNPM的評価設定をめぐって
Ⅲ，2.（2）では州レベルで，職業訓練プログラ
ムの民営化ののちも，提供されるサービスの中身
や企業のバックグラウンドを含めた質的な評価
が，州議会によってなされたことを強調した。た
だし，各州の労働政策への監視はそれだけでな
く，連邦からの監視も働いている。前述したよう
に，とりわけ連邦省庁の中でも，SECOがその中
心的な役割を果たしているとされている31)。こう
した連邦政府・州政府間の関係において，Ehrler
and Sager（2011）は，連邦と州間の関係は同じ権
力関係になく，改革の目的の1つは後者の力を制
限することだったとしている32)。

ただし，96年のRAV設置義務化以降の流れを踏
まえると，実際にはむしろ州政府の拒否権が前景
化している部分も観察できる。SECOは目標とし
て，できるだけ早い恒久的な仕事としての市場へ
の再統合，長期失業の回避，支払い期間の制限を
設定していた。そのため，これらの目標に向けた
RAV間の競争を促進するために，成果に応じた賞
与，もしくは補助の減額を行うことを，97年以降
議論しだした。これらの背景には日本同様，NPM
的な思想があったと指摘されている〔Ehrler and
Sager（2011）〕。具体的には，州が4つの指標（長
期失業者の割合など）によって，全州の平均を上
回った場合，関連政策の費用はカバーされ，さら
に一定のボーナスを得ることとなる。その一方
で，逆に，3年間にわたって全州平均を5％下回る
と，関連政策全体の3％の負担分が，その州の負担
として増加することになった。このシステムは，
2000年に州と連邦政府との間で合意された。しか
し，2002年，つまり評価対象となる最初の3年が過
ぎるよりも早く，この “罰金とボーナスの制度”
は廃止されることになる。廃止の背景として，指
標としての効果測定の不適切さが指摘されていた
ほか33)，SECOのErb氏によれば，政治的な理由も
大きかったという。そもそも，なぜ失業に関して
悪い業績を持っている州が，財政的に冷遇されな
ければならないのか，という反論が強く，その点
に関してこの制度は説得的でなかったためである
という34)。同氏によれば，こうした結果をふまえ，
現在のSECOのRAVに関する評価・監査基準は，
単純に成果を評価するのみで，成果をどのように
上げるかの方法は問われず，また成果の悪い州に
は助言を行うというスタンスに変化しているとい

30) 例えば，「職業能力開発校の統廃合や訓練科目の廃止，民間委託にともなって，職業訓練指導員のリストラが展
開している。職業能力開発校の統廃合や訓練科目の市場化テスト（民間委託）によって「指導員の過剰化」（当局
の見解）が進み，指導員の職種転換，退職後の不補充が全国で一般化している。また，それとは別に正規の職業訓
練指導員を非常勤講師で代替するリストラも展開している。具体的には11県で「任期付指導員の採用」（3年）を
実施している」〔木村（2010），p.56〕のような指摘がある。
31) 同上のJohannes Rutz-Metzger氏への取材においても，同様の旨を伝えられた。
32) 州にはget out clause（免責条項）がないこと，財政的に依存関係にあることを理由として挙げている〔Bonvin
and Moachon（2007）；Ehrler and Sager（2011）〕。
33)〔Ehrler and Sager（2011）〕。
34) 同上のErb氏への取材による。

NPMと現代スイスの労働政策における政治過程について競争的・客観的・量的評価は，いかにして政治的に拒絶可能か 325
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う35)。ザンクトガレン州のJohannes Rutz-Metzger
氏によれば，RAV設立義務化の後，「どれくらい
の頻度でRAVに求職者が訪れているか」などの指
標は後から削除されたそうだが，こうした変化も
その姿勢の表れであると評価できよう36)。予算計
画にも同様の動きがあり，州政府（Logistics
Offices）はSECOに財政計画を出す必要が従来
あったが，03年より380万スイスフランまでは
SECOの承認が必要なくなった37)。こうした傾向
は中央省庁による積極的労働市場政策による量的
な評価による統制よりも，より州レベルでの評
価・ニーズの把握に重点があることを示している
だろう。

（2） 積極的労働市場政策の財源をめぐる動向
こうした州による連邦政府への拒否という傾向
は，最終的なパッケージにもりこまれた積極的労
働市場政策の財源に関しても共通する。94年7月
下院の委員会の議論の主導によって，94年10月に
3日間のセッションが行われる。そして，失業給
付を最大520日にするかわりに，無条件の給付は
150日のみでそれ以上の給付継続には職業訓練を
義務付けるとの案をまとめ，州が連邦からの補助
のもとプログラムを担当することとなった
〔Ehrler and Sager（2011）〕。これに対し，労組と
使用者団体は両者合意に至る。しかし州が議会で
拒否権を発揮し，州によって作られファイナンス
される職業プログラムの多さの削減を要求した。
こうした点は，積極的労働市場政策の財源が失業
保険によって大きな割合でカバーされていた点に
繋がっているだろう。Häusermann et al.（2004）
らが強調するような，労組と使用者団体の分断と
いう点に注目するだけでは不十分であることも示
していると考えられる。

Ⅳ 結論

本稿では，Kriesi, Trechsel（2008）や Ehrler,
Sager（2011）らの議論を批判的に検討し，財政緊
縮・新自由主義・市場化への直接的な展開ではな
く，幾つかの政治的特徴によって一定の度合いま
で緩衝されていると考えられることをしめした。
Häusermann, Mach, Papadopoulos，（2004）が後退
したと主張する妥協的な合意形成が残存するこ
と，州政府の強い主導（「下からの改革」）・強い拒
否権のもとに，中央からのNPM的改革が拒否され
たことをしめした。
そしてEhrler, Sager（2011）らによるとRAVに
よって大きく変わったとされる積極的労働市場政
策も，ザンクトガレンなどでは既に先行する改革
が存在していた。むしろRAVは質的な変化とい
うよりは，財源・人材の量的な変化としての側面
が強かったといえる。しかし，量的評価による上
からの統制は拒否された。そして，RAV創設義務
化後の1996年以降も，積極的労働市場政策の委託
先の民間企業に対して，州議会による質的な評価
軸での望ましさが検討されていた。この点は，社
会経済上の課題や，職業訓練プログラムの民営化
というその後の対処では一見類似している，日本
とは大きな違いを示していると考えられる。これ
を図にまとめるなら図1のようになる。
福祉レジームや社会経済状況において，日本と
共通性を持つスイスでは，新自由主義やNPMに基
づく量的な評価への変化も，当初は模索された
が，本稿で紹介した三つの政治的特徴などの影響
により，抑制されたわけである。
さらに，そもそもNPMという量的かつ競争主義
的な指標に基づく方針が優位か・そうではない
か，民間企業委託における評価軸が質的なもの
か・費用対効果か，という違いは，近年政治学や
歴史学の中で提起されてきた問題とも接続可能で

35) 同上のErb氏への取材による。
36) 同上のJohannes Rutz-Metzger氏へのメール取材による。
37) こうした傾向も日本における計画重視・媒体的で中規模なさまざまな指標を通じた評価重視とは対照的である
と考えられる。
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ある。
スコット（2017）は，質的評価を量的評価に置
き換えることは，民主的討議の対象となるべき重
大な問題を，中立を称する専門家の手へと委ねる
ことを意味し，ある種の「反政治マシーン」とし
て機能すると指摘する。例として，費用便益分
析・社会科学引用指数などをあげ，費用便益はい
かに厳格に適用されようとも，公共的な意思決定
の根本的な非政治化を孕んでいるという。結果と
して，これまで質的に評価されていたものを正確
に測ることができなかったり，行動自体を歪めた
りする危険性を「測定方法が行動を植民地化す
る」と指摘する。そして，逆説的に，何を測るの
か，どの尺度を使うのか，いかに数的な価値へ翻
訳するのか，数的価値をどう意思決定に利用する
のか，という計算技術の中に強い政治性を隠蔽し
たとされる。結果的に，偏りや依怙贔屓という批
判を払いのける非政治性の見かけの裏で，計算方
法のなかに深く隠蔽された政治性をもつと述べて
いる38)39)。
質的評価を量的評価へと変換しようという欲求
は，NPMに限らずこうした費用便益分析，KPI，
EBPM，PDCAサイクルなどのさまざまな標語を
携え，再登場してきたように思われる。しかし，
公共政策について政治的・質的に評価・決定され

てきた領域を，“客観的” で中立に思われる量的
な評価に置き換える際には，注意が必要である
し，量的評価は唯一解でないことが意識されるべ
きである。そこには，本稿で委託企業選定の評価
軸として示されたような，人間や社会についての
量的に表現困難な側面が捨象される可能性を常に
孕んでいる。むしろ質的な評価に価値判断が入る
ことを前提とし，その価値判断をいかに民主主義
的に行うか，という方向も存在するのである。本
事例では，福祉レジームや社会経済状況において
類似するスイスが，いかにそうした質的評価を維
持したかについて示した。

（令和2年8月投稿受理）
（令和3年9月採用決定）
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How Competitive, Objective and Quantitative Assessments are
Politically Rejectable From an Examination of the Political

Process in Contemporary Swiss Labor Policy and NPM

KAKEGAI Yuta＊

Abstract

This study analyzes the labor policy reforms in Switzerland after the bubble economy burst in the

1990s, focusing on the “bottom-up reform” that preceded the reforms at the federal level. Based on primary

documents and interviews with relevant members, this study critically examines existing studies that argue

that the consensus between the federal government and cantons and among the cantons has been weakened.

The 1995 amendment to the federal law significantly impacted the quantitative aspects of cantonal

public finances, such as financial and personnel resources. However, the privatization itself was a follow-up by

the federal government to their prior actions in the cantons. Despite the privatization, the quality of the

services was still being examined through the cantonal legislatures. This is in contrast to Japan, which also had

a small government during the same period.

Additionally, cantonal governments have strong veto power. Initially, the federal government set

numerical targets and attempted to impose NPM controls on the cantons, but the cantonal governments

vetoed the attempt and it was abandoned. Accordingly, we critically examine quantitative and competitive

policy evaluation, which is often considered favorable.

Keywords：Switzerland, NPM, KPI, Privatization, Labor Policy, Quantitative Evaluation
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投稿：論文

病床数と入院医療費に関する再考：
基準病床数を用いた固定効果操作変数推定アプローチ

片岡 栞ほか＊1，湯田 道生＊2

抄 録

本稿では，2000年度から2007年度にわたる二次医療圏単位のパネルデータを使用して，千人当たり病
床数（設置病床密度）が国民健康保険被保険者の一人当たり入院医療費に与える影響を推定した。病床
数は各医療機関の設備投資行動によって決定されるが，わが国では，都道府県が策定する地域医療計画
において定められる二次医療圏ごとの基準病床数を上限としてその増減が認められている（病床規制）。
本分析では，そうした制度的な背景を踏まえて，千人当たり基準病床数（基準病床密度）を設置病床密
度の操作変数として分析を行った。その結果，一般的に広く知られている設置病床密度と一人当たり入
院医療費の強い正の相関は，病床過剰圏域の傾向が反映されたものであるが，その弾力値は非弾力的で
あることが分かった。また，設置病床数が基準病床数に満たない圏域では，二次医療圏の固定効果と病
床設置の内生性を考慮することによって，この影響は限定的にとどまることが分かった。

キーワード：基準病床数（病床規制），入院医療費，国民健康保険，固定効果操作変数法，局所平均措置
効果

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 330-345.

Ⅰ 序論

世界にも類を見ない少子高齢化に伴って，高騰
する医療費の適正化や費用負担の在り方が官民の
さまざまなレベルで活発に議論されて久しい。近
年では，財政制度等審議会・財政制度分科会
（2018）が，地域の医療供給体制の適正化を通して
医療費の適正化を目指すという提言を発表したこ
とや，人口減少社会における医療資源の最適な再
配分を目指すために，地域の公的・公立病院に対
して，医療機関としての役割や医療機能別の病床

数の見直しの検討要請を出した厚生労働省医政局
地域医療計画課（2019）など，具体的な提案が示
されたことは記憶に新しい。
医療供給体制については，特に病床数が，我が
国の医療費の約三分の一を占める入院医療費と強
い正の相関があることを多くの研究が指摘してい
る1)。例えば，1981年，1993年，1994年前後のクロ
スセクションデータをそれぞれ用いて分析を行っ
た前田（1985），Tokita and Chino（1997），印南
（1997）からは，この正の相関が数十年前から存在
していたことがうかがえる。また，介護保険制度
導入前の高齢者の入院医療費の都道府県格差とそ

＊1中京大学経済学部（則竹亮佑，藤井友也，星野皓，柳田康太朗）
＊2東北大学大学院経済学研究科

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3330



0313_社会保障研究_【片岡】_SK.smd  Page 2 21/12/15 09:36  v4.00

の決定要因を検証した知野（2003）では，1983～
1999年の都道府県別のpooledデータを使って，病
床数が入院医療費に正で有意な影響を与えている
ことが確認されている。近年では，1984～2007年
の都道府県別パネルデータを使った今村・印南・
古城（2015）が，千人当たり病床数が一般・老人
それぞれの一人当たり入院診療費に対して正で有
意な影響を与えていることを確認しているが，推
定された弾力値は一般がおよそ0.3，老人がおよ
そ0.4程度と非弾力的であったことを報告してい
る。比較的近年の海外の研究では，Fisher et al.
（2000）が，1990年のU. S. センサスからの抽出さ
れたデータを使って，一人当たり病床数と医療利
用の間に正の相関があることを確認しており，米
国の州レベルのパネルデータを使ったWang
（2009）も，病床数が入院医療費の増加要因の一つ
であることを確認している。また，Freedman
（2016）は，新生児集中治療室の前日の空き状況が
利用状況に与える影響を分析し，重体な乳幼児の
利用は変わらないが，新生児の体重によってはそ
の利用が増えることを明らかにしている。一方
で，介護施設に対する規制緩和の影響を検証した
Grabowski and Gruber（2007）では，利用対象者の
拡大やMedicaid診療報酬の増加，そして病床の拡
張が介護施設利用に与えた効果は一貫して確認さ
れていない。
本稿の目的は，2000年度から2007年度にわたる
二次医療圏単位のパネルデータを使用して，千人
当たり病床数（以下，「設置病床密度」と示す）が
一人当たり入院医療費に与える影響を推定するこ
とである。本分析では，上述した日本の先行研究
が抱えている二つの分析上の問題を改善して，よ
り精度の高い因果効果の推定を試みている。第一

の改善は，都道府県別データではなく，二次医療
圏別のデータを用いている点である。次節で詳述
するが，地域の病床総数の上限である基準病床数
（いわゆる病床規制）は二次医療圏ごとに設定さ
れる。しかし，都道府県内でも設置病床密度など
の医療資源や医療利用に影響しうる地域属性には
偏りがあると考えられるため，それらが集約され
た都道府県別データを使った分析では，そうした
異質性を考慮することができず，場合によって
は，得られた結果が偏っている可能性がある。よ
り詳細な分析を行うことを考えれば個票データの
利用が望ましいが，未受診者をも含む全国的で包
括的な個人レベルのデータベースが整備されてい
ない現状を踏まえれば，基準病床数の最小行政単
位である二次医療圏別の集計データを用いて分析
することには大きな意義がある。第二の改善は，
設置病床数の内生性の問題に対応している点であ
る。日本の先行研究では病床数を外生変数として
取り扱っているが，二次医療圏内で設置される病
床の総数は，病床規制という上限（制約）のもと
で，個々の医療機関の設備投資行動によって変動
するものである。また，基準病床数はその圏域に
おける過去の医療提供の実績も考慮されるため，
都市部などの人口・医療機関の密集地域ほど基準
病床数は多くなる傾向がある。これらは，設置病
床数と基準病床数の間には正の相関があることを
示唆しており，この関係を考慮していない先行研
究の推定値は過大に推定されてきた可能性が高
い。本分析では，基準病床数を設置病床数（正確
には，いずれも対人口数の変数）の操作変数とし
て回帰分析を行うことで，この問題に対応する。
こうして得られる精度の高い推定結果は，今後の
医療提供体制の在り方を議論するうえで重要な基

1) ここで紹介していない我が国における入院医療利用に関する実証研究には，泉田（2004），鎌倉・泉田・野口
（2012）およびNoguchi（2015）がある。泉田（2004）は，1996～2000年度の健康保険組合のレセプトデータをエピ
ソードレベルに変換したミクロデータを用いて分析を行っているが，病床数に関する変数は含まれていない。鎌
倉・泉田・野口（2012）は，2000年1月から2009年12月にわたる『医療施設調査』と『病院報告』（いずれも厚生労
働省）の医療機関体の月次パネルデータを使って，隣接病院の廃止や休止がその後の地域の病院の受け入れ患者
数に与えた効果を推定し，入院・在院・退院・外来患者に対して短中期的にさまざまな影響を与えることを確認し
ている。Noguchi（2015）は，1984～2008年の『病院報告』と『医療施設調査』をマージした医療機関単位の個票
データを使用して，入院医療に対する出来高払いの診療報酬改定が，患者・看護師比率や平均在院日数を有意に
減少させたことを確認している。
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礎資料の一つとなるであろう2)。固定効果推定に
よる分析の結果，一般的に広く知られている設置
病床密度と一人当たり入院医療費の強い正の相関
や因果効果は，病床過剰圏域の傾向が反映された
ものであるが，その弾力値は0.110～0.182と先行
研究で計測されてきたよりも非弾力的であること
が分かった。また，設置病床数が基準病床数に満
たない圏域においては，二次医療圏の固定効果と
内生性を考慮することによって，この影響は限定
的にとどまることが分かった。これらの結果は，
設置病床密度と一人当たり入院医療費の強い正の
相関を前提としていたこれまでの政策論議の妥当
性に疑問を呈さざるを得ないことを示唆するもの
である。
本稿の構成は以下の通りである。次節では基準
病床数制度の概略についてまとめる。III節では，
分析に使用するデータと分析方法について説明す
る。IV節では結果とまとめる。V節は本稿の結論
である。

Ⅱ 基準病床数制度

基準病床数制度は，二次医療圏を単位として，
既存の病床数（以下，設置病床数と記す）が，全
国統一の算定方法で定められる基準病床数（2000
年の第四次医療法改正までは「必要病床数」とよ
ばれていた）を超えている地域において，原則と
して病院の開設や増床が許可されないという，我
が国における医療供給政策の一つである。この制
度は，戦後の復興期における公的医療機関の濫立
が問題視されたことから，1962年の医療法改正に
おいて，公的病院に病床規制が導入されたのが始
まりである〔池上（2017）〕。その後，国民皆保険
制度の発足（1961年）や老人医療費無料化政策の
導入（1973年）に伴って高まった医療需要に見合

う医療提供が行えるようにと，全国の病床総数は
急激に増加したが，その一方で医療資源の地域的
な偏在や医療施設の機能分担が不明確であるとい
う課題も明らかになっていった。そこで，第一次
医療法改正（1985年）において，都道府県自らが
地域の実情に応じた地域医療計画を策定し，体系
立った医療体制の実現を目指すこととなった。そ
のときに病床規制の対象は民間病院にも拡大さ
れ，二次医療圏単位で医療法施行規則に定められ
た全国一律の算定式により基準病床数を算定する
という現行制度の骨子が確立された。対象となる
病床は，当初の「その他病床（2000年より一般病
床・療養病床として計上）」に加えて，有床診療所
の療養型病床群（第三次医療法改正（1992年））
や，同一般病床（第五次医療法改正（2006年））に
も拡大している〔厚生労働省医政局（2016）〕。基
準病床数の算定方法も，当初は圏域内の人口数に
基づくだけであったが，現在では，性別・年齢階
級別人口，同入院受療率，患者流出入者数，病床
利用率（1985年以降），平均在院日数（2000年以
降），介護施設対応可能数（2006年以降）なども考
慮されて算出される〔厚生労働省医政局（2016）〕。
なお，精神・感染症・結核病床については，病院
病床について，医療法施行規則に定められた全国
一律の算定式により，都道府県ごとにそれぞれの
基準病床数が定められている。
基準病床数制度の導入によって，全国の病床総
数増加の収束と，病床不足地域における病床整備
と過剰地域の病床抑制といった医療機関の適正配
置および診療機能の充実強化が期待された。その
一方で，医療機関間の競争が働きにくく，既存病
床の既得権益化が生じ新規参入が妨げられている
こと3)や，病床数の基準が現状追認的なものと
なっているため，結果として対人口比の地域間格
差があること，そして地域の実情やニーズに応じ

2) 海外では，配分効率性や費用効率性といった経済学的な基準による評価〔Kuntz, Scholtes, and Vera（2007），
Longo et al.（2019）〕や，過剰病床のコスト推計，病床過剰時の最適価格を理論的・実証的に検討した研究〔Keeler
and Ying（1996），Ennis, Schoenbaum, and Keeler（2000）〕などが入院医療制度改革の際に参考にされた例もある。
3) この点については，Longo et al.（2019）が，2006年に実施された英国の国民保健サービス改革（患者の病院選択
の緩和）が，病院間の競争が効率性に与えた影響を検証しており，競争度の上昇はさまざまな効率性指標に対し
て異なる効果をもたらすことを明らかにしている。
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た適切な機能別の病床数の確保ができていないこ
となどが問題として挙げられている〔尾形ほか
（2004）〕。病床規制の導入効果を検証した研究に
は，泉田（2003）や今村・印南・古城（2015），印
南（2016，5章）がある。泉田（2003）は，『医療
施設調査』の都道府県データを使って，1985年よ
り実施された地域医療計画は病床数をコントロー
ルするうえで有効であったことを確認している
が，記述統計的な分析にとどまっている。都道府
県別パネルデータを使った今村・印南・古城
（2015）は，病床規制が実質的な効果を持ち始めた
とする1991年以降に1をとるダミー変数を加える
ことで，病床規制が医療費に与える影響を推定
し，病床規制が国民健康保険の医療費全般の増加
率の上昇を抑制している可能性があることを確認
している。しかしながら，推定式の構造上，この
結果には同期間のバブル崩壊以降の「失われた20
年」を含む景気変動が健康〔井深（2019）〕や医療
利用に与えた効果も含まれている可能性が高い。
印南（2016）は，1973～1990年の都道府県別パネ
ルデータを使って，人口当たり病床数とその増加
率を年度ダミー群や病床数の多寡に関するダミー
変数に回帰する簡単なモデルを推定している。そ
の結果は，病床規制は総量規制として機能し，ま
た，過剰地域の増床防止と病床数の地域差の拡大
に歯止めをかけたことを示唆するとしている。た
だし，著者自身が論文中で述べているように，モ
デルの構造が単純すぎるため，そのような解釈を
支持するだけの十分な証拠とはならない。海外に
おける類似の政策には，米国のHill-Burtonプログ
ラムとCertificate of Need（CON）規制がある。
Hill-Burtonプログラムは，1947年から1971年にか
けて実施された病院産業への大規模な公的支援

で，Chung et al.（2017）によれば，このプログラム
は7万床以上の病床拡大をもたらし，地域間の一
人当たり病床数の差を縮小させたことを明らかに
している。CON規制は，医療機関が高額機器の購
入や病床の拡大などに要する資本支出が，さまざ
まな基準額を超える場合，州の計画機関から承認
を得なければならないという制度である。
Conover and Sloan（1998）は，CON規制が一人当
たりの医療費，病院供給，技術の普及，病院産業
組織などの病院におけるさまざまな指標に与える
効果を評価し，CON規制が病床供給量を2％減ら
す一方で，微小ではあるが一人当たり入院費と病
院利益は増えたことを明らかにしている。また，
Delia, Tiedemann, and Huang（2009）は，ニュー
ジャージー州におけるCON規制改革による病床
の拡大が，心臓血管造影（CA）の利用率を増加さ
せたこと，特に黒人の利用率が急速に増加し，大
幅な格差の縮小につながったことを明らかにして
いる。

Ⅲ データと分析方法

1 データ
本研究で用いるデータは，本分析を行うために
筆者によって行われた『基準病床数の推移に関す
る調査』と，公表されている市区町村別データを
二次医療圏単位に集計して作成したパネルデータ
である4)。『基準病床数の推移に関する調査』は，
1999年から2007年までの都道府県内の二次医療圏
別の基準病床数（一般病床と療養病床（旧称含む）
の総和）を各都道府県庁の関係部局に尋ねたもの
で，2018年1月にEメールで実施された。最終的に
37都道府県からの回答があり（回答率78.7％），

4) 二次医療圏別のパネルデータを作成するにあたって，データの制約上，以下のような措置をとった。（1）同一自
治体内に複数の二次医療圏を持つ神奈川県横浜市と同川崎市は市単位に集約した。（2）埼玉県さいたま市岩槻区
（旧岩槻市）は埼玉県東部医療圏，大阪府堺市美浜区は大阪府南河内医療圏にそれぞれ属しているが，さいたま市
内・堺市内におけるデータの分割が不可能であるため，前者はさいたま市（埼玉県中央医療圏），後者は堺市（大
阪府堺市医療圏）に含めた。（3）静岡県静岡医療圏の2003・2004年度の国民健康保険に関するデータは存在しな
かったが，ほかのデータの集計状況から，静庵医療圏に一括した。（4）千葉県夷隅長生市原医療圏は，2004年9月
から夷隅長生医療圏と市原医療圏に分離するが，ほかのデータの集計状況から，2005年度から別々にした。（5）
岡山県吉備中央町は，2004年10月に賀陽町（高梁・阿新医療圏）と加茂川町（県南東部医療圏）が合併して誕生し
たが，ほかのデータの集計状況から，高梁・阿新医療圏に含めた。データの出所については，表1を参照のこと。
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313二次医療圏（観測値数は2310）の基準病床数の
推移を入手した5)。公表されている市区町村別
データのうち，入院医療費などの医療保険関係の
データは『国民健康保険事業年報』と『国民健康
保険実態調査報告』の保険者別データを用いてい
る。また，本研究の分析対象期間は，2000年度か
ら2007年度の8年間である。2000年度以降に焦点
を当てた理由は，同年から施行された第4次医療
法改正によって病床区分が見直されたためと，同
年から導入された介護保険制度関係のデータの利
用可能になり，入院医療と介護の代替関係をより
正確にとらえられるようになったためである。一
方で，2007年度までとした理由は，その翌年度か
ら導入された後期高齢者医療制度によるためであ
る。具体的には，保険者が広域連合に移管したこ
とで，全年齢層を包括的に集計した市区町村レベ
ルの医療保険関係のデータが容易に入手できなく
なったためである。
詳細な分析に先立って，設置病床数と被保険者
一人当たり入院医療費の関係を概観しておく。図
1の散布図は，縦軸に二次医療圏内の入院医療費
の合計額を同圏内の被保険者総数で除した一人当
たり入院医療費の対数値，横軸に設置病床密度の
対数値をとったものである。パネルAは二次医療
圏別データをそのままプロットしたものである
が，先行研究と同様に正の相関関係が視覚的に確
認でき，相関係数も0.692と高めである。一方，パ
ネルBは固定効果変換したデータ （ 。
ただし， は二次医療圏 ごとの平均）を用いたも
のであるが，こちらでは正の相関は視覚的にほと
んど観察されず，相関係数も0.030と非常に小さ
い。このことは，クロスセクションデータを用い
て検証を行ってきた先行研究の結果は何らかのバ
イアスを含んでいることを強く示唆するものであ
る。
なお，データの制約上，以下の点には留意が必
要である。第一は，選択バイアスによる過小評価
の可能性である。『基準病床数の推移に関する調

査』の未回答県は，秋田県・富山県・山梨県・鳥
取県・広島県・徳島県・佐賀県・長崎県・熊本県・
鹿児島県であったが，病床数が多く一人当たり医
療費とされる高い西日本地域が多い。補論1で示
しているように，すべての二次医療圏を含むサン
プルと比較すると，分析サンプルの一人当たり入
院医療費は低く，設置病床密度も少ないため，こ
の影響が過小に推定される可能性がある。第二
は，医療保険関係のデータは市町村国民健康保険
のものを使用しているため，医療需要は国内の平
均よりも高い集団ものであるという点である。し
かしながら，今村・印南・古城（2015）が指摘す
るように，ほかの公的医療保険の公表データは，
職域単位で収集されているため，地域ごとに定め
られる施策の評価や地域特性を考慮した分析を行
うことが不可能である。第三は，本分析で対象と
する設置・基準病床は一般病床と療養病床を合算
したもので，都道府県単位で基準が算定されてい
る精神病床，感染症病床および結核病床は分析の
対象に含めていない点である。

2 分析モデル
本分析における推定式は以下の（1）式である。

（1）

Yitは二次医療圏iのt年度における被保険者一人
当たり入院医療費（2005年価格），Bedは設置病床
密度である。設置病床密度と一人当たり医療費の
間に正の相関があれば，係数 は正で有意に推
定される。xは説明変数ベクトルで，保健資源や
人口構造などの地域属性が含まれている。保健資
源には，二次医療圏内の人口千人当たり病院数
（病院密度），高齢被保険者一人当たり介護施設定
員数および同介護保険施設定員割合が含まれる。
病院密度は市場の集中度の代理変数で，二次医療
圏内の入院医療の競争状態やアクセスの影響をと

5) 厚生労働省は過去に『厚生白書』などで都道府県別の基準病床数を公表したこともあったが，筆者による厚生労
働省へのヒアリングによれば，これは各都道府県から報告された集計値をまとめただけで，厚生労働省自体は，
二次医療圏ごとの基準病床数は把握していないとのことであった。
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らえるものである6)。介護施設関係の変数は，入
院医療の代替的なサービス利用の影響を考慮する

ものである。このうち，高齢被保険者一人当たり
介護施設定員数は，二次医療圏内の介護施設（介

6) 市場の集中度を示す代表的な指標にはHirschman-Herfindahl Index（HHI）があるが，本分析でHHIではなく病院
密度を用いた理由は，二次医療圏内にある各医療機関の病床数を個別に把握できないためである。また，二次医
療圏を構成する市区町村ごとの病床数を使用してHHIのような変数を用いることも考えたが，一つの自治体のみ
で構成されている二次医療圏のHHIは1（独占）となってしまうため，本分析ではHHIは用いずに病院密度を用い
ている。なお，人口当たり医師数は，医師による居住地選択の影響などが含まれ〔例えば，吉田・幸野（2007）や
Yuda（2013）〕，その内生性にも対応すると実証モデルが複雑になりすぎるため，本分析では採用しない。
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図1 被保険者一人当たり入院医療費と設置病床密度
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護老人保健施設・介護老人福祉施設・養護老人
ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム）の定
員総数を高齢被保険者（退職者医療制度の被保険
者と老人保健制度の適用者）総数で除したもので
ある。介護保険施設定員割合は，定員総数に占め
る介護保険二施設（介護老人保健施設・介護老人
福祉施設）の定員数の割合である。また，地域属
性には，被保険者数，高齢化率，被保険者一人当
たり課税標準額（2005年価格），および財政力指数
が含まれる。被保険者数は二次医療圏内における
市町村国民健康保険被保険者の総数であり，保険
者の規模の代理変数である〔例えば，湯田
（2010）〕。高齢化率は被保険者総数に占める高齢
被保険者数の割合であり，高齢化が医療費に与え
る影響をとらえるものである。被保険者一人当た
り課税標準額は所得の代理変数であり，二次医療
圏内における被保険者の課税標準額の総額を同圏
内の被保険者総数で除したものである。財政力指
数は地方公共団体の財政力を示すもので，二次医
療圏内の自治体の財政力指数の平均値を採用して
いる。財政に余裕がある（ない）自治体は，公立
の医療機関を拡大（縮小）したり，地域の保健政
策に割ける予算が多い（少ない）可能性があり，
これは地域住民の健康水準や医療利用に影響を与
えると考えられる。これらの連続変数はすべて対
数化したものを用いるので，各係数推定値βはY
に対する弾力値を表す。また，τの年効果は，診
療報酬改定やマクロ経済環境などの影響を包括的
にとらえるものであり，μの二次医療圏の固定効
果は，そのほかの観察不可能な地域要因の影響を
とらえるものである。なお，uは誤差項である。
I節で述べたように，設置病床数は内生変数で
あり，制度的な背景（病床規制）を踏まえると，
それは基準病床数の関数であるとみなせる。本分
析では，基準病床密度（人口千人当たり基準病床
数，Tbed）を設置病床密度の操作変数とした操作
変数法によって，この問題に対応する。つまり，
第一段階の推定式は，

（2）

である。ただし，eは誤差項である。地域属性xが
推定式に含まれることから，（2）式は印南（2016）
の推定式をより精緻化したものであるとも解釈で
きる。また，基準病床数は都道府県内の二次医療
圏で同時に改定されるが，そのタイミングは都道
府県によって異なるため，基準病床密度は横断面
的・時系列的の双方に十分な変動がある変数であ
る。加えて，以下では操作変数の妥当性（関連性
と外生性）について確認しておく。補論2の図A1
は，基準病床密度と設置病床密度の散布図である
が，これらの間には明確な正の相関関係があるこ
とが確認でき，相関係数も0.804と図1Aのものよ
りも大きいため，関連性は満たしているといえ
る。一方で，外生性については，より慎重な議論
が必要である。なぜならば，II節で示したように，
基準病床数は前年までの地域属性や入院医療の実
績に基づいて算出されるが，推定式の地域属性x
にはそれらの変数は含まれていないため，（2）式
の と は相関し，推定結果にバイアスが
生じる可能性がある。この懸念に対して，本分析
では，基準病床数の算定に用いられる指標の中
で，考慮可能な地域属性と入院実績のラグ値（先
決変数）を明示的に追加した以下のモデルでも推
定を行う7)。

（1）’

（2）’

ただし，zは先決変数ベクトルで，女性割合，入
院受療率，病床利用率および平均在院日数の1期
ラグ値が含まれている。ただし，女性割合につい
ては，国民健康保険の保険者レベルの男女別被保
険者数の統計は利用不可能であるため，市区町村
全体の割合を代用している。また，病床利用率と

7) 分析期間内に二次医療圏を再編している都道府県が複数あるため，先決変数がない（つまり，サンプルから除外
される）二次医療圏も存在する。詳細は表2を参照のこと。
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平均在院日数も，国民健康保険だけのものではな
く，二次医療圏全体のものを使用している。ただ
し，入院受療率は，二次医療圏内すべての国民健
康保険被保険者の入院件数を同被保険者数で除し
たものを使用している。
表1は分析に使用する変数の記述統計量がまと
められている。一人当たり入院医療費の平均は約
16万円であり，設置病床密度の平均は基準病床密
度の平均を上回っていることが確認できる。介護
施設定員密度は地域間のばらつきが大きく，ま
た，介護保険施設の定員比率の平均は76.6％であ
る。被保険者数も地域間のばらつきが大きく，高
齢化率の平均は41.9％と高めである。被保険者一
人当たり課税標準額の平均は63.1万円と低いが，
これらは国民健康保険のデータを用いているため
であると考えられる。また，財政力指数の平均は

0.511である。先決変数については，女性割合の
平均が51.4％であり，入院受療率と病床利用率の
平均は，それぞれ39.1％と83.7％，そして平均在
院日数の平均は39.5日である。

Ⅳ 推定結果

推定結果は表2にまとめた通りである。上段の
パネル（1）は設置病床密度のみを説明変数とした
単回帰分析の結果，下段のパネル（2）は諸変数を
含んだ重回帰分析の結果である。重回帰分析で
は，先決変数 を含まないモデル（i）とそれら
を含むモデル（ii）の結果を並列しているが，モデ
ル（ii）のいずれにおいても，入院受療率のみが正
で有意に推定されている。しかしながら，モデル
（i）・（ii）におけるほかの説明変数の推定結果はあ
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表1 記述統計量
変数名 出所 平均 標準偏差 最小値 最大値

内生変数
一人当たり入院医療費（千円） ［1］ 159.875 40.134 96.119 302.652

設置病床密度 ［2］ 11.821 3.981 2.882 27.215

説明変数
基準病床密度 ［3］ 9.915 2.619 2.144 24.625

病院密度 ［2］ 0.205 0.095 0.024 0.626

介護施設定員密度 ［4］ 55.274 38.479 16.350 914.384

介護保険施設定員割合 ［4］ 0.766 0.097 0.237 1.000

被保険者数（千人） ［1］ 137.772 155.018 1.364 1180.579

高齢化率 ［1］ 0.419 0.078 0.186 0.634

被保険者一人当たり課税標準額（千円） ［6］ 631.825 191.001 212.635 1909.066

財政力指数 ［7］・［8］ 0.511 0.251 0.106 1.750

先決変数
女性割合 ［9］ 0.514 0.011 0.478 0.540

入院受療率 ［1］ 0.391 0.103 0.238 0.836

病床利用率 ［10］ 0.837 0.058 0.399 0.973

平均在院日数 ［10］ 39.505 12.993 11.900 106.800

注：観測値数は2310（ただし，先決変数は1997），二次医療圏数は313である。金額は消費者物価指数（総合，総務省統計局『消費者物価
指数』）を用いて2005年度価格に調整している。変数の出所は以下の通りである。
［1］厚生労働省『国民健康保険事業年報』，各年版。
［2］厚生労働省『医療施設調査』，各年版。
［3］湯田道生『基準病床数に関する調査』，2018年。
［4］厚生労働省『介護サービス施設・事業所調査』・『社会福祉施設等調査』，各年版。
［5］総務省『住民基本台帳人口要覧』，各年版。
［6］厚生労働省『国民健康保険実態調査報告』，各年版。
［7］総務省『市町村税課税状況等の調』，各年版。
［8］東京都総務局行政部区政課『特別区決算状況』，各年版。
［9］総務省『住民基本台帳人口要覧』，各年版。
［10］厚生労働省『病院報告』，各年版。
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表2 一人当たり入院医療費に対する推定結果
サンプル 全サンプル 病床過剰圏域
推定方法 OLS IV FE FEIV FE

モデル （i） （ii） （i） （ii） （i） （ii） （i） （ii） （i） （ii）
（1）単回帰
設置病床数 0.498*** 0.588*** 0.030 －0.142 －0.211***

（0.056） （0.055） （0.045） （0.184） （0.063）
定数項 3.842*** 3.625*** 4.974*** 5.387*** 5.606***

（0.124） （0.126） （0.108） （0.445） （0.157）
R-Squared 0.479 0.464 0.479 0.479 0.514

Weak identification
test

506.701*** 6.130**

（2）重回帰
設置病床数 0.286*** 0.033* 0.291*** 0.083*** 0.144*** 0.089*** 0.147 0.078 0.182*** 0.110**

（0.061） （0.019） （0.065） （0.019） （0.042） （0.028） （0.099） （0.068） （0.059） （0.044）
病院数 0.054* －0.075*** 0.051 －0.086*** －0.042 －0.052*** －0.043 －0.048* －0.038 －0.045**

（0.031） （0.017） （0.035） （0.016） （0.026） （0.019） （0.042） （0.028） （0.033） （0.022）
介護施設定員数 0.002 －0.006 0.001 －0.009 －0.036* －0.031** －0.037** －0.031** －0.025 －0.020

（0.035） （0.010） （0.034） （0.011） （0.018） （0.014） （0.018） （0.014） （0.032） （0.022）
介護保険施設定員
割合

－0.095 －0.018 －0.094 －0.022 －0.013 －0.033* －0.014 －0.032 －0.013 －0.031
（0.079） （0.020） （0.078） （0.022） （0.024） （0.019） （0.026） （0.019） （0.026） （0.022）

被保険者数 －0.001 0.017*** －0.001 0.014*** －0.008 －0.006 －0.008 －0.006 0.019 0.021

（0.013） （0.005） （0.014） （0.005） （0.019） （0.014） （0.019） （0.014） （0.034） （0.026）
高齢化率 0.545*** 0.027 0.543*** 0.036* 0.373*** 0.319*** 0.372*** 0.319*** 0.305*** 0.292***

（0.051） （0.019） （0.053） （0.020） （0.065） （0.064） （0.064） （0.064） （0.105） （0.102）
被保険者一人当たり
所得

－0.034 0.038*** －0.033 0.037*** －0.001 0.023 －0.001 0.023 0.008 0.035

（0.069） （0.013） （0.068） （0.013） （0.042） （0.027） （0.042） （0.027） （0.037） （0.021）
財政力指数 －0.090* －0.008 －0.089* －0.007 0.037* 0.020 0.037* 0.020 0.044* 0.036

（0.050） （0.010） （0.048） （0.010） （0.020） （0.018） （0.020） （0.018） （0.025） （0.023）
女性割合 0.521** 0.357 －0.816 －0.819 －0.001

（0.242） （0.298） （1.116） （1.123） （1.480）
入院受療率 0.988*** 0.956*** 0.476*** 0.479*** 0.470***

（0.028） （0.029） （0.048） （0.051） （0.076）
病床利用率 －0.051 －0.047 －0.021 －0.024 0.070

（0.042） （0.043） （0.043） （0.043） （0.073）
平均在院日数 －0.007 －0.011 －0.008 －0.007 0.036

（0.014） （0.015） （0.022） （0.023） （0.030）
定数項 5.022 5.844 5.005 5.722 5.158 4.957 5.149 4.984 4.812*** 5.059***

（0.673） （0.168） （0.688） （0.174） （0.334） （0.802） （0.433） （0.810） （0.349） （1.070）
R-Squared 0.753 0.960 0.753 0.958 0.462 0.848 0.463 0.848 0.375 0.870

t-test for year
effect

74.271*** 72.519*** 539.933*** 438.424*** 111.691*** 107.126*** 823.673*** 673.085*** 138.608*** 91.487***

Weak identification
test

216.978*** 235.588*** 6.708** 7.390**

観測値数 2310 1997 2310 1997 2310 1997 2310 1997 1627 1408

二次医療圏数 313 307 313 307 313 307 313 307 219 214

注：操作変数推定は制限情報最尤法（LIML）法による。すべての重回帰モデルには年ダミー変数群が含まれている。***は1％，**は5％，
*は10％有意水準でそれぞれ有意であることを示す。括弧内は，都道府県内の二次医療圏間の誤差項の相関を許した頑健な標準誤差
である。“Weak identification test” は，Kleibergen-Paap Wald rk F統計量で，いずれのモデルにおいても，OLS推定量のバイアスに対す
るIV推定量のバイアスを10％，15％，20％，25％まで許容する場合の臨界値はそれぞれ，16.38，8.96，6.66，5.53である〔Stock and Yogo
（2005）〕。
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まり変わらない。一列目から四列目は，固定効果
を考慮しない最小二乗法（ordinary least squares，
OLS）と 操 作 変 数 法（instrumental variable
estimation，IV）によるクロスセクション分析の推
定結果，五列目から八列目のFEとFEIVは固定効
果を考慮したパネル分析（固定効果（fixed-effect，
FE）モデル）の推定結果である。なお，IV法に
よって推定される係数についての近年の解釈に従
えば，（FE）IV法で推定されるのは，設置病床数
が基準病床数に満たない圏域（compliers）におけ
る病床密度が一人当たり入院医療費に与える局所
平均措置効果（local average treatment effect）であ
る。なぜならば，すでに設置病床数が基準病床数
を上回っている圏域では，規制によって病床を増
やすことができないためである。これは，第一段
階推定で推定される基準病床密度の変化が病床密
度の変化に与える影響についても同様である。こ
のことは，FEIV推定では，設置病床数が基準病床
数を超えている過剰病床圏域における影響を推定
できないことを意味している。そこで本分析で
は，過剰病床圏域に限定したサンプルを使って同
様の分析を行うことで，過剰病床圏域における影
響も推定する。なお，過剰病床圏域では，病床の
縮小をもってのみ病床密度は変動するが，これら
は医療機関と取り巻く諸変数（ ， ， ， ）
によって影響されると考えられるので，通常の
FEモデルによって，過剰病床圏域における設置
病床密度が入院医療費に与える影響を推定するこ
とができる。これらの結果は九列目と十列目に示
している。なお，地域医療政策は都道府県ごとに
作成・施行されるため，標準誤差は都道府県内の
二次医療圏間の誤差項の相関を許す頑健な標準誤
差（clustering robust standard error）を推定してい
る。
分析結果の報告に先立って，操作変数の関連性
について確認する。補論2の表A2には，第一段階
推定における基準病床密度の設置病床密度に対す
る推定値がまとめられている。基準病床密度の係
数はいずれも正で有意であるが，固定効果推定の
結果では，Staiger and Stock（1997）の弱操作変数
の検定結果（この場合はt値の二乗）が，関連性の

仮定を満たすとされる水準である10に及ばない。
このことは，通常の二段階最小二乗法による推定
では，得られた推定値がOLS推定量に偏る，つま
り，本分析の場合には過剰推定されるという弱操
作変数問題によるバイアスが生じていることを示
している。この問題に対して，本分析では操作変
数が弱くてもバイアスが小さくカバレッジ率が良
い信頼区間が得られる制限情報最尤法（Limited
Information Maximum Likelihood Method，LIML
法）を用いている。表 2の “Weak identification

test” には，不均一分散の下での操作変数の関連
性を検定するKleibergen-Paap Wald rk F統計量を
報告している。いずれのモデルにおいても，OLS
推定量のバイアスに対するIV推定量の相対的なバ
イアスを20％（15％）まで許容する場合の臨界値
は 6.66（8.96）で あ る た め〔Stock and Yogo

（2005）〕，FEIV推定では，その状況においては操
作変数が弱いという帰無仮説を棄却できる。な
お，表A2の第一段階推定のFEIV法の結果によれ
ば，設置病床密度に対する基準病床密度の弾力性
は0.153～0.161と非弾力的である。このことは，
設置病床数が基準病床数に満たない圏域では，基
準病床密度を10％増加させても，設置病床密度の
増加は1.6％程度にすぎないことを示している。
設置病床密度が被保険者一人当たり入院医療費
に与える影響は，単回帰モデルでは，内生性の考
慮の有無にかかわらずpooledデータを用いた推定
では正で有意であるが，パネル推定であるFEモ
デルでは有意ではなく，FEIVモデルにおいては
符号が負になっている。加えて，過剰病床圏域で
は負で有意に推定されている。これらは散布図
（図1A・B）で確認された傾向とおおむね一致して
いる。一方で重回帰モデルでは，pooledデータお
よびFE推定では係数β1は正で有意であるが，
FEIV推定では係数はFE推定とほとんど変わらな
いが有意ではない。このことは，設置病床密度が
基準病床密度に満たない圏域においては，二次医
療圏の固定効果と病床密度の内生性を考慮する
と，設置病床密度が一人当たり入院医療費に与え
る影響は限定的になることを示している。その一
方で，過剰病床圏域におけるFE推定では，これら

病床数と入院医療費に関する再考：基準病床数を用いた固定効果操作変数推定アプローチ 339
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は正で有意に推定されており，その弾力値は
0.110～0.182と推定されている。過剰病床圏域は
全体の約7割を占めるため，広く認知されている
設置病床密度と一人当たり入院医療費の正の相関
関係はこれらの地域の相関を反映したものである
と考えられるが，推定された弾力値は今村・印
南・古城（2015）の0.3に比べるとかなり小さい。
FEIV推定と過剰病床圏域におけるほかの説明
変数の影響を見てみると，すべてのモデルにおい
て，一人当たり入院医療費の増加に最も強い正の
影響を与えているものは高齢化率であり，弾力値
は前者で0.319～0.372，後者で0.292～0.305であっ
た。これはWang（2009）の定性的な結果と整合的
である。また，財政力指数が正で有意にされてお
り，財政状況が良い自治体ほど医療費が高いこと
が確認されているが，弾力値は0.037または0.044
と低い。一方で，FEIV推定では，介護施設定員数
が負で有意に推定されている。これは介護施設が
入院医療の代替的なサービスとして機能している
ことを示唆しているが，介護保険制度導入前の都
道府県データを使った知野（2003）とは異なる結
果である。推定された弾力値は－0.037～－0.031
と低いが，本分析の医療費の指標は高齢者だけで
なく全年齢階層の被保険者の平均を用いているの
で，実際の代替効果はこれより大きいと推察され
る。また，病床過剰圏域ではこの影響は有意に推
定されていない。

Ⅴ 結論

本稿では，2000年度から2007年度にわたる二次
医療圏単位のパネルデータを使用して，設置病床
密度が一人当たり入院医療費に与える影響を推定
した。その結果，一般的に広く知られている設置
病床密度と一人当たり入院医療費の強い正の相関
や因果効果は，病床過剰圏域の傾向が反映された
ものであるが，その弾力値は0.110～0.182と先行
研究で計測されてきた以上に非弾力的であること
が分かった。また，設置病床数が基準病床数に満
たない圏域においては，二次医療圏の固定効果と
内生性を考慮することによって，この影響はほぼ

消失することが分かった。また，後者の圏域で
は，基準病床密度が10％増加しても，設置病床密
度の増加は1.6％程度の増加にとどまることも分
かった。
これら二つの弾力値が有意でも小さい，または
非有意であることは，設置病床数の調整を経て入
院医療費をコントロールするという病床規制が導
入された当初に想定されたメカニズムがあまり機
能しないことを示唆している。ただし，冒頭で述
べたように，医療費の決定要因は多元的であるた
め，この結果のみをもって今後の病床の在り方を
議論すべきではなく，設置病床数の変化がほかの
指標に対する影響も考慮に入れるべきである。例
えば，一人当たり医療費を入院率（外延，
extensive margin）と一件当たり費用（内延，
intensive margin）に分解して，より詳細な医療利
用に与える影響を分析することや，在院日数（医
療供給）や健康（死亡率）などの成果に与える影
響を分析する余地はまだ十分にある。また，本稿
の分析対象期間以降について考える場合には，高
額な特定保険医療材料や薬剤の利用が増えている
ことにも留意すべきであろう。高額医療費を被保
険者または患者一人当たりで考えた際に，これら
の影響がどこまで残るかは分からないが，エビデ
ンスに基づく政策論議を行うためには，そうした
要因も考慮に入れることも重要であると考えられ
る。本稿では，紙幅の都合からこれらの分析は行
わなかったが，これらの検証は，高齢社会におけ
る医療費の決定要因を探るうえでも非常に重要な
今後の研究課題である。また，FE・FEIVモデル
における多くの説明変数が非有意であったこと
は，固定効果として考慮されている地域特有の生
活習慣による疾病構造の違いといった需要要因
や，医療機器の整備状況などの物的資本の違いと
いった供給要因が，一人当たり入院医療費を増加
させていることも考えられる。二次医療圏別の地
域データによる分析ではこれ以上の解釈は不可能
であるため，需給双方の個票データによる分析を
行うことも今後の重要な研究課題であるといえ
る。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3340
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補論1 セレクションバイアスの可能性
表A1は，全二次医療圏と分析サンプル（表1）の
比較可能な変数の記述統計量と，それらの平均値
の差の検定結果をまとめたものである。これによ
れば，分析サンプルの一人当たり入院医療費と設
置病床密度は，全二次医療圏のそれらに比べて，
4.1％と5.8％それぞれ有意に低い。このことは，
『基準病床数の推移に関する調査』の未回答県が，
病床密度が高く一人当たり医療費が高い西日本地
域を多く含んでいることが一因であると思われ
る。このため，本分析で得られた設置病床数が一
人当たり入院医療費に与える影響は過小に推定さ
れている可能性がある。そのほかには，介護保険
施設定員割合以外には有意差があり，全二次医療
圏の分布に比べて，分析サンプルの病院密度
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表A1 全二次医療圏の記述統計と分析サンプルとの比較
変数名 平均 標準偏差 平均の差 標準誤差 （乖離幅）
内生変数
一人当たり入院医療費（千円） 166.069 41.174 6.194*** （1.138） 3.9％
設置病床密度 12.499 4.204 0.678*** （0.114） 5.7％
説明変数
病院密度 0.230 0.114 0.025*** （0.003） 12.1％
介護施設定員密度 58.858 49.732 3.584*** （1.230） 6.5％
介護保険施設定員割合 0.768 0.092 0.003 （0.003） 0.3％
被保険者数（千人） 124.282 145.360 －13.490*** （4.225） －9.8％
高齢化率 0.424 0.077 0.005** （0.002） 1.1％
被保険者一人当たり所得（千円） 607.728 187.193 －24.098*** （5.305） －3.8％
財政力指数 0.482 0.243 －0.029*** （0.007） －5.7％
先決変数
女性割合 0.516 0.011 0.002*** （0.000） 0.4％
入院受療率 0.412 0.110 0.021*** （0.003） 5.3％
病床利用率 0.843 0.058 0.006*** （0.002） 0.7％
平均在院日数 41.844 15.316 2.339*** （0.425） 5.9％

注：全二次医療圏サンプルの観測値数は2837（ただし先決変数は2452），二次医療圏数は385である。「平均の差」は全二次医療圏サンプル
の平均から分析サンプル（表1）の平均を引いたもので，「乖離幅」はその差を分析サンプルの平均で除したものである。***は1％，**
は5％有意水準でそれぞれ有意であることを示す。
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（11.9％），介護施設定員密度（6.4％）はやや低く，
被保険者数（10.3％）と財政力指数（5.5％）およ
び一人当たり所得（4.5％）はやや高い。先決変数
については，分析サンプルの平均在院日数
（5.9％）と入院受療率（5.3％）の平均値が特に低
い。これらの差も推定結果全体に影響を与える可
能性がある。

補論2 操作変数の関連性
図A1の散布図から，基準病床密度と設置病床密
度の間には明らかな正の相関関係があることが確
認できる。また，相関係数は0.804であり，これは

一人当たり入院医療費と設置病床密度の相関係数
（0.692，図1のパネルA）よりも大きい。したがっ
て，操作変数の関連性については十分に満たされ
ていると判断できる。
また，表A2は，第一段階推定における基準病床
密度の推定結果のみをまとめたものであるが，い
ずれも1％または5％有意水準で正に有意に推定さ
れている。しかしながら，固定効果推定の結果で
は，Staiger and Stock（1997）の弱操作変数の検定
結果（この場合はt値の二乗）が，関連性の仮定を
満たすとされる水準である10に及ばない。つまり，
操作変数が弱いという帰無仮説は棄却できない。
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表A2 第一段階推定における基準病床密度の推定結果
推定式 単回帰 重回帰
推定方法 IV FEIV IV FEIV

推定モデル （i） （i） （i） （ii） （i） （ii）
基準病床密度 1.035*** 0.205** 0.795*** 0.708*** 0.153** 0.161**

（0.046） （0.083） （0.054） （0.046） （0.059） （0.059）
［22.510］ ［2.475］ ［14.730］ ［15.349］ ［2.590］ ［2.718］

R-Squared 0.646 0.646 0.795 0.830 0.633 0.677

観測値数 2310 2310 2310 1997 2310 1997

二次医療圏数 313 313 313 307 313 307

注：被説明変数は設置病床密度。推定方法は制限情報最尤法（LIML）法による。すべての重回帰モデルには，表2で挙げたすべての変数
と年ダミー変数群が含まれている。上段の数値は係数推定値，中段の括弧内は，都道府県内の二次医療圏間の誤差項の相関を許した
頑健な標準誤差，下段の角括弧内はt値である。***は1％，**は5％有意水準でそれぞれ有意であることを示す。
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注：分析サンプルより筆者作成。相関係数は0.804。

図A1 基準病床密度と設置病床密度の相関
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Revisiting the Number of Beds and Inpatient Health Care Cost:
Evidence from Instrumental Variable Fixed-Effect

Estimation Using the Target Number of Beds

KATAOKA Shiori, et al.＊1 and YUDA Michio＊2

Abstract

This paper revisits to estimate the effect of the number of existing beds per 1,000 people (existing
bed density) on per capita inpatient health care cost using panel data for secondary medical regions from
FY2000 to FY2007. The total number of existing beds in a region generally varies according to the capital

investment of individual medical institutions, but in Japan, it can be subject to the target number of beds in

each secondary medical care region, which is the upper limit regulation for regional total number of beds,

defined in the regional health care plans established by each prefectural government. Based on such

institutional background, we use the target number of beds per 1,000 people (target bed density) as an
instrumental variable for the existing bed density. Our results by the instrumental variable estimation with

fixed effects show that the widely known strongly positive correlation between existing bed density and per

capita inpatient health care cost reflects the tendency in the highly competitive areas and that its elasticity is

estimated from 0.110 to 0.182. We also find that the correlation disappears by controlling for the fixed effects of

the secondary medical regions and endogeneity of existing bed density in the less competitive areas. In

addition, the elasticity of the target bed density with respect to the existing bed density in less competitive

areas is estimated around 0.16.

Keywords：Target Number of Beds (Regional Hospital Bed Regulation), Inpatient Health Care Cost, National
Health Insurance System, Fixed Effect Instrumental Variable Estimation, Local Average Treatment

Effect
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動向

令和元年度 社会保障費用統計
――概要と解説――

国立社会保障・人口問題研究所 社会保障費用統計プロジェクト＊

抄 録

国立社会保障・人口問題研究所は2021年8月31日に「令和元年度社会保障費用統計」を公表した。2019
年度の「社会支出」総額は127兆8,996億円，対前年度増加額は2兆3,982億円で過去最高となり，対GDP比
は0.31％ポイント上昇した。「社会保障給付費」総額は123兆9,241億円で，対GDP比は0.34％ポイント上
昇した。
社会支出を政策分野別にみると，最も大きいのは「保健」で53兆527億円，次いで「高齢」の48兆4,114
億円であり，この2分野で総額の約8割（79.4％）を占め，社会支出の伸びを牽引している。
社会保障給付費を「医療」，「年金」，「福祉その他」に3分類すると，「医療」は40兆7,226億円で総額に
占める割合は32.9％，「年金」は55兆4,520億円で同44.7％，「福祉その他」は27兆7,494億円で同22.4％で
あった。社会保障給付費に対応する，社会保険料や公費による負担などの「社会保障財源」は，総額132
兆3,746億円で，前年度に比べ2,297億円の減少となった。大項目別構成割合をみると，「社会保険料」が
55.9％，「公費負担」が39.2％，「他の収入」が4.9％であった。

キーワード：社会支出，社会保障給付費，社会保障財源，OECD，ILO

社会保障研究 2021, vol. 6, no. 3, pp. 346-359.

Ⅰ 社会保障費用統計

社会保障費用とは，社会支出（OECD基準）と
社会保障給付費（ILO基準）の総称である。社会
支出は，社会保障給付費に加え，直接個人に帰着
しない支出も集計範囲に含む。社会支出のデータ
はOECDにおいて定期的に更新・公表されてお
り，国際比較の観点から重要な指標となっている
（なお，国際比較では2017年度のものを公表して
いる（後述））。他方，社会保障給付費は1950年以

降について利用可能で，長期時系列推移をみるに
適しており，国内の政策議論の基礎として長年利
用されている。
国立社会保障・人口問題研究所（以下「研究所」
という。）は，毎年，社会保障費用を取りまとめた
統計として「社会保障費用統計」を公表している。
公表時期については，近年は，公表年度の8月に
前々年度の「社会保障費用統計」を公表しており，
2021年度は8月31日に「令和元年度社会保障費用
統計」を公表した1)。本稿は，「令和元年度社会保
障費用統計」についてその集計結果の概要を示

＊小西香奈江（企画部長），竹沢純子（企画部 第3室長），渡辺久里子（同 第1室長），黒田有志弥（社会保障応
用分析研究部 室長），佐藤格（社会保障基礎理論研究部 第1室長）

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3346
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し，解説することを目的とするものである。

Ⅱ 「令和元年度社会保障費用統計」の概要と解説

本節では，まず社会支出及び社会保障給付費の
総額の動向，次に政策分野別社会支出，部門別社
会保障給付費，機能別社会保障給付費の動向，最
後に社会保障財源の動向について解説する。

1 社会保障費用（社会支出，社会保障給付費）
の総額―過去最高額を更新

（1） 社会支出（表1，表2，表3）
2019年度の社会支出の総額は127兆8,996億円，
対前年度伸び率は1.9％（2018年度は1.0％），対国
内総生産比は22.85％（2018年度は22.54％）で
あった。また，2019年度の国民1人当たりの社会
支出は101万3,700円であり，1世帯当たりでは242
万4,900円であった。社会支出の総額は1980年の
集計開始以来最高額であり，対国内総生産比は
0.31％ポイント上昇した。
（2） 社会保障給付費（表1，表2，表3）
2019年度の社会保障給付費の総額は123兆9,241
億円，対前年度伸び率は 2.1％（2018年度は
1.1％），対国内総生産比は22.14％（2018年度は
21.80％）であった。また，2019年度の国民1人当
たりの社会保障給付費は98万2,200円であり，1世
帯当たりでは234万9,500円であった。社会保障給
付費の総額は1950年の集計開始以来最高額であ
り，対国内総生産比は0.34％ポイント上昇した。

2 政策分野別社会支出―「保健」と「高齢」で
約8割を占める（表4）

（1） 社会支出の動向
2019年度の社会支出を政策分野別にみると，

「保健」が最も多く（構成割合は41.5％。以下同

じ。），次いで「高齢」（37.9％），「家族」（7.6％），
「遺族」（5.1％），「障害，業務災害，傷病」（4.9％），
「他の政策分野」（1.4％），「失業」（0.7％），「積極

1) 国立社会保障・人口問題研究所（2021）参照。同内容は研究所ホームページおよび政府統計の総合窓口（e-Stat）
に全文掲載している。なお，社会保障費用統計では，集計範囲や集計項目の分類の妥当性を随時検証し，変更の
必要があれば毎年の公表時にそれらを反映させている。その際には過去の数値についても適切な時点まで遡及修
正している。「令和元年度社会保障費用統計」においても細かな変更を行い，それに伴い遡及修正も行っているた
め，時系列表などを参照する際には最新のもの（2022年度公表予定の「令和2年度社会保障費用統計」までは「令
和元年度社会保障費用統計」）を参照されたい。
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表2 社会保障費用の対国内総生産比及び対国民所得比
社会保障費用 2018年度 2019年度 対前年度増加分

％ ％ ％ポイント
社会支出
対国内総生産比 22.54 22.85 0.31

対国民所得比 31.20 31.87 0.67

社会保障給付費
対国内総生産比 21.80 22.14 0.34

対国民所得比 30.18 30.88 0.70

資料：国内総生産及び国民所得は，内閣府「2019年度（令和元年
度）国民経済計算年次推計」による。

表1 社会保障費用の総額

社会保障費用 2018年度 2019年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

社会支出 1,255,014 1,278,996 23,982 1.9

社会保障給付費 1,213,987 1,239,241 25,254 2.1

注：社会支出には，社会保障給付費に加えて，施設整備費等の個
人に帰着しない支出も集計範囲に含む。詳しくは国立社会保
障・人口問題研究所（2021）56-67頁参照。

表3 1人当たり及び1世帯当たり社会保障費用

社会保障費用 2018年度 2019年度
対前年度比

増加額 伸び率
千円 千円 千円 ％

社会支出
1人当たり 992.6 1,013.7 21.2 2.1

1世帯当たり 2,420.1 2,424.9 4.8 0.2

社会保障給付費
1人当たり 960.1 982.2 22.1 2.3

1世帯当たり 2,341.0 2,349.5 8.5 0.4

注：1世帯当たり社会支出＝平均世帯人員×1人当たり社会支出に
よって算出した。1世帯当たり社会保障給付費も同様の方法
による。

資料：人口は，総務省統計局「人口推計―2019年10月1日現在」，平
均世帯人員は，厚生労働省「2019（令和元）年国民生活基礎
調査」による。
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的労働市場政策」（0.6％），「住宅」（0.5％）の順と
なっている。「保健」と「高齢」の2分野で総額の
約8割（79.4％）を占めている。前年度と比較し
て，「保健」と「高齢」の順位が入れ替わっている
が，これは，OECD社会支出の基準マニュアルの
改定（2019年）に伴い，「令和元年度社会保障費用
統計」より作成方法の変更を行ったことによるも

のである。「令和元年度社会保障費用統計」にお
ける作成方法の変更の詳細については後述する。
2019年度の政策分野別社会支出の対前年度伸び
率でみると，「他の政策分野」「家族」「失業」「障
害，業務災害，傷病」「保健」「高齢」（伸び率の大
きい順）が増加している一方で，「積極的労働市場
政策」「住宅」「遺族」は減少している。「他の政策
分野」の増加は年金生活者支援給付制度が導入さ
れたことなど，「家族」の増加は子どものための教
育・保育給付交付金が増加したことなどが影響し
ている。
（2） 社会支出の国際比較（表5，図1）
表5及び図1は日本を含めた主要6か国の政策分
野別の社会支出の対国内総生産比である。出所の
OECD社会支出データベースは原則として2年お
きにt-3年度2)まですべての国について一斉に更新
され，直近では2020年度に2017年度まで更新され
た。社会支出の対国内総生産比を諸外国と比較す
ると，2017年度時点で日本はイギリスよりも大き
く，フランス，ドイツ，スウェーデン，アメリカ
と比較すると小さくなっている。

3 部門別社会保障給付費―「医療」と「福祉そ
の他」が昨年度より高い伸び率（表6）
部門別社会保障給付費は，社会保障給付費を

「医療」「年金」「福祉その他」に分けているもので
ある。これはILO第18次調査の社会保障給付費収
支表を基礎にしているが，分類は日本独自である。
2019年度の社会保障給付費を部門別にみると，

「医療」が40兆7,226億円（構成割合は32.9％。以

2) t-3年度のtとは，OECDデータベースの更新作業が行われた年度を表す。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3348

表4 政策分野別社会支出

社会支出 2018年度 2019年度
対前年度比
増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％
合 計 1,255,014 1,278,996 23,982 1.9

（100.0） （100.0）
高齢 482,446 484,114 1,668 0.3

（38.4） （37.9）
遺族 65,074 64,600 △474 △0.7

（5.2） （5.1）
障害，業務災害，傷病 60,630 62,392 1,762 2.9

（4.8） （4.9）
保健 516,879 530,527 13,648 2.6

（41.2） （41.5）
家族 90,567 96,730 6,164 6.8

（7.2） （7.6）
積極的労働市場政策 8,567 8,303 △264 △3.1

（0.7） （0.6）
失業 8,535 8,964 429 5.0

（0.7） （0.7）
住宅 6,084 6,028 △56 △0.9

（0.5） （0.5）
他の政策分野 16,231 17,338 1,106 6.8

（1.3） （1.4）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：政策分野別社会支出の項目説明は，国立社会保障・人口問題
研究所（2021）56-67頁を参照。

表5 社会支出の国際比較（2017年度）

社会支出 日本
（2019年度） 日本 イギリス アメリカ スウェーデン ドイツ フランス

社会支出
対国内総生産比 22.85％ 22.36％ 21.36％ 24.78％ 26.44％ 27.64％ 32.21％

（参考）対国民所得比 31.87％ 31.01％ 29.68％ 31.15％ 41.08％ 37.01％ 45.57％

注：アメリカについては，2014年にいわゆるオバマケア（Patient Protection and Affordable Care Act）が施行され，個人に対し医療保険への
加入が原則義務化されたことに伴い，それまで任意私的支出（Voluntary Private Expenditure）とされてきた民間の医療保険支出が，義
務的私的支出（Mandatory Private Expenditure）として社会支出に計上されることになった。

資料：諸外国の社会支出は，OECD Social Expenditure Database（2021年5月24日時点），国内総生産・国民所得については，日本は内閣府
「2019年度（令和元年度）国民経済計算年次推計」，諸外国はOECD Annual National Accounts Database（2021年5月24日時点）による。

出所：上記資料より国立社会保障・人口問題研究所が作成。
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下同じ。），「年金」が55兆4,520億円（44.7％），「福
祉その他」が27兆7,494億円（22.4％）であり，近
年，「福祉その他」の構成割合が徐々に増加する傾
向にある。
2019年度の部門別社会保障給付費について対前

年度伸び率でみると，「医療」は2.5％増，「年金」
は0.4％増，「福祉その他」は5.1％増であった。
「年金」の伸び率は2018年度における対前年度比
を下回ったが，「医療」と「福祉その他」は2018年
度における対前年度比を上回った。

令和元年度 社会保障費用統計――概要と解説―― 349
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注：表5注参照。
資料：諸外国の社会支出は，OECD Social Expenditure Database（2021年5月24日時点），国内総生産・国民所得については，日本は内閣府

「2019年度（令和元年度）国民経済計算年次推計」，諸外国はOECD Annual National Accounts Database（2021年5月24日時点）による。
出所：上記資料より国立社会保障・人口問題研究所が作成。

図1 政策分野別社会支出の国際比較（2017年度）
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（1） 医療
2019年度の「医療」は全体として9,746億円増加
し，2018年度における伸び（0.8％増）と比較して
高い伸び（2.5％増）となった。その要因として
は，後期高齢者医療制度と全国健康保険協会管掌
健康保険（以下「協会けんぽ」という。）の給付費
が伸びたことによる3)。
上記に述べたように，制度別にみると，「医療」
の増加に最も寄与したのは，後期高齢者医療制度
（5,997億円増），次いで協会けんぽ（3,447億円増）
である。
「医療」の伸びに最も寄与した後期高齢者医療
制度の給付は，対前年度比で4.0％の増加となっ
た。被保険者1人当たり医療費の増加（対前年度
比1.2％増4)），被保険者数の増加（対前年度比
2.6％増5)）が影響したと考えられる。協会けんぽ
の給付費の増加（対前年度比5.9％増）は，1人当

たりの医療費の増加と制度加入者数の増加6)によ
るものと考えられる。
（2） 年金
2019年度の「年金」は全体で1,939億円増加し，
対前年度比0.4％増となった。近年の「年金」の伸
び率はおおむね1.0％未満で推移しており，「年
金」の増加の伸びは低く抑えられているといえる
が，2019年度は，年金額の改定が0.1％と低かった
こと，後述するように，国民年金では増加したも
のの厚生年金保険が減少したため，伸びが低かっ
た。
制度ごとにみると，厚生年金保険（1,226億円
減）等で減少したが，国民年金（3,618億円増）等
で増加したため「年金」全体としては増加してい
る。厚生年金保険の減少は，2019年度から男性及
び共済組合等の女性において，報酬比例部分の支
給開始年齢が63歳に引き上げられ，62歳の受給権
者が大きく減少したことが影響している7)。
他方，国民年金については，受給者数・平均年
金月額ともに2018年度よりも増加しており，その
結果，年金総額も2018年度よりも増加している8)。
（3） 福祉その他
2019年度の「福祉その他」は，社会福祉，介護
保険等で増加したため，全体として1兆3,569億円
増（対前年度比5.1％増）となった。
社会福祉は，全体で9,331億円の増加（対前年度
比16.1％増）となった。これは主として，子ども
のための教育・保育給付交付金（4,345億円増），
介護給付費・訓練等給付費の増加（942億円増），
年金生活者支援給付制度が導入されたことによる
年金生活者支援給付金給付費の新規計上（1,244
億円増）等による。

3) なお，2019年度の診療報酬については，診療報酬本体が消費税率の引き上げに伴いプラス0.41％の改定，薬価等
のうち材料価格はプラス0.03％の改定であった一方で，薬価について実勢価が引き下げられ，消費税対応分を含
めてマイナス0.51％の改定であったため，全体としてマイナス0.07％の改定であった。
4) 厚生労働省保険局「令和元年度後期高齢者医療事業状況報告」。
5) 前掲注5）報告書参照。
6) 2019年度の協会けんぽについては，1人当たりの医療費は対前年度比で2.5％の増加，制度加入者数は同2.8％の
増加となっている（厚生労働省保険局「令和元年度健康保険・船員保険事業年報」）。
7) 厚生労働省年金局「公的年金財政状況報告－令和元（2019）年度－」p.121。
8) 国民年金について，受給者数の対前年度比で1.0％の増加，老齢年金平均月額は同0.4％の増加となっており，年
金総額は1.4％の増加となっている（厚生労働省年金局「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」）。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3350

表6 部門別社会保障給付費

社会保障給付費 2018年度 2019年度
対前年度比
増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％
計 1,213,987 1,239,241 25,254 2.1

（100.0） （100.0）
医療 397,480 407,226 9,746 2.5

（32.7） （32.9）
年金 552,581 554,520 1,939 0.4

（45.5） （44.7）
福祉その他 263,926 277,494 13,569 5.1

（21.7） （22.4）
介護対策（再掲） 103,885 107,361 3,476 3.3

（8.6） （8.7）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：部門別社会保障給付費の項目説明は，国立社会保障・人口問
題研究所（2021）27頁，51頁を参照。
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「福祉その他」の中で再掲している「介護対策」9)

は，昨年度の対前年度増加率（2.8％増）より高い
伸び（3.3％増）となった。「介護対策」の増加は，
そのうち98.0％（2019年度）を占める介護保険が
増加したためである（3,462億円増，対前年度比
3.4％増）。

4 機能別社会保障給付費―「家族」「障害」が
比較的大きな伸び（表7）
機能別社会保障給付費は，社会保障給付費を

「高齢」「遺族」「障害」「労働災害」「保健医療」「家
族」「失業」「住宅」「生活保護その他」の9つのリ
スクあるいはニーズに分類したものである10)。
2019年度の社会保障給付費を機能別にみると，

「高齢」が全体の46.7％で最も大きく，次いで「保

健医療」が31.5％であり，この2項目で78.2％を占
めている。これ以外では，構成割合の高い順に
「家族」（7.4％），「遺族」（5.2％），「障害」（4.0％），
「生活保護その他」（2.8％），「失業」（1.2％），「労
働災害」（0.8％），「住宅」（0.5％）の順となってお
り，構成割合は2018年度と大きな違いはなかっ
た。
対前年度伸び率でみると，「家族」（対前年度比

8.3％増）が比較的大きく伸びている。その主た
る要因としては，（前述の社会福祉の増加要因と
同様）子どものための教育・保育給付交付金の増
加（4,345億円増）など，子ども・子育て関連施策
の拡充のための費用が増加したことが挙げられ
る。
また，「生活保護その他」も増加しているが（対
前年度比3.6％増），これも前述のように，年金生
活者支援給付制度が導入されたことによる年金生
活者支援給付金給付費の新規計上（1,244億円増）
等が要因として挙げられる。

5 社会保障財源―「社会保険料」「公費負担」
は増加（表8）
社会保障財源の概念は，社会保障給付費と同じ
ようにILO基準に対応するもので，その総額には，
給付費に加えて管理費及び施設整備費等の財源も
含まれる11)。
2019年度の社会保障財源は，総額で132兆3,746
億円となり，前年度に比べて2,297億円減少した
（対前年度比0.2％減）。社会保障財源の総額は，
資産収入の変動に大きく影響を受けているが，
2019年度は，2018年度と比較して社会保険料や公
費負担が増加したが，資産収入が減少したため全
体としては減少した。
社会保障財源の大項目別構成割合をみると，

「社会保険料」が55.9％，「公費負担」が39.2％，
「他の収入」が4.9％であった。また，社会保障財
源の小項目別構成割合は，「被保険者拠出」が最も
多く（29.4％），次いで「事業主拠出」（26.5％），

9)「介護対策」には，介護保険給付のほか，生活保護の介護扶助，原爆被爆者に対する介護保険の一部負担金の助
成及び介護休業給付が含まれる。
10) 各項目に含まれる制度については，国立社会保障・人口問題研究所（2021）71-73頁参照。
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表7 機能別社会保障給付費

社会保障給付費 2018年度 2019年度
対前年度比
増加額 伸び率

億円 億円 億円 ％
計 1,213,987 1,239,241 25,254 2.1

（100.0） （100.0）
高齢 572,766 578,347 5,581 1.0

（47.2） （46.7）
遺族 64,976 64,499 △477 △0.7

（5.4） （5.2）
障害 47,506 49,001 1,495 3.1

（3.9） （4.0）
労働災害 9,182 9,305 123 1.3

（0.8） （0.8）
保健医療 380,830 390,815 9,986 2.6

（31.4） （31.5）
家族 84,894 91,908 7,014 8.3

（7.0） （7.4）
失業 14,297 14,635 337 2.4

（1.2） （1.2）
住宅 6,032 6,028 △4 △0.1

（0.5） （0.5）
生活保護その他 33,503 34,703 1,199 3.6

（2.8） （2.8）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：機能別社会保障給付費の項目説明は，国立社会保障・人口問
題研究所（2021）71-73頁を参照。
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「国庫負担」（26.0％），「他の公費負担」（13.2％），
「その他」（3.7％），「資産収入」（1.2％）の順と
なっている。前年度と比較して資産収入の割合が

減少しているが，資産収入を除いた各項目の相対
的な構成割合に大きな変化はなかった。
社会保障財源を小項目別にみると，前述のよう
に「資産収入」が減少し（対前年度比64.0％減），
「その他」も減少したが（対前年度比6.4％減），そ
れ以外の項目はいずれも2018年度より増加した。
（1） 社会保険料
① 被保険者拠出
「被保険者拠出」は，主として厚生年金保険
（3,455億円増），協会けんぽ（2,966億円増）等で増
加したことにより，全体として6,284億円の増加，
対前年度比1.6％の伸び率となった。
「被保険者拠出」の増加の要因について制度別
にみると，厚生年金保険については被保険者数の
増加，1人当たり標準報酬額の増加12)，協会けんぽ
については制度加入者の増加及び平均総報酬額等
の増加13)が挙げられる。
② 事業主拠出
「事業主拠出」は，厚生年金保険（3,455億円
増），協会けんぽ（2,953億円増），児童手当（1,046
億円増）等で増加し，全体として7,873億円の増
加，対前年度増加率2.3％の伸び率となった。厚
生年金保険，協会けんぽの保険料は労使折半であ
るため，「事業主拠出」の増加要因は，「被保険者
拠出」の増加の要因と同じである。また，児童手
当の増加は，2019年4月より子ども・子育て拠出金
率が 1,000分の 2.9（0.29％）から 1,000分の 3.4
（0.34％）に改定されたことによる。
（2） 公費負担
公費負担とは，「国庫負担」と「他の公費負担」
の合計である。

11) 財源はILO基準のみであり，社会支出に対応する財源の集計は存在しない。OECDでは別の統計（Revenue
Statistics歳入統計）において，各国の税，社会保険料の国際比較データを整備している。ただし，Revenue
Statisticsの税には，社会保障に加えて防衛費等のほかの支出へ充当する分も含むため，社会保障に限った財源を
みるデータとしては不適当である。将来，OECDが社会支出とRevenue Statisticsを一体化させる形で拡張される
可能性があるが，多大な労力がかかるため実現は難しい状況にある（Adema et al. 2011）。他方，欧州諸国に限れ
ば，ESSPROS統計において社会保障の財源データが整備されており，国際比較が可能である。しかし，日本は，
ESSPROS統計を整備していないため，比較ができない。日本と諸外国の比較可能な財源データの整備が今後の課
題であることは，国立社会保障・人口問題研究所（2011）でも指摘しているところである。
12) 2019年度の厚生年金保険被保険者数の対前年度伸び率は1.4％，1人当たりの標準報酬額の対前年度の伸び率は
0.6％であった（厚生労働省年金局「令和元年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」）。
13) 2019年度について，協会けんぽの制度加入者は対前年度比2.8％の増加，平均総報酬額は同0.5％の増加となって
いる（厚生労働省保険局「令和元年度健康保険・船員保険事業年報」）。
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表8 項目別社会保障財源

社会保障財源 2018年度 2019年度
対前年度比

増加額 伸び率
億円 億円 億円 ％

計 1,326,043 1,323,746 △2,297 △0.2
（100.0） （100.0）

社会保険料 725,926 740,082 14,157 2.0

（54.7） （55.9）
被保険者拠出 383,382 389,665 6,284 1.6

（28.9） （29.4）
事業主拠出 342,544 350,417 7,873 2.3

（25.8） （26.5）
公費負担 503,913 519,137 15,225 3.0

（38.0） （39.2）
国庫負担 335,997 344,067 8,071 2.4

（25.3） （26.0）
他の公費負担 167,916 175,070 7,154 4.3

（12.7） （13.2）
他の収入 96,205 64,526 △31,678 △32.9

（7.3） （4.9）
資産収入 44,286 15,944 △28,341 △64.0

（3.3） （1.2）
その他 51,919 48,582 △3,337 △6.4

（3.9） （3.7）

注1：（ ）内は構成割合である。
2：公費負担とは，「国庫負担」と「他の公費負担」の合計であ
る。「他の公費負担」とは，①国の制度等に基づいて地方公
共団体が負担しているもの，②地方公共団体の義務的経費
に付随して，地方公共団体が独自に負担をしているもの，で
ある。ただし，国の制度等に基づかず地方公共団体が独自
に行っている事業については，認可外保育所等の一部の就
学前教育・保育に係る事業及び公費負担医療給付分が含ま
れている。

3：「資産収入」については，公的年金制度等における運用実績
により変動することに留意する必要がある。また，「その
他」は積立金からの受入を含む。
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① 国庫負担
「国庫負担」は，社会福祉，厚生年金保険，後期
高齢者医療制度などで増加し，全体として8,071
億円の増加となった。
社会福祉の「国庫負担」の増加（5,587億円増，
対前年度比16.3％増）は，子どものための教育・
保育給付交付金の増加（2,172億円増（国庫負担
分）），年金生活者支援給付制度が導入されたこと
による年金生活者支援給付金給付費の新規計上
（1,244億円増）等による。
厚生年金保険の「国庫負担」の増加（2,304億円
増，対前年度比2.3％増）は，厚生年金保険の国庫
負担の多くは基礎年金拠出金に係るものであると
ころ，基礎年金等給付費の増加を反映した基礎年
金拠出金の増加が要因となっている。後期高齢者
医療制度の国庫負担の増加（1,245億円増，対前年
度比2.4％増）は，給付費の増加が要因である。
② 他の公費負担
「他の公費負担」とは，①国の制度等に基づいて
地方公共団体が負担しているもの，②地方公共団
体の義務的経費に付随して，地方公共団体が独自
に負担をしているもの，である。ただし，国の制
度等に基づかず地方公共団体が独自に行っている
事業については，認可外保育所等の一部の就学前
教育・保育に係る事業及び公費負担医療給付分が
含まれている。
2019年度の「他の公費負担」は，社会福祉

（4,301億円増），介護保険（1,595億円増）等で増加
した結果，全体で7,154億円の増加（対前年度比
4.3％増）となった。
社会福祉の「他の公費負担」の増加は，子ども
のための教育・保育給付交付金（2,172億円増（地
方負担）），子育てのための施設等利用給付交付金
（700億円増（地方負担））の増加等による。介護保
険の「他の公費負担」の増加は，保険給付の増加

により地方公共団体の負担分が増加したことによ
る。
（3） 他の収入
① 資産収入
「資産収入」は，2019年度の年金積立金の運用収
益額及び運用収益率が2018年度と比較して低かっ
た14)影響で，全体として2兆8,341億円の減少（対
前年度比64.0％減）となった。
② その他
他の収入の「その他」は，雇用保険等で増加し
たものの，厚生年金保険で減少したこと（6,531億
円減）等により，全体として3,337億円の減少（対
前年度比6.4％減）となった。雇用保険における
増加（1,548億円増）は，失業等給付費の財源とし
て将来の給付費に充てるため積立金からの受入が
増加したことが要因である。厚生年金保険におけ
る「その他」の減少は，解散厚生年金基金等徴収
金15)が減少したことが主たる要因である。

Ⅲ 「令和元年度社会保障費用統計」における
主な変更点

1 作成方法の変更
社会保障費用統計における作成方法の変更につ
いては，統計法（平成19年法律第53号）26条1項後
段に基づき総務大臣へ通知が必要である。「令和
元年度社会保障費用統計」においては，（1）介護
保険等のサービスのうち医療・看護系サービス等
の「高齢」から「保健」へ計上区分の変更（OECD
基準），（2）「積極的労働市場政策」及び「失業」
の遡及修正（OECD基準），（3）地方公務員災害補
償法に規定する非常勤の職員等の公務上の災害に
係る補償費の遡及計上（OECD基準，ILO基準），
について変更通知を行った16)。以下では修正した
理由とその内容，影響額を含め，詳細に述べる。

14) 年金積立金の運用実績について，2015年度から2019年度の収益率は，厚生年金保険では，△3.63％，5.47％，
6.51％，1.43％，△5.00％，国民年金では，△3.72％，5.63％，6.70％，1.46％，△5.07％と推移している（厚生労働
省「年金積立金の運用状況について」）。
15) 解散厚生年金基金等徴収金とは，厚生年金基金が確定給付企業年金に移行する際，代行部分に関する権利義務
は国に戻るが，それに伴って解散厚生年金基金等から国庫に納められるものである。
16) 本変更については2021年8月24日に作成方法変更通知を発出し同日受理された。変更後の作成方法全文は当研
究所ホームページ上（https://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/sakusei/sakusei-2019.pdf）に掲載している。
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（1） 介護保険等のサービスのうち医療・看護
系サービス等の計上区分の変更

① 変更の経緯とその内容
集計表1（OECD基準社会支出集計表）ではこれ
まで介護保険等のサービス17)を「高齢」に区分し
てきたが，保健分野の費用に係る国際基準である
SHA（A System of Health Accounts）の2011年基準
改定［OECD, Eurostat and WHO（2011）］に伴う
OECD社会支出基準の改定［Adema and Fron
（2019）］により，表9に示すとおり長期療養・介護
サービスのうち医療・看護系サービス及び入浴・
食事・排泄等のADL（日常生活動作）に関する支
援サービスは「保健」分野に計上区分を変更する
こととなった。
表10に示した介護保険等のサービスの区分は，

SHA委員会の決定事項［医療経済研究機構
（2016）］18)を参考に，SHA2011基準に基づき当研究
所において整理したものである。主な項目の区分
の考え方及び推計方法は表11のとおりである。
② 遡及の影響額
遡及については，「保健」が準拠するSHA基準の
改定時期を踏まえ，2011年度分まで行った。各年

度における「高齢」から「保健」へ移行した支出
額は表12のとおりである。2019年度において「高
齢」から「保健」へ移行した支出額（9兆7,786億
円）には，表10に挙げたサービスのうち「保健」
に区分した費用及び「高齢と保健で按分」の項目
のうち「保健」分が含まれている。
③ そのほかの留意点
SHA基準の長期療養・介護サービスには高齢者
に加えて，障がい児・者を対象とするサービスも
本来は集計対象であり19)，OECD社会支出基準の
「保健」にも含めるべきである。しかしながら，日
本の制度決算においては，同サービスについて種
別ごとの費用を区分して計上していないという
データの制約により，「保健」に計上することがで
きていない。この点は今後の課題である。
また，今回のSHA基準の改定は，OECD社会支
出基準集計のみに影響し，ILO基準集計の分類は
従来通りである。介護保険等サービスは，ILO基
準部門別分類においては「福祉その他」のうち
「介護対策」に，同機能別分類において「高齢」に
引き続き区分されている。

17) 介護保険と介護保険以外の生活保護のうち介護扶助等を含む。表10参照。
18) わが国のSHA基準による推計結果については，社会保険協会・医療経済研究機構（IHEP）が集計しOECDに登録
している。IHEPは，SHA基準の2011年改定への対応に当たり，2015年度に開催したSHA委員会において介護保険
サービスに係る「保健」と「高齢」の区分方針を検討・作成し（医療経済研究機構2016），2016年に2011年度まで
遡及したデータをOECDに登録している（満武2016a；満武2016b）。
19) 障がい児・者を対象とする長期療養・介護サービスは医療経済研究機構が作成するSHA集計においても脱落し
ている（西沢2015）。
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表9 長期療養・介護サービスのOECD社会支出基準の改定前後における計上区分

長期療養・介護サービスの種類注1 OECD社会支出基準の計上区分 （参考）SHA2011
基準の計上区分注2改定前 改定後

Ⅰ 医療・看護系サービス注3 高齢 保健 HC.3

Ⅱ 入浴・食事・排泄等のADL（日常生活動作）に関する支援サービス 高齢 保健 HC.3

Ⅲ 買い物，洗濯等のIADL（手段的日常動作）に関する支援サービス 高齢 高齢 HC.R.1

Ⅳ その他の社会福祉サービス注4 高齢 高齢 集計対象外

注1：OECD, Eurostat and WHO（2017）の第5章機能別分類 HC.3 Long-term Careの項で示された4類型である。
2：HC.3はLong-term Care（Health），HC.R.1 はLong-term Care（Social）と表記される。
3：医療・看護系サービスには，医療または看護における，疼痛などの症状の緩和，薬剤の投与，医学的診断及び処置の実施，創傷の手
当，家族への健康相談，患者とその家族への情緒的・精神的支援の提供など，医療，パラメディカル，看護サービスが関係する症状
の管理が含まれる。

4：社会参加や余暇を主な目的とする，個人に連続または繰り返し提供される地域社会活動及び就労支援が含まれる。
資料：OECD, Eurostat and WHO (2017), Adema and Fron (2019).
出所：筆者ら作成。
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注1：2019年度時点の制度に基づき整理した。
2：2017年度以前の予防訪問介護，予防通所介護は「高齢」として計上している。また，総合事業移行後の訪問型サービス，通所型サー
ビスは，「介護予防・生活支援サービス事業費」の一部として「高齢」として計上している。

3：介護給付と介護予防給付の合計額に占める「保健」と「高齢」の割合から按分率を作成し，各費用に乗じて「保健」と「高齢」に区
分する方法で推計した。

4：管理費はOECD社会支出の基準において「保健」のみ集計対象のため，「高齢」分は計上していない。
出所：筆者ら作成。

高額医療合算介護サービス費 保健と高齢で按分注3

市町村特別給付費 高齢
保険給付費のその他 高齢
地域支援事業費
介護予防・生活支援サービス事業費 高齢
一般介護予防事業費 高齢
介護予防事業費 高齢
包括的支援事業・任意事業費 保健
地域支援事業費のその他 高齢
保健福祉事業費 高齢
事業費（介護サービス事業勘定）
居宅サービス事業費 保健
地域密着型サービス等事業費 保健
居宅介護支援事業費 保健
介護予防・日常生活支援総合事業費 高齢
その他 高齢
管理費 保健と高齢で按分注3 注4

介護保険以外
・生活保護
介護扶助 保健と高齢で按分注3

・公衆衛生
原爆被爆者介護保険法一部負担金（原爆被
爆者等援護対策費の内数）

保健

・社会福祉
低所得者に対する介護保険サービスに係る
利用者負担額の軽減措置事業（介護保険制
度運営推進費の内数）

保健と高齢で按分注3

・地方単独事業
公立養護老人ホーム等管理費（老人保護措
置費）

高齢

公立老人福祉施設管理費（老人保護措置費
以外）

高齢

高齢者生活福祉センター（生活支援ハウス）
管理費

高齢

老人憩の家管理費 高齢
地域包括支援センター管理費 保健
介護サービス利用者負担助成に要する経費 保健と高齢で按分注3

養護老人ホーム等入所負担軽減に要する経費 高齢
高齢者等の安否確認・見守り事務費 高齢
高齢者日常生活支援事業費（老人日常生活
用具，介護用品等支給に要する経費を含む）

高齢

私立養護老人ホーム等助成費（老人保護措
置費）

高齢

私立老人福祉施設助成費（老人保護措置費
以外）

高齢

介護予防・地域支え合い事業費（在宅医療・
訪問看護推進事業費を含む）

高齢

高齢者虐待防止事業費 高齢
認知症高齢者支援事業費 高齢

介護保険
保険給付費 介護サービス

給付
介護予防
給付

居宅サービス
訪問サービス
訪問介護 生活援助：高齢

身体介護等：
保健

－注2

訪問入浴介護 保健 保健
訪問看護 保健 保健
訪問リハビリテーション 保健 保健
居宅療養管理指導 保健 保健
通所サービス
通所介護 保健 －注2

通所リハビリテーション 保健 保健
短期入所サービス
短期入所生活介護 保健 高齢
短期入所療養介護（老健） 保健 保健
短期入所療養介護（病院等） 保健 保健
短期入所療養介護（介護医療院） 保健 保健
短期入所療養介護（介護老人保健施設） 保健 保健
短期入所療養介護（介護療養型医療施設
等）

保健 保健

福祉用具・住宅改修サービス
福祉用具貸与 保健 保健
福祉用具購入費 保健 保健
住宅改修費 高齢 高齢
特定施設入居者生活介護 保健 高齢
居宅介護支援（介護予防支援） 保健 保健
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 保健 －
夜間対応型訪問介護 保健 －
地域密着型通所介護 保健 －
認知症対応型通所介護 保健 保健
小規模多機能型居宅介護 保健 保健
認知症対応型共同生活介護 保健 保健
地域密着型特定施設入居者生活介護 保健 －
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活
介護

保健 －

複合型サービス（看護小規模多機能型居
宅介護）

保健 －

施設サービス
介護老人福祉施設 保健 －
介護老人保健施設 保健 －
介護療養型医療施設 保健 －
介護医療院 保健 －
高額介護サービス等費 保健と高齢で按分注3

特定入所者介護サービス等費 高齢

表10 介護保険等のサービスに係る「保健」と「高齢」の区分注1
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（2）「積極的労働市場政策」及び「失業」の遡
及修正

集計表1（OECD基準社会支出集計表）のうち
「積極的労働市場政策」分野については，1980年度
分から1989年度分まで未計上となっており，1990
年度分から2004年度分までは予算額を計上（「積
極的労働市場政策」に計上すべき一部の費用につ

いては「失業」に計上）していた20)。そのため，
1980年度分から2004年度分まで決算額を計上する
修正を行った。あわせて，「失業」に計上されてい
た上記の一部の費用について，「積極的労働市場
政策」に区分を変更して計上することとした21)。
表13は「積極的労働市場政策」及び「失業」の

1980年度から2004年度について，修正前後の額と

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3356

表11 介護保険等サービスのうち主な項目の区分の考え方及び推計方法
・訪問介護 訪問介護のうち身体介護等注1は，ADL（日常生活動作）に関する支援サービスであることから，

「保健」に区分した。一方，訪問介護のうち生活援助注1は，IADL（手段的日常生活動作）に関する
支援サービスであり，総合事業のうち訪問型サービス注2についても生活援助が中心と考えられる
ことから，「高齢」に区分した。
なお，生活援助相当額については，厚生労働省「介護給付費等実態統計報告」に基づき，加算項目
を除く訪問介護総単位数（＝「身体介護」＋「身体介護・生活援助」＋「生活援助」＋「通院等乗
降介助」）に占める「生活援助」（いわゆる生活援助中心型サービス）の割合を訪問介護の合計額に
乗ずることにより推計し，「高齢」に計上している。また，身体介護等の費用については，訪問介
護の合計額から生活援助相当額を除いた額を「保健」に計上している。

・通所介護 要介護者向けサービスである「通所介護」は「保健」としたが，要支援者向けサービスである総合
事業のうち「通所型サービス」注3については，IADL（手段的日常生活動作）に関する支援サービス
が主であると考えられることから，「高齢」とした。

・介護予防短期入所生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護

要支援者の利用分はIADL（手段的日常生活動作）に関する支援サービスが主であると考えられる
ことから，「高齢」とした。

・福祉用具貸与
・福祉用具購入費

SHA基準に照らせば，一部「高齢」に該当する用具もあるが，決算値からは区分しての集計ができ
ないことから，すべて「保健」として区分した注4。

・住宅改修費 資本形成に関する費用はSHA基準の「公的保健医療支出」からは除外されているため，「高齢」と
した。

・特定入所者介護サービス等費 直接的な身体介護ではない，食費・居住費の補足給付であることから，「高齢」とした。
・高額介護サービス等費
・高額医療合算介護サービス費

給付対象サービスの内訳を算定できないことから，厚生労働省老健局「介護保険事業状況報告
（年報）」より介護給付と介護予防給付の合計額に占める「保健」と「高齢」の割合から按分率を作
成し，「高額介護サービス費」等に乗じて「保健」と「高齢」に区分する方法で推計した。表10に
おいて「保健と高齢で按分」とした介護扶助や介護サービス利用者負担助成に要する経費等につ
いても，同様の理由から上記の按分方法を適用している。

・地域支援事業費のうち包括的支援
事業・任意事業費

地域包括支援センターにおける地域ケア会議の開催，認知症総合支援事業などの費用である。
SHA基準の定義（症例管理及び医療と長期療養サービスとの調整を含む医療評価及びサービスは
HC.3に含む）［OECD, Eurostat and WHO (2011), p.116］に照らし「保健」に区分した。同様に地域
包括支援センターに係る費用である「地方単独事業」のうち「地域包括支援センター管理費」につ
いても「保健」に区分した。

・公衆衛生のうち原爆被爆者介護保
険法一部負担金（原爆被爆者等援護
対策費の内数）

原爆被爆者の介護保険サービスの利用者負担を助成する制度である注5。助成対象のいわゆる福祉
系サービス注6の多くが表10で「保健」に区分されるサービスであることから「保健」に区分した。

注1：「身体介護等」は入手できるデータの制約等をふまえ，生活援助中心型サービス以外のものとしており，身体介護と生活援助が混在
する場合のサービス，通院等乗降介助を含む。「生活援助」は生活援助中心型サービスとしている。

2：2017年度以前の予防訪問介護を含む。
3：2017年度以前の予防通所介護を含む。
4：SHA基準機能別分類においては，長期療養・介護サービスではなく，補装具費（HC.5.2.9）に該当する。
5：次の二つの助成事業を含む（厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13410.html（2021年11月2日最終確認））
より引用）。①介護保険等利用被爆者助成事業（介護保険法に規定する介護福祉施設サービスまたは通所介護，短期入所生活介護，
小規模多機能型居宅介護若しくは認知症対応型共同生活介護等を受け，当該費用を負担する被爆者，及び老人福祉法に規定する養
護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所し，当該施設の入所に係る費用の一部を負担する被爆者に対して，利用者負担の軽
減措置を図るもの。②訪問介護等利用被爆者助成事業（介護保険法に規定する訪問介護等を受け，当該費用を負担する被爆者に対
して，利用料自己負担分を助成する事業。所得制限あり。）。

6：注5の①及び②に該当する介護保険サービスは都道府県において「福祉系サービス」と呼称されている。一例として愛媛県資料「被
爆者の介護保険利用時の公費負担等（令和3年4月）〔介護サービス事業所向け〕」
（https://www.pref.ehime.jp/h25500/kenkou/kenjou/hibaku/documents/zigyousya_osirase.pdf（2021年11月2日最終確認））参照。

出所：筆者ら作成。
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その差額の内訳を示している。2004年度について
みると，「積極的労働市場政策」の差額△5,095億
円は，予算額1兆1,506億円を決算額3,810億円に差
し替え，さらに「失業」から「積極的労働市場政
策」に区分を変更した雇用保険のうち雇用安定等
給付金2,602億円が加わった結果である。一方，
「失業」の差額△2,667億円については，予算額1兆
5,144億円から「積極的労働市場政策」に区分を変
更した2,602億円を差し引き，かつ雇用対策の決
算値についても必要な見直し（20億円追加，85億
円削除）を行った結果である。
（3） 地方公務員災害補償法に規定する非常勤
の職員等の公務上の災害に係る補償費の計
上

集計表1（OECD基準社会支出集計表）における
「保健」及び集計表2（ILO基準社会保障給付費収
支表）における「22．地方公務員等災害補償」で
は，これまで，地方公務員災害補償法第69条第1項
に規定する非常勤の職員等の公務上の災害に係る
補償費は未計上であったが，内閣府「国民経済計
算」において「地方財政状況調査」（総務省）の集
計結果を活用し計上していることに倣い，費用統

計においても当該費用を計上することにした。な
お，遡及は本費用の計上先である集計表1の「保
健」が準拠するSHA基準の改定時期を踏まえ，
2011年度分まで行った。本費用は2019年度におい
て42億円，社会保障給付費計の0.003％であり，遡
及修正による影響は極めて小さい。
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表12 介護保険等のサービスのうち医療・看護系サービス等の計上区分の変更に係る修正額
（単位：億円）

年度
高齢 保健

修正前後の差額
修正前 修正後 修正前 修正後

2011（平成23） 518,884 447,767 368,834 439,951 71,117

2012（ 24） 533,538 457,707 375,457 451,288 75,831

2013（ 25） 543,580 464,290 384,529 463,820 79,290

2014（ 26） 545,745 462,852 391,720 474,613 82,893

2015（ 27） 557,144 471,816 410,474 495,802 85,328

2016（ 28） 560,967 473,447 412,189 499,709 87,520

2017（ 29） 569,399 478,004 419,384 510,779 91,395

2018（ 30） 576,766 482,446 422,559 516,879 94,320

2019（令和元） 581,900 484,114 432,741 530,527 97,786

出所：筆者ら作成。
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表13 「積極的労働市場政策」及び「失業」の遡及修正額 （単位：億円）

年度

積極的労働市場政策 失業

修正前 修正後 修正
前後の
差額

修正前 修正後 修正
前後の
差額

追加 削除
「失業」
からの
区分変更

追加 削除

「積極的
労働市場
政策」への
区分変更

1980（昭和55） － 3,759 3,759 1,216 － 2,543 12,200 9,764 △2,436 107 － △2,543
1981（ 56） － 4,196 4,196 1,349 － 2,846 14,022 11,238 △2,784 63 － △2,846
1982（ 57） － 3,690 3,690 1,313 － 2,377 14,829 12,493 △2,336 41 － △2,377
1983（ 58） － 3,542 3,542 1,324 － 2,218 15,342 13,167 △2,175 43 － △2,218
1984（ 59） － 3,417 3,417 1,364 － 2,053 15,685 13,680 △2,004 49 － △2,053
1985（ 60） － 3,517 3,517 1,381 － 2,137 13,349 11,257 △2,092 45 － △2,137
1986（ 61） － 3,816 3,816 1,411 － 2,404 14,508 12,143 △2,366 39 － △2,404
1987（ 62） － 4,974 4,974 1,509 － 3,465 15,540 12,126 △3,414 51 － △3,465
1988（ 63） － 6,444 6,444 1,537 － 4,906 15,463 10,629 △4,834 72 － △4,906
1989（平成元） － 7,318 7,318 1,587 － 5,731 15,627 9,922 △5,704 26 － △5,731
1990（ 2） 14,691 6,353 △8,338 1,689 △14,691 4,664 14,423 9,770 △4,652 12 － △4,664
1991（ 3） 14,992 5,880 △9,111 1,753 △14,992 4,127 14,680 10,562 △4,117 10 － △4,127
1992（ 4） 14,005 6,391 △7,614 1,835 △14,005 4,556 17,087 12,541 △4,546 10 － △4,556
1993（ 5） 14,829 7,624 △7,205 1,999 △14,829 5,625 20,668 15,053 △5,615 10 － △5,625
1994（ 6） 15,694 7,615 △8,079 1,968 △15,694 5,647 22,776 17,137 △5,639 9 － △5,647
1995（ 7） 15,685 9,054 △6,631 2,324 △15,685 6,730 25,618 18,896 △6,722 8 － △6,730
1996（ 8） 16,671 8,431 △8,240 2,610 △16,671 5,821 25,468 19,654 △5,814 7 － △5,821
1997（ 9） 16,520 7,911 △8,609 2,884 △16,520 5,027 26,228 21,208 △5,020 7 － △5,027
1998（ 10） 13,673 8,372 △5,301 3,703 △13,673 4,669 29,476 24,815 △4,660 9 － △4,669
1999（ 11） 14,291 11,679 △2,612 6,389 △14,291 5,291 30,529 25,254 △5,275 15 － △5,291
2000（ 12） 14,196 10,031 △4,165 4,099 △14,196 5,932 29,409 23,494 △5,915 17 － △5,932
2001（ 13） 14,316 13,958 △358 7,953 △14,316 6,005 29,825 23,830 △5,995 10 － △6,005
2002（ 14） 12,289 10,521 △1,768 5,725 △12,289 4,796 27,365 22,597 △4,768 28 － △4,796
2003（ 15） 12,138 8,341 △3,797 4,570 △12,138 3,771 20,378 16,575 △3,803 34 △66 △3,771
2004（ 16） 11,506 6,412 △5,095 3,810 △11,506 2,602 15,144 12,477 △2,667 20 △85 △2,602

出所：筆者ら作成。
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Financial Statistics of Social Security in Japan,
Fiscal Year 2019

National Institute of Population and Social Security Research Project Team
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Abstract

The total amount of Social Expenditure in FY 2019 was 127,899.6 billion yen and the highest ever.

The percentage share of the Gross Domestic Product (GDP) increased by 0.31 percentage points from the
previous fiscal year. The total amount of Social Benefit was 123,924.1billion yen. It was also recorded highest

ever and the share of GDP also increased by 0.34 percentage points.

Among the nine policy areas of Social Expenditure in FY 2019, Health was the largest amount

(53,052.7 billion yen), followed by Old age (48,411.4 billion yen). These two areas accounted for 79.4% of the
total amount of Social Expenditure in FY 2019 and have driven growth of the Social Expenditure.

Among the three categories of Social Benefit in FY 2019, expenditure (and its share in the total
amount) in Medical Care was 40,722.6 billion yen (32.9%), in Pensions was 55,452.0 billion yen (44.7%), and
in Welfare and Others was 27,749.4 billion yen (22.4%).

Social Security Revenue in FY 2019 amounted to 132,374.6 billion yen, which was 229.7 billion yen

decrease from the previous fiscal year. The sources of revenue are 55.9% from contribution and 39.2% from

tax, and 4.9% from others including income from capital.

Keywords：Social Expenditure, Social Benefit, Social Security Revenue, OECD, ILO



0515_社会保障研究_【久井】_SK.smd  Page 1 21/12/15 09:46  v4.00

（所内研究報告（社会保障・人口））情報

社人研における機関リポジトリの運用開始について

久井 情在＊1，是川 夕＊2

国立社会保障・人口問題研究所（社人研）は，
国立情報学研究所（NII）の提供するクラウド型の
機関リポジトリ環境提供サービス「JAIRO Cloud」
上に「社人研リポジトリ」（https://ipss.repo.nii.ac.
jp/）を開設し，2021年4月より一般公開している。
今後，社人研から新たに出される研究論文や報告
書は，当リポジトリを通じて公表されることとな
る。
社人研ではこれまで，機関誌『社会保障研究』

『人口問題研究』，ディスカッションペーパー，
ワーキングペーパーおよび各種研究報告書を社人
研ウェブサイト上で公表してきた。しかし，これ
らのコンテンツは，Google ScholarやCiNiiといっ
た国内外の学術情報データベースには掲載されて
いなかったため，こうしたデータベース上で論文
を検索する研究者の目に留まりにくいという課題
があった。
このうち機関誌に掲載された論文については，

国立国会図書館への納本を通じて書誌情報のみ
CiNii等に掲載されていたが，そこから社人研ウェ
ブサイトへのリンクは貼られていなかった。その
ため，検索者が社人研ウェブサイトのことを知ら
なければ，そのまま閲覧を断念する可能性があっ
た。さらに，ウェブ上の学術コンテンツにDOI
（Digital Object Identifier）を付与することで，永続
的なアクセスを保証しようとする国際的な動きが
あり，社人研においても対応が求められていた。
このたび社人研が機関リポジトリを開設した

JAIRO Cloudは，NIIが2012年から運用するクラウ
ドサービスであり，2021年10月現在，全国の大
学・研究機関等609の機関が利用している。各機
関は，それぞれが構築したリポジトリに論文・報
告書の電子ファイルやその書誌情報を登録するこ
とで，研究成果を保存・蓄積でき，そのデータは
リポジトリのウェブサイトを通じて外部にも公表
される。

＊1国立社会保障・人口問題研究所研究員
＊2国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長
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社人研ウェブサイト

トップページ
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論文・報告書等の電子ファイル
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社人研ウェブサイト

トップページ

刊行物のページ

論文・報告書等
の電子ファイル

図1 社人研リポジトリ導入によるアクセス向上
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また，JAIRO Cloudに登録されたコンテンツ情
報は，同じNIIが運営する学術データベースCiNii
に反映され，CiNiiの検索画面からリポジトリの該
当コンテンツのページへのリンクが貼られる。さ
らに，NIIは国内唯一のDOI登録機関であるジャパ
ンリンクセンター（JaLC）の共同運営者でもある
ことから，JAIRO Cloudに登録したコンテンツに
DOIを付与するサービスも提供している。した
がって，論文・報告書等をJAIRO Cloud上のリポジ
トリを通じて公表し，DOIを取得することで，国
内外からのアクセス向上が期待できる（図１）。
社人研では，速報性の高いディスカッション
ペーパーおよびワーキングペーパーの掲載を先行
させる形で機関リポジトリを構築し，2021年4月

に公開した。機関誌については，『社会保障研究』
を第6巻第1号（2021年7月刊）から，『人口問題研
究』を第77巻第2号（2021年6月刊）からリポジト
リ上で公開している。
なお，ディスカッションペーパー・ワーキング
ペーパーを除く既刊の論文・報告書については，
量が膨大なことからリポジトリへの移行を行って
おらず，今後の措置についても未定である。その
ためこれらにアクセスするには従来どおり，社人
研ウェブサイトを経由する必要がある。

（ひさい・せいあ）
（これかわ・ゆう）

社人研における機関リポジトリの運用開始について 361
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書評

酒井正 著『日本のセーフティーネット格差』
（慶應義塾大学出版会，2020年2月）

大石 亜希子＊

本書は「就業」を軸として社会保険のセーフ
ティーネットからの脱落がどこで起きているのか
を明らかにし，セーフティーネット機能を回復す
るための方向性を論じた著作である。経済学分野
で「セーフティーネット」をタイトルに打ち出す
学術書は非常に少なく，評者の知る限りでは橘木
（2000）以来の，実に20年ぶりの出版となる。1)この
間に介護保険が施行され，社会福祉基礎構造改革
に続いて社会保障と税の一体改革も実施された。
これら一連の制度改革が行われたという事実だけ
でも，セーフティーネットを改めて論じることの
意義を見出せるが，それだけではない。1990年代
半ば以降，労働市場では非正規雇用者が顕著に増
加し，就業者に占める割合も上昇した。このよう
な変化は，安定的な正規雇用を前提として構築さ
れてきた皆保険の維持を困難にし，セーフティー
ネットの綻びを生んでいる。さらに足元では，コ
ロナ禍のなかで雇用保険でカバーされていない非
正規雇用者やフリーランス労働者が休業あるいは
失職して生活苦に陥る状況がしばしば生じてい
る。これらを踏まえて今日，セーフティーネット
のあり方を検討することは，学問的にも政策的に
も重要である。

Ⅰ 本書の概要

本書は序章・終章と7つの章で構成される。は
じめに，各章の概要を紹介する。
まず，序章において著者は，日本の労働市場と
社会保障制度の全体像を概観したのち，主たる
セーフティーネットの役割を果たしてきた社会保

険制度に注目し，個々の社会保険の成り立ちと沿
革を解説している。この部分は労働市場と社会保
障に関する知識をコンパクトにまとめているの
で，読者にとって有益なイントロダクションとな
るであろう。今日の社会保険は，リスク・プーリ
ングを行うだけではなく，大規模な所得再分配装
置としても機能しているのであるが，序章の終節
ではその再分配が実際には現役世代から高齢世代
への世代間再分配になっており，現役世代内の格
差を縮小させるという，本来のセーフティーネッ
ト機能を果たしていないことを指摘している。
第1章では，セーフティーネットに綻びが生じ
ている具体例として，年金保険と医療保険におけ
る未納・未加入問題を取り上げている。酒井
（2009）を含めて従来の研究では，流動性制約と就
業移動に伴う手続きのし忘れが未納・未加入の背
景にあることが指摘されてきた。そのどちらにつ
いても，非正規雇用者や無業者の存在が深くかか
わっている。この問題に対して，これまで政府は
啓発活動や保険料減免，そして制度適用範囲の拡
大による解決を目指してきた。しかし，著者によ
れば，減免措置は保険料拠出の任意性を許すもの
でもあり，「強制加入による皆保険」という原則に
矛盾する。また，適用範囲を拡大しても給付水準
が低ければセーフティーネット機能の回復にはつ
ながらない。重要なのは，給付水準を含めた給付
設計であると著者は強調する。
本書の分析のコアとなる第2章から第4章は，労
働保険の分析である。第2章では，雇用保険から
の基本手当を受給する失業者の割合が長期的に低
下トレンドにあることに注目し，その背景を要因

＊千葉大学大学院 教授
1) 本書刊行後に出版された書籍として八代（2020）がある。

社 会 保 障 研 究 Vol. 6 No. 3362



0616_社会保障研究_【大石】_SK.smd  Page 2 21/12/15 09:47  v4.00

分解によって探っている。分析の結果，雇用保険
によって救済されない失業者の増加には，非正規
雇用者と長期失業者の増加が寄与しており，セー
フティーネットの脆弱性が特に雇用不安定な層で
顕著なことを示している。この章では「手厚い失
業給付がモラルハザードを生む」という教科書的
な通説についても最新の研究成果を踏まえて検討
を行っている。
第3章では，保育と育児休業を取り上げている。
出産前後で退職する女性が依然として多いことを
考えれば，両立支援策は退職（失職）リスクを減
らすためのセーフティーネットとしてとらえるこ
とができる。したがって，これらの制度がどれだ
け就業継続に役立っているかが問われることにな
る。しかも，雇用保険から支給される育児休業給
付金は近年，給付規模が拡大しているだけに，そ
の所得再分配効果も気になるところである。保育
所にしても，その運営には多くの公費が投入され
ているので，誰が便益を得ているかは重要な問題
である。著者はこれまでの研究成果を踏まえつ
つ，これらの両立支援策が低中所得層や非正規雇
用者を含む子育て世帯にとっての有効なセーフ
ティーネットとなっているかを検討している。
第4章のテーマは，高齢者就業である。ここで
は高齢期の就業継続を困難にする要因として，労
働災害リスクと介護リスクに注目している。政府
は，社会保険の受給者を支え手に変える施策とし
て高齢者就業の促進に力を入れてきた。並行して
進められた年金制度改革の影響もあり，2000年代
以降，60歳代の就業率は上昇している。その一方
で，著者らの分析では，こうした就業者の加齢が
労災発生率を高めるとともに，死亡事故や脳・心
臓疾患に到る事故割合を高めてもいる。今後も高
齢労働者が増加することを考えれば，健康や安全
を確保するセーフティーネットとしての労働災害
保険や医療保険の役割を再考する必要があると著
者は指摘する。他方，中高年層が直面する介護リ
スクについては，世間で言われているほど介護を
理由とする離職が多いわけではなく，また，介護
保険導入によって就業がしやすくなったかどうか
についても既存研究では明確な結論が出ていない

という，一般読者からみればやや意外な事実が述
べられる。そのうえで，介護と就業の両立支援と
して介護休業制度の拡充にウエイトを置く現在の
政策の妥当性が論じられている。
第5章では，経済学において社会保険料負担が
どのようにとらえられているかを，理論面と実証
面から解説している。社会保険料は，制度上は
「労使折半」で負担するとされている。しかし経
済学的には，労働需要と労働供給の賃金弾力性の
大小で労使の負担割合が決定される。このため，
事業主負担を引き上げても負担の一部は賃金に転
嫁されたり雇用量が減少したりという形で労働者
にも帰着する。実際に，著者らの研究では，介護
保険導入による事業主負担の増加が（介護保険の
被保険者となる）40歳以上の労働者の賃金を引き
下げたことが明らかにされている。さらに，著者
の分析では，事業主負担が引き上げられる場合に
は，社会保険が適用されないような短時間の非正
規雇用者で正規雇用者を代替する動きが生じる可
能性も指摘されている。
この第5章で論じられているように，給付拡充
のための事業主負担の増加や保険適用範囲の拡大
は，必ずしも労働者にとって好ましい結果をもた
らすとは限らない。この点は，本書を貫く重要な
メッセージの一つとなっている。
第6章では労働市場の入り口でつまずく若者に
注目して，若年層のセーフティーネットのあり方
を論じている。多くの先行研究が示すように，日
本の労働市場では学卒時に非正規雇用に就いた
り，若年期に失業を経験したりすることがその後
の就業や賃金に長期的な悪影響を及ぼすという
「世代効果」（本書では「烙印効果」と呼んでいる）
が観察される。こうした世代効果が生じる背景に
は，企業内人的資本形成による生産性向上を重視
し，新卒一括採用を行う日本的雇用慣行がある
が，一定の経済合理性をもつ日本的雇用慣行を一
朝一夕に変化させることはできない。そこで著者
は，若者支援策としてしばしば引き合いに出され
る施策の数々――最低賃金の引き上げや就労支
援，雇用保険の適用拡大など――の問題点を指摘
したのち，「第二のセーフティーネット」の必要性

酒井正 著『日本のセーフティーネット格差』 363
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を論じている。
第 7章では，近年注目されている EBPM

（Evidence based policy making：証拠に基づく政策
立案）を取り上げている。この章はEBPMについ
ての近年の研究成果も含めた優れた入門編となっ
ている。章の前半では「E」（エビデンス）にまつ
わる諸問題を整理・解説し，後半では「PM」（政策
立案）のプロセスを振り返りながら社会保障政策
においてEBPMがどのような形で活用可能かを検
討する構成となっている。まず前半では，適切な
分析方法を用いて「見せかけの相関」を排し，因
果関係を特定することの重要性を論じたあと，分
析方法によってエビデンスとしての信頼度が異な
ることや，都合の良い結果だけをつまみ食いする
チェリー・ピッキングの問題，そして学術論文の
刊行に付随しがちな「出版バイアス」の問題を論
じる。つづいて著者は，政策立案の観点から，ど
のような政策決定においてエビデンスが役立つか
を検討する。章末では，従来型の利害調整を重ん
じるタイプの政策決定よりも，政策目的が明確で
実現手段が複数あり，各手段の優劣を決定するタ
イプの政策決定においてエビデンスが役立つと結
論づけている。
以上を踏まえて終章では，雇用（に基づく拠出）
を条件とせずに給付を行う「第二のセーフティー
ネット」を整備すべきであるという，本書の主要
な主張が導かれる。

Ⅱ 本書の評価

本書の最大の貢献は，現役世代にフォーカスし
て社会保障研究と労働研究を架橋した点にあると
評者は考える。現役世代にとって最も身近な生活
上のリスクとは，仕事を失って収入が途絶えるこ
とである。このため本書では，社会保険の中でも
労働保険（雇用保険と労災保険）の分析に多くの
紙幅を割いている。この点は本書の（そして酒井
氏の研究の）独創性が最も発揮されている部分と
言えよう。というのも，従来の社会保障研究では
年金，医療，介護などの給付規模が大きい分野の
テーマが占めるウエイトが高く，労働保険はほと

んど顧みられることがなかったからである。実
際，経済学に依拠した社会保障の教科書として定
評ある小塩（2013）でも，雇用保険についての記
述はわずかである。一方，労働経済学分野の教科
書や研究書では，失業給付のモラルハザード問題
がしばしば取り上げられる半面，社会保険のカバ
レッジの問題が取り上げられることは少ない。正
規・非正規問題に関する優れた研究書である神林
（2017）においても，雇用保険についての直接的な
言及はない。このように，従来の社会保障研究と
労働研究の間に存在したギャップを埋める役割を
本書は果たしている。
さらに，本書が家族と社会保障の代替関係に注
目してセーフティーネットを論じている点も，重
要な貢献と評価できる。少子高齢化やライフスタ
イルの変化により，家族が果たしてきた生活保障
機能が低下する一方で，従来の社会保障システム
が，このような家族の変化に十分に対応しきれて
いない点については，多くの研究が指摘してきた
（国立社会保障・人口問題研究所編 2000，2012）。
ただしこれらの先行研究では，社会保障のセーフ
ティーネット機能の拡充・回復を提唱する一方
で，そうした拡充がモラルハザードを引き起こし
たり，望ましくない所得分配につながったりする
可能性については控えめな指摘にとどまってきた
ようにも思われる。一方，本書では，保育所の拡
充が祖父母育児を代替した可能性や，育児休業給
付金が比較的中高所得層に帰着している点を指摘
し，セーフティーネットの拡充が人々の行動変容
を惹起するというフィードバックを重視してい
る。これは単純に家族責任を重くしようという意
図ではなく，むしろそうしたフィードバックを考
慮した上でのセーフティーネットの設計が必要と
いうことなのである。
さて，本書において著者は，第一のセーフ
ティーネットである従来の社会保険と，最後の
セーフティーネットである生活保護の間に位置す
る「第二のセーフティーネット」を設けることを
提唱するものの，その具体像は示していない。著
者は，福祉によるセーフティーネットの拡大には
慎重であるが，その主な理由は本書の各所で繰り
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返し表明されているモラルハザードへの懸念にあ
ると考えられる。とすれば，第二のセーフティー
ネットとしては，就業インセンティブを阻害しな
い給付付き税額控除が有力な候補になりうるので
はなかろうか。ただし給付付き税額控除にもさま
ざまなタイプがあり，議論も多いことから，慎重
な著者は本書ではあえて立ち入らなかったという
ことかもしれない。
また，本書では「労働市場への包摂」という言
葉が何度か出てくる。社会政策分野の読者であれ
ばこれはinclusionを意味するものと理解するであ
ろうし，経済分野の読者であればmobilizeと解釈
するかもしれない。本書のかきぶりでは，著者は
経済協力開発機構（OECD）の inclusive labor
marketの定義に近いものを想定しているように評
者は受け取った。とはいえ，本書で触れられてい
るような女性，高齢者，若者などのセーフティー
ネット格差は，労働市場にmobilizeはされたもの
の結局のところincludeされていないことに由来
しているとも考えられるのではなかろうか。
本書は一般書に近い体裁と平易な文体をとりな
がらも，内容は学術的にも高度であり，最新の研
究成果にも十分な目配りがなされている。競争市
場を仮定した学部レベルの労働経済学から一歩進
んで，不完全競争も想定したBoeri and van Ours
（2013）など大学院レベルの教科書で学ぶ大学院
生にとって，本書は特に有益であろう。もちろ
ん，本書のテーマであるセーフティーネットはす
べての人々の関心事であり，コロナ禍のなかで本

書の価値は刊行時よりもさらに上昇しているとも
いえる。
最後になるが，小さなエピソードを紹介した
い。ある研究会で酒井氏が本書の執筆を開始した
のを知ったとき，評者は「日経・経済図書文化賞
をとってくださいね」と激励した。それまでの酒
井氏の研究業績を踏まえれば，完成した書籍がど
のような水準のものになるかは容易に予想できた
からである。評者の言葉を受けた酒井氏は「そん
なものじゃないから！」と強く謙遜していたが，
結果は諸氏がご存知の通りである。

参考文献
小塩隆士（2013）『社会保障の経済学 第4版』日本評
論社。
神林 龍（2017）『正規の世界・非正規の世界』慶應義
塾大学出版会。
国立社会保障・人口問題研究所編（2000）『家族・世帯
の変容と生活保障機能』東京大学出版会。
西村周三監修・国立社会保障・人口問題研究所編
（2012）『日本社会の生活不安 自助・共助・公助の新
たなかたち』慶應義塾大学出版会。
酒井 正（2009）「就業移動と社会保険の非加入行動の
関係」『日本労働研究雑誌』No.592, pp.88-103。
橘木俊詔（2000）『セーフティ・ネットの経済学』日本
経済新聞社。
八代尚宏（2020）『日本的雇用・セーフティーネットの
規制改革』日本経済新聞社。

Boeri, T. and J. van Ours (2013) The Economics of
Imperfect Labor Markets, Second Edition, Princeton
University Press.

（おおいし・あきこ）
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「社会保障研究」への投稿論文の査読状況について
『社会保障研究』に投稿された投稿論文受付数，一回目の査読結果が投稿者に通知されるまでの期間（査読期
間），採択率はそれぞれ下記のとおりでした。

引き続き，皆様の論文の投稿をお待ちしております。
『社会保障研究』編集委員会

期間 投稿論文
受付数（本）

査読期間
（日；平均値） 採択率（％） 採択率に関する

備考

2021年4月～2021年9月 2 － － 2021年9月30日までの
受付分

2020年10月～2021年3月 8 133.9 12.5
2021年3月31日までの

決定分

2020年4月～2020年9月 4 77.3 50.0
2020年9月30日までの

決定分

2019年10月～2020年3月 12 91.4 58.3
2020年3月31日までの

決定分

2019年4月～2019年9月 5 84.0 20.0
2019年9月30日までの

決定分
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『社会保障研究』執筆要領
1．原稿の書式
原稿はA4版用紙に横書き（40字×36行）とし，各ページに通し番号をふってください。

2．原稿の分量
原稿の分量は，本文・図表・注釈・参考文献を含めて，それぞれ以下を上限とします。なお，図表については，1つに
つき，A4サイズ原稿の1/ 2までの大きさのものは400字とし，1/ 2以上のものは800字に換算するものとします。
(1）論文：20,000字 （4）社会保障判例研究：12,000字
(2）動向・資料：12,000字 （5）書評：6,000字
(3）情報：3,000字
3．原稿の構成
1）表題
和文表題とともに英文表題を記載してください。

2）見出し等
本文は，必要に応じて節，小見出しなどに分けてください。その場合，ⅠⅡⅢ … →123… →（1）（2）（3）…→ ①
②③ …の順に区分し，見出しを付けてください。なお，本文中に語や箇条書きの文などを列挙する場合は，見出しと
重複しないよう，（a)(b)(c）または・などを使用してください。

3）抄録・キーワード
「論文」，「動向・資料」については，和文400字程度，英文250語程度で抄録を作成してください。また，和文，英文
各5語以内でキーワードを設定してください。
なお，編集委員会では，英文のネイティブ・チェックは行いませんので，執筆者ご自身の責任でご確認をお願いい
たします。

4）注釈
注釈は脚注とし，注釈を付す箇所に上付きで1）2）…の注釈番号を挿入してください。注釈番号は論文末までの通
し番号としてください。

5）参考文献
参考文献は，論文の末尾に列挙してください。表記の方法は下記を参考にしてください。
金子能宏・川越雅弘・西村周三（2013）「地域包括ケアの将来展望」，西村周三監修，国立社会保障・人口問題研

究所編『地域包括ケアシステム―「住み慣れた地域で老いる」社会をめざして』，慶應義塾大学出版会，
pp.311-318。

泉田信行・黒田有志弥（2014）「壮年期から高齢期の個人の健康診断受診に影響を与える要因について―生活と支
え合いに関する調査を用いて―」，『季刊社会保障研究』，Vol.49，No.4，pp.408-420。

森田朗（2014）『会議の政治学Ⅱ』，慈学社出版。
Finkelstein, Amy and Kathleen McGarry (2006) “Multiple Dimensions of Private Information: Evidence from the Long-

Term Care Insurance Market,” American Economic Review, Vol.96, No.4, pp.938-958.
Poterba, James M., Steven F. Venti, and David A.Wise (2014) “The Nexus of Social Security Benefits, Health, and

Wealth at Death,” In David A. Wise ed., Discoveries in the Economics of Aging, University of Chicago Press.
Le Grand, Julian (2003), Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens, Oxford

University Press.

インターネットのサイトを引用する場合は，そのページのタイトル，URL，および最終確認日を明記してください。
United Nations Development Programme（2010）Human Development Report 2010, http: / / hdr.undp.org/ en/ re-

ports/ globa1/ hdr2010/（2010年10月5日最終確認）
4．引用方法
本文または注釈において，ほかの文献の記述を引用する，または，参照する場合は，その出典を以下のように引用文
の末尾に亀甲括弧で明記してください。この場合，当該引用文献を論文末尾に参考文献として必ず挙げてください。
（例1）…〔森田（2014），p.45〕 …〔Le Grand (2003), p.3〕

…〔森田（2014），pp.45-46〕 …〔Le Grand (2003), pp.3-4〕
（例2）著者が2人の場合

…〔泉田・黒田（2014），p.408〕 …〔Finkelstein and McGarry (2006), p.938〕
（例3）著者が3人以上の場合

…〔金子他（2013），p.311〕 …〔Poterba et al. (2014), p.159〕
ただし，本文中における，ほかの文献の引用または参照について，その出典を注釈で示す場合は，亀甲括弧は必要あ
りません。
（例）1）森田（2014），p.45
また，注釈などで，参考文献として列挙しない文献を挙げる場合は，上記の参考文献の表記に準じてその著者名，著
書・論文名，頁などを記載してください。
（例）1）森田朗（2014）『会議の政治学Ⅱ』慈学社出版，p.45。

5．表記
1）年号
原則として西暦を用いてください。元号が必要な場合は西暦の後に括弧書きで挿入してください。ただし，元号を
用いることが慣例となっている場合はその限りではありません。

2）敬称
敬称は略してください。
（例）西村周三教授は→西村は 京極氏は→京極は
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6．図表
図表にはそれぞれ通し番号および表題を付け（例参照），出所がある場合は必ず明記してください。図表を別ファイ
ルで作成した場合などは，論文中に各図表の挿入箇所を指定してください。なお，他の出版物から図表を転載する場合
には，執筆者自身が著作権者から許諾を得てください。
（例）＜表1＞受給者数の変化 ＜図1＞社会保障支出の変化

7．倫理的配慮
原稿に利用したデータや事例等について，研究倫理上必要な手続きを経ていることを本文または注に明記してくださ
い。また，記述においてプライバシー侵害がなされないように細心の注意をはらってください。
8．利益相反
利益相反の可能性がある場合は書面で報告してください。なお，利益相反に関しては厚生労働省指針（「厚生労働科
学研究における利益相反の管理に関する指針」）を参照してください。
9．原稿の提出方法など
1）原稿の提出方法
投稿論文を除き，本誌掲載用の原稿は原則としてデータファイルを電子メールに添付する方法で提出してくださ
い。ファイル容量などの理由により，電子メールに添付する方法での提出が困難な場合は，CD-Rなどの媒体に記録の
上，郵送で提出してください。また，当方で受信したファイルの読み込みができない，あるいは，特殊文字の認識が
できないなどの場合には，紙媒体による原稿の提出をお願いすることがありますので，その際にはご協力ください。
原稿のデータファイルが存在しない場合は，紙媒体の原稿を郵送にて提出してください。

2）図表について
図表を別ファイルで作成している場合は，当該図表ファイルも提出してください。提出方法は，原稿の提出方法と
同様です。データファイルが無い場合は，図表を記載した紙媒体の資料を郵送してください。

3）投稿論文の提出方法
投稿論文の提出については，『社会保障研究』投稿規程に従ってください。審査を経て採用が決定した場合には，前

2項に従って当該論文のデータファイルを提出していただくことになります。

『社会保障研究』投稿規程
1. 本誌は，国内外の社会保障およびその関連領域に関する理論的・実証的研究，国内外の社会保障制度改革の
動向などを迅速かつ的確に収録することを目的とします。
2. 投稿は，「論文」，「動向・資料」および「社会保障判例研究」の3種類とし，いずれかを選択してください。な
お，「論文」，「動向・資料」はおおむね以下のようなものとします。
「論文」：独創的かつ政策的有用性に優れた社会保障に関する研究論文
「動向・資料」：政策的有用性に優れた社会保障に関する研究論文，資料（独創性は問わない）であり，おおむね
以下のようなものとします。
1）独創性や政策的有用性は「論文」に及ばないが，今後の発展が期待できる研究論文
2）政策的有用性に優れた社会保障に関する調査・分析に関する報告
3）国内外における社会保障の政策動向に関する考察
投稿者の学問分野は問いませんが，本誌に投稿する論文等は，いずれも未投稿・未発表のものに限ります。
3. 投稿者は，投稿申込書とともに審査用原稿（PDFファイル）を電子メールにて送付してください。投稿申込書
は研究所ウェブサイトよりダウンロードし，各欄に必要事項を記入してください。なお，投稿論文の審査は執
筆者名を伏せて行いますので，審査用原稿には執筆者が特定できる情報を記入しないでください。電子メール
による送付が難しい場合には，投稿申込書1部，審査用原稿4部を，郵送してください。
4. 採否については，編集委員会が指名したレフェリーの意見に基づき，編集委員会において決定します。ただ
し，研究テーマが本誌の趣旨に合致しない，あるいは学術論文としての体裁が整っていない場合など，審査の
対象外とする場合もあります。採用するものについては，レフェリーのコメントに基づき，投稿者に一部修正
を求めることがあります。なお，原稿は採否に関わらず返却いたしません。また，本誌において一度不採用と
された論文等の再投稿は受付をしません。再投稿に当たるかどうかの判断は編集委員会が行います。
5. 原稿執筆の様式は『社会保障研究』執筆要領に従ってください。
6. 掲載された論文等は，他の雑誌もしくは書籍または電子媒体等に収録する場合には，国立社会保障・人口問
題研究所の許諾を受けることを必要とします。なお，掲載号の刊行後に，国立社会保障・人口問題研究所ホー
ムページで論文等の全文を公開します。
7. 原稿の送り先・連絡先
電子メールによる提出：e-mail: kikanshi@ipss.go.jp
郵送による提出 ：〒100-0011

東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル6階
国立社会保障・人口問題研究所 総務課業務係
電話03-3595-2984 Fax: 03-3591-4816
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